
関 原 発 第 ５ 号 

   ２０２１年 ４月 １日 

 

 

  原子力規制委員会 殿 

 

 

                                                大阪市北区中之島３丁目６番１６号 

                                                関西電力株式会社         

執行役社長  森 本  孝  

 

大飯発電所原子炉施設保安規定変更認可申請書 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の２４第１項の規定に基

づき、下記のとおり大飯発電所原子炉施設保安規定の変更認可を申請いたします。 

 

記 

 

１． 変更の内容 

昭和52年 8月31日付 52安(原規)第237号をもって認可を受け、 

昭和53年11月13日付 53安(原規)第264号、 昭和54年 5月28日付 54資庁第 7785号、 

昭和54年 6月22日付 54資庁第 8354号、 昭和54年10月31日付 54資庁第13176号、 

昭和55年 5月12日付 54資庁第16381号、 昭和56年 6月19日付 56資庁第 8318号、 

昭和56年 8月20日付 56資庁第10448号、 昭和57年 1月26日付 56資庁第17611号、 

昭和57年 6月22日付 57資庁第10603号、 昭和58年 2月10日付 57資庁第19486号、 

昭和59年 2月28日付 58資庁第19992号、 昭和59年 8月17日付 59資庁第10192号、 

昭和60年 2月21日付 59資庁第17851号、 昭和60年 6月15日付 60資庁第 7137号、 

昭和60年11月 5日付 60資庁第11805号、 昭和61年 6月26日付 61資庁第 8872号、 

昭和63年 2月23日付 62資庁第16337号、 昭和63年 7月14日付 63資庁第 7656号、 

平成元年 3月31日付 元資庁第 3503号、 平成 2年 3月23日付  2資庁第 1878号、 

平成 3年 1月21日付  2資庁第12871号、 平成 3年 3月26日付  3資庁第 2004号、 

平成 3年 5月23日付  3資庁第 5072号、 平成 3年12月13日付  3資庁第13043号、 

平成 4年12月 2日付  4資庁第12579号、 平成 5年 5月31日付  5資庁第 5098号、 

平成 5年 6月25日付  5資庁第 7613号、 平成 6年 3月31日付  6資庁第 1950号、 

平成 6年 6月24日付  6資庁第 7494号、 平成 7年 1月20日付  6資庁第14300号、 

平成 7年 6月12日付  7資庁第 6883号、 平成 7年 9月13日付  7資庁第10107号、 

平成 8年 8月23日付 8資庁第 8448号、 平成 9年 1月31日付  8資庁第12745号、 

平成 9年 8月27日付 平成09･08･07資第 9号、 平成10年 6月25日付 平成10･06･22資第15号、 

平成10年 9月25日付 平成10･08･11資第16号、 平成11年 3月29日付 平成11･01･20資第16号、 

平成11年 9月 1日付 平成11･07･29資第19号、 平成12年 6月26日付 平成12･06･12資第11号、 

平成13年 1月 5日付 平成12･08･31資第10号、 平成13年 1月19日付 平成13･01･19原第15号、 
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平成13年 2月23日付 平成13･02･15原第19号、 平成13年 3月30日付 平成13･03･23原第13号、 

平成13年11月 5日付 平成13･09･28原第77号、 平成14年 3月 8日付 平成14･02･07原第12号、 

平成14年 8月28日付 平成14･07･12原第12号、 平成14年10月22日付 平成14･09･20原第 8号、 

平成15年 6月20日付 平成15･06･09原第19号、 平成15年 9月11日付 平成15・08・28原第10号、 

平成16年 5月13日付 平成15･12･19原第40号、 平成16年 6月16日付 平成16･06･07原第12号、 

平成16年10月 5日付 平成16･08･19原第 2号、 平成17年 4月11日付 平成17･03･17原第10号、 

平成17年 7月20日付 平成17･07･04原第23号、 平成17年10月24日付 平成17･10･03原第12号、 

平成18年 2月22日付 平成18･01･31原第16号、 平成18年 4月21日付 平成18･04･14原第 4号、 

平成18年 9月 8日付 平成18･08･24原第12号、 平成18年10月23日付 平成18･10･02原第21号、 

平成19年 3月15日付 平成19･02･16原第17号、 平成19年 5月30日付 平成19･05･15原第34号、 

平成19年 6月26日付 平成19･06･08原第137号、 平成19年12月13日付 平成19･09･28原第33号、 

平成19年12月13日付 平成19･11･30原第25号、 平成20年 6月18日付 平成20･05･20原第11号、 

平成20年 8月22日付 平成20･07･11原第14号、 平成20年10月 7日付 平成20･09･16原第19号、 

平成20年12月12日付 平成20･10･31原第  3号、 平成21年 3月25日付 平成21･03･03原第24号、 

平成21年11月 4日付 平成21･09･18原第11号、 平成22年 2月10日付 平成22･01･06原第16号、 

平成22年 6月25日付 平成22･06･10原第  3号、 平成22年 9月13日付 平成22･08･04原第 5号、 

平成22年12月13日付 平成22･11･09原第30号、 平成23年 5月 6日付 平成23･04･04原第35号、 

平成23年 5月11日付 平成23･04･20原第  3号、 平成23年 5月31日付 平成23･05･13原第21号、 

平成23年 9月20日付 平成23･07･25原第14号、 平成24年 9月 6日付 20l208l5原第22号、 

平成25年 3月25日付 原管P収第121221003号、 平成26年 6月 9日付 原規規発第1406095号、 

平成27年 6月12日付 原規規発第1506127号、 平成27年 9月18日付 原規規発第1509183号、 

平成28年 1月20日付 原規規発第1601201号、 平成28年 3月24日付 原規規発第16032411号、 

平成28年10月26日付 原規規発第1610267号、 平成29年 6月26日付 原規規発第1706266号、 

平成29年 9月 1日付 原規規発第1709014号、 平成30年 6月26日付 原規規発第1806268号、 

平成30年12月17日付 原規規発第1812177号、 平成31年 2月13日付 原規規発第1902132号、 

令和元年 6月25日付 原規規発第1906255号、 令和元年 9月 3日付 原規規発第1909033号、 

令和元年12月11日付 原規規発第1912116号、 令和 2年 2月21日付 原規規発第2002212号、 

令和 2年 5月26日付 原規規発第2005263号、 令和 2年 6月 3日付 原規規発第2006033号、 

令和 2年 6月11日付 原規規発第2006113号、 令和 2年 6月19日付 原規規発第2006194号及び 

令和 3年 2月19日付 原規規発第2102194号 で変更認可を受けた大飯発電所原子炉施設 

保安規定の記述を、別添の大飯発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表の変更後欄のとお

り変更する（ただし、変更箇所を示す記載は含まない）。 

 

２．変更の理由 

（１）組織改正に伴う変更 

組織改正に伴い、以下の変更を保安規定に反映する。 

・原子力安全部門と原子力技術部門を統合 

・原子燃料部門の原子燃料サイクルに関する品質保証業務を原子力発電部門へ移管 

・発電所の保修関係組織を統合 

 

（２）コンプライアンス意識の向上のための活動に係る会議名称の変更 
第２条の２および第１４３条（関係法令および本規定の遵守）について、会議名称を変

更する。 
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（３）記載の適正化 
第３４条（計測および制御設備）および第９０条（重大事故等対処設備）について、記

載を適正化する（線種の変更）。 
 

３．施行期日 

（１）この規定は、原子力規制委員会の認可を受けた日より起算し、３０日を超えない範囲で施

行する。 

（２）本規定施行の際、発電所の保修関係組織の統合に伴い変更する規定については、原子力規

制委員会の認可を受けた日、または３号炉の第１８回保全サイクルにおける核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の１６第１項の検査（定期事業者

検査）を終了した日のいずれか遅い日より起算し、３０日を超えない範囲で適用する。 

 

以 上 
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別 添 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大飯発電所原子炉施設保安規定変更前後比較表 
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
関
係
法

令
お

よ
び

本
規

定
の
遵
守

）
 

第
２
条

の
２
 

第
３

条
に

基
づ
く

保
安

活
動

を
実
施

す
る

に
あ
た

り
、

関
係

法
令
お

よ
び

本
規

定
を
遵

守
す

る

こ
と
（

以
下
、
本

条
に
お

い
て
「
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
」
と

い
う
。
）
を
確

実
に
す

る
た

め
、
コ

ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス
意
識

の
向
上

の
た

め
の

活
動

を
以

下
の

と
お
り

実
施

す
る

。
 

２
．
社
長

は
、

以
下

の
事

項
を
実
施

す
る
。

 

(
1
)
 コ

ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス

を
確
実
に

す
る

た
め
の

方
針

を
定

め
る
。
ま
た

、
必
要
に

応
じ

て
そ

の
見

直
し
を
行

う
。

 

(
2
)
 原

子
力
事

業
本

部
長

を
指
揮
し

、
次
項

(2
)の

評
価

結
果

に
つ

い
て

報
告
を
受

け
、
必
要

な
指
示

を
行

う
。
 

３
．
原
子
力

事
業
本

部
長

は
、
前

項
(
1
)の

方
針

に
基

づ
き
、
次

の
各

号
に

従
い
、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス

意
識
の

向
上

の
た
め

の
活

動
を

統
括

す
る

。
ま

た
、
原

子
力

部
門

Ｃ
Ｓ

Ｒ
推
進

委
員
会
を

設
置

し
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
意

識
の

向
上

の
た
め
の

活
動
を

実
施

さ
せ
る

。
 

(
1
) 

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

意
識

の
向

上
の

た
め

の
活
動

の
計

画
を

毎
年

度
策

定
し

、
必

要
に
応

じ
て

そ
の
見

直
し

を
行

う
。

ま
た
、
第

４
条
（

保
安

に
関

す
る
組
織

）
の
組

織
に
そ

の
活

動
を

実
施

さ
せ
る
。
 

(
2
)
 
(
1
)に

定
め
た
計

画
の
実

施
状

況
を
評

価
す

る
。
 

(
3
)
 
(
1
)に

定
め
た
計

画
に
基

づ
き

、
(
2)
の

評
価

結
果

を
社

長
に

報
告
し

、
社
長

か
ら

の
指

示
を

受
け

る
。

 

(
4
)
 
(
2
)の

評
価
結
果

と
(
3)
の

社
長
か

ら
の

指
示

を
計

画
に

反
映

す
る
。
 

４
．
第

４
条
(
保
安

に
関
す

る
組

織
)
の

組
織

は
、
第

３
項

の
計
画

に
基

づ
き

、
コ

ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス

意
識

の
向

上
の
た
め

の
活
動

を
実

施
す

る
。
 

（
関
係

法
令

お
よ

び
本
規
定

の
遵
守

）
 

第
２

条
の

２
 

第
３

条
に
基

づ
く

保
安
活

動
を

実
施

す
る
に

あ
た

り
、

関
係
法

令
お

よ
び
本

規
定

を
遵

守
す
る

こ
と
（

以
下
、
本

条
に
お

い
て
「

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
」
と

い
う
。
）
を
確

実
に
す

る
た

め
、
コ

ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス
意
識

の
向

上
の

た
め

の
活
動
を

以
下
の

と
お

り
実

施
す

る
。
 

２
．
社

長
は

、
以

下
の
事
項

を
実
施

す
る

。
 

(
1
)
 コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
を

確
実
に

す
る

た
め

の
方

針
を
定
め

る
。
ま
た

、
必
要

に
応

じ
て

そ
の

見
直

し
を
行

う
。
 

(
2
)
 原

子
力

事
業

本
部
長
を

指
揮

し
、
次
項

(2
)
の

評
価

結
果

に
つ

い
て

報
告
を
受

け
、
必
要

な
指

示
を

行
う
。
 

３
．
原
子
力

事
業

本
部

長
は
、
前

項
(
1
)の

方
針
に
基

づ
き
、
次

の
各

号
に
従

い
、
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス

意
識
の

向
上

の
た

め
の
活

動
を
統
括

す
る

。
ま

た
、

原
子

力
部
門

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
推

進
委

員
会

を
設

置
し

、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
意

識
の
向

上
の
た

め
の

活
動

を
実

施
さ
せ
る

。
 

(
1
) 

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

意
識

の
向

上
の

た
め

の
活

動
の

計
画

を
毎

年
度
策

定
し

、
必

要
に

応
じ
て

そ
の
見

直
し

を
行

う
。
ま

た
、
第

４
条

（
保

安
に

関
す

る
組
織

）
の
組

織
に

そ
の

活
動

を
実
施
さ

せ
る
。
 

(
2
)
 
(
1
)に

定
め
た
計

画
の
実

施
状

況
を

評
価

す
る
。
 

(
3
)
 
(
1
)に

定
め
た
計

画
に
基

づ
き

、
(
2)
の

評
価

結
果

を
社
長
に

報
告
し

、
社

長
か

ら
の

指
示

を
受

け
る
。

 

(
4
)
 
(
2
)の

評
価
結
果

と
(
3)
の

社
長

か
ら

の
指

示
を

計
画

に
反
映

す
る
。
 

４
．

第
４

条
(
保

安
に

関
す

る
組
織

)
の
組

織
は

、
第

３
項
の

計
画

に
基

づ
き
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
意

識
の
向

上
の
た
め

の
活

動
を

実
施

す
る
。
 

 

         コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

意
識

の

向
上

の
た

め
の

活
動

に
係

る

会
議
名
称
の
変
更
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

計
画
）
 

第
 
３
 
条
 
保
安
活
動
の
た
め

の
品

質
保

証
活

動
を
実
施

す
る

に
あ

た
り
、
以
下
の
と
お
り
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
計
画
を
定
め
る

。
 

（
中

略
）

 

図
３
－
１
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
体
系
図
 

 

（
注
１
）

本
図
は
、
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を
構
成

す
る

プ
ロ

セ
ス
の
関
連
を
、
項
目
ご
と
に
整
理
し
た

上
で
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
分

類
し
て
示

し
て
い
る

。
業

務
の
詳
細
は

各
社
内
標
準
に
て
定
め
る
。
 

（
注
２
）

原
子
力
事
業
本
部
各
部

門
統

括
と

は
、

原
子
力
企

画
部

門
統

括
、
原
子
力
安
全
部
門
統
括
、
原
子
力
発

電
部
門
統
括
、
原
子

力
技
術

部
門

統
括

（
原
子

力
技

術
）、

原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）、

原

子
燃
料
部
門
統
括
の

い
ず
れ
か

を
指
す
。

 

（
中

略
）

 

        

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
）
 

第
 
３
 
条
 
保
安
活
動
の
た
め
の
品
質
保
証

活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
と
お
り
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
計
画
を
定
め
る
。
 

（
中
略
）
 

図
３
－
１
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
体
系
図
 

 

（
注
１
）
本
図
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
関
連
を
、
項
目
ご
と
に
整
理
し
た

上
で
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
分
類
し
て
示
し
て
い
る
。
業
務
の
詳
細
は
各
社
内
標
準
に
て
定
め
る
。
 

（
注
２
）
原
子
力
事
業
本
部
各
部
門
統
括
と
は
、
原
子
力
企
画
部
門
統
括
、
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原

子
力
安
全
・
技
術
）、

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）、

原
子
力
発
電
部
門
統
括
、
原
子

燃
料
部
門
統
括
の
い
ず
れ
か
を
指
す
。
 

（
中
略
）
 

        

                          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
 

         

                               

原
子

力
 

安
全
 

・
規

制
要

求
等

 

原
子

力
 

規
制

検
査

 

報
告

 

異
常

事
象

 
情

報
提

供
 

原
子

力
 

検
査

官
 

規
程
レ
ベ
ル
 

承
認
 

通
達
レ
ベ
ル
 

承
認
 

要
綱
レ
ベ
ル
 

承
認
 

 
 

 
 

 
４

.
２

 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
 

 
 

 
 

 
 

 
の

文
書

化
 

５
.
１

経
営
責
任
者
の
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

 
５

.
２

原
子

力
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
５

.
３

品
質

方
針

 

５
.
４

 
計

画
 

５
.
５

 
責

任
、

権
限

お
よ

び
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

 

６
.
１

 
資

源
の

確
保

 
６

.
２

 
要

員
の

力
量

の
確

保
お

よ
び

教
育

訓
練

 

（
総

務
室

）
 

７
.３

 設
計
開
発

 

７
.４

 調
 
達
 

７
.
５

個
別

業
務

の
管

理
 

（
発

電
所

）
 

・
運

転
管

理
 

・
燃

料
管

理
 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

・
放

射
線

管
理

 
・

施
設

管
理

 
・

非
常

時
の

措
置
 

７
.６

 監
視
測
定
の
た
め
 

の
設
備
の
管
理
 

（
調
達
本
部
）
 

（
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
）
 

（
総
務
室
）
 

（
土
木
建
築
室
）
 

８
.
２

 
監

視
お

よ
び

測
定

 

８
.
３

 
 

不
適

合
の

管
理

 
８

.
５

.
２

 
是

正
処

置
等

 
（

重
要

度
に

応
じ

て
上

位
者

が
責

任
者

）
＊

 
８

.
５

.
３

 
未

然
防

止
処

置
 

８
.
４

 
デ

ー
タ

の
分

析
お

よ
び

評
価

 

５
.
６

 
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
 

承
認
(重

要
度
に
応
じ
て
)＊

 

・
・

・
＊
:承

認
レ
ベ
ル
は
各
業
務
の
社
内
標
準
に
て
定
め
る
 

外
部
 

社
長

 

（
不
適
合
の
重
要
度
に
応
じ
て

）
 

計
画
段
階

 
（

Ｐ
l
a
n
）

 

評
価
段
階

 
（
Ｃ

h
e
c
k
）

 

 

改
善
段
階

 
（
Ａ

c
t
）

 

７
.１

 個
別
業
務
に
必
要
な
 

プ
ロ
セ
ス
の
計
画
 

７
.２

 個
別
業
務
等
要
求
事
項
 

に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
 

７
.３

 設
計
開
発

 

７
.４

 調
 
達
 

７
.５

個
別

業
務

の
管

理
 

（
原

子
力

事
業

本
部

）
 

・
運

転
管

理
 

・
燃

料
管

理
 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

・
放

射
線

管
理

 
・

施
設

管
理

 
・

非
常

時
の

措
置
 

７
.６

 監
視
測
定
の
た
め
 

の
設
備
の
管
理
 

・
 

・
 

・
 

原
子
力
事
業
本
部
長
、
 

経
営
監
査
室
長
 

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

シ
ス
テ
ム
管
理
責
任
者
）
 

原
子

力
事

業
本

部
 

各
部

門
統

括
 

原
子

力
事

業
本
部

 
発

電
所

 

調
達

本
部

、
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

室
、

 
総

務
室

、
土

木
建

築
室

 

実
施
段
階

 
（
Ｄ
o
）

 

７
.１

 個
別
業
務
に
必
要
な
 

プ
ロ
セ
ス
の
計
画
 

７
.２

 個
別
業
務
等
要
求
事
項
 

に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
 

                               

原
子

力
 

安
全
 

・
規

制
要

求
等

 

原
子

力
 

規
制

検
査

 

報
告

 

異
常

事
象

 
情

報
提

供
 

原
子

力
 

検
査

官
 

規
程
レ
ベ
ル
 

承
認
 

通
達
レ
ベ
ル
 

承
認
 

要
綱
レ
ベ
ル
 

承
認
 

 
 

 
 

 
４

.
２

 
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
 

 
 

 
 

 
 

 
の

文
書

化
 

５
.
１

経
営
責
任
者
の
原
子
力
の
安
全
の
た
め
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
 

５
.
２

原
子

力
の

安
全

の
確

保
の

重
視

 
５

.
３

品
質

方
針

 

５
.
４

 
計

画
 

５
.
５

 
責

任
、

権
限

お
よ

び
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

 

６
.
１

 
資

源
の

確
保

 
６

.
２

 
要

員
の

力
量

の
確

保
お

よ
び

教
育

訓
練

 

（
総

務
室

）
 

７
.３

 設
計
開
発

 

７
.４

 調
 
達
 

７
.
５

個
別

業
務

の
管

理
 

（
発

電
所

）
 

・
運

転
管

理
 

・
燃

料
管

理
 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

・
放

射
線

管
理

 
・

施
設

管
理

 
・

非
常

時
の

措
置
 

７
.６

 監
視
測
定
の
た
め
 

の
設
備
の
管
理
 

（
調
達
本
部
）
 

（
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
）
 

（
総
務
室
）
 

（
土
木
建
築
室
）
 

８
.
２

 
監

視
お

よ
び

測
定

 

８
.
３

 
 

不
適

合
の

管
理

 
８

.
５

.
２

 
是

正
処

置
等

 
（

重
要

度
に

応
じ

て
上

位
者

が
責

任
者

）
＊

 
８

.
５

.
３

 
未

然
防

止
処

置
 

８
.
４

 
デ

ー
タ

の
分
析

お
よ

び
評

価
 

５
.
６

 
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
 

承
認
(重

要
度
に
応
じ
て
)＊

 

・
・

・
＊
:承

認
レ
ベ
ル
は
各
業
務
の
社
内
標
準
に
て
定
め
る
 

外
部
 

社
長

 

（
不
適
合
の
重
要
度
に
応
じ
て

）
 

計
画
段
階

 
（

Ｐ
l
a
n
）

 

評
価
段
階

 
（

Ｃ
h
ec

k
）

 

 

改
善
段
階
 

（
Ａ

ct
）

 

７
.１

 個
別
業
務
に
必
要
な
 

プ
ロ
セ
ス
の
計
画
 

７
.２

 個
別
業
務
等
要
求
事
項
 

に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
 

７
.３

 設
計
開
発

 

７
.４

 調
 
達
 

７
.
５

個
別

業
務

の
管

理
 

（
原

子
力

事
業

本
部

）
 

・
運

転
管

理
 

・
燃

料
管

理
 

・
放

射
性

廃
棄

物
管

理
 

・
放

射
線

管
理

 
・

施
設

管
理

 
・

非
常

時
の

措
置
 

７
.６

 監
視
測
定
の
た
め
 

の
設
備
の
管
理
 

・
 

・
 

・
 

原
子
力
事
業
本
部
長
、
 

経
営
監
査
室
長
 

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

シ
ス
テ
ム
管
理
責
任
者
）
 

原
子

力
事

業
本
部
 

各
部
門

統
括
 

原
子

力
事

業
本

部
 

発
電
所

 

調
達

本
部

、
 

原
子
燃

料
サ
イ

ク
ル
室

、
 

総
務

室
、

土
木

建
築

室
 

実
施
段
階

 
（

Ｄ
o
）

 

７
.１

 個
別
業
務
に
必
要
な
 

プ
ロ
セ
ス
の
計
画
 

７
.２

 個
別
業
務
等
要
求
事
項
 

に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３
－
２

（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内

標
準
名

 

所
管

箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次

文
書

 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

運
転

管

理
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

運
転

管
理
通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
９

条
の

２
、

第
１

０
条
の

２
、
第
１
２
条
の
２
か
ら
 

第
９
８
条
、
第
１
２
５
条
、
第

１
２

５
条

の
４

、
第

１
２
５

条
の
５
、
第
１
３
９
条
 

燃
料

管

理
 

原
子

燃
料

管
理

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
９

９
条

か
ら

第
１

０
４

条
、
第
１
３
９
条
 

放
射

性

廃
棄

物

管
理
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１

０
５

条
か

ら
第

１
０
９

条
、
第
１
３
９
条
 

放
射

線

管
理
 

放
射

線
管

理
通

達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１

１
０

条
か

ら
第

１
２
４

条
、
第
１
２
７
条
の
２
、
 

第
１

３
４

条
の

２
、

第
１
３

９
条
 

施
設

管

理
 

施
設

管
理
通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１

２
条

の
２

、
第

１
２
５

条
か
ら
第
１
２
５
条
の
５
 

非
常

時

の
措
置
 

非
常

時
の

措
置

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
安
全

部
門
 

第
１

８
条

の
５

、
第

１
８
条

の
６
、
第
１
２
６
条
、
第
１
２

７
条

、
第

１
２

８
条

か
ら
第

１
３
４
条
、
第
１
３
５
条
 

そ
の
他
 

安
全

管
理
通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
安
全

部
門
 

 

第
９
条
、
第
１
０
条
、
第
１
２

条
の
２
、
第
１
２
５
条
の
６
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

燃
料
部

門
 

第
９

９
条

か
ら

第
１

０
４

条
、
第
１
０
５
条
の
５
 

火
災

防
護
通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１
８
条
 

     

表
３
－
２
（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内
標
準
名
 

所
管
箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次

文
書
 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

運
転

管

理
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

運
転
管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
９

条
の

２
、

第
１

０
条
の

２
、
第
１
２
条
の
２
か
ら
 

第
９
８
条
、
第
１
２
５
条
、
第

１
２

５
条

の
４

、
第

１
２
５

条
の
５
、
第
１
３
９
条
 

燃
料

管

理
 

原
子

燃
料

管
理

通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
９

９
条

か
ら

第
１

０
４

条
、
第
１
３
９
条
 

放
射

性

廃
棄

物

管
理
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１

０
５

条
か

ら
第

１
０
９

条
、
第
１
３
９
条
 

放
射

線

管
理
 

放
射

線
管

理
通

達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１

１
０

条
か

ら
第

１
２
４

条
、
第
１
２
７
条
の
２
、
 

第
１

３
４

条
の

２
、

第
１
３

９
条
 

施
設

管

理
 

施
設
管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１

２
条

の
２

、
第

１
２
５

条
か
ら
第
１
２
５
条
の
５
 

非
常

時

の
措
置
 

非
常

時
の

措
置

通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子

力
安

全
・
技

術
部
門
 

第
１

８
条

の
５

、
第

１
８
条

の
６
、
第
１
２
６
条
、
第
１
２

７
条

、
第

１
２

８
条

か
ら
第

１
３
４
条
、
第
１
３
５
条
 

そ
の
他
 

安
全
管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子

力
安

全
・
技

術
部
門
 

第
９
条
、
第
１
０
条
、
第
１
２

条
の
２
、
第
１
２
５
条
の
６
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
燃
料
部
門
 

第
９

９
条

か
ら

第
１

０
４

条
、
第
１
０
５
条
の
５
 

火
災
防
護
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１
８
条
 

     

                      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技
術

部
門
の
統
合
）
 

            

7



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３
－
２

（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内

標
準
名
 

所
管

箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次

文
書
 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

そ
の
他
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

原
子

力
技

術
業
務

要
綱
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
技

術
部
門
 

 

７
．
２
．
３
 

８
．
２
．
１
 

組
織

の

外
部

の

者
と

の

情
報

の

伝
達
等
 

組
織

の

外
部

の

者
の

意

見
 

外
部

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
発

電
部
門
 

 

７
．
３
 

設
計

開

発
 

設
計

・
開
発

通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
発

電
部
門
 

第
１
２
５
条
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

文
書

・
記
録

管
理

通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
企

画
部
門
 

 

７
．
４
 

７
．
５
．
５
 

調
達
 

調
達

物

品
の

管

理
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

調
達

管
理
通

達
 

調
達

本
部
 

 

７
．
６
 

監
視

測

定
の

た

め
の

設

備
の

管

理
 

監
視

機
器

・
測
定

機
器

管
理
通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
発

電
部
門
 

 

（
以

下
略
）

 

表
３
－
２
（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内
標
準
名
 

所
管
箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次
文
書
 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

そ
の
他
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

原
子

力
技

術
業
務

要
綱
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子

力
安

全
・
技

術
部
門
 

 

７
．
２
．
３
 

８
．
２
．
１
 

組
織

の

外
部

の

者
と

の

情
報

の

伝
達
等
 

組
織

の

外
部

の

者
の

意

見
 

外
部

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

 

７
．
３
 

設
計

開

発
 

設
計
・
開
発
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１
２
５
条
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

文
書

・
記
録

管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
企
画
部
門
 

 

７
．
４
 

７
．
５
．
５
 

調
達
 

調
達

物

品
の

管

理
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

調
達

管
理
通

達
 

調
達
本
部
 

 

７
．
６
 

監
視

測

定
の

た

め
の

設

備
の

管

理
 

監
視

機
器

・
測
定

機
器
管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

 

（
以
下
略
）
 

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技
術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
保
安
に

関
す
る
組
織
）
 

第
 
４
 
条
 
発
電
所
の
保
安
に

関
す
る

組
織
は

、
図
４
の

と
お
り
と

す
る
。
 

 図
４
 

【
本
 
店
】
 

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
 

管
理
責
任
者
（
経
営

監
査
室

長
）
 

 
 

 
 

 
社
長
 
 

 
 

経
営

監
査

室
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
（

※
１
）
 

 

 
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ

ム
 

管
理
責
任
者
（
原
子

力
事
業

本
部

長
）
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

原
子

力
事

業
本
部
長
 

 
 
 
 
原

子
力
企
画
部
門
統
括
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

品
質

保
証
会
議
 

 
 

 

 
 

 
調
達

本
部
長
 

 
 原

子
力
安
全
部
門
統
括
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
原
子

燃
料

サ
イ
ク
ル

室
長
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

総
務

室
長

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

原
子

力
発

電
安
全
委
員
会
 

 
 

土
木

建
築

室
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
原

子
力
発
電
部
門
統
括
 
 

環
境
ﾓﾆ
ﾀﾘ
ﾝ
ｸﾞ
 

ｾﾝ
ﾀｰ
所
長
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原

子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
技
術
）
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原

子
力
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
原

子
燃

料
部
門
統
括
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
※
２
）
 

 
 

 
 

 
 

      

（
保
安
に
関
す
る
組
織
）
 

第
 
４
 
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
、
図
４
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 図
４
 

【
本
 
店
】
 

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
 

管
理
責
任
者
（
経
営
監
査
室
長
）
 

 
 

 
 

 
社
長
 
 

 
 

経
営
監
査
室
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
※
１
）
 

 

 
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
 

管
理
責
任
者
（
原
子
力
事
業
本
部
長
）
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

原
子
力
事
業
本
部
長
 

 
 
 
 
原
子
力
企
画
部
門
統
括
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

品
質
保
証
会
議
 

 
 

 

 
 

 
調
達
本
部
長
 

 
 

 
 

 
 
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
 

（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
総
務
室
長
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
 

 
 

土
木
建
築
室
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
 

（
土
木
建
築
）
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原
子
力
発
電
部
門
統
括
 
 

環
境
ﾓﾆ
ﾀﾘ
ﾝ
ｸﾞ
 

ｾﾝ
ﾀｰ
所
長
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原
子
燃
料
部
門
統
括
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
※
２
）
 

 
 

 
 

 
 

        

               組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

図
４
（
続

き
）
 

【
発
電
所
】
 

  
 

品
質

保
証
室
長
 

 
 

 
安

全
・
防
災
室
長
 

 
 

（
※
１
）
 

 
所

長
室
長
 

 
 
 
 
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
 

 
 

 
 

 
 

 
技

術
課
長
 

 
 

 
 

 
 

原
子

燃
料
課
長
 

 
 
 
（
※
２
）
 

 
 

 
放

射
線

管
理

課
 
 

 
発

電
所
長
 
 

 
 

 
発

電
室
長
 

 
当
直
課
長

※
３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
全

計
画
課
長
 

 
 
原
子
力
発
電
 

 
 

電
気

保
修
課
長
 

 
 
安
全
運
営
委
員
会
 

 
 

計
装

保
修
課
長
 

 
 
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
 

 
 

原
子

炉
保
修
課
長
 

 
 

 
電

気
主

任
技

術
者
 

 
タ

－
ビ
ン
保
修
課
長
 

 
 

 
 

 
ボ

イ
ラ
ー
・

タ
ー
ビ

ン
 

 
土

木
建
築
課
長
 

 
 

 
 

 
主

任
技
術
者
 

 
電

気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
機

械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
土

木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長

 
 

※
３
：
１

，
２

号
炉

担
当

お
よ
び

３
，

４
号

炉
担
当

 

 

図
４
（
続
き
）
 

【
発
電
所
】
 

  
 

品
質
保
証
室
長
 

 
 

 
安
全
・
防
災
室
長
 

 
 

（
※
１
）
 

 
所
長
室
長
 

 
 
 
 発

電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
 

 
 

 
 

 
 

 
技
術
課
長
 

 
 

 
 

 
 

原
子
燃
料
課
長
 

 
 
 
（
※
２
）
 

 
 

 
放

射
線

管
理

課
 
 

 
発
電
所
長
 

 
 

 
 

発
電
室
長
 

 
当
直
課
長

※
３
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
全
計
画
課
長
 

 
 
原
子
力
発
電
 

 
 

電
気
保
修
課
長
 

 
 
安
全
運
営
委
員
会
 

 
 

機
械
保
修
課
長
 

 
 
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
 

 
 

土
木
建
築
課
長
 

 
 

 
電
気
主
任
技
術
者
 

 
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
 

 
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
 

 
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
 

 
主
任
技
術
者
 

 
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
※

３
：
１

，
２

号
炉

担
当

お
よ
び

３
，

４
号

炉
担
当
 

 

          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

 

 

10



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
保
安
に

関
す
る
職
務
）
 

第
 
５
 
条
 
本
店
に
お
け
る
保

安
に
関

す
る
職

務
は
次
の

と
お
り
。

 

(1
) 
社
長
は
、
本
規
定
に
定
め

る
保
安
活

動
を

統
括
す
る
。

 

(2
) 
経
営
監
査
室
長
は
、
原
子

力
部
門
の

経
営
監

査
に
係
る
、
年

度
計
画
お
よ
び
要
員
の
教
育
な
ら
び
に
経
営

監
査
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。
 

(3
) 

原
子
力
事
業
本
部
長
は

、
第

１
項
(
5)
か

ら
(1
0
)に

定
め

る
各

部
門
統
括
を
指
導
監
督
し
、
原
子
力
業
務

を
統
括
す
る
。
ま
た
、
第
２
条

の
２
第
３

項
の

職
務
を
行
う
。
 

(4
) 

原
子
力
事
業
本
部
長
代

理
お

よ
び

第
１

項
(
5)
か
ら
(
10
)に

定
め

る
各
部
門
統
括
は
、
原
子
力
事
業
本
部

長
を
補
佐
す
る
。
 

(5
) 
原
子
力
企
画
部
門
統
括
は
、
要
員
・
組

織
計
画

お
よ

び
要

員
教
育
（
原
子
力
部
門
の
経
営
監
査
に
係
る
要

員
の
教
育
を
除
く
。）

な
ら
び

に
文
書
管

理
に

関
す
る
業
務

を
統

括
す
る
。
 

(6
) 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
原
子

力
発
電

所
の

安
全
管

理
お
よ
び

原
子
力
発
電
施
設
の
安
全
評
価
に
関
す

る
業
務
を
統
括
す
る
（
そ
の

他
自

然
災
害

発
生
時

等
、
重

大
事

故
等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の

体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を

含
む
）。

 

     (7
) 
原
子
力
発
電
部
門
統
括
は
、
原

子
力
発

電
の

品
質
保
証

活
動
お
よ

び
原
子
力
発
電
所
の
運
転
保
守
、
放
射

線
管
理
、
放
射
性
廃
棄
物
管
理
、
原

子
力
発
電

施
設
の

設
計
・
保
全

に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
高
経
年
対
策

に
関
す
る
技
術
的
業
務
を
統
括

す
る
。
 

(8
) 
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（

原
子

力
技
術
）
は
、
原
子

力
発

電
施
設

の
設
計
・
保
全
（
原
子
力
技
術
部
門
統

括
（

土
木
建
築
）
お
よ
び
原
子

力
発

電
部

門
統
括

が
所
管

す
る

業
務
を
除
く
。）

に
関
す
る
技
術
的
業
務
を
統

括
す
る

（
火

山
影
響

等
発

生
時

お
よ

び
そ

の
他

自
然

災
害

発
生

時
等

の
体

制
の

整
備

に
関

す
る

業
務

を
含

む
）。

 

 
(9
) 
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（

土
木
建

築
）

は
、
原
子
力

発
電

施
設

の
土
木
設
備
、
建
築
物
に
係
る
設
 
 

計
・
保
全
（
原
子
力
発
電
部
門

統
括
が
所

管
す

る
業
務
を
除

く
。
）
に

関
す
る
技
術
的
業
務
を
統
括
す
る
（
そ

の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体

制
の
整
備

に
関

す
る
業
務
を

含
む
）
。
 

 
(1
0)
 原

子
燃
料
部
門
統
括
は
、
原

子
燃

料
サ
イ
ク
ル
（
原

子
燃
料
サ

イ
ク
ル
室
長
所
管
業
務
を
除
く
。
）
お
よ

び
そ

の
品
質
保
証
活
動
に
関
す

る
業

務
を

統
括
す

る
。
 

(1
1)
 調

達
本
部
長
は
、
調
達
先

管
理
、

契
約

お
よ
び
貯
蔵

品
管

理
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
2)
 原

子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長

は
、
原

子
燃

料
サ
イ
ク
ル

の
契

約
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
3)
 総

務
室
長
は
、「

原
子
力

発
電
の
安

全
に
係

る
品
質

保
証

規
程
」
の

制
定
・
改
廃
を
所
管
す
る
と
と
も
に
、

社
印
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。
 

(1
4)
 土

木
建
築
室
長
は
、
原
子

力
部
門

に
係
る

土
木
設
備
、
建
築
物

の
改
良
お
よ
び
修
繕
に
関
す
る
業
務
を
行

う
。
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

第
 
５
 
条
 
本
店
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
職
務
は
次
の
と
お
り
。
 

(
1)
 社

長
は
、
本
規
定
に
定
め
る
保
安
活
動
を
統
括
す
る
。
 

(
2)
 経

営
監
査
室
長
は
、
原
子
力
部
門
の
経
営
監
査
に
係
る
、
年
度
計
画
お
よ
び
要
員
の
教
育
な
ら
び
に
経
営

監
査
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
3)
 原

子
力
事
業
本
部
長
は
、
第
１
項
(5
)か

ら
(
9
)に

定
め
る
各
部
門
統
括
を
指
導
監
督
し
、
原
子
力
業
務
を

統
括
す
る
。
ま
た
、
第
２
条
の
２
第
３
項
の
職
務
を
行
う
。
 

(
4)
 原

子
力
事
業
本
部
長
代
理
お
よ
び
第
１
項
(
5)
か
ら
(9
)に

定
め
る
各
部
門
統
括
は
、
原
子
力
事
業
本
部
長

を
補
佐
す
る
。
 

(
5)
 原

子
力
企
画
部
門
統
括
は
、
要
員
・
組

織
計
画
お
よ
び
要
員
教
育
（
原
子
力
部
門
の
経
営
監
査
に
係
る
要

員
の
教
育
を
除
く
。）

な
ら
び
に
文
書
管
理

に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(
6)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子

力
安
全
・
技
術
）
は
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
管
理
お
よ
び
原
子

力
発
電
施
設
の
安
全
評
価
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
原
子
力
発
電
施
設
の
設
計
・
保
全
（
原
子
力
安
全
・
技

術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
お
よ
び
原
子
力
発
電
部
門
統
括
が
所
管
す
る
業
務
を
除
く
。）

に
関
す
る
技
術
的

業
務
を
統
括
す
る
（
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ
び
大

規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
含
む
）
。
 

(
7)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土
木

建
築
）
は
、
原
子
力
発
電
施
設
の
土
木
設
備
、
建
築
物
に
係
る
設

計
・
保
全
（
原
子
力
発
電
部
門
統
括
が
所
管
す
る
業
務
を
除
く
。）

に
関
す
る
技
術
的
業
務
を
統
括
す
る
（
そ

の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
含
む
）
。
 

(
8)
 原

子
力
発
電
部
門
統
括
は
、
原
子
力
発

電
お
よ
び
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
品
質
保
証
活
動
、
原
子
力
発
電

所
の
運
転
保
守
、
放
射
線
管
理
、
放
射
性
廃
棄
物
管
理
、
原
子
力
発
電
施
設
の
設
計
・
保
全
に
関
す
る
業
務

な
ら
び
に
高
経
年
対
策
に
関
す
る
技
術
的
業
務
を
統
括
す
る
。
 

       (
9)
 
原
子
燃
料
部
門
統
括
は
、
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
（
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長
所
管
業
務
を
除
く
。）

に
関

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(
10
) 
調
達
本
部
長
は
、
調
達
先
管
理
、
契
約

お
よ
び
貯
蔵
品
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
11
) 
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長
は
、
原
子
燃

料
サ
イ
ク
ル
の
契
約
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
12
) 
総
務
室
長
は
、「

原
子
力
発
電
の
安
全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
」
の
制
定
・
改
廃
を
所
管
す
る
と
と
も
に
、

社
印
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
  

(1
3)
 土

木
建
築
室
長
は
、
原
子
力
部
門
に
係
る
土
木
設
備
、
建
築
物
の
改
良
お
よ
び
修
繕
に
関
す
る
業
務
を
行

う
。
 

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

燃
料

部
門

の
原

子
燃

料
サ

イ

ク
ル

に
関

す
る

品
質

保
証

業

務
を

原
子

力
発

電
部

門
へ

移

管
）
 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

燃
料

部
門

の
原

子
燃

料
サ

イ

ク
ル

に
関

す
る

品
質

保
証

業

務
を

原
子

力
発

電
部

門
へ

移

管
）
 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(1
5)
 
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ

ン
タ

ー
所

長
は

、
環

境
放
射

能
に

係
る

デ
ー
タ
の
収
集
、
分
析
お
よ
び
評
価
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
6)
 第

１
項
(
6
)か

ら
(
1
0
)、

(1
4)
に
定
め

る
各

職
位
の
職

務
に

は
、
そ

の
職
務
の
範
囲
に
お
け
る
設
計
お
よ

び
工
事
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
 

(1
7)
 
各
職
位
は
、
第
３
条
８

．
２

．
４

項
で

要
求

さ
れ
る

使
用

前
事

業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
本

項
の
職
務

の
内

容
に
よ
ら

ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(1
8)
 第

１
項
(
5
)か

ら
(
1
5
)に

定
め
る
各

職
位

は
、
所
属
員

を
指
示
・
指
導
し
、
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま

た
、
各
所
属
員
は
、
そ
の
指
示

・
指
導
に

従
い

業
務
を
実
施

す
る

。
 

(1
9)
 そ

の
他
関
係
す
る
部
門
は

、
別
途

定
め

ら
れ
た
「
職

制
規

程
」

に
基
づ
き
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
 

 

２
．
発
電
所
に
お
け
る
保
安

に
関

す
る
職

務
は
次

の
と
お
り
。
 

(1
) 
発
電
所
長
（
以
下
、「

所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
発
電

所
の
課
（
室
）
長
等
を
指
導
監
督
し
、
発
電
所
に
お

け
る
保
安
活
動
を
統
括
す
る
。

 

(2
) 
原
子
力
安
全
統
括
、
副
所

長
お
よ
び

運
営

統
括
長
は
、

所
長

を
補

佐
す
る
。
 

(3
) 
品
質
保
証
室
長
は
、
原
子

力
発
電
に

関
す

る
品
質
保
証

活
動

の
統

括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(4
) 
品
質
保
証
室
課
長
は
、
品

質
保
証
室

長
を

補
佐
す
る
。

 

(5
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原

子
炉
施
設

の
管
理

運
用
に
関

す
る
安
全

評
価
、
そ
の
他
技
術
安
全
の
総
括
、
原

子
力
防
災
対
策
お
よ
び
原
子
炉

施
設
の
出

入
管

理
に
関
す
る

業
務

な
ら
び
に
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生

時
、
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ

の
他
自
然

災
害
発

生
時
等
、
有
毒
ガ

ス
発
生
時
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ

び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制

の
整
備
に

関
す

る
業
務
の
総

括
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(6
) 
安
全
・
防
災
室
課
長
は
、

安
全
・
防

災
室

長
を
補
佐
す

る
。

 

(7
) 
所
長
室
長
は
、
発
電
所
の

運
営
に
関

す
る

総
括
、
文

書
管

理
と
記

録
管
理
の
総
括
お
よ
び
教
育
・
訓
練
の

総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

(8
) 
所
長
室
課
長
（
総
務
）
は

、
所
長
室

長
を

補
佐
す
る
。

 

(9
) 
技
術
課
長
は
、
発
電
所
の

技
術
関
係

事
項

の
総
括
に
関

す
る

業
務

を
行
う
。
 

(1
0)
 原

子
燃
料
課
長
は
、
原
子

燃
料
管

理
お

よ
び
炉
心
管

理
に

関
す

る
業
務
を
行
う
。
 

(1
1)
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、

放
射

性
廃

棄
物

管
理

、
放
射

線
管

理
（

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長
所

管
業
務
を
除
く
。
）、

被
ば
く
管

理
お
よ
び

化
学

管
理
に
関
す

る
業

務
を
行
う
。
 

(1
2)
 発

電
室
長
は
原
子
炉
施
設

の
運
転

に
関

す
る
業
務
を

行
う

。
 

(1
3)
 
当
直
課
長
は
、
原
子
炉

施
設

の
運

転
に

関
す

る
当
直

業
務

を
行

う
。
な
お
、
本
編
に
お
い
て
「
当
直
課

長
」
と
は
、
特
に
定
め
の
無
い

限
り
３
号

炉
お

よ
び
４
号
炉

を
担

当
す
る
当
直
課
長
を
い
う
。
 

(1
4)
 
定
検
課
長
は
、
発
電
室

長
の

原
子

炉
施

設
の

運
転
に

関
す

る
業

務
の
う
ち
、
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す

る
業
務
の
補
佐
を
行
う
。

 

(1
5)
 保

全
計
画
課
長
は
、
原
子

炉
施
設

の
保

守
、
修
理
の

総
括

に
関

す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
6)
 
電
気
保
修
課
長
は
、
原

子
炉

施
設

の
電

気
設

備
に
係

る
保

守
、

修
理
（
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管

業
務
を
除
く
。）

に
関
す
る
業

務
を
行
う

。
 

(
14
) 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長

は
、
環
境
放
射
能
に
係
る
デ
ー
タ
の
収
集
、
分
析
お
よ
び
評
価
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
15
) 

第
１
項
(
6)
か
ら
(
9
)、

(1
3)
に
定
め

る
各
職
位
の
職
務
に
は
、
そ
の
職
務
の
範
囲
に
お
け
る
設
計
お
よ

び
工
事
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
 

(
16
) 

各
職
位
は
、
第
３
条
８
．
２
．
４
項

で
要
求
さ
れ
る
使
用
前
事
業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
本
項
の
職
務
の
内
容
に
よ
ら
ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
17
) 
第
１
項
(
5
)か

ら
(
1
4
)に

定
め
る
各
職
位
は
、
所
属
員
を
指
示
・
指
導
し
、
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま

た
、
各
所
属
員
は
、
そ
の
指
示
・
指
導
に
従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

(
18
) 
そ
の
他
関
係
す
る
部
門
は
、
別
途
定
め

ら
れ
た
「
職
制
規
程
」
に
基
づ
き
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
 

 
 

２
．
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
職
務
は
次
の
と
お
り
。
 

(
1)
 発

電
所
長
（
以
下
、「

所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
発
電
所
の
課
（
室
）
長
等
を
指
導
監
督
し
、
発
電
所
に
お

け
る
保
安
活
動
を
統
括
す
る
。
 

(
2)
 原

子
力
安
全
統
括
、
副
所
長
お
よ
び
運
営
統
括
長
は
、
所
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
3)
 品

質
保
証
室
長
は
、
原
子
力
発
電
に
関
す
る
品
質
保
証
活
動
の
統
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
4)
 品

質
保
証
室
課
長
は
、
品
質
保
証
室
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
5)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
管
理
運
用
に
関
す
る
安
全
評
価
、
そ
の
他
技
術
安
全
の
総
括
、
原

子
力
防
災
対
策
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
出
入
管
理
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生

時
、
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ

び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
6)
 安

全
・
防
災
室
課
長
は
、
安
全
・
防
災
室
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
7)
 所

長
室
長
は
、
発
電
所
の
運
営
に
関
す
る
総
括
、
文
書
管
理
と
記
録
管
理
の
総
括
お
よ
び
教
育
・
訓
練
の

総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
8)
 所

長
室
課
長
（
総
務
）
は
、
所
長
室
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
9)
 技

術
課
長
は
、
発
電
所
の
技
術
関
係
事
項
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
10
) 
原
子
燃
料
課
長
は
、
原
子
燃
料
管
理
お

よ
び
炉
心
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
11
) 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
放
射
性
廃
棄

物
管
理
、
放
射
線
管
理
（
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長
所

管
業
務
を
除
く
。
）、

被
ば
く
管
理
お
よ
び
化
学
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
12
) 
発
電
室
長
は
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
13
) 

当
直
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転

に
関
す
る
当
直
業
務
を
行
う
。
な
お
、
本
編
に
お
い
て
「
当
直
課

長
」
と
は
、
特
に
定
め
の
無
い
限
り
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
を
担
当
す
る
当
直
課
長
を
い
う
。
 

(
14
) 

定
検
課
長
は
、
発
電
室
長
の
原
子
炉

施
設
の
運
転
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す

る
業
務
の
補
佐
を
行
う
。
 

(
15
) 
保
全
計
画
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
保

守
、
修
理
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
16
) 

電
気
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の

電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
（
電
気
工
事
グ

ル
ー
プ
課
長
所
管
業
務
を
除
く
。）

に
関
す

る
業
務
を
行
う
。
 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
 

                                組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(1
7)
 
計
装
保
修
課
長
は
、
原

子
炉

施
設

の
計

装
設

備
に
係

る
保

守
、

修
理
（
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管

業
務
を
除
く
。）

に
関
す
る
業

務
を
行
う

。
 

(1
8)
 原

子
炉
保
修
課
長
は
、
原

子
炉

施
設
の
機

械
設
備
（

タ
ー
ビ
ン

設
備
を
除
く
。）

に
係
る
保
守
、
修
理
（
機

械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管
業

務
を
除
く
。
）
に
関

す
る
業

務
を

行
う
。
 

(1
9)
 タ

ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
原

子
炉
施

設
の
機

械
設
備
（

タ
ー
ビ
ン
設
備
）
に
係
る
保
守
、
修
理
（
機
械
工

事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管
業
務
を

除
く
。）

に
関
す
る

業
務
を

行
う

。
 

(2
0)
 
土
木
建
築
課
長
は
、
原

子
炉

施
設

の
土

木
設

備
お
よ

び
建

築
物

に
係
る
保
守
、
修
理
（
機
械
工
事
グ
ル

ー
プ
課
長
お
よ
び
土
木
建
築
工

事
グ
ル
ー

プ
課

長
の
所
管
業

務
を

除
く
。）

に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
1)
 
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
電
気

設
備

お
よ

び
計
装
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ

び
高
経
年
対
策
の
推
進
の
う
ち

、
所
長
が

指
定

し
た
も
の
に

関
す

る
業
務
を
行
う
。
 

(2
2)
 
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
機
械

設
備

、
土

木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、

修
理
お
よ
び
高
経
年
対
策
の
推

進
の
う
ち

、
所

長
が
指
定
し

た
も

の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
3)
 
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー

プ
課

長
は

、
原

子
炉

施
設
の

土
木

設
備

お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、
修
理
お

よ
び
高
経
年
対
策
の
推
進
の
う

ち
、
所
長

が
指

定
し
た
も
の

に
関

す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
4)
 発

電
所
課
長
は
、
所
長
の

指
示
す

る
範

囲
の
業
務
を

行
う

。
 

(2
5)
 第

２
項
(
3
)か

ら
(
2
4
)に

定
め
る
各

職
位
（

以
下
、「

各
課
（
室
）
長
」
と
い
う
。
）
は
、
所
管
業
務
に
基

づ
き
非
常
時
の
措
置
、
保
安
教

育
な
ら
び

に
記
録

お
よ
び

報
告

を
行
う
（
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生
時
、

火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ
の
他

自
然
災
害

発
生

時
等
、
有

毒
ガ

ス
発
生
時
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ
び
大

規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整

備
に
関
す

る
業

務
を
含
む
）
。

 

(2
6)
 
第

2
項
(
5
)、

(
6
)、

(
10
)か

ら
(
1
3)
お
よ
び
 
(
15
) 

か
ら
(
2
3
)に

定
め
る
各
職
位
の
職
務
に
は
、
そ
の

職
務
の
範
囲
に
お
け
る
運
転
お

よ
び
保
守

、
設

計
お
よ
び
工

事
に

関
す
る
業
務
を
含
む
。
 

(2
7)
 
各
職
位
は
、
第
３
条
８

．
２

．
４

項
で

要
求

さ
れ
る

使
用

前
事

業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
本

項
の
職
務

の
内

容
に
よ
ら

ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(2
8)
 各

課
（
室
）
長
は
、
課
（
室
）
員

を
指
示
・
指
導
し
、
所
管

業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
員

は
、
そ
の
指
示
・
指
導
に
従
い

業
務
を
実

施
す

る
。
 

(2
9)
 発

電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
以
下
、「

原
子
炉
主

任
技

術
者
」
と
い
う
。
）
を
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

品
質
保
証
室
長
、
品
質
保
証

室
課
長
、
安
全
・
防

災
室
長
、
安
全
・
防
災
室
課
長
、
技
術
課
長
ま
た
は
保
全

計
画
課
長
は
、
兼
任
し
た

場
合
、
担

当
す
る

原
子
炉

に
つ

い
て

兼
任
す
る
職
位
の
職
務
を
遂
行
し
な
い
こ
と

と
し
、
兼
任
す
る
職
位
の
職
務

は
そ
の
上

位
職

が
行
う
。
 

  

 

  (
17
) 

機
械
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の

機
械
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
（
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管

業
務
を
除
く
。）

に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

  (
18
) 

土
木
建
築
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の

土
木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、
修
理
（
機
械
工
事
グ
ル

ー
プ
課
長
お
よ
び
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
の
所
管
業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
19
) 

電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
は
、
原
子

炉
施
設
の
電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ

び
高
経
年
対
策
の
推
進
の
う
ち
、
所
長
が
指
定
し
た
も
の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
20
) 

機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
は
、
原
子

炉
施
設
の
機
械
設
備
、
土
木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、

修
理
お
よ
び
高
経
年
対
策
の
推
進
の
う
ち
、
所
長
が
指
定
し
た
も
の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
21
) 

土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
は
、

原
子
炉
施
設
の
土
木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、
修
理
お

よ
び
高
経
年
対
策
の
推
進
の
う
ち
、
所
長
が
指
定
し
た
も
の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
22
) 
発
電
所
課
長
は
、
所
長
の
指
示
す
る
範

囲
の
業
務
を
行
う
。
 

(
23
) 
第
２
項
(
3
)か

ら
(
2
2
)に

定
め
る
各
職
位
（
以
下
、「

各
課
（
室
）
長
」
と
い
う
。
）
は
、
所
管
業
務
に
基

づ
き
非
常
時
の
措
置
、
保
安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
（
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生
時
、

火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ
び
大

規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
含
む
）
。
 

(
24
) 

第
2
項
(
5
)、

(6
)、

(
10
)か

ら
(
13
)お

よ
び
 
(
15
) 

か
ら
(2
1
)に

定
め
る
各
職
位
の
職
務
に
は
、
そ
の

職
務
の
範
囲
に
お
け
る
運
転
お
よ
び
保
守
、
設
計
お
よ
び
工
事
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
 

(
25
) 

各
職
位
は
、
第
３
条
８
．
２
．
４
項

で
要
求
さ
れ
る
使
用
前
事
業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
本
項
の
職
務
の
内
容
に
よ
ら
ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実
施
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
26
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
課
（
室
）
員
を
指
示
・
指
導
し
、
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
員

は
、
そ
の
指
示
・
指
導
に
従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

(
27
) 
発
電
用
原
子
炉
主
任
技
術
者
（
以
下
、「

原
子
炉
主
任
技
術
者
」
と
い
う
。
）
を
兼
任
す
る
こ
と
が
で
き
る

品
質
保
証
室
長
、
品
質
保
証
室
課
長
、
安
全
・
防
災
室
長
、
安
全
・
防
災
室
課
長
、
技
術
課
長
ま
た
は
保
全

計
画
課
長
は
、
兼
任
し
た
場
合
、
担
当
す
る
原
子
炉
に
つ
い
て
兼
任
す
る
職
位
の
職
務
を
遂
行
し
な
い
こ
と

と
し
、
兼
任
す
る
職
位
の
職
務
は
そ
の
上
位
職
が
行
う
。
 

  

 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
原
子
力

発
電
安
全
委
員
会
）
 

第
 
６
 
条
 
本
店
に
原
子
力
発

電
安
全

委
員
会

（
以
下
、「

委
員

会
」

と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
委
員

会
は
、
原
子
炉
施
設
の

保
安

に
関

す
る

次
の
事
項

を
審

議
し

、
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
委

員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微

な
事

項
は
、

審
議
事

項
に
該
当

し
な
い
。

 

(1
) 
原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許

可
申
請
書

本
文

に
記
載
の
構

築
物

、
系

統
お
よ
び
機
器
の
変
更
 

(2
) 
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の

変
更
 

(3
) 
本
店
所
管
の
社
内
標
準
の

制
定
お
よ

び
改
正
 

(4
) 
そ
の
他
委
員
会
で
定
め
た

事
項
 

３
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
を
委

員
長
と

す
る
。

委
員
長
は

、
委
員
会

の
審
議
を
主
宰
す
る
。
 

４
．
委
員

会
は
、
委
員
長
、
各
所

長
、

各
発

電
所

の
原
子
炉

主
任

技
術

者
に
加
え
、
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構

成
す
る

。
  

 

（
原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
）
 

第
 
６
 
条
 
本
店
に
原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
（
以
下
、「

委
員
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。
 

２
．
委
員
会
は
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
委

員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、
審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。
 

(
1)
 原

子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
申
請
書
本
文
に
記
載
の
構
築
物
、
系
統
お
よ
び
機
器
の
変
更
 

(
2)
 原

子
炉
施
設
保
安
規
定
の
変
更
 

(
3)
 本

店
所
管
の
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
4)
 そ

の
他
委
員
会
で
定
め
た
事
項
 

３
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
を
委
員
長
と
す
る
。
委
員
長
は
、
委
員
会
の
審
議

を
主
宰
す
る
。
 

４
．
委
員
会
は
、
委
員
長
、
各
所
長
、
各
発
電
所
の
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
加
え
、
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構

成
す
る
。
 

 

 

        組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
原
子
力

発
電
安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
 
８
 
条
 
発
電
所
に
原
子
力

発
電
安

全
運
営

委
員
会
（

以
下
、「

運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
運
営

委
員
会
は
、
発
電
所
に

お
け
る

原
子
炉

施
設
の
保

安
運
営
に

関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
委
員
会
で
審
議
し
た

事
項

も
し

く
は

あ
ら
か
じ
め

運
営

委
員

会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、

審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。

 

(1
) 
運
転
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準
の
制

定
お

よ
び
改
正
 

(a
) 
運
転
員
の
構
成
人
員
に
関

す
る
事
項

 

(b
) 
当
直
の
引
継
方
法
に
関
す

る
事
項
 

(c
) 
原
子
炉
の
起
動
お
よ
び
停

止
操
作
に

関
す

る
事
項
 

(d
) 
巡
視
点
検
に
関
す
る
事
項

 

(e
) 
異
常
時
の
措
置
に
関
す
る

事
項
 

(f
) 
警
報
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る
事
項

 

(g
) 
原
子
炉
施
設
の
各
設
備
の

運
転
操
作

に
関

す
る
事
項
 

(h
) 
定
期
的
に
実
施
す
る
サ
ー

ベ
イ
ラ
ン

ス
に

関
す
る
事
項

 

(i
) 
誤
操
作
の
防
止
に
関
す
る

事
項
 

(j
) 
火
災
、
内
部
溢
水
、
火

山
影

響
等
、
そ
の
他

自
然
災
害

発
生
時
等
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
体
制
の

整
備
に
関
す
る
事
項
 

(k
) 
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規

模
損
壊
発

生
時

の
体
制
の
整

備
に

関
す
る
事
項
 

(2
) 
燃
料
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準
の
制

定
お

よ
び
改
正
 

(a
) 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃

料
の
運
搬

に
関

す
る
事
項
 

(b
) 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃

料
の
貯
蔵

に
関

す
る
事
項
 

(c
) 
燃
料
の
検
査
お
よ
び
取
替

に
関
す
る

事
項

 

(3
) 
放
射
性
廃
棄
物
管
理
に
関

す
る
社
内

標
準

の
制
定
お
よ

び
改

正
 

(a
) 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
保

管
お
よ
び

運
搬

に
関
す
る
事
項
 

(b
) 
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
放

出
管
理
に

関
す

る
事
項
 

(c
) 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の
放

出
管
理
に

関
す

る
事
項
 

(d
) 
放
出
管
理
用
計
測
器
の
点

検
・
校
正

に
関

す
る
事
項
 

(4
) 
放
射
線
管
理
に
関
す
る
社

内
標
準
の

制
定

お
よ
び
改
正

 

(a
) 
管
理
区
域
の
設
定
、
区
域

区
分
お
よ

び
特

別
措
置
を
要

す
る

区
域
に
関
す
る
事
項
 

(b
) 
管
理
区
域
の
出
入
管
理
お

よ
び
遵
守

事
項

に
関
す
る
事
項
 

(c
) 
保
全
区
域
に
関
す
る
事
項

 

(d
) 
周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る

事
項
 

(e
) 
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

(f
) 
除
染
に
関
す
る
事
項

 

(g
) 
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量

当
量
率
等

の
測

定
に
関
す
る

事
項

 

(h
) 
放
射
線
計
測
器
類
の
点
検

・
校
正
に

関
す

る
事
項
 

(i
) 
管
理
区
域
内
で
使
用
し
た

物
品
の
搬

出
お

よ
び
運
搬
に

関
す

る
事
項
 

（
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
 
８
 
条
 
発
電
所
に
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下
、「

運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
運
営
委
員
会
は
、
発
電
所
に
お
け
る
原
子
炉

施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
委
員
会
で
審
議
し
た
事
項
も
し
く
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、

審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。
 

(
1)
 運

転
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 運

転
員
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 当

直
の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 原

子
炉
の
起
動
お
よ
び
停
止
操
作
に
関
す
る
事
項
 

(
d)
 巡

視
点
検
に
関
す
る
事
項
 

(
e)
 異

常
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

(
f)
 警

報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

(
g)
 原

子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

(
h)
 定

期
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
事
項
 

(
i)
 誤

操
作
の
防
止
に
関
す
る
事
項
 

(
j)
 火

災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
体
制
の

整
備
に
関
す
る
事
項
 

(
k)
 重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項
 

(
2)
 燃

料
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 新

燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 新

燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 燃

料
の
検
査
お
よ
び
取
替
に
関
す
る
事
項
 

(
3)
 放

射
性
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 放

射
性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 放

射
性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 放

射
性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

(
d)
 放

出
管
理
用
計
測
器
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

(
4)
 放

射
線
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 管

理
区
域
の
設
定
、
区
域
区
分
お
よ
び
特
別
措
置
を
要
す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 管

理
区
域
の
出
入
管
理
お
よ
び
遵
守
事
項
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 保

全
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
d)
 周

辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
e)
 線

量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

(
f)
 除

染
に
関
す
る
事
項
 

(
g)
 外

部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
に
関
す
る
事
項
 

(
h)
 放

射
線
計
測
器
類
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

(
i)
 管

理
区
域
内
で
使
用
し
た
物
品
の
搬
出
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

変
更
な
し
 

                                    

15



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(5
) 
施
設
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準
の
制

定
お

よ
び
改
正
 

(6
) 
改
造
の
実
施
に
関
す
る
事

項
（
第
２

編
第

１
６
０
条
第

２
項

に
関

す
る
事
項
を
含
む
）
 

(7
) 
非
常
事
態
に
お
け
る
運
転

操
作
に
関

す
る

社
内
標
準
の

制
定

お
よ

び
改
正
（
第
１
２
８
条
）
 

(8
) 
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策

定
（
第
１

３
６

条
）
に
関
す

る
事

項
 

(9
) 
事
故
・
故
障
の
水
平
展
開

の
実
施
状

況
に

関
す
る
事
項

 

３
．
所
長

を
委
員
長
と
す
る
。
委

員
長
は

、
運
営

委
員
会
の

審
議
を
主

宰
す
る
。
 

４
．
運
営

委
員
会
は
、
委
員
長
、

原
子

炉
主

任
技

術
者
、
電

気
主

任
技

術
者
、
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術

者
、
第
５
条
第
２
項
(3
)、

(5
)、

(
7)
、
同
項
(
9)
か
ら
(
12
)お

よ
び
(
15
)か

ら
(2
3)
に
定
め
る
職
位
に
加
え
、

委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構

成
す

る
。
 

 

 

(
5)
 施

設
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
6)
 改

造
の
実
施
に
関
す
る
事
項
（
第
２
編
第
１
６
０
条
第
２
項
に
関
す
る
事
項
を
含
む
）
 

(
7)
 非

常
事
態
に
お
け
る
運
転
操
作
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
（
第
１
２
８
条
）
 

(
8)
 保

安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
（
第
１
３
６
条
）
に
関
す
る
事
項
 

(
9)
 事

故
・
故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
 

３
．
所
長
を
委
員
長
と
す
る
。
委
員
長
は
、
運
営
委
員
会
の
審
議
を
主
宰
す
る
。
 

４
．
運
営
委
員
会
は
、
委
員
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
、
電
気
主
任
技
術
者
、
ボ
イ
ラ
ー
・
タ
ー
ビ
ン
主
任
技
術

者
、
第
５
条
第
２
項
(3
)、

(5
)、

(
7)
、
同
項
(9
)か

ら
(
12
)お

よ
び
(
15
)か

ら
(
2
1)
に
定
め
る
職
位
に
加
え
、

委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成
す
る
。
 

 

 

       組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
 

  

 

16



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
火
山
影

響
等
発
生
時
の
体
制
の

整
備
）
 

第
１
８
条

の
２
の
２
 
安
全
・
防

災
室

長
は

、
火

山
現
象
に

よ
る

影
響

が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は

発
生
し
た
場
合
（
以
下
、
「
火

山
影

響
等

発
生

時
」
と
い
う

。
）

に
お

け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
※

１
を

行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各

号
を
含

む
計

画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画

は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、

内
部

溢
水

、
火

山
影
響
等
、

自
然

災
害

お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係

る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定

す
る
。
 

(1
) 

火
山
影

響
等
発

生
時
に
お

け
る
原
子

炉
施
設

の
保

全
の
た
め

の
活
動
を

行
う

た
め
に

必
要
な
要

員
の
配

置
 

(2
) 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お

け
る
原
子

炉
施

設
の
保
全
の

た
め

の
活

動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(3
) 

火
山
影

響
等
発

生
時
に
お

け
る
原
子

炉
施
設

の
保

全
の
た
め

の
活
動
を

行
う

た
め
に

必
要
な
フ

ィ
ル
タ

そ
の
他
の
資
機
材
の
配
備

 

２
．
各
課

（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除

く
。

）
は

、
前
項
の

計
画

に
基

づ
き
、
次
の
各
号
を
含
む
火
山
影
響
等
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全

の
た

め
の

活
動
を
行
う

た
め

に
必

要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施

す
る
。
 

(1
) 

火
山
影
響
等
発
生
時
に

お
け

る
非
常

用
交

流
動

力
電
源

設
備

の
機

能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す

る
こ
と
 

(2
)
 
(1
)に

掲
げ
る
も
の
の

他
、

火
山
影

響
等
発

生
時
に
お

け
る
代
替

電
源
設
備
そ
の
他
の
炉
心
を
冷
却
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
の

機
能
を

維
持
す
る

た
め

の
対
策
に
関

す
る

こ
と
 

(3
)
 
(2
)に

掲
げ
る
も
の
の

他
、

火
山
影

響
等
発

生
時
に
お

け
る
交
流

動
力
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を

防
止
す

る
た
め
の

対
策

に
関
す
る
こ

と
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項

の
計
画
に

基
づ

き
、
火
山

影
響

等
発
生

時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、

第
１

項
(1
)の

要
員
に

第
２
項
の

手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

４
．
各
課

（
室
）
長
は
、
第
３
項

の
活

動
の

実
施

結
果
を
取

り
ま

と
め

、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結

果
に
基

づ
き
必
要

な
措
置
を

講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ
い
て
定

期
的

に
評

価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

５
．
各
課

（
室
）
長
は
、
火
山
現

象
の

影
響

に
よ

り
、
原
子

炉
施

設
の

保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所

長
、

原
子

炉
主

任
技
術
者
お

よ
び

関
係

課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止

等
の

措
置
に

つ
い
て

協
議
す
る
。
 

６
．
原
子

力
技
術
部
門
統
括
（
原

子
力

技
術

）
は

、
火
山
現

象
に

係
る

新
た
な
知
見
等
の
収
集
、
反
映
等
を
実
施

す
る
。
 

 ※
１
：
火

山
影
響
等
発
生
時
に
行

う
活
動

を
含
む

（
以
下
、

本
条
に
お

い
て
同
じ
）。

 

  

（
火
山
影
響
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
２
の
２
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
火
山
現
象
に
よ
る
影
響
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
ま
た
は

発
生
し
た
場
合
（
以
下
、
「
火
山
影
響
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活

動
※

１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各

号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画

は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
に
係

る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 
火
山

影
響
等
発

生
時
に

お
け
る
原

子
炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の
活
動

を
行

う
た
め
に

必
要
な

要
員
の
配

置
 

(
2)
 火

山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
 

(
3)
 
火
山

影
響
等
発

生
時
に

お
け
る
原

子
炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の
活
動

を
行

う
た
め
に

必
要
な

フ
ィ
ル
タ

そ
の
他
の
資
機
材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
次
の
各
号
を
含
む
火
山
影
響
等
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施

す
る
。
 

(
1)
 
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
非
常
用
交
流
動
力
電
源
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す

る
こ
と
 

(
2)
 
(1
)に

掲
げ
る
も
の
の
他
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
代
替
電
源
設
備
そ
の
他
の
炉
心
を
冷
却
す
る

た
め
に
必
要
な
設
備
の
機
能
を
維
持
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
 

(
3)
 
(2
)に

掲
げ
る
も
の
の
他
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る

炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項
の
計
画
に
基

づ
き
、
火
山
影
響
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
１
項
(1
)の

要
員
に
第
２
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
３
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

５
．
各
課
（
室
）
長
は
、
火
山
現
象
の
影
響
に
よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が

あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

６
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
火
山
現
象
に
係
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
、

反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

 ※
１
：
火
山
影
響
等
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

  

                             組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
そ
の
他

自
然
災
害
発
生
時
等
の

体
制
の

整
備
）

 

第
１
８
条

の
３
 
安
全
・
防
災
室

長
は

、
原

子
炉

施
設
内
に

お
い

て
そ

の
他
自
然
災
害
（
「
地
震
、
津
波
お
よ
び

竜
巻
等
」
を
い
う
。
以
下
、
本

条
に

お
い

て
同

じ
。
）
が
発

生
し

た
場

合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制
の

整
備
と
し

て
、
次
の

各
号
を

含
む

計
画

を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、

計
画
は
、
添
付
２
に
示
す
「
火

災
、

内
部

溢
水

、
火
山
影
響

等
、

自
然

災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応

に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い

策
定

す
る
。
 

(1
) 

そ
の
他

自
然
災

害
発
生
時

に
お
け
る

原
子
炉

施
設

の
保
全
の

た
め
の
活

動
を

行
う
た

め
に
必
要

な
要
員

の
配
置
 

(2
) 

そ
の
他

自
然
災

害
発
生
時

に
お
け
る

原
子
炉

施
設

の
保
全
の

た
め
の
活

動
を

行
う
要

員
に
対
す

る
教
育

訓
練
 

(3
) 

そ
の
他

自
然
災

害
発
生
時

に
お
け
る

原
子
炉

施
設

の
保
全
の

た
め
の
活

動
を

行
う
た

め
に
必
要

な
資
機

材
の
配
備
 

２
．
各
課

（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除

く
。

）
は

、
前
項
の

計
画

に
基

づ
き
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
に

必
要
な

体
制
お

よ
び
手
順

の
整
備
を

実
施
す
る
。
 

３
．
各
課

（
室
）
長
は
、
第
２
項

の
活

動
の

実
施

結
果
を
取

り
ま

と
め

、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結

果
に
基

づ
き
必
要

な
措
置
を

講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項

に
定

め
る

事
項

に
つ
い
て
定

期
的

に
評

価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
。
 

４
．
各
課

（
室
）
長
は
、
そ
の
他

自
然

災
害

の
影

響
に
よ
り

、
原

子
炉

施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合

は
、

所
長

、
原

子
炉
主
任
技

術
者

お
よ

び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
原
子

炉
停

止
等
の

措
置
に

つ
い
て
協

議
す
る
。

 

５
．
原
子

力
技
術
部
門
統
括
（
原

子
力

技
術

）
お

よ
び
原
子

力
技

術
部

門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
そ
の
他
自
然

災
害
に
係
る
新
た
な
知
見
等

の
収

集
、
反

映
等
を

実
施
す
る
。
 

６
．
原
子

力
技
術
部
門
統
括
（
原

子
力

技
術

）
は

、
そ
の
他

自
然

災
害

の
う
ち
地
震
に
関
し
て
、
新
た
な
波
及
的

影
響
の
観
点
の
抽
出
を
実
施

す
る
。
 

７
．
原
子

力
技
術
部
門
統
括
（
原

子
力

技
術

）
お

よ
び
原
子

力
技

術
部

門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
地
震
観
測
お

よ
び
影
響
確
認
に
関
す
る
活

動
を

実
施
す

る
。
 

８
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は
、

定
期

的
に

発
電

所
周
辺
の

航
空

路
を

含
め
た
航
空
機
落
下
確
率
評
価
に
用
い
る

デ
ー
タ
の
変
更
状
況
を
確
認
し

、
確

認
結

果
に

基
づ
き
防
護

措
置

の
要

否
を
判
断
す
る
。
防
護
措
置
が
必
要
と

判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
関
係
箇

所
へ

防
護

措
置

の
検
討
依
頼

を
行

う
。

ま
た
、
関
係
箇
所
の
対
応
が
完
了
し
た

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 ※
１
：
そ

の
他
自
然
災
害
発
生
時

に
行
う

活
動
を

含
む
（
以

下
、
本
条

に
お
い
て
同
じ
）
。
 

  

（
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
３
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
内
に
お
い
て
そ
の
他
自
然
災
害
（
「
地
震
、
津
波
お
よ
び

竜
巻
等
」
を
い
う
。
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動

※
１
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、

計
画
は
、
添
付
２
に
示
す
「
火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
お
よ
び
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応

に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 
そ
の

他
自
然
災

害
発
生

時
に
お
け

る
原
子

炉
施

設
の
保
全

の
た
め
の

活
動

を
行
う
た

め
に
必

要
な
要
員

の
配
置
 

(
2)
 
そ
の

他
自
然
災

害
発
生

時
に
お
け

る
原
子

炉
施

設
の
保
全

の
た
め
の

活
動

を
行
う
要

員
に
対

す
る
教
育

訓
練
 

(
3)
 
そ
の

他
自
然
災

害
発
生

時
に
お
け

る
原
子

炉
施

設
の
保
全

の
た
め
の

活
動

を
行
う
た

め
に
必

要
な
資
機

材
の
配
備
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
前
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
体
制
お
よ
び
手
順
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
２
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期

的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。

安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に

基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
そ
の
他
自
然
災
害
の
影
響
に
よ
り
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
可

能
性
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
所
長
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
お
よ
び
関
係
課
（
室
）
長
に
連
絡
す
る
と
と

も
に
、
必
要
に
応
じ
て
原
子
炉
停
止
等
の
措
置
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
 

５
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建

築
）
は
、
そ
の
他
自
然
災
害
に
係
る
新
た
な
知
見
等
の
収
集
、
反
映
等
を
実
施
す
る
。
 

６
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
そ
の
他
自
然
災
害
の
う
ち
地
震
に
関
し
て
、

新
た
な
波
及
的
影
響
の
観
点
の
抽
出
を
実
施
す
る
。
 

７
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建

築
）
は
、
地
震
観
測
お
よ
び
影
響
確
認
に
関
す
る
活
動
を
実
施
す
る
。
 

８
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
定
期
的
に
発
電
所
周
辺
の
航
空
路
を
含
め
た

航
空
機
落
下
確
率
評
価
に
用
い
る
デ
ー
タ
の
変
更
状
況
を
確
認
し
、
確
認
結
果
に
基
づ
き
防
護
措
置
の
要
否
を

判
断
す
る
。
防
護
措
置
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
関
係
箇
所
へ
防
護
措
置
の
検
討
依
頼
を
行
う
。
ま
た
、

関
係
箇
所
の
対
応
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 ※
１
：
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
に
行
う
活
動
を
含
む
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）。

 

  

                     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
資
機
材

等
の
整
備
）
 

第
１
８
条

の
４
 
各
課
（
室
）
長

は
、
次

の
各
号

の
資
機
材

等
を
整
備

す
る
。
 

(1
) 
所
長
室
長
お
よ
び
電
気
保

修
課
長
は
、
設

計
基

準
事
故

が
発
生
し

た
場
合
に
用
い
る
標
識
を
設
置
し
た
安

全
避
難
通
路
な
ら
び
に
避
難
用

お
よ
び
事

故
対

策
用
照
明
を

整
備

す
る
と
と
も
に
、
作
業
用
照
明
設
置
箇
所

以
外
で
現
場
作
業
が
必
要
に
な

っ
た
場
合

等
に

使
用
す
る
可

搬
型

照
明
を
配
備
す
る
。
 

(2
) 
所
長
室
長
、
発
電
室
長
、
電
気
保

修
課
長
、
計

装
保
修

課
長
お
よ

び
放
射
線
管
理
課
長
は
、
設
計
基
準
事

故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る

警
報
装
置

お
よ

び
通
信
連
絡

設
備

を
整
備
し
、
警
報
装
置
お
よ
び
通
信
連
絡

設
備
の

操
作

に
関
す

る
手

順
な

ら
び

に
専

用
通

信
回

線
お

よ
び

デ
ー

タ
伝

送
設

備
の

異
常

時
の

対
応

に
関

す
る
手
順
を
定
め
る
。
 

(3
) 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
設
計
基

準
事
故

が
発

生
し
た

場
合
に
用

い
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
７
日
間
連

続
運
転
さ
せ
る
た
め
に
、
位
置

的
分
散
を

考
慮

し
て
、
タ
ン

ク
ロ

ー
リ
ー
４
台
以
上
を
配
備
す
る
。
ま
た
、

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
発

電
室

長
は
、
タ

ン
ク
ロ

ー
リ

ー
に

よ
る
燃
料
の
輸
送
に
関
す
る
以
下
の
手
順
を

定
め
る
。
 

(
a)
 タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
燃
料

輸
送

に
関

す
る
手
順
 

(
b)
 タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
輸
送

ル
ー

ト
確

保
に
関

す
る
手

順
  

(
c)
 
竜

巻
の
襲
来
が
予
想
さ

れ
る
場

合
に

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
４

台
を

鯨
谷

ト
ン
ネ
ル
に
退

避
す
る
た
め
の

手
順
  

(
d)
 タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
退
避

ル
ー

ト
の

確
保
に

関
す
る

手
順
  

  

（
資
機
材
等
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
４
 
各
課
（
室
）
長
は
、
次
の
各
号
の
資
機
材
等
を
整
備
す
る
。
 

(
1)
 所

長
室
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
標
識
を
設
置
し
た
安

全
避
難
通
路
な
ら
び
に
避
難
用
お
よ
び
事
故
対
策
用
照
明
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
作
業
用
照
明
設
置
箇
所

以
外
で
現
場
作
業
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
等
に
使
用
す
る
可
搬
型
照
明
を
配
備
す
る
。
 

(
2)
 所

長
室
長
、
発
電
室
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
放
射
線
管
理
課
長
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場

合
に
用
い
る
警
報
装
置
お
よ
び
通
信
連
絡
設
備
を
整
備
し
、
警
報
装
置
お
よ
び
通
信
連
絡
設
備
の
操
作
に
関

す
る
手

順
な

ら
び

に
専

用
通

信
回

線
お

よ
び
デ

ー
タ

伝
送

設
備

の
異

常
時

の
対

応
に

関
す

る
手

順
を

定
め

る
。
 

(
3)
 機

械
保
修
課
長
は
、
設
計
基
準
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
用
い
る
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
７
日
間
連
続
運

転
さ
せ
る
た
め
に
、
位
置
的
分
散
を
考
慮

し
て
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
４
台
以
上
を
配
備
す
る
。
ま
た
、
安
全
・

防
災
室

長
お

よ
び

発
電

室
長

は
、

タ
ン

ク
ロ
ー

リ
ー

に
よ

る
燃

料
の

輸
送

に
関

す
る

以
下

の
手

順
を

定
め

る
。
 

(
a)
 タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
燃
料
輸
送
に
関
す
る
手
順
 

(
b)
 タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
輸
送
ル
ー
ト
確
保
に
関
す
る
手
順
  

(
c)
 
竜

巻
の
襲
来
が
予
想
さ
れ
る

場
合
に
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
ー

４
台
を
鯨
谷

ト
ン
ネ
ル
に

退
避
す
る
た
め
の

手
順
  

(
d)
 タ

ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
退
避
ル
ー
ト
の
確
保
に
関
す
る
手
順
  

  

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
重
大
事

故
等
発
生
時
の
体
制
の

整
備
）
 

第
１
８
条

の
５
 
社
長
は
、
重
大
事
故
に

至
る
お

そ
れ
が
あ

る
事
故
ま

た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、

「
重
大
事
故
等
発
生
時
」
と
い

う
。

）
に

お
け

る
原
子
炉
施

設
の

保
全

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に

当
た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等

）
保

護
よ
り

も
安
全

を
優
先
す

る
こ
と
を

方
針
と
し
て
定
め
る
。
 

２
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は
、

添
付

３
「

重
大

事
故
等
お

よ
び

大
規

模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
示
す

重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け

る
原

子
炉
主

任
技

術
者

の
職
務

等
に

つ
い
て

計
画

を
定

め
る
。
 

 ３
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
第

２
項
に
定

め
る

計
画

に
従

い
、
重

大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う

た
め

に
必
要

な
職
務

を
誠
実
か

つ
、
最
優

先
に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
 

４
．
安
全

・
防
災
室
長
は
、
第
１

項
の

方
針

に
基

づ
き
、
重

大
事

故
等

発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備

と
し
て
、
次
の

各
号
を
含

む
計
画
を

策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、

計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「

重
大

事
故
等

お
よ
び

大
規
模
損

壊
対
応
に

係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(1
) 

重
大
事

故
等
発

生
時
に
お

け
る
原
子

炉
施
設

の
保

全
の
た
め

の
活
動
を

行
う

た
め
に

必
要
な
要

員
の
配

置
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(
a)
 要

員
の
役
割
分
担
お
よ
び

責
任

者
の

配
置
に

関
す
る

こ
と
 

(
b)
 ３

号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の

同
時

被
災

に
お
け

る
要
員

の
配

置
に
関
す
る
こ
と
 

(2
) 
(1
)の

要
員
に
対
す
る
教
育

訓
練
に

関
す

る
次
の
事
項

 

(
a)
 重

大
事
故
等
対
処
施
設
の

使
用

を
開

始
す
る

に
あ
た

っ
て
、
あ

ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育

訓
練
を
実
施
す
る

※
１
こ
と

 

(
b)
 力

量
の
維
持
向
上
の
た
め

の
教

育
訓

練
を
年

１
回
以

上
実

施
す
る
こ
と
 

(c
) 

重
大
事
故

の
発
生
お
よ
び

拡
大

の
防

止
に
必

要
な
措

置
を
実

施
す

る
た
め
に
必
要
な
技

術
的
能
力
を

満
足

す
る

こ
と
お
よ

び
有
効

性
評

価
の

前
提

条
件

を
満

足
す
る

こ
と

を
確

認
す

る
た

め
の
成

立
性
の

確

認
訓
練
（
以
下
、
「
成
立
性
の

確
認

訓
練

」
と
い

う
。
）
を

年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(d
) 
成
立
性
の
確
認
訓
練
の
実

施
計
画
を

作
成

し
、
原
子

炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を

得
る
こ
と
 

(
e)
 成

立
性
の
確
認
訓
練
の

結
果

を
記
録

し
、
所

長
お
よ
び

原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
 

(3
) 
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び

拡
大
の
防

止
に

必
要
な
措
置
、
ア

ク
セ

ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
復
旧
作
業
お
よ
び

支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の

活
動

、
な
ら
び
に

必
要

な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
 

５
．
各
課

（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除

く
。

）
は

、
第
１
項

の
方

針
に

基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動

を
行

う
体

制
の
整
備
と

し
て

、
次

の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、
手

順
書
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
添
付

３
に
示
す
「
重
大
事

故
等

お
よ

び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」

に
従
う
と
と
も
に
、
重
大
事
故
等

対
処
設

備
を

使
用
す
る
際

の
切

替
え

の
容
易
性
を
配
慮
し
、
第
４
項
(1
) 
(
a)

の
役
割
に
応
じ
た
内
容
と
す

る
。
 

(1
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お

け
る
炉
心

の
著

し
い
損
傷
を

防
止

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お

け
る
原
子

炉
格

納
容
器
の
破

損
を

防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

重
大
事
故

等
発
生
時
に

お
け
る

使
用
済

燃
料
ピ
ッ

ト
に
貯

蔵
す
る
燃

料
体
の

著
し
い
損

傷
を
防

止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

 

（
重
大
事
故
等
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
５
 
社
長
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故
ま
た
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
（
以
下
、

「
重
大
事
故
等
発
生
時
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に

当
た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等
）
保
護
よ
り
も
安
全
を
優
先
す
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
定
め
る
。
 

２
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
添
付
３
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊

対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
示
す
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
主

任
技

術
者
の

職
務

等
に

つ
い

て
計

画
を
定

め
る

。
 

３
．
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
第
２
項
に
定
め

る
計
画
に
従

い
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の

保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
職
務
を
誠
実
か
つ
、
最
優
先
に
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
 

４
．
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、

計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 
重
大

事
故
等
発

生
時
に

お
け
る
原

子
炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の
活
動

を
行

う
た
め
に

必
要
な

要
員
の
配

置
に
関
す
る
次
の
事
項
 

(
a)
 要

員
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
b)
 ３

号
炉
お
よ
び
４
号
炉
の
同
時
被
災
に
お
け
る
要
員
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
2)
 (
1)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す

る
次
の
事
項
 

(
a)
 重

大
事
故
等
対
処
施
設
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教
育

訓
練
を
実
施
す
る

※
１
こ
と
 

(
b)
 力

量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(
c)
 
重
大
事

故
の
発
生
お
よ

び
拡
大
の
防

止
に
必
要
な
措

置
を
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
技

術
的
能
力
を

満
足

す
る
こ

と
お
よ

び
有

効
性

評
価

の
前
提
条

件
を
満

足
す

る
こ

と
を

確
認

す
る

た
め
の
成

立
性

の
確

認
訓
練
（
以
下
、
「
成
立
性
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
 

(
d)
 成

立
性
の
確
認
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を

得
る
こ
と
 

(
e)
 成

立
性
の
確
認
訓
練
の
結
果
を
記
録

し
、
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
 

(
3)
 重

大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
復
旧
作
業
お
よ
び

支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
、
な
ら
び
に
必
要
な
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
 

５
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る

原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、
手

順
書
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」

に
従
う
と
と
も
に
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
使
用
す
る
際
の
切
替
え
の
容
易
性
を
配
慮
し
、
第
４
項
(
1
) 
(a
)

の
役
割
に
応
じ
た
内
容
と
す
る
。
 

(1
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

重
大
事

故
等
発
生
時
に
お
け

る
使
用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
に
貯

蔵
す
る

燃
料
体
の

著
し
い

損
傷
を
防

止
す
る

た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(4
) 

重
大
事
故

等
発
生
時
に

お
け
る

原
子
炉

停
止
時
に

お
け
る

燃
料
体
の

著
し
い

損
傷
を
防

止
す
る

た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(5
) 
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
か
ら

の
運
転
員

等
の

防
護
に
関
す

る
こ

と
。
 

６
．
各
課

（
室
）
長
は
、
第
４
項

の
計

画
に

基
づ

き
、
重
大

事
故

等
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と

も
に

、
第
４

項
（
１

）
の
要
員

に
第
５
項

の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

７
．
各
課

（
室
）
長
は
、
第
６
項

の
活

動
の

実
施

結
果
を
取

り
ま

と
め

、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措

置
を

講
じ

、
安

全
・
防
災
室

長
に

報
告

す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
４
項

に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定

期
的

に
評
価

を
行
う

と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

８
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は
、

第
１

項
の

方
針

に
基
づ
き

、
本

店
が

行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含

む
計

画
を

策
定

す
る
。
ま
た

、
計

画
は

、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ

び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る

実
施

基
準
」

に
従
い

策
定
す
る
。
 

(1
) 
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行

う
た
め
の

役
割

分
担
お
よ
び

責
任

者
の

配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(2
) 
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行

う
た
め
の

資
機

材
の
配
備
に

関
す

る
こ
と
 

９
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は
、

第
８

項
の

計
画

に
基
づ
き

、
本

店
が

行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に

必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施

す
る
。
 

1
0．

原
子
力
安
全
部
門
統
括
は

、
第

８
項

に
定

め
る
事
項
に

つ
い

て
定

期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の

結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置

を
講

じ
る
。
 

 ※
１
：
重

大
事
故
等
対
処
設
備
を

設
置

も
し

く
は

改
造
す
る

場
合

、
重

大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制

限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で

に
、

ま
た

は
運
転

員
（
当
直

員
）

、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急

安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認

定
す

る
場

合
は
、

第
１
３
条

第
２

項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に

実
施
す
る
。
 

 

(4
) 

重
大
事

故
等
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉

停
止
時

に
お
け
る

燃
料
体

の
著
し
い

損
傷
を

防
止
す
る

た
め
の

対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(5
) 
発
生
す
る
有
毒
ガ
ス
か
ら
の
運
転
員
等
の
防
護
に
関
す
る
こ
と
。
 

６
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
４
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
４
項
（
１
）
の
要
員
に
第
５
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

７
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
６
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
４
項

に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

８
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
第
１
項
の
方
針
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支

援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添

付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 支

援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
の
配
置
に
関
す
る
こ
と
 

(
2)
 支

援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
の
資
機
材
の
配
備
に
関
す
る
こ
と
 

９
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
第
８
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支

援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

1
0．

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
第
８
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制

限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
ま
た

は
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部
要
員
も
し
く
は
緊
急

安
全
対
策
要
員
を
新
た
に
認
定
す
る
場

合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の
体
制
に
入
る
ま
で
に

実
施
す
る
。
 

 

        組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
大
規
模

損
壊
発
生
時
の
体
制
の

整
備
）
 

第
１
８
条

の
６
 
安
全
・
防
災
室

長
は

、
大

規
模

な
自
然
災

害
ま

た
は

故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
り
原
子
炉

施
設

に
大

規
模

な
損
壊
が
生

じ
た

場
合

（
以
下
、
「
大
規
模
損
壊
発
生
時
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施

設
の

保
全

の
た

め
の
活
動
を

行
う

体
制

の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計

画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を

得
る

。
ま

た
、

計
画
は
、
添

付
３

に
示

す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊

対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に

従
い

策
定
す

る
。
 

(1
) 

大
規
模

損
壊
発

生
時
に
お

け
る
原
子

炉
施
設

の
保

全
の
た
め

の
活
動
を

行
う

た
め
に

必
要
な
要

員
の
配

置
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
(1
)の

要
員
に
対
す
る
教
育

訓
練
に

関
す

る
次
の
事
項

 

(
a)
 重

大
事
故
等
対
処
施
設
等

の
使

用
を

開
始
す

る
に
あ

た
っ

て
、
あ

ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教

育
訓
練
を
実
施
す
る

※
１
こ

と
。
 

(
b)
 力

量
の
維
持
向
上
の
た
め

の
教

育
訓

練
を
年

１
回
以

上
実

施
す
る
こ
と
。
 

(c
) 

重
大
事
故

の
発
生
お
よ
び

拡
大

の
防

止
に
必

要
な
措

置
を
実

施
す

る
た
め
に
必
要
な
技

術
的
能
力
を

満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
の

訓
練
（
以
下
、
「
技
術

的
能
力
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
年
１

回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(d
) 

(c
)項

の
訓
練
の
実
施

計
画

を
作
成

し
、
原

子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る

こ
と
。
 

(e
) 
(c
)項

の
訓
練
の
結
果
を

記
録
し
、

所
長

お
よ
び
原
子

炉
主

任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

(3
) 

大
規
模

損
壊
発

生
時
に
お

け
る
原
子

炉
施
設

の
保

全
の
た
め

の
活
動
を

行
う

た
め
に

必
要
な
資

機
材
の

配
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
．
各
課

（
室
）
長
（
当
直
課
長

を
除

く
。

）
は

、
大
規
模

損
壊

発
生

時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と

し
て

、
次

の
各

号
の
手
順
を

定
め

る
。

ま
た
、
手
順
書
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大

事
故

等
お
よ

び
大
規

模
損
壊
対

応
に
係
る

実
施
基
準
」
に
従
う
。
 

(1
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お

け
る
大
規

模
な

火
災
が
発
生

し
た

場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お

け
る
炉
心

の
著

し
い
損
傷
を

緩
和

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(3
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お

け
る
原
子

炉
格

納
容
器
の
破

損
を

緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

大
規
模
損

壊
発
生
時
に

お
け
る

使
用
済

燃
料
ピ
ッ

ト
の
水

位
を
確
保

す
る
た

め
の
対
策

お
よ
び

燃
料
体

の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た

め
の

対
策

に
関
す

る
こ
と

。
 

(5
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お

け
る
放
射

性
物

質
の
放
出
を

低
減

す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
．
各
課

（
室
）
長
は
、
第
１
項

の
計

画
に

基
づ

き
、
大
規

模
損

壊
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と

も
に

、
第
１

項
（
１

）
の
要
員

に
第
２
項

の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

４
．
各
課

（
室
）
長
は
、
第
３
項

の
活

動
の

実
施

結
果
を
取

り
ま

と
め

、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措

置
を

講
じ

、
安

全
・
防
災
室

長
に

報
告

す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項

に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定

期
的

に
評
価

を
行
う

と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

５
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は
、

大
規

模
損

壊
発

生
時
に
お

け
る

本
店

が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制

の
整
備
に
つ
い
て
計
画
を
策
定

す
る

。
ま

た
、

計
画
は
、
添

付
３

に
示

す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊

対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に

従
い

策
定
す

る
。
 

（
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
体
制
の
整
備
）
 

第
１
８
条
の
６
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他

の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
り
原
子
炉
施
設
に
大
規
模
な
損
壊
が
生
じ
た
場
合
（
以
下
、
「
大
規
模
損
壊
発
生
時
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
を
含
む
計

画
を
策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊

対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

(
1)
 
大
規

模
損
壊
発

生
時
に

お
け
る
原

子
炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の
活
動

を
行

う
た
め
に

必
要
な

要
員
の
配

置
に
関
す
る
こ
と
。
 

(
2)
 (
1)
の
要
員
に
対
す
る
教
育
訓
練
に
関
す

る
次
の
事
項
 

(
a)
 重

大
事
故
等
対
処
施
設
等
の
使
用
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
力
量
の
付
与
の
た
め
の
教

育
訓
練
を
実
施
す
る

※
１
こ
と
。
 

(
b)
 力

量
の
維
持
向
上
の
た
め
の
教
育
訓
練
を
年
１
回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
c)
 
重
大
事

故
の
発
生
お
よ

び
拡
大
の
防

止
に
必
要
な
措

置
を
実
施
す
る
た
め

に
必
要
な
技

術
的
能
力
を

満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
訓
練
（
以
下
、
「
技
術
的
能
力
の
確
認
訓
練
」
と
い
う
。
）
を
年
１

回
以
上
実
施
す
る
こ
と
。
 

(
d)
 
(c
)項

の
訓
練
の
実
施
計
画
を
作
成

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る

こ
と
。
 

(
e)
 (
c)
項
の
訓
練
の
結
果
を
記
録
し
、
所

長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
こ
と
。
 

(
3)
 
大
規

模
損
壊
発

生
時
に

お
け
る
原

子
炉
施

設
の

保
全
の
た

め
の
活
動

を
行

う
た
め
に

必
要
な

資
機
材
の

配
備
に
関
す
る
こ
と
。
 

２
．
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
各
号
の
手
順
を
定
め
る
。
ま
た
、
手
順
書
を
定
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
添
付
３
に
示
す
「
重
大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
う
。
 

(1
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
大
規
模
な
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
消
火
活
動
に
関
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
炉
心
の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(3
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

大
規
模

損
壊
発
生
時
に
お
け

る
使
用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
の
水

位
を
確

保
す
る
た

め
の
対

策
お
よ
び

燃
料
体

の
著
し
い
損
傷
を
緩
和
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

(5
) 
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
放
射
性
物
質
の
放
出
を
低
減
す
る
た
め
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
１
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
第
１
項
（
１
）
の
要
員
に
第
２
項
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

４
．
各
課
（
室
）
長
は
、
第
３
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評

価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告
す
る
。
安
全
・
防
災
室
長
は
、
第
１
項

に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。 

５
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
本
店
が
行
う

支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
計
画
を
策
定
す
る
。
ま
た
、
計
画
は
、
添
付
３
に
示
す
「
重

大
事
故
等
お
よ
び
大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
」
に
従
い
策
定
す
る
。
 

                                  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
 

22



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

６
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は
、

第
５

項
の

計
画

に
基
づ
き

、
本

店
が

行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に

必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施

す
る
。
 

７
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
は
、

第
６

項
の

実
施

内
容
を
踏

ま
え

、
第

５
項
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に

評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価

の
結
果
に

基
づ

き
必
要
な
措

置
を

講
じ
る
。
 

 ※
１
：
重

大
事
故
等
対
処
設
備
を

設
置

も
し

く
は

改
造
す
る

場
合

、
重

大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制

限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で

に
、

大
規

模
損
壊

対
応
で
用

い
る

化
学
消
防
自
動
車
の
設
置
も
し
く
は
改
造

す
る
場
合
、
当
該
設
備
の
使

用
を

開
始

す
る
ま

で
に
、
ま

た
は

運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部

要
員
も
し
く
は
緊
急
安
全
対

策
要

員
を

新
た
に

認
定
す
る

場
合

は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の

体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。
 

 

６
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
第
５
項
の
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支

援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

７
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
第
６
項
の
実
施
内
容
を
踏
ま
え
、
第
５
項
に

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
定
期
的
に
評
価
を
行

う
と
と
も
に
、
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
設
置
も
し
く
は
改
造
す
る
場
合
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
係
る
運
転
上
の
制

限
が
適
用
開
始
さ
れ
る
ま
で
に
、
大
規

模
損
壊
対
応
で
用
い
る
化
学
消
防
自
動
車
の
設
置
も
し
く
は
改
造

す
る
場
合
、
当
該
設
備
の
使
用
を
開
始

す
る
ま
で
に
、
ま
た
は
運
転
員
（
当
直
員
）
、
緊
急
時
対
策
本
部

要
員
も
し
く
は
緊
急
安
全
対
策
要
員
を

新
た
に
認
定
す
る
場
合
は
、
第
１
３
条
第
２
項
お
よ
び
第
４
項
の

体
制
に
入
る
ま
で
に
実
施
す
る
。
 

 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
制
御
棒

位
置
指
示
）
 

第
 
２
５
 条

 
モ
ー
ド
１
お
よ
び

２
に

お
い

て
、

制
御
棒
位

置
指

示
は

、
表
２
５
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上

の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
制
御

棒
位
置
指
示
が
前
項
で

定
め

る
運

転
上

の
制
限
を

満
足

し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実

施
す
る
。
 

(1
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時

に
、
制

御
棒

の
移
動
範

囲
に
お
い
て
、
各
制
御
棒
位
置
が
ス
テ

ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
 ±

1
2 
ス
テ

ッ
プ

以
内
に
あ
る

こ
と

を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通

知
す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
制
御
棒
位
置

指
示

が
第

１
項

で
定
め
る

運
転

上
の

制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
表
２
５
－
２
の
措
置
を
講

じ
る

と
と

も
に

、
制
御
棒
位

置
指

示
装

置
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
は
原
子
燃

料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を

受
け
た
原

子
燃
料

課
長
は
、
同

表
の
措
置
を
講
じ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
措
置
は
、

制
御
棒
位
置
指
示
装
置
は
制
御

棒
毎

お
よ

び
ス

テ
ッ
プ
カ
ウ

ン
タ

は
バ

ン
ク
毎
に
、
個
別
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
 

 表
２
５
－
１
 項
 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

制
御
棒
位
置
指
示
 

制
御
棒

位
置
指

示
装
置

お
よ
び

ス
テ
ッ

プ
カ

ウ
ン
タ

が
動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
※

１
 

※
１
：
制

御
棒
位
置
指
示
装
置
お

よ
び

ス
テ

ッ
プ

カ
ウ
ン
タ

が
動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
と
は
、
制
御
棒
位
置
指
示

装
置
の
表
示
器
ま
た
は
プ
ロ

セ
ス

計
算

機
に
よ

り
制
御
棒

の
位

置
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
お
よ
び
ス
テ
ッ

プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
器
ま
た
は

プ
ロ
セ
ス

計
算

機
に
よ
り
制

御
棒

の
位
置
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

ま
た
、
以
下
の
場
合
は
、
制
御

棒
位
置
指

示
装

置
お
よ
び
ス

テ
ッ

プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
不
能
と
は
み
な
さ

な
い
。
 

(1
) 
電
源
故
障
時
に
お
け
る
予

備
電
源
へ

の
切

替
操
作
お
よ

び
予

備
電
源
か
ら
の
復
旧
操
作
に
伴
う
一
時

的
な
表
示
機
能
の
喪
失
 

(2
) 
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
の

表
示
部
取

替
作

業
に
伴
う
一

時
的

な
表
示
機
能
の
喪
失
 

 
 

（
以

下
略
）

 

（
制
御
棒
位
置
指
示
）
 

第
 
２
５
 条

 
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て

、
制
御
棒
位
置
指
示
は
、
表
２
５
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上

の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
制
御
棒
位
置
指
示
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実

施
す
る
。
 

(
1)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
制
御
棒
の
移
動
範
囲
に
お
い
て
、
各
制
御
棒
位
置
が
ス
テ

ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
値
の
 ±

1
2 
ス
テ

ッ
プ
以
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通

知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
制
御
棒
位
置
指
示
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
表
２
５
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
は
原
子
燃

料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
、
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
措
置
は
、

制
御
棒
位
置
指
示
装
置
は
制
御
棒
毎
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
は
バ
ン
ク
毎
に
、
個
別
に
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
 

 表
２
５
－
１
 項
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

制
御
棒
位
置
指
示
 

制
御
棒
位

置
指
示

装
置

お
よ

び
ス
テ

ッ
プ
カ

ウ
ン
タ

が
動
作

可
能

で
あ
る
こ
と

※
１
 

※
１
：
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
は
、
制
御
棒
位
置
指
示

装
置
の
表
示
器
ま
た
は
プ
ロ
セ
ス
計
算

機
に
よ
り
制
御
棒
の
位
置
が
確
認
で
き
る
こ
と
、
お
よ
び
ス
テ
ッ

プ
カ
ウ
ン
タ
の
表
示
器
ま
た
は
プ
ロ
セ
ス
計
算
機
に
よ
り
制
御
棒
の
位
置
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

ま
た
、
以
下
の
場
合
は
、
制
御
棒
位
置
指
示
装
置
お
よ
び
ス
テ
ッ
プ
カ
ウ
ン
タ
が
動
作
不
能
と
は
み
な
さ

な
い
。
 

(
1)
 電

源
故
障
時
に
お
け
る
予
備
電
源
へ
の
切
替
操
作
お
よ
び
予
備
電
源
か
ら
の
復
旧
操
作
に
伴
う
一
時

的
な
表
示
機
能
の
喪
失
 

(
2)
 制

御
棒
位
置
指
示
装
置
の
表
示
部
取
替
作
業
に
伴
う
一
時
的
な
表
示
機
能
の
喪
失
 

 
 

（
以
下
略
）
 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
熱
流
束

熱
水
路
係
数
（
Ｆ

Ｑ
(Z
)）

）
 

第
 
３
０
 条

 
モ
ー
ド
１
に
お
い

て
、
Ｆ

Ｑ
(
Z)
は
、

表
３
０

－
１

で
定

め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
Ｆ

Ｑ
(Z
)が

前
項
で
定
め
る
運

転
上
の

制
限

を
満
足
し
て

い
る

こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
原
子
燃
料
課
長
は
、
燃
料

取
替

後
、
原

子
炉
熱

出
力
が
 
75
 %
 
を
超
え
る
前
ま
で
に
１
回
、
炉
内
出
力
分

布
測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z)
を
確

認
し
、
そ

の
結
果
を

当
直
課

長
に

通
知
す
る
。
そ
の
後
、
原
子
燃
料
課
長
は
、

モ
ー
ド
１
に
お
い
て
、
１
ヶ
月

に
１
回
、

炉
内

出
力
分
布
測

定
を

行
い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z
)を

確
認
す
る
。
 

３
．
原
子

燃
料
課
長
は
、
Ｆ

Ｑ
(Z
)が

第
１

項
で
定
め

る
運
転

上
の

制
限

を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
３
０
－
２
の
措
置
を
講
じ
る

と
と

も
に

、
当

直
課
長
お
よ

び
計

装
保

修
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た

当
直
課
長
お
よ
び
計
装
保
修

課
長

は
、
同

表
の
措

置
を
講
じ

る
。
 

 

表
３
０
－
１
 

項
 
目
 

運
転

上
の
制

限
 

Ｆ
Ｑ
(Z
) 

原
子
炉
熱
出

力
が
 
50
 
% 

を
超

え
る
場

合
、
 
2.
32
/P

※
１
×
K
(Z
) 

※
２
 以

下
で

あ
る

こ
と
 

原
子
炉
熱
出

力
が
 
50
 %
 以

下
の

場
合
、
 
4.
6
4×

K
(Z
) 
以
下
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
P
は
、
原
子
炉
熱
出
力
の

定
格

に
対
す
る

割
合
。

 

※
２
：
K
(Z
)は

、
図
３
０
－
１
に

示
す
炉

心
高
さ

Z
に
依
存

す
る

Ｆ
Ｑ
制

限
係
数
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）。
 

                    

（
熱
流
束
熱
水
路
係
数
（
Ｆ

Ｑ
(Z
)）

）
 

第
 
３
０
 条

 
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
、
Ｆ

Ｑ
(Z
)は

、
表
３
０
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
Ｆ

Ｑ
(
Z
)が

前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 原

子
燃
料
課
長
は
、
燃
料
取
替
後
、
原

子
炉
熱
出
力
が
 
75
 %
 
を
超
え
る
前
ま
で
に
１
回
、
炉
内
出
力
分

布
測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z)
を
確
認
し
、
そ
の

結
果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
そ
の
後
、
原
子
燃
料
課
長
は
、

モ
ー
ド
１
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z
)を

確
認
す
る
。
 

３
．
原
子
燃
料
課
長
は
、
Ｆ

Ｑ
(Z
)が

第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
３
０
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
当
直
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た

当
直
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

表
３
０
－
１
 

項
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

Ｆ
Ｑ
(Z
) 

原
子
炉
熱
出
力
が
 
5
0 

%
 
を
超
え
る
場
合
、
 
2
.3
2/
P
※

１
×
K(
Z)

 
※

２
 
以
下
で

あ
る
こ
と
 

原
子
炉
熱
出
力
が
 5
0 
%
 以

下
の
場
合
、
 4
.6
4×

K(
Z
)
 以

下
で
あ
る
こ
と
 

※
１
：
P
は
、
原
子
炉
熱
出
力
の
定
格
に
対
す
る

割
合
。
 

※
２
：
K(
Z
)は

、
図
３
０
－
１
に
示
す
炉
心
高
さ

Z
に
依
存
す
る
Ｆ

Ｑ
制
限
係
数
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３
０
－
２
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

A
. 

Ｆ
Ｑ
(
Z)

が
運

転
上

の
制

限

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

A
.1
 
当

直
課

長
は
、
Ｆ

Ｑ
(
Z
)の

運
転
上
の

制
限

の
超
過
分
 

1 
% 
あ
た
り

原
子
炉

熱
出
力
を
 1
 %
 以

上
下
げ
る
。
 

お
よ
び

 

１
５
分
 

A
.2
 
原
子

燃
料
課

長
は

、
軸
方

向
中
性
子

束
出

力
偏
差
の

許
容

運
転

制
限

範
囲

を
Ｆ

Ｑ
(
Z)
の

運
転

上
の
制
限
の

超
過

分
(%
)だ

け
下

げ
、
そ
の
結

果
を

当
直

課
長
に
通

知
す

る
。
 

お
よ
び

 

４
時
間
 

A
.3
 
計

装
保

修
課
長
は

、
Ｆ

Ｑ
(Z
)の

運
転
上

の
制
限
の
超

過
分
 
1 

% 
あ

た
り
出
力
領
域

中
性

子
束

高
ト
リ
ッ

プ
設

定
値
を
 
1 
% 
以
上

下
げ
、
そ

の
結

果
を
当
直
課

長
に

通
知
す

る
。
 

お
よ
び

 

８
時
間
 

A
.4
 
計

装
保

修
課
長
は

、
Ｆ

Ｑ
(Z
)の

運
転
上

の
制
限
の
超

過
分
 
1 

% 
あ

た
り
過
大
出
力
Δ
Ｔ
高
ト

リ
ッ
プ
設

定
値

を
 
1 
%
 以

上
下
げ
、
そ
の

結
果

を
当

直
課
長
に

通
知

す
る
。
 

お
よ
び

 

７
２
時
間
 

A
.5
 
原
子

燃
料
課

長
は

、
炉
内

出
力
分
布

測
定

を
行
い
、

Ｆ
Ｑ
(
Z)
お

よ
び
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が

運
転

上
の
制

限
を
満
足
し

て
い

る
こ
と

を
確
認

し
、

そ
の

結
果

を
当

直
課
長
に

通
知

す
る
。
 

原
子
炉
熱
出

力
が
措
置

A
.1

の
制
限

値
を
超
え
て

増
加
す
る
前
 

B
. 

条
件

Ａ
の

措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成

で
き

な
い

場

合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

２
に

す
る
。
 

１
２
時
間
 

   

表
３
０
－
２
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A.
 
Ｆ

Ｑ
(
Z)

が
運

転
上

の
制

限

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

A
.1
 
当
直
課
長
は
、
Ｆ

Ｑ
(
Z
)の

運
転
上
の
制
限
の
超
過
分
 

1
 %
 あ

た
り
原
子
炉
熱
出
力
を
 1
 %
 以

上
下
げ
る
。
 

お
よ
び
 

１
５
分
 

A
.2
 
原
子
燃
料
課
長
は

、
軸
方
向
中
性
子
束
出
力
偏
差
の

許
容
運
転
制
限
範

囲
を
Ｆ

Ｑ
(Z
)の

運
転
上
の
制
限
の

超
過
分
(
%
)だ

け
下

げ
、
そ
の
結
果
を
当
直
課
長
に
通

知
す
る
。
 

お
よ
び
 

４
時
間
 

A
.3
 
電
気
保
修
課
長
は

、
Ｆ

Ｑ
(
Z)
の
運
転
上
の
制
限
の
超

過
分
 
1
 
% 

あ
た
り
出
力
領
域
中
性
子
束
高
ト
リ
ッ

プ
設
定
値
を
 
1 
% 
以
上
下
げ
、
そ
の
結
果
を
当
直
課

長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

８
時
間
 

A
.4
 
電
気
保
修
課
長
は

、
Ｆ

Ｑ
(
Z)
の
運
転
上
の
制
限
の
超

過
分
 
1
 
% 

あ
た
り
過
大
出
力
Δ
Ｔ
高
ト
リ
ッ
プ
設

定
値
を
 
1 
%
 以

上
下
げ
、
そ
の
結
果
を
当
直
課
長
に

通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

７
２
時
間
 

A
.5
 
原
子
燃
料
課
長
は

、
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行
い
、

Ｆ
Ｑ
(
Z)
お

よ
び
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
運

転
上
の
制

限
を
満

足
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
当
直
課
長
に

通
知
す
る
。
 

原
子
炉
熱
出

力
が
措
置

A.
1
の
制
限

値
を
超
え
て

増
加
す
る
前
 

B.
 
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成

で
き

な
い

場

合
 

B
.1
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
２
に
す
る
。
 

１
２
時
間
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
核
的
エ

ン
タ
ル
ピ
上
昇
熱
水
路

係
数
（

Ｆ
Ｎ

Δ
Ｈ
）

）
 

第
 
３
１
 条

 
モ
ー
ド
１
に
お
い

て
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
は

、
表

３
１

－
１
で
定

め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
前
項
で
定
め
る
運
転

上
の

制
限
を

満
足
し

て
い

る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
原
子
燃
料
課
長
は
、
燃
料

取
替

後
、
原

子
炉
熱

出
力
が
 
75
 %
 
を
超
え
る
前
ま
で
に

1
回
、
炉
内
出
力
分

布
測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
を

確
認

し
、
そ
の

結
果
を

当
直

課
長

に
通
知
す
る
。
そ
の
後
、
原
子
燃
料
課
長
は
、

モ
ー
ド
１
に
お
い
て
、
１
ヶ
月

に
１
回
、

炉
内

出
力
分
布
測

定
を

行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
を
確
認
す
る
。
 

３
．
原
子
燃
料
課
長
は
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が

第
１

項
で

定
め

る
運
転

上
の

制
限

を
満

足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
３
１
－
２
の
措
置
を
講
じ
る

と
と

も
に

、
当

直
課
長
お
よ

び
計

装
保

修
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た

当
直
課
長
お
よ
び
計
装
保
修

課
長

は
、
同

表
の
措

置
を
講
じ

る
。
 

 表
３
１
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

Ｆ
Ｎ

Δ
Ｈ
 

1
.6
4(
1＋

0
.3
(1
－
P
※

１
)
)
 以

下
で
あ
る

こ
と
 

※
 １

：
P
は
、
原
子
炉
熱
出
力
の
定

格
に
対

す
る
割

合
。

 

                       

（
核
的
エ
ン
タ
ル
ピ
上
昇
熱
水
路
係
数
（
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
）
）
 

第
 
３
１
 条

 
モ
ー
ド
１
に
お
い
て
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
は
、
表
３
１
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 原

子
燃
料
課
長
は
、
燃
料
取
替
後
、
原

子
炉
熱
出
力
が
 
75
 %
 
を
超
え
る
前
ま
で
に

1
回
、
炉
内
出
力
分

布
測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
を
確
認
し
、
そ
の

結
果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
そ
の
後
、
原
子
燃
料
課
長
は
、

モ
ー
ド
１
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
を
確
認
す
る
。
 

３
．
原
子
燃
料
課
長
は
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
３
１
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
当
直
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た

当
直
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
３
１
－
１
 

項
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

Ｆ
Ｎ

Δ
Ｈ
 

1.
64
(1
＋
0.
3(
1－

P※
１
))
 以

下
で
あ
る
こ
と
 

※
 １

：
P
は
、
原
子
炉
熱
出
力
の
定
格
に
対
す
る
割
合
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３
１
－
２
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ

る
措
置
 

完
了
時
間
 

A
. 

Ｆ
Ｎ

Δ
Ｈ
が
運
転

上
の

制
限

を

満
足

し
て

い

な
い
場
合

※
２
 

A
.1
.1
 当

直
課
長
は
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
の

運
転

上
の

制
限

を
満
足

さ
せ
る

。
 

 
ま
た
は

 

４
時
間
 

A
.1
.2
.1
 
当
直

課
長
は

、
原

子
炉
熱

出
力

を
 
50
 %
 以

下
に
下

げ
る
。

 

 
 
お
よ
び
 

４
時
間
 

A
.1
.2
.2
 
計
装

保
修
課

長
は

、
出
力

領
域

中
性

子
束

高
ト

リ
ッ

プ
設

定
値

を
 
55
 %
 
以
下
に

下
げ
、
そ
の

結

果
を

当
直

課
長
に
通

知
す
る

。
 

お
よ
び
 

８
時
間
 

A
.2
 
原
子

燃
料

課
長
は

、
炉

内
出

力
分
布

測
定

を
行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
お
よ
び

Ｆ
Ｑ
(
Z)

が
運
転

上
の

制
限

を
満
足

し
て

い
る

こ
と
を

確
認

し
、

そ
の
結

果
を

当
直

課
長

に
通
知

す
る
。

 

お
よ
び

 

２
４

時
間
 

A
.3
 
原
子

燃
料

課
長
は

、
所

定
の

出
力
以

上
に
上

昇
す

る
前

に
炉
内

出
力

分
布

測
定

を
行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
お
よ
び

Ｆ
Ｑ
(
Z)

 

が
運
転

上
の

制
限

を
満
足

し
て

い
る

こ
と
を

確
認

し
、

そ
の
結

果
を

当
直

課
長

に
通
知

す
る

※
３
。

 

原
子

炉
熱
出
力
が
 
50
 
% 

を
超

え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子

炉
熱
出
力
が
 
75
 
% 

を
超

え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子

炉
熱
出
力
が
 
95
 
% 

以
上

と
な

っ
た

後
の

２

４
時

間
以
内
 

B
. 

条
件

Ａ
の

措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成

で
き

な
い

場

合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

２
に

す
る
。
 

１
２
時
間
 

※
２
：
条
件
Ａ
に
至
っ
た
場
合
は
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
制
限

値
内
に

回
復

し
て

も
、
A
.3

の
措
置
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

※
３
：
本

措
置
を
実
施
す
る
た
め

に
、
原

子
炉
熱

出
力
を
下

げ
る
必
要

は
な
い
。
 

表
３
１
－
２
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A.
 
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
運
転

上
の

制
限

を

満
足

し
て

い

な
い
場
合

※
２
 

A
.1
.1
 当

直
課
長
は
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
の
運
転
上
の

制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
 

 
ま
た
は
 

４
時
間
 

A
.1
.2
.1
 
当

直
課
長

は
、
原
子
炉

熱
出
力

を
 5
0 
%
 以

下
に
下
げ
る
。
 

 
 
お
よ
び
 

４
時
間
 

A
.1
.2
.2
 
電

気
保
修

課
長
は
、
出

力
領
域

中
性

子
束

高
ト

リ
ッ

プ
設

定
値

を
 5
5 
%
 以

下
に
下
げ
、
そ
の
結

果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

８
時
間
 

A
.2
 
原

子
燃
料
課

長
は
、
炉
内

出
力
分
布

測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
お
よ
び
Ｆ

Ｑ
(Z
)

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し

て
い
る

こ
と

を
確

認
し
、

そ
の

結
果

を
当
直

課
長
に
通
知
す
る
。
 

お
よ
び
 

２
４
時
間
 

A
.3
 
原

子
燃
料
課

長
は
、
所
定

の
出
力
以

上
に

上
昇

す
る
前

に
炉

内
出

力
分
布

測
定
を
行
い
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
お
よ
び
Ｆ

Ｑ
(Z
)  

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し

て
い
る

こ
と

を
確

認
し
、

そ
の

結
果

を
当
直

課
長
に
通
知
す
る

※
３
。
 

原
子
炉
熱
出
力
が
 
50
 
% 

を
超
え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子
炉
熱
出
力
が
 
75
 
% 

を
超
え
る
前
 

お
よ
び
 

原
子
炉
熱
出
力
が
 
95
 
% 

以
上

と
な

っ
た

後
の

２

４
時
間
以
内
 

B.
 
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成

で
き

な
い

場

合
 

B
.1
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
２
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

※
２
：
条
件
Ａ
に
至
っ
た
場
合
は
、
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
制
限
値
内
に
回
復
し
て
も
、
A
.3

の
措
置
を
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

※
３
：
本
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
、
原
子
炉
熱
出
力
を
下
げ
る
必
要
は
な
い
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
1
/4
炉
心
出
力
偏
差
）
 

第
 
３
３
 条

 
モ
ー
ド
１
（
原
子

炉
熱
出

力
が
 
5
0 

%
 
を

超
え
る
）

に
お
い
て
、
1/
4
炉
心
出
力
偏
差
は
、
表
３

３
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運

転
上

の
制
限

と
す
る

。
 

２
．
1
/4

炉
心
出
力
偏
差
が
前
項

で
定

め
る

運
転

上
の
制
限

を
満

足
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を

実
施
す
る
。
 

(1
) 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１

（
原

子
炉

熱
出
力

が
 
5
0 

% 
を

超
え

る
）
に
お
い
て
、
１
週
間
に
１
回
、
1/
4

炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。

 

た
だ
し
、
出
力
領
域
上

部
中
性

子
束
偏
差

大
を

検
知
す
る
警

報
ま

た
は
出
力
領
域
下
部
中
性
子
束
偏
差
大

を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能

で
あ
る
場

合
、
１
２
時

間
に

１
回
、
1/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
ま

た
、
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装

か
ら
の

1/
4
炉
心

出
力
偏

差
へ

の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
、
以
下
に
よ
り

1/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認

す
る
。
 

(a
) 
当
直
課
長
は
、
原
子
炉

熱
出

力
が
 7
5 
%
 未

満
で
、
出

力
領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
の

1/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力

が
動
作
不

能
な

場
合
、
１
週

間
に
１
回
、
残
り
の
３
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る

計
算
結
果
に
よ
り
確
認
す
る
。

 

(b
) 
原
子
燃
料
課
長
は
、
原

子
炉

熱
出
力

が
 7
5 
%
 未

満
で
、
出
力

領
域
中
性
子
束
計
装
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
以

上
か
ら
の

1/
4
炉
心
出
力
偏
差

へ
の

入
力

が
動
作

不
能
な
場

合
、
１
週
間
に
１
回
、
炉
内
出
力
分
布
測
定

結
果
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結

果
を

当
直

課
長
に

通
知
す
る

。
 

(c
) 
原
子
燃
料
課
長
は
、
原

子
炉

熱
出
力

が
 7
5 
%
 以

上
で
、
出
力

領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
以

上
か
ら
の

1/
4
炉
心
出
力
偏
差

へ
の

入
力

が
動
作

不
能
な
場

合
、
１
２
時
間
に
１
回
、
炉
内
出
力
分
布
測

定
結
果
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の

結
果

を
当

直
課
長

に
通
知
す

る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
1
/4

炉
心
出

力
偏

差
が

第
１

項
で
定
め

る
運

転
上

の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合
、
表
３
３
－
２
の
措
置
を

講
じ

る
と

と
も

に
、
原
子
燃

料
課

長
お

よ
び
計
装
保
修
課
長
に
通
知
す
る
。
通

知
を
受
け
た
原
子
燃
料
課
長

お
よ

び
計
装

保
修
課

長
は
、
同

表
の
措
置

を
講
じ
る
。
 

 表
３
３
－
１
 

項
 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

1/
4
炉
心
出
力
偏
差
 

1.
02
 以

下
で

あ
る
こ
と
 

          

（
1
/4
炉
心
出
力
偏
差
）
 

第
 
３
３
 条

 
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
 
50
 
%
 
を
超
え
る
）
に
お
い
て
、
1
/4

炉
心
出
力
偏
差
は
、
表
３

３
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
1
/4

炉
心
出
力
偏
差
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を

実
施
す
る
。
 

(
1)
 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
（
原
子
炉
熱
出
力
が
 
5
0 

%
 
を
超
え
る
）
に
お
い
て
、
１
週
間
に
１
回
、
1/
4

炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
 

た
だ
し
、
出
力
領
域
上
部
中
性
子
束
偏
差
大
を
検
知
す
る
警
報
ま
た
は
出
力
領
域
下
部
中
性
子
束
偏
差
大

を
検
知
す
る
警
報
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
、
１
２
時
間
に
１
回
、
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
ま

た
、
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
か
ら
の

1/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
、
以
下
に
よ
り

1
/4

炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
す
る
。
 

(
a)
 当

直
課
長
は
、
原
子
炉
熱
出
力
が
 7
5 
%
 未

満
で
、
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
か
ら
の

1/
4
炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
、
１
週
間
に
１
回
、
残
り
の
３
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
る

計
算
結
果
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

(
b)
 原

子
燃
料
課
長
は
、
原
子
炉
熱
出
力
が
 7
5 
%
 未

満
で
、
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
２
チ
ャ
ン
ネ
ル
以

上
か
ら
の

1
/4

炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
、
１
週
間
に
１
回
、
炉
内
出
力
分
布
測
定

結
果
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

(
c)
 原

子
燃
料
課
長
は
、
原
子
炉
熱
出
力
が
 7
5 
%
 以

上
で
、
出
力
領
域
中
性
子
束
計
装
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
以

上
か
ら
の

1
/4

炉
心
出
力
偏
差
へ
の
入
力
が
動
作
不
能
な
場
合
、
１
２
時
間
に
１
回
、
炉
内
出
力
分
布
測

定
結
果
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
1
/4

炉
心
出
力
偏
差
が
第

１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合
、
表
３
３
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
原
子
燃
料
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
に
通
知
す
る
。
通

知
を
受
け
た
原
子
燃
料
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
３
３
－
１
 

項
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

1/
4
炉
心
出
力
偏
差
 

1.
02
 以

下
で
あ
る
こ
と
 

          

                     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３
３
－
２
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

A
. 

1/
4
炉
心
出

力
偏

差
が

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い
場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、
1
/4

炉
心

出
力
偏
差

の
 1
.
00
 か

ら
の
超

過
分
 
1 
% 
あ

た
り
、

原
子
炉
熱

出
力

を
 

1
00
 %
 か

ら
 3
 %
 以

上
下

げ
る
。
 

お
よ
び
 

２
時
間
 

A.
2 
当
直
課

長
は

、
1/
4
炉
心

出
力
偏
差

を
確

認
し

、

A
.1

措
置

後
の

状
態

か
ら

さ
ら

に
増

加
す

る
傾

向
に
あ

る
場

合
は

、
再
度

A
.1

の
措

置
を

講
じ

る
。
 

お
よ
び
 

１
２
時
間
 

そ
の

後
の

１
２

時

間
に

1
回
 

A.
3 
原
子
燃

料
課

長
は
、
炉
内

出
力

分
布

測
定
を

行

い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z
)お

よ
び

Ｆ
Ｎ

Δ
Ｈ
が

運
転
上
の

制
限

を
満
足

し
て

い
る
こ

と
を
確

認
し

、
そ
の

結
果

を
当
直

課
長

に
通
知

す
る
。

 

お
よ
び
 

２
４
時
間
 

そ
の

後
の

１
週

間

に
１
回
 

A.
4 

原
子
燃
料

課
長
は

、
安
全

解
析
の

再
評

価
を
行

い
、
そ
の
結

果
が
運

転
期
間
を

通
じ
て
有

効
で

あ

る
こ
と

を
確

認
し
、
そ

の
結
果

を
当
直
課

長
に

通

知
す
る

。
 

お
よ
び
 

原
子

炉
熱

出
力

が

A
.1

の
措
置
で
制
限

さ
れ

る
値

を
超

え

る
前
 

A.
5 
計
装
保

修
課

長
は
、
1
/4

炉
心
出
力

偏
差
を

な
く

す
よ
う

に
出

力
領
域

中
性
子

束
計

装
を
調

整
し
、

そ
の
結

果
を

当
直
課

長
に
通

知
す

る
※

１
。
 

お
よ
び
 

原
子

炉
熱

出
力

が

A
.1

の
措
置
で
制
限

さ
れ

る
値

を
超

え

る
前
 

A.
6 

原
子
燃
料

課
長
は

、
炉
内

出
力
分

布
測

定
を
行

い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z)
お
よ

び
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が

運
転
上
の

制
限

を

満
足
し

て
い

る
こ
と

を
確
認

し
、
そ
の
結

果
を

当

直
課
長

に
通

知
す
る

※
２
。

 

原
子

炉
熱

出
力
 

1
00
 %
 到

達
後
の
 

２
４
時
間
以
内
 

ま
た
は
 

原
子

炉
熱

出
力

が

A
.1

の
措
置
で
制
限

さ
れ

る
値

を
超

え

た
後

の
４

８
時

間

以
内

の
い

ず
れ

か

早
い
方
 

※
１
：
A
.5

の
措
置
は
、
A.
4
の

措
置
が

完
了

後
に
実
施
す

る
こ

と
。
 

※
２
：
条
件

A
に
至
っ
た
場
合
は
、
1
/4

炉
心
出

力
偏
差
が

制
限
値
内

に
回
復
し
て
も
、
A
.6

の
措
置
を
完
了
し
な

表
３
３
－
２
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A.
 
1
/4

炉
心
出

力
偏

差
が

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

な
い
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
1
/4

炉
心
出
力
偏
差
の
 1
.
00
 か

ら
の
超
過
分
 
1 
%
 あ

た
り
、
原
子
炉
熱
出
力
を
 

1
00
 %
 か

ら
 
3 
%
 以

上
下
げ
る
。
 

お
よ
び
 

２
時
間
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
1
/
4
炉
心
出
力
偏
差
を
確
認
し
、

A
.1

措
置

後
の
状

態
か
ら
さ

ら
に

増
加

す
る
傾

向
に
あ
る
場
合
は
、

再
度

A
.1

の
措
置
を
講
じ

る
。
 

お
よ
び
 

１
２
時
間
 

そ
の

後
の

１
２

時

間
に

1
回
 

A.
3 
原
子
燃
料
課
長
は
、
炉
内
出
力
分
布
測
定
を
行

い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z
)お

よ
び
Ｆ

Ｎ
Δ

Ｈ
が
運
転
上
の
制
限

を
満
足
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果

を
当
直
課
長
に
通
知

す
る
。
 

お
よ
び
 

２
４
時
間
 

そ
の

後
の

１
週

間

に
１
回
 

A.
4 

原
子
燃
料

課
長

は
、
安
全

解
析

の
再

評
価

を
行

い
、
そ
の
結
果
が
運
転
期
間
を
通
じ
て
有
効
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
当
直
課
長
に
通

知
す
る
。
 

お
よ
び
 

原
子

炉
熱

出
力

が

A
.1

の
措
置
で
制
限

さ
れ

る
値

を
超

え

る
前
 

A.
5 
電
気
保
修
課
長
は
、
1
/4

炉
心
出
力
偏
差
を
な
く

す
よ
う
に
出
力
領
域

中
性
子
束
計
装
を
調
整
し
、

そ
の
結
果
を
当
直
課

長
に
通
知
す
る

※
１
。
 

お
よ
び
 

原
子

炉
熱

出
力

が

A
.1

の
措
置
で
制
限

さ
れ

る
値

を
超

え

る
前
 

A.
6 

原
子
燃
料

課
長

は
、
炉
内

出
力

分
布

測
定

を
行

い
、
Ｆ

Ｑ
(
Z)
お
よ
び

Ｆ
Ｎ

Δ
Ｈ
が
運
転
上
の
制
限
を

満
足
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
当

直
課
長
に
通
知
す
る

※
２
。
 

原
子

炉
熱

出
力
 

1
00
 %
 到

達
後
の
 

２
４
時
間
以
内
 

ま
た
は
 

原
子

炉
熱

出
力

が

A
.1

の
措
置
で
制
限

さ
れ

る
値

を
超

え

た
後

の
４

８
時

間

以
内

の
い

ず
れ

か

早
い
方
 

※
１
：
A
.5

の
措
置
は
、
A.
4
の
措
置
が
完
了
後
に
実
施
す
る
こ
と
。
 

※
２
：
条
件

A
に
至
っ
た
場
合
は
、
1
/4

炉
心
出

力
偏
差
が
制
限
値
内
に
回
復
し
て
も
、
A
.6

の
措
置
を
完
了
し
な

                     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 表
３
３
－

２
（
続
き
）
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

B.
 条

件
A
の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い

場
合
 

B.
1 
当
直
課

長
は
、
原

子
炉
熱

出
力

を
 5
0 
%
 以

下
に
下
げ
る

。
 

４
時
間
 

   

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 表
３
３
－
２
（
続
き
）
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

B.
 条

件
A
の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
原
子
炉
熱
出
力
を
 
50
 %
 
以

下
に
下
げ
る
。
 

４
時
間
 

   

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
計
測
お

よ
び
制
御
設
備
）
 

第
 
３
４
 条

 
次
の
計
測
お
よ
び

制
御
設

備
は
、

表
３
４
－

１
で
定
め

る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

(1
) 
原
子
炉
保
護
系
計
装
 

(2
) 
工
学
的
安
全
施
設
等
作
動

計
装
 

(3
) 
事
故
時
監
視
計
装
 

(4
) 
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動

計
装
 

(5
) 
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環

系
計
装
 

(6
) 
中
央
制
御
室
外
原
子
炉
停

止
装
置
 

２
．
計
測

お
よ
び
制
御
設
備
が
前

項
で

定
め

る
運

転
上
の
制

限
を

満
足

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号

を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
原
子
燃
料
課
長
、
発
電
室

長
、
当

直
課
長
、
電

気
保
修

課
長
お
よ

び
計
装
保
修
課
長
は
、
表
３
４
－
２
か

ら
表
３
４
－
７
に
定
め
る
確
認

事
項
を
実

施
す

る
。
ま
た
、
原
子
燃

料
課
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
計
装

保
修
課
長
は
、
そ
の
結
果
を
発

電
室
長
ま

た
は

当
直
課
長
に

通
知

す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
お
よ
び
計
装
保
修

課
長

は
、

計
測

お
よ
び
制

御
設

備
が

第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足

し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合

、
表

３
４

－
２

か
ら
表
３
４

－
７

の
措

置
を
講
じ
る
と
と
も
に
必
要
に
応
じ
関

係
各
課
（
室
）
長
へ
通
知
す

る
。

通
知
を

受
け
た

関
係
各
課

（
室
）
長

は
、
同
表
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
３
４
―
１
 

項
 
 
 
目
 

運
転

上
の
制
限
 

第
１
項
で
定
め
る
計
測
お
よ

び
制

御
設
備
 

表
３

４
－

２
か

ら
表

３
４

－
７

に
定

め
る

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数

、
系

統
数

お
よ

び
機

能
が

そ
れ

ぞ
れ
の
適

用
モ
ー
ド

に
お

い
て
動
作

可
能

※
１
で

あ
る

こ
と

 

※
１
：
本

条
に
お
け
る
動
作
可
能

と
は

、
当

該
計

測
お
よ
び

制
御

設
備

に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
が
達
成
さ
れ
て

い
る
場
合
を
い
う
。
ま
た
、

本
条

に
お

け
る
動

作
不
能
と

は
、

特
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
点
検
・

修
理
の
た
め
に
当
該
チ
ャ
ン

ネ
ル

も
し

く
は
論

理
回
路
を

バ
イ

パ
ス
す
る
場
合
ま
た
は
不
動
作
の
場
合
を

い
う
。
動
作
信
号
を
出
力
さ

せ
て

い
る

状
態
ま

た
は
誤
動

作
に

よ
り
動
作
信
号
を
出
力
し
て
い
る
状
態
は

動
作
可
能
と
み
な
す
。
 

  

 

 

（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
 

第
 
３
４
 条

 
次
の
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
は
、
表
３
４
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

(
1)
 原

子
炉
保
護
系
計
装
 

(
2)
 工

学
的
安
全
施
設
等
作
動
計
装
 

(
3)
 事

故
時
監
視
計
装
 

(
4)
 デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
起
動
計
装
 

(
5)
 中

央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
計
装
 

(
6)
 中

央
制
御
室
外
原
子
炉
停
止
装
置
 

２
．
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号

を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 原

子
燃
料
課
長
、
発
電
室
長
、
当
直
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
表
３
４
－
２
か
ら
表
３
４
－
７
に

定
め
る
確
認
事
項
を
実
施
す
る
。
ま
た
、
原
子
燃
料
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
そ
の
結
果
を
発
電
室

長
ま
た
は
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足

し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
表
３
４
－
２
か
ら
表
３
４
－
７
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
必
要
に
応
じ
関

係
各
課
（
室
）
長
へ
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
関
係
各
課
（
室
）
長
は
、
同
表
に
定
め
る
措
置
を
講
じ
る
。
 

 表
３
４
―
１
 

項
 
 
 
目
 

運
転
上
の
制
限
 

第
１
項
で
定
め
る
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
 

表
３

４
－
２

か
ら

表
３

４
－
７

に
定
め

る
所

要

チ
ャ

ン
ネ
ル

数
、

系
統

数
お
よ

び
機
能

が
そ

れ

ぞ
れ

の
適
用
モ

ー
ド
に
お

い
て

動
作
可
能

※
１
で

あ
る
こ
と
 

※
１
：
本
条
に
お
け
る
動
作
可
能
と
は
、
当
該
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
が
達
成
さ
れ
て

い
る
場
合
を
い
う
。
ま
た
、
本
条
に
お

け
る
動
作
不
能
と
は
、
特
に
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
き
、
点
検
・

修
理
の
た
め
に
当
該
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
し

く
は
論
理
回
路
を
バ
イ
パ
ス
す
る
場
合
ま
た
は
不
動
作
の
場
合
を

い
う
。
動
作
信
号
を
出
力
さ
せ
て
い
る

状
態
ま
た
は
誤
動
作
に
よ
り
動
作
信
号
を
出
力
し
て
い
る
状
態
は

動
作
可
能
と
み
な
す
。
 

  

 

 

          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３

４
－
２

 原
子

炉
保

護
系

計
装
 

【
凡
 
例

】
 

(
a
)
 原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
ゃ

断
器

が
閉

じ
、

制
御

棒
の

引
き

抜
き

が
行

え
る

場
合 

(
b
)
 Ｐ

－
１

０
（

出
力

領
域

中
性

子
束

）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

未
満
 

(
c
)
 Ｐ

－
６

（
中

間
領

域
中

性
子

束
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
以

上
 

(
d
)
 Ｐ

－
６

（
中

間
領

域
中

性
子

束
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
未

満
 

(
e
)
 原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
ゃ

断
器

が
開

放
さ

れ
て

い
る

場
合
 

(
f
)
 Ｐ

－
７

（
低

出
力

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
ブ

ロ
ッ

ク
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
以

上 

(
g
)
 Ｐ

－
８

（
出

力
領

域
中

性
子

束
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
以

上
 

(
h
)
 Ｐ

－
７
（

低
出

力
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

ブ
ロ

ッ
ク
）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

以
上

と
Ｐ

－
８
（

出
力

領
域

中
性

子
束
）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

未
満

 

(
i
)
 Ｐ

－
１

３
（

タ
ー

ビ
ン

低
出

力
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

ブ
ロ

ッ
ク

）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

以
上 

(
j
)
 原

子
炉

格
納

容
器

内
で

の
燃

料
移

動
中

で
な

い
場

合
 

(
k
)
 原

子
炉

格
納

容
器

内
で

の
燃

料
移

動
中

の
場

合
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
原

子
炉

保
護

系
論

理

回
路

※
４
 

－
 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
系

統
 
A.

 
１

系
統

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

＊
３
の

う
え

、
作

業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

残
り

の
系

統
が

動
作

可

能
な

状
態

に
お

い
て

は
、

機
能

確
認

の
た

め
の

バ

イ
パ

ス
を

２
時

間
に

限

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回

（
交

互
に

２
系

統
ず

つ
）

 

計
装

保
修

課
長

 

B.
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ

し
ゃ

断
器

１
系

統

が
動

作
不

能
で

あ

る
場

合
 

B
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

１
時

間
 

C.
 

条
件

A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な

い
場

合
 

C
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

 

－
 

モ
ー

ド
 

３
(
a)

、
４

(
a)

お
よ

び

５
(a

)
 

４
系

統
 
A.

 
１

系
統

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作

業
の

た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
８

時
間
 

B.
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ

し
ゃ

断
器

１
系

統

が
動

作
不

能
で

あ

る
場

合
 

B
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

４
８

時
間
 

C.
 

条
件

A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な

い
場

合
 

C
.1

 
当

直
課

長
は

、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
時

間
 

２
．

 
手

動
原

子
炉

ト
リ

ッ

プ
※
５
 

－
 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査

時
 

計
装

保
修

課
長

 

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
３

時
間
 

モ
ー

ド
 

３
(
a)

、
４

(
a)

お
よ

び

５
(a

)
 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
時

間
 

    

表
３

４
－
２

 原
子

炉
保

護
系

計
装
 

【
凡
 
例

】
 

(
a
)
 原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
ゃ

断
器

が
閉

じ
、

制
御

棒
の

引
き

抜
き

が
行

え
る

場
合 

(
b
)
 Ｐ

－
１

０
（

出
力

領
域

中
性

子
束

）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

未
満
 

(
c
)
 Ｐ

－
６

（
中

間
領

域
中

性
子

束
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
以

上
 

(
d
)
 Ｐ

－
６

（
中

間
領

域
中

性
子

束
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
未

満
 

(
e
)
 原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

し
ゃ

断
器

が
開

放
さ

れ
て

い
る

場
合
 

(
f
)
 Ｐ

－
７

（
低

出
力

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
ブ

ロ
ッ

ク
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
以

上 

(
g
)
 Ｐ

－
８

（
出

力
領

域
中

性
子

束
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
以

上
 

(
h
)
 Ｐ

－
７
（

低
出

力
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

ブ
ロ

ッ
ク
）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

以
上

と
Ｐ

－
８
（

出
力

領
域

中
性

子
束
）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

未
満

 

(
i
)
 Ｐ

－
１

３
（

タ
ー

ビ
ン

低
出

力
原

子
炉

ト
リ

ッ
プ

ブ
ロ

ッ
ク

）
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

以
上 

(
j
)
 原

子
炉

格
納

容
器

内
で

の
燃

料
移

動
中

で
な

い
場

合
 

(
k
)
 原

子
炉

格
納

容
器

内
で

の
燃

料
移

動
中

の
場

合
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項
 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
原

子
炉

保
護

系
論

理

回
路

※
４
 

－
 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
系

統
 
A.

 
１

系
統

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

＊
３
の

う
え

、
作

業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

残
り

の
系

統
が

動
作

可

能
な

状
態

に
お

い
て

は
、

機
能

確
認

の
た

め
の

バ

イ
パ

ス
を

２
時

間
に

限

り
行

う
こ

と
が

で
き

る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回

（
交

互
に

２
系

統
ず

つ
）

 

電
気

保
修

課
長
 

B.
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ

し
ゃ

断
器

１
系

統

が
動

作
不

能
で

あ

る
場

合
 

B.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

１
時

間
 

C.
 

条
件

A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な

い
場

合
 

C.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時
間

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

 

－
 

モ
ー

ド
 

３
(
a)

、
４

(
a)

お
よ

び

５
(a

)
 

４
系

統
 
A.

 
１

系
統

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作

業
の

た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

４
８

時
間

 

B.
 

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ

し
ゃ

断
器

１
系

統

が
動

作
不

能
で

あ

る
場

合
 

B.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

４
８

時
間

 

C.
 

条
件

A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な

い
場

合
 

C.
1
 

当
直

課
長

は
、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
時

間
 

２
．

 
手

動
原

子
炉

ト
リ

ッ

プ
※
５
 

－
 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査

時
 

電
気

保
修

課
長
 

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時
間

 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
３

時
間

 

モ
ー

ド
 

３
(
a)

、
４

(
a)

お
よ

び

５
(a

)
 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
時

間
 

    

                組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

     記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
 

                            

※
２

：
特

に
定

め
る

場
合

を
除

き
、
チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系
統
毎

に
個

別
の

条
件

が
適
用

さ
れ

る
。

 

※
３

：
「

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と
を
確

認
」

と
は
、
定
期

事
業

者
検

査
時

の
記
録

確
認

お
よ
び

運
転

中
に

作
業
を

実
施

し
た

場
合

は
そ
の

復
旧

状
態

の
確
認

を
行

う
こ

と
を
い

う
（

以
下

、
本

条
に
お

い
て

同
じ

）
。
 

※
４

：
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２
に

お
け
る
原

子
炉

ト
リ
ッ
プ
し

ゃ
断

器
は

、
重

大
事
故

等
対

処
設
備

を
兼

ね
る
。

 

※
５

：
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２
に

お
け
る
手

動
原

子
炉
ト
リ
ッ

プ
に

必
要

な
設

備
（
原

子
炉

ト
リ
ッ

プ
ス

イ
ッ

チ
）
は

、
重

大
事

故
等

対
処
設

備
を

兼
ね

る
。
 

※
２

：
特

に
定

め
る
場
合

を
除

き
、
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
系

統
毎

に
個

別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る
。

 

※
３

：
「

正
常

な
状
態
で

あ
る

こ
と
を

確
認

」
と

は
、

定
期

事
業

者
検

査
時

の
記

録
確

認
お

よ
び
運

転
中

に
作
業
を
実

施
し

た
場

合
は

そ
の
復

旧
状

態
の

確
認

を
行

う
こ
と
を
い

う
（

以
下

、
本

条
に
お

い
て

同
じ
）
。

 

※
４

：
モ

ー
ド

１
お
よ
び

２
に

お
け
る

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
は

、
重

大
事

故
等

対
処

設
備
を

兼
ね

る
。
 

※
５

：
モ

ー
ド

１
お
よ
び

２
に

お
け
る

手
動

原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
に

必
要

な
設

備
（

原
子

炉
ト

リ
ッ
プ

ス
イ

ッ
チ
）
は
、

重
大

事
故

等
対

処
設
備

を
兼

ね
る

。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

３
．

 
出

力
領

域

中
性

子
束

高
 

高
設

定
 
定

格
出

力

の
  

11
1
 
% 

以

下
 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※

７
。

 

６
時

間
 

原
子

炉
熱

出
力

と
出

力

領
域

中
性

子
束

計
装

の

指
示

値
と

の
差

が
 
±

2 
%
 を

超
え

る
場

合
は

、

出
力

領
域

中
性

子
束

計

装
の

指
示

値
を

校
正

す

る
。

 

原
子

炉
熱

出
力

が
 

1
5 
%
 以

上
と

な
っ

て

か
ら

２
４

時
間

以
内

 

そ
の

後
の

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
※

８
す

る
。

 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

低
設

定
 
定

格
出

力

の
  

27
 
%
 以

下
 

モ
ー

ド
１

(
b)

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※

７
。

 

６
時

間
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

４
．

 
出

力
領

域

中
性

子
束

変
化

率
高

 

増
加

率

高
 

11
 
% 

定
格

出
力

ス
テ

ッ
プ

以
下

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※

７
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す
る

 
１

２
時

間
 

減
少

率

高
 

8 
%
 
定

格

出
力

ス
テ

ッ
プ

以
下

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

５
．

 
中

間
領

域
中

性
子

束

高
 

定
格

出
力

の
  

30
 
%
 以

下
 

 

モ
ー

ド
１

(
b)

 

お
よ

び
２

(
c)

 

２
※
９
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

6
未
満

に
す

る
。

 
２

時
間

 
設

定
値

確
認

お
よ

び
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

ま
た

は
 

 

A
.2

 
当

直
課

長
は

、
P-

1
0以

上
に

す
る

。
 

２
時

間
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

B.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
お

よ

び
制

御
棒

の
引

抜
き

操
作

を
全

て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
P-

6
未
満

に
す

る
。

 
２

時
間

 

モ
ー

ド
２

(
d)

 

２
 

A.
 

１
ま

た
は

２
チ

ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

P-
6を

 

超
え

る
ま

で
に

 

※
６

：
検

出
器

特
性

検
査

時
、
炉

内
外

核
計

装
照
合

校
正
時

、
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま
た
は
モ

ー
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に
お

い
て

は
残

り
３
チ
ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す
る

こ
と

が
で

き
る
。

こ
の

場
合

、
バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ
な
い
（

以
下

、
本

条
に

お
い
て

同
じ

）
。
 

※
７

：
検

出
器

特
性

検
査

時
、
炉

内
外

核
計

装
照
合

校
正
時

、
出

力
領

域
中

性
子

束
計

装
の

指
示

校
正

時
ま
た
は
モ

ー
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に
お

い
て

は
残

り
３
チ
ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ
ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す
る

措
置

を
行

う
こ
と

が
で

き
る

（
以
下

、
本

条
に

お
い

て
同
じ

）
。

 

※
８

：
「

動
作

不
能

で
な

い
こ
と

を
指

示
値

に
よ
り

確
認
」

と
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ
ル

の
指

示
値

に
異

常
な
変
動
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
、
ま

た
可

能
で

あ
れ
ば
他
の

計
器

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
っ

て
得
ら

れ
た

値
と

差
異
が

な
い

こ
と

を
確

認
す
る

こ
と

を
い

う
。
な

お
、

ト
リ

ッ
プ
状

態
に

あ
る

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
つ

い
て

は
指

示
値

の
確
認
を
行

う
必

要
は

な
い

（
以
下

、
本

条
に
お
い

て
同

じ
）
。

 

※
９

：
制

御
棒

引
抜

き
阻

止
の
設

定
ま

た
は

中
間
領

域
中
性

子
束

高
ト

リ
ッ

プ
設

定
点

の
設

定
時

に
お

い
て
は
、
残

り
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を
条
件
に
、

２
時

間
に

限
り

、
１

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ
の

場
合

、
バ

イ
パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み
な

さ
な

い
（

以
下

、
本

条
に
お
い
て

同
じ

）
。

 

        

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

３
．

 
出

力
領

域

中
性

子
束

高
 

高
設

定
 
定

格
出

力

の
  

11
1
 
% 

以

下
 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※

７
。

 

６
時

間
 

原
子

炉
熱

出
力

と
出

力

領
域

中
性

子
束

計
装

の

指
示

値
と

の
差

が
 
±

2 
%
 を

超
え

る
場

合
は

、

出
力

領
域

中
性

子
束

計

装
の

指
示

値
を

校
正

す

る
。

 

原
子

炉
熱

出
力

が
 

15
 %

 
以

上
と

な
っ
て

か
ら

２
４

時
間

以
内

 

そ
の

後
の

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
 電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
※

８
す

る
。

 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

低
設

定
 
定

格
出

力

の
  

27
 
%
 以

下
 

モ
ー

ド
１

(
b)

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※

７
。

 

６
時

間
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

４
．

 
出

力
領

域

中
性

子
束

変
化

率
高

 

増
加

率

高
 

11
 
% 

定
格

出
力

ス
テ

ッ
プ

以
下

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※

７
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
 電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す
る

 
１

２
時

間
 

減
少

率

高
 

8 
%
 
定

格

出
力

ス
テ

ッ
プ

以
下

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
６
 

５
．

 
中

間
領

域
中

性
子

束

高
 

定
格

出
力

の
  

30
 
%
 以

下
 

 

モ
ー

ド
１

(
b)

 

お
よ

び
２

(
c)

 

２
※
９
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、

P-
6
未
満

に
す

る
。
 

２
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

ま
た

は
 

 

A.
2
 

当
直

課
長

は
、

P-
1
0以

上
に

す
る

。
 

２
時

間
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

B.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
お

よ

び
制

御
棒

の
引

抜
き

操
作

を
全

て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

P-
6
未
満

に
す

る
。
 

２
時

間
 

モ
ー

ド
２

(
d)

 

２
 

A.
 

１
ま

た
は

２
チ

ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

P-
6を

 

超
え

る
ま

で
に

 

※
６

：
検

出
器

特
性

検
査

時
、
炉

内
外

核
計

装
照
合
校
正

時
、

出
力

領
域

中
性

子
束

計
装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は
モ

ー
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に
お

い
て

は
残

り
３

チ
ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ

ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す
る
こ

と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

不
能
と

は
み

な
さ
な
い
（

以
下

、
本

条
に

お
い
て

同
じ

）
。
 

※
７

：
検

出
器

特
性

検
査

時
、
炉

内
外

核
計

装
照
合
校
正

時
、

出
力

領
域

中
性

子
束

計
装
の

指
示

校
正

時
ま

た
は
モ

ー
ド

２
で

の
炉

物
理

検
査

時
に
お

い
て

は
残

り
３

チ
ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ

ン

ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す
る
措

置
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

（
以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。

 

※
８

：
「

動
作

不
能

で
な

い
こ
と

を
指

示
値

に
よ
り
確
認

」
と

は
、

当
該

チ
ャ

ン
ネ

ル
の
指

示
値

に
異

常
な

変
動
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
こ

と
、
ま

た
可

能
で

あ
れ

ば
他
の

計
器

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

よ
っ

て
得
ら

れ
た

値
と

差
異

が

な
い

こ
と

を
確

認
す
る
こ

と
を

い
う

。
な

お
、

ト
リ

ッ
プ
状

態
に

あ
る

チ
ャ

ン
ネ

ル
に

つ
い

て
は
指

示
値

の
確
認
を
行

う
必

要
は

な
い

（
以
下

、
本

条
に
お
い

て
同

じ
）
。

 

※
９

：
制

御
棒

引
抜

き
阻

止
の
設

定
ま

た
は

中
間
領
域
中

性
子

束
高

ト
リ

ッ
プ

設
定

点
の
設

定
時

に
お

い
て

は
、
残

り
の

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に
、

２
時

間
に

限
り

、
１

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る

こ
と

が
で

き
る

。
こ
の
場

合
、

バ
イ

パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

（
以
下

、
本

条
に
お
い
て

同
じ

）
。
 

        

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

       記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

６
．

 
中

性
子

源
領

域
中

性

子
束

高
 

2
×

1
05
 

cp
s
 
以
下

 

モ
ー

ド
２

(
d)

 

２
※
１
０
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
お

よ

び
制

御
棒

の
引

抜
き

操
作

を
全

て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 
設

定
値

確
認

お
よ

び
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

速
や

か
に
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 

た
だ

し
モ

ー
ド

６

(
k)

の
場

合
は
、
１

２

時
間

に
１
回

 

当
直

課
長

 

モ
ー

ド
 

３
(
a)

、
４

(
a)

お
よ

び

５
(a

)
 

２
※
１
０

※
１
１
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
時

間
 

C.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

C
.1

 
当

直
課

長
は

、
原
子

炉
ト

リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

速
や

か
に
 

モ
ー

ド
 

３
(
e)

、
４

(
e)

お
よ

び

５
(e

)
 

１
 

（
監

視

機
能

の

み
）

 

A.
 

全
て

の
チ

ャ
ン

ネ

ル
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

A
.2

 
当

直
課

長
は

、
停
止

余
裕

が
第

２
０

条
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

２
時

間
 

そ
の

後
の

１
２

時
間

に
１

回
 

モ
ー

ド
６

(
j)

 

１
 

（
監

視

機
能

の

み
）

 

A.
 

全
て

の
チ

ャ
ン

ネ

ル
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

A
.2

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

８
６

条
で

定
め

る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

４
時

間
 

そ
の

後
の

１
２

時
間

に
１

回
 

モ
ー

ド
６

(
k)

 

２
 

（
監

視

機
能

の

み
）

 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す

る
※
１
２

※
１
３
。

 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

A
.2

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に
 

B.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

B
.1

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格
納

容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す

る
※
１
２

※
１
４
。

 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
１
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
措

置
を

開

始
す

る
。

 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

B
.3

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に
 

お
よ

び
 

 

B
.4

 
当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

８
６

条
で

定
め

る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

４
時

間
 

そ
の

後
の

１
２

時
間

に
１

回
 

※
１

０
：

「
中

間
領

域
中

性
子
束

高
」

２
チ

ャ
ン
ネ

ル
が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条

件
に

、
Ｐ

－
６

リ
セ
ッ
ト
時

に
お

い
て

は
、

２
チ

ャ
ン

ネ
ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
バ

イ
パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み
な

さ
な

い
（

以
下
、

本
条

に
お
い
て
同

じ
）
。

 

※
１

１
：

「
中

性
子

源
領

域
炉
停

止
時

中
性

子
束
高

」
の
警

報
を

設
定

す
る

場
合

は
、

残
り

の
チ

ャ
ン

ネ
ル
が
動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
、
２

時
間

に
限

り
、
１
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

を
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
こ
の

場
合

、
バ

イ
パ

ス
し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を
動

作
不

能
と
は
み
な

さ
な

い
（

以
下

、
本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 

※
１

２
：

移
動

中
の
燃

料
を

所
定

の
位
置

に
移

動
す
る
こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は
な

い
（

以
下

、
本

条
に

お
い
て
同
じ

）
。

 

※
１

３
：

A
.2

の
措
置
を

完
了

し
、
か

つ
、

１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

８
６

条
で

定
め
る

運
転

上
の
制
限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と
を

１
日

に
１

回
確

認
す

る
こ
と
で
、

燃
料

の
取

出
作

業
を
行

う
こ

と
が
で

き
る

（
以

下
、

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

６
．

 
中

性
子

源
領

域
中

性

子
束

高
 

2
×

10
5  

c
ps
 
以

下
 

モ
ー

ド
２

(d
) 

２
※
１
０
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
お

よ

び
制

御
棒

の
引

抜
き

操
作

を
全

て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に

 
設

定
値

確
認

お
よ

び
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

ト
リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

速
や

か
に

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

た
だ

し
モ

ー
ド

６

(k
)
の

場
合

は
、

１
２

時
間

に
１

回
 

当
直

課
長

 

モ
ー

ド
 

３
(a

)
、

４

(a
)
お

よ
び

５
(a
)
 

２
※
１
０

※
１
１
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

４
８

時
間

 

B.
 

条
件

Aの
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

ト
リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

１
時

間
 

C.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

C
.1

 
当

直
課

長
は

、
原

子
炉

ト
リ
ッ

プ
し

ゃ
断

器
を

開
く

。
 

速
や

か
に

 

モ
ー

ド
 

３
(e

)
、

４

(e
)
お

よ
び

５
(e
)
 

１
 

（
監

視

機
能

の

み
）

 

A.
 

全
て

の
チ

ャ
ン

ネ

ル
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

お
よ

び
 

 

A
.2

 
当

直
課

長
は

、
停

止
余

裕
が
第

２
０

条
で

定
め

る
運

転
上

の
制

限
を

満

足
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

２
時

間
 

そ
の

後
の

１
２

時
間

に
１

回
 

モ
ー

ド
６

(j
) 

１
 

（
監

視

機
能

の

み
）

 

A.
 

全
て

の
チ

ャ
ン

ネ

ル
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

お
よ

び
 

 

A
.2

 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

８
６

条
で

定
め

る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

４
時

間
 

そ
の

後
の

１
２

時
間

に
１

回
 

モ
ー

ド
６

(k
) 

２
 

（
監

視

機
能

の

み
）

 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す

る
※
１
２

※
１
３
。
 

速
や

か
に

 

お
よ

び
 

 

A
.2

 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

B.
 

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

B
.1

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す

る
※
１
２

※
１
４
。
 

速
や

か
に

 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
１

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
措

置
を

開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

お
よ

び
 

 

B
.3

 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全

て
中

止
す

る
。

 

速
や

か
に

 

お
よ

び
 

 

B
.4

 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第

８
６

条
で

定
め

る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

４
時

間
 

そ
の

後
の

１
２

時
間

に
１

回
 

※
１

０
：

「
中

間
領

域
中

性
子
束

高
」

２
チ

ャ
ン
ネ
ル
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件
に

、
Ｐ

－
６

リ
セ

ッ
ト
時

に
お

い
て

は
、

２
チ

ャ
ン

ネ
ル
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

、
バ

イ
パ
ス

し
た

チ
ャ

ン
ネ

ル

を
動

作
不

能
と

は
み
な
さ

な
い

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て
同

じ
）

。
 

※
１

１
：

「
中

性
子

源
領

域
炉
停

止
時

中
性

子
束
高
」
の

警
報

を
設

定
す

る
場

合
は

、
残
り

の
チ

ャ
ン

ネ
ル

が
動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

条
件

に
、
２

時
間

に
限

り
、

１
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス

を
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
こ

の

場
合

、
バ

イ
パ

ス
し
た
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不

能
と

は
み
な

さ
な

い
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同
じ

）
。
 

※
１

２
：

移
動

中
の
燃
料

を
所

定
の

位
置

に
移

動
す

る
こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い

（
以

下
、
本

条
に

お
い
て
同
じ

）
。

 

※
１

３
：

A.
2の

措
置
を

完
了

し
、
か

つ
、

１
次

冷
却
材

中
の

ほ
う

素
濃

度
が
第

８
６

条
で

定
め
る

運
転

上
の

制
限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と

を
１

日
に

１
回
確

認
す

る
こ
と
で
、

燃
料

の
取

出
作

業
を
行

う
こ

と
が
で
き

る
（

以
下

、

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

 記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 

※
１

４
：

B.
3
の

措
置

を
完

了
し

、
か

つ
、
１

次
冷

却
材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
第
８
６

条
で

定
め
る

運
転

上
の

制
限

を
満

足
し

て
い

る
こ

と
を

１
２

時
間

に
１
回

確
認

す
る
こ
と
で

、
燃

料
の

取
出

作
業
を

行
う

こ
と
が
で

き
る
（

以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

７
．

 
過

大
温

度
Δ

Ｔ
高

 
第

３
５

条

の
設

定
範

囲
内

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

炉
内

外
核

計
装

照
合

校

正
を

実
施

す
る

。
 

燃
料

取
替

後
、

原
子

炉
熱

出
力

が
 
70

 
%
 

以
上

と
な

っ
て

４
８

時
間

以
内

に
１
回

 

原
子

燃
料

課
長

 

お
よ

び
 

計
装

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

炉
内

出
力

分
布

測
定

結

果
と

軸
方

向
中

性
子

束

出
力

偏
差

の
差

を
比

較

す
る

。
比

較
差

が
 ±

3 
% 

を
超

え
る

場
合

は
、
炉

内

外
核

計
装

照
合

校
正

を

実
施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 
原

子
燃

料
課
長

 

お
よ

び
 

計
装

保
修

課
長

 
８

．
 
過

大
出

力
Δ

Ｔ
高

 
第

３
５

条

の
設

定
範

囲
内

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

９
．

 
原

子
炉

圧
力
低

 
12
.
7
3 

MP
a
[
ga
g
e
] 

以
上

 

モ
ー

ド
１

(
f)

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

7
未
満

に
す

る
。

 
１

２
時

間
 

10
．

 
原

子
炉

圧
力
高

 
16
.
6
1 

MP
a
[
ga
g
e
] 

以
下

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

11
．

 
加

圧
器

水
位
高

 
計

器
ス

パ

ン
の

 
94

 
% 

以
下

 

モ
ー

ド
１

(
f)

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

7
未
満

に
す

る
。

 
１

２
時

間
 

※
１

５
：
残

り
３

チ
ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る
こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
バ

イ
パ
ス
す

る
こ

と
が
で
き

る
。
こ

の
場

合
バ

イ
パ

ス
し

た
チ

ャ
ン
ネ

ル
を

動
作

不
能
と

は
み

な
さ

な
い
（

以
下

、
本

条
に

お
い
て

同
じ

）
。
 

※
１

６
：

残
り

３
チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作
可

能
で

あ
る
こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
措

置
を
行
う
こ

と
が

で
き

る
（

以
下
、

本
条

に
お
い

て
同

じ
）
。

 

                              

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 

※
１

４
：

B
.3

の
措

置
を
完

了
し

、
か

つ
、
１

次
冷

却
材
中
の

ほ
う

素
濃

度
が

第
８
６

条
で

定
め
る

運
転

上
の

制
限
を

満
足

し
て

い
る

こ
と
を
１

２
時

間
に

１
回

確
認

す
る

こ
と
で

、
燃

料
の

取
出

作
業
を

行
う

こ
と

が
で

き
る
（

以

下
、

本
条

に
お

い
て

同
じ

）
。

 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

７
．

 
過

大
温

度
Δ

Ｔ
高

 
第

３
５

条

の
設

定
範

囲
内

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

炉
内

外
核

計
装

照
合

校

正
を

実
施

す
る

。
 

燃
料

取
替

後
、

原
子

炉
熱

出
力

が
 
70

 
% 

以
上

と
な

っ
て

４
８

時
間

以
内

に
１

回
 

原
子

燃
料

課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

炉
内

出
力

分
布

測
定

結

果
と

軸
方

向
中

性
子

束

出
力

偏
差

の
差

を
比

較

す
る

。
比

較
差

が
 ±

3 
% 

を
超

え
る

場
合

は
、
炉

内

外
核

計
装

照
合

校
正

を

実
施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 
原

子
燃

料
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 
８

．
 
過

大
出

力
Δ

Ｔ
高

 
第

３
５

条

の
設

定
範

囲
内

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

９
．

 
原

子
炉

圧
力

低
 

1
2.
7
3
 

M
Pa
[
g
ag
e
]
 

以
上

 

モ
ー

ド
１

(f
) 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-
7
未

満
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

10
．

 
原

子
炉

圧
力

高
 

1
6.
6
1
 

M
Pa
[
g
ag
e
]
 

以
下

 

モ
ー

ド
１

 

お
よ

び
２

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

11
．

 
加

圧
器

水
位

高
 

計
器

ス
パ

ン
の

 
94

 
% 

以
下

 

モ
ー

ド
１

(f
) 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-
7
未

満
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

※
１

５
：

残
り

３
チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作
可

能
で

あ
る

こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ

ン
ネ
ル

を
バ

イ
パ

ス
す

る
こ

と
が
で
き
る

。
こ

の
場

合
バ

イ
パ
ス

し
た

チ
ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
不
能

と
は

み
な

さ
な

い
（

以
下

、
本

条
に

お
い

て
同

じ
）
。
 

※
１

６
：

残
り

３
チ
ャ
ン

ネ
ル

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を

条
件

に
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

バ
イ

パ
ス
す

る
措

置
を
行
う
こ

と
が

で
き

る
（

以
下
、

本
条

に
お
い
て

同
じ

）
。

 

                              

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

 記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

12
．

 
１

次
冷

却
材

流

量
低

 

１
ル

ー
プ
 

定
格

流
量

の
 

87
 
%
 以

上
 

モ
ー

ド
１

(
g)

 

１
ル

ー

プ
あ

た

り
４

※
１

５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

8
未
満

に
す

る
。

 
１

２
時

間
 

２
ル

ー
プ
 

定
格

流
量

の
 

87
 
%
 以

上
 

モ
ー

ド
１

(
h)

 

１
ル

ー

プ
あ

た

り
４

※
１

５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

7
未
満

に
す

る
。

 
１

２
時

間
 

13
．

 
１

次
冷

却
材

ポ
ン

プ

回
転

数
低

 

定
格

回
転

数
の

 

92
.
6
 
% 

以

上
 

モ
ー

ド
１

(
f)

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

7
未
満

に
す

る
。

 
１

２
時

間
 

                                                     

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

12
．

 
１

次
冷

却
材

流

量
低

 

１
ル

ー
プ

 
定

格
流

量

の
 

8
7 
%
 
以

上
 

モ
ー

ド
１

(g
) 

１
ル

ー

プ
あ

た

り
４

※
１

５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-
8
未

満
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

２
ル

ー
プ

 
定

格
流

量

の
 

8
7 
%
 
以

上
 

モ
ー

ド
１

(h
) 

１
ル

ー

プ
あ

た

り
４

※
１

５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-
7
未

満
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

13
．

 
１

次
冷

却
材

ポ
ン

プ

回
転

数
低

 

定
格

回
転

数
の

 

9
2.
6
 
% 

以

上
 

モ
ー

ド
１

(f
) 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お
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・
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．

 
蒸
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５
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６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。
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２
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６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

7
未
満

に
す

る
。
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２
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蒸
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４
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．
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．
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２

 

２
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．
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２

 

３
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３
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値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

ｅ
．

 
Ｐ

－
１
３

 
タ

ー
ビ

ン

第
１

段
圧

力
定

格
出

力
の

 1
0
 
% 

モ
ー

ド
１

(
i)

 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
７
 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-

1
3未

満
に

す
る

。
 
１

２
時

間
 

※
１

７
：

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に
お

け
る

「
動

作
不
能

で
あ
る

場
合

」
と

は
、

チ
ャ

ン
ネ

ル
故

障
あ

る
い

は
出
力
側
の

故
障

に
よ

り
関

連
す

る
ト

リ
ッ
プ

機
能

が
確

保
さ
れ
な
い

場
合

（
手

動
ブ

ロ
ッ

ク
許

可
信
号

が
誤

発
信

し
た
場

合
を

含
む

）
を

い
う

（
以

下
、

本
条
に

お
い

て
同

じ
）
。

 

  

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系
統

数
を

満
足

で
き

な
い

場
合

の
措
置

※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

18
．

 
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

 

ａ
．

 
Ｐ

－
６

 
中

間
領

域

中
性

子
束

 

7
.5

×
1
0-

11
 

～
 

1
.3

×
1
0-

10
 

Ａ
 

モ
ー

ド
２

(d
) 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
７
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

ｂ
．

 
Ｐ

－
７

 
ｄ

項
お

よ

び
ｅ

項
参

照
 

モ
ー

ド
１

(f
) 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
７
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-
7
未

満
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

ｃ
．

 
Ｐ

－
８

 
出

力
領

域

中
性

子
束

定
格

出
力

の
 

3
5
±

1
.8
 
%
 

モ
ー

ド
１

(g
) 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
７
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-
8
未

満
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

ｄ
．

 
Ｐ

－
１

０
 

出
力

領
域

中
性

子
束

定
格

出
力

の
 

1
0
±

1
.8
 
%
 

モ
ー

ド
１

(b
) 

お
よ

び
２

 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
７
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

ｅ
．

 
Ｐ

－
１

３
 

タ
ー

ビ
ン

第
１

段
圧

力
定

格
出

力
の

 
10
 
% 

モ
ー

ド
１

(i
) 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
７
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
P-
1
3
未
満

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

※
１

７
：

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に
お

け
る

「
動

作
不
能
で
あ

る
場

合
」

と
は

、
チ

ャ
ン

ネ
ル
故

障
あ

る
い

は
出

力
側
の

故
障

に
よ

り
関

連
す

る
ト

リ
ッ
プ

機
能

が
確

保
さ

れ
な
い

場
合

（
手

動
ブ

ロ
ッ

ク
許

可
信
号

が
誤

発
信

し
た

場

合
を

含
む

）
を

い
う

（
以

下
、

本
条
に
お

い
て

同
じ
）
。

 

  

  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３

４
－

３
 
工

学
的

安
全

施
設

等
作

動
計

装
 

【
凡
 
例

】
 

(
a
)
 Ｐ

－
１

１
（

加
圧

器
圧

力
）

イ
ン

タ
－

ロ
ッ

ク
以

上
 

(
b
)
 全

主
蒸

気
隔

離
弁

が
閉

じ
て

い
る

場
合

は
除

く
 

(
c
)
 主

給
水

隔
離

弁
、

主
給

水
制

御
弁

お
よ

び
主

給
水

バ
イ

パ
ス

制
御

弁
が

閉
止

ま
た

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

場
合

は
除

く 

(
d
)
 Ｐ

－
１

１
（

加
圧

器
圧

力
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
未

満
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却
系

 

ａ
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系

作
動

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
１
８
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｂ
．

 
手

動
起
動

 
－

 
モ

ー
ド

１
、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査

時
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

圧

力
高

 

48
 

kP
a
[
ga
g
e
] 

以
下

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

ｄ
．

 
原

子
炉

圧
力
低

 
12
.
0
4 

MP
a
[
ga
g
e
] 

以
上

 

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

(
a)

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

ｅ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力

低
 

3.
3
5
 

MP
a
[
ga
g
e
] 

 

以
上

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

(
a)

 

各
主

蒸

気
ラ

イ

ン
毎

に

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

※
１

８
：

原
子

炉
保

護
系

論
理
回

路
の

機
能

確
認
時

に
お
い

て
は

、
残

り
１

系
統

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と
を
条
件

に
、

２
時

間
に

限
り

、
１

系
統
を

バ
イ

パ
ス

す
る
こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

は
、

バ
イ
パ

ス
し

た
系

統
を
動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

（
以

下
、
本
条

に
お

い
て
同
じ
）

。
 

                            

表
３

４
－

３
 
工

学
的

安
全

施
設

等
作

動
計

装
 

【
凡
 
例

】
 

(
a
)
 Ｐ

－
１

１
（

加
圧

器
圧

力
）

イ
ン

タ
－

ロ
ッ

ク
以

上
 

(
b
)
 全

主
蒸

気
隔

離
弁

が
閉

じ
て

い
る

場
合

は
除

く
 

(
c
)
 主

給
水

隔
離

弁
、

主
給

水
制

御
弁

お
よ

び
主

給
水

バ
イ

パ
ス

制
御

弁
が

閉
止

ま
た

は
隔

離
さ

れ
て

い
る

場
合

は
除

く 

(
d
)
 Ｐ

－
１

１
（

加
圧

器
圧

力
）

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
未

満
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系
 

ａ
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系

作
動

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
１

８
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作

業
の

た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｂ
．

 
手

動
起

動
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査

時
 

電
気

保
修

課
長
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

圧

力
高

 

48
 

kP
a
[
ga
g
e
] 

以
下

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課

長
 

ｄ
．

 
原

子
炉

圧
力

低
 

12
.
0
4 

MP
a
[
ga
g
e
] 

以
上

 

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

(
a)

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課

長
 

ｅ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力

低
 

3.
3
5
 

MP
a
[
ga
g
e
] 

 

以
上

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

(
a)

 

各
主

蒸

気
ラ

イ

ン
毎

に

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課

長
 

※
１

８
：

原
子

炉
保

護
系

論
理
回

路
の

機
能

確
認
時
に
お

い
て

は
、

残
り

１
系

統
が

動
作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
条
件

に
、

２
時

間
に

限
り

、
１

系
統
を

バ
イ

パ
ス

す
る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
の

場
合

は
、

バ
イ
パ

ス
し

た
系

統
を

動

作
不

能
と

は
み

な
さ

な
い

（
以

下
、

本
条

に
お

い
て
同
じ
）

。
 

                            

          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

         記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

２
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ
レ

イ
系

 

ａ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

ス

プ
レ

イ
系

作
動

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｂ
．

 
手

動
起
動

 
－

 
モ

ー
ド

１
、

２
、
３

お
よ

び
４

 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査

時
 

発
電

室
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

圧

力
異

常
高

 

20
5
 

kP
a
[
ga
g
e
] 

以
下

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

  

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

３
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

 

ａ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離
Ａ

 

(1
) 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離

Ａ
作

動
論

理
回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
) 

手
動

起
動

 
－

 
モ

ー
ド

１
、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査

時
 

発
電

室
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(3
) 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

を
参
照
。

 

ｂ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離
Ｂ

 

(1
) 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離

Ｂ
作

動
論

理
回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
) 

手
動

起
動

 
機

能
２

．
原

子
炉

格
納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

 
ｂ

．
手
動
起
動

を
参

照
。

 

(3
) 

原
子

炉
格

納
容

器
圧

力

異
常

高
 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ
系

 
ｃ

．
原
子
炉
格

納
容

器
圧

力
異

常
高
を

参
照
。

 

                     

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

２
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

ス
プ
レ

イ
系

 

ａ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

ス

プ
レ

イ
系

作
動

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作

業
の

た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｂ
．

 
手

動
起

動
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

４
８

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査
時

 
発

電
室
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

圧

力
異

常
高

 

2
05

 

k
Pa
[
g
ag
e
]
 

以
下

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

  

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

３
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離
 

ａ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離
Ａ

 

(1
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

Ａ
作

動
論

理
回

路
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
)
 
手

動
起
動

 
－

 
モ

ー
ド

１
、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

４
８

時
間

 
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 
定

期
事

業
者

検
査
時

 
発

電
室
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(3
)
 
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

を
参

照
。
 

ｂ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離
Ｂ

 

(1
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

Ｂ
作

動
論

理
回

路
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
)
 
手

動
起
動

 
機

能
２

．
原

子
炉

格
納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

 
ｂ

．
手
動
起
動

を
参

照
。

 

(3
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

圧
力

異
常

高
 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

 
ｃ

．
原
子
炉
格

納
容

器
圧

力
異

常
高
を

参
照
。

 

                     

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

        記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離
Ａ

と
非

常
用
高

圧
母

線
低

電
圧
信

号
に

よ
る

隔
離
 

(1
) 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離

Ａ
と

非
常

用
高

圧
母

線

低
電

圧
信

号
に

よ
る

隔

離
作

動
論

理
回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
発

電
室
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
) 

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離

Ａ
 

機
能

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

原
子

炉
格
納
容
器

隔
離

Ａ
を

参
照
。

 

(3
) 

非
常

用
高

圧
母

線
低

電

圧
 

定
格

電
圧

の
69
.
0
 
% 

以
上

 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

１
母

線

あ
た

り

３
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｄ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

換
気
空

調
隔
離

 

(1
) 

原
子

炉
格

納
容

器
換

気

空
調

隔
離

作
動

論
理

回

路
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
) 

手
動

起
動

 
・

原
子

炉

格
納

容

器
ス

プ

レ
イ

手

動
起

動
 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ
系

 
ｂ

．
手
動
起
動

を
参

照
。

 

・
原

子
炉

格
納

容

器
隔

離

Ａ
手

動

起
動

 

機
能

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

原
子

炉
格
納
容
器

隔
離

Ａ
 (

2
)手

動
起
動

を
参

照
。

 

(3
) 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

を
参
照
。

 

                                             

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離
Ａ

と
非

常
用

高
圧

母
線

低
電
圧
信
号

に
よ

る
隔
離

 

(1
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

Ａ
と

非
常

用
高

圧
母

線

低
電

圧
信

号
に

よ
る

隔

離
作

動
論

理
回

路
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作

業
の

た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
発

電
室
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

隔
離

Ａ
 

機
能

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

原
子

炉
格
納
容
器

隔
離

Ａ
を

参
照
。

 

(3
)
 
非

常
用

高
圧

母
線

低
電

圧
 

定
格

電
圧

の
6
9.
0
 
% 

以
上

 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

１
母

線

あ
た

り

３
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

ｄ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

換
気
空

調
隔

離
 

(1
)
 
原

子
炉

格
納

容
器

換
気

空
調

隔
離

作
動

論
理

回

路
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

お
よ

び
４

 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作

業
の

た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
５

に
す

る
。
 
５

６
時

間
 

(2
)
 
手

動
起
動

 
・

原
子

炉

格
納

容

器
ス

プ

レ
イ

手

動
起

動
 

機
能

２
．

原
子

炉
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
系

 
ｂ

．
手
動
起
動

を
参

照
。

 

・
原

子
炉

格
納

容

器
隔

離

Ａ
手

動

起
動

 

機
能

３
．

原
子

炉
格

納
容

器
隔

離
 

ａ
．

原
子

炉
格
納
容
器

隔
離

Ａ
 (

2
)手

動
起
動

を
参

照
。
 

(3
)
 
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

を
参

照
。
 

                                             

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

４
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔
離

 

ａ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔

離

作
動

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
(
b)

お
よ

び
３

(
b)
 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

ｂ
．

 
手

動
起
動

 
－

 
モ

ー
ド

１
、

２
(
b)

お
よ

び
３

(
b)
 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

４
８

時
間
 

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

圧

力
異

常
高

 

13
8
 

kP
a
[
ga
g
e
] 

以
下

 

 

モ
ー

ド
１

、

２
(
b)

お
よ

び
３

(
b)
 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

ｄ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力

低
 

3.
3
5
 

MP
a
[
ga
g
e
] 

以
上

 

 

モ
ー

ド
１

、

２
(b

)
お

よ

び
 

３
(a

)
(b
)
 

各
主

蒸

気
ラ

イ

ン
毎

に

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

ｅ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力

減
少

率
高

 

0.
8
7
 M
P
a
  

ス
テ

ッ
プ

以
下

 

モ
ー

ド
３

(
b)
(
d
) 

各
主

蒸

気
ラ

イ

ン
毎

に

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

５
．

 
給

水
隔
離

 

ａ
．

 
給

水
隔

離
作

動
論

理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
(
c)

お
よ

び
３

(
c)
 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
た

だ
し

、
残

り
の

系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う
こ

と
が

で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

ｂ
．

 
蒸

気
発

生
器

水
位

異

常
高

 

計
器

ス
パ

ン
の

 
77

 
% 

以
下

 

モ
ー

ド
１

、

２
(
c)

お
よ

び
３

(
c)
 

１
基

あ

た
り

 

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

ｃ
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系

作
動

 
機

能
１

．
非

常
用

炉
心
冷

却
系

を
参
照
。

 

ｄ
．

 
１

次
冷

却
材

平

均
温

度

低
と

原

子
炉

ト

リ
ッ

プ

の
一

致
 

１
次

冷
却

材
平

均
温

度
低

 

29
3
.
6 

℃
 

以
上

 

モ
ー

ド
１

、

２
(
c)

お
よ

び
３

(
c)
 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
チ

ャ
ン

ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

お
よ

び
 

電
気

保
修

課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１
回

 
当

直
課
長

 

原
子

炉
 

ト
リ

ッ
プ
 

表
３

４
－

２
 原

子
炉

保
護

系
計

装
を
参

照
。
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

４
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔

離
 

ａ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
隔

離

作
動

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
(b

)
お

よ

び
３

(b
) 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

ｂ
．

 
手

動
起

動
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
(b

)
お

よ

び
３

(b
) 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

４
８

時
間

 

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

ｃ
．

 
原

子
炉

格
納

容
器

圧

力
異

常
高

 

1
38

 

k
Pa
[
g
ag
e
]
 

以
下

 

 

モ
ー

ド
１

、

２
(b

)
お

よ

び
３

(b
) 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

ｄ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力

低
 

3
.3
5
 

M
Pa
[
g
ag
e
]
 

以
上

 

 

モ
ー

ド
１

、

２
(b

)
お

よ

び
 

３
(a
)
(
b)

 

各
主

蒸

気
ラ

イ

ン
毎

に

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

ｅ
．

 
主

蒸
気

ラ
イ

ン
圧

力

減
少

率
高

 

0
.8
7
 
MP
a
  

ス
テ

ッ
プ

以
下

 

モ
ー

ド
３

(b
)(
d
)
 

各
主

蒸

気
ラ

イ

ン
毎

に

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

５
．

 
給

水
隔

離
 

ａ
．

 
給

水
隔

離
作

動
論

理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
(c

)
お

よ

び
３

(c
) 

２
系

統
※
４
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ

る
こ

と
を

確
認

の
う

え
、
作
業

の
た

め
当

該
系

統
の

バ
イ

パ
ス

を
行

う

こ
と

が
で

き
る

。
 

 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

ｂ
．

 
蒸

気
発

生
器

水
位

異

常
高

 

計
器

ス
パ

ン
の

 
77

 
% 

以
下

 

モ
ー

ド
１

、

２
(c

)
お

よ

び
３

(c
) 

１
基

あ

た
り

 

４
※
１
５
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

ｃ
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系

作
動

 
機

能
１

．
非

常
用

炉
心
冷

却
系

を
参

照
。
 

ｄ
．

 
１

次
冷

却
材

平

均
温

度

低
と

原

子
炉

ト

リ
ッ

プ

の
一

致
 

１
次

冷
却

材
平

均
温

度
低

 

2
93
.
6
 ℃

 

以
上

 

モ
ー

ド
１

、

２
(c

)
お

よ

び
３

(c
) 

４
※
１
５
 
A.

 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル

（
バ

イ
パ

ス
し

た

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

除

く
）

が
動

作
不

能

で
あ

る
場
合

 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

※
１

６
。

 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認

す
る

。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

原
子

炉
 

ト
リ

ッ
プ

 
表

３
４

－
２

 原
子
炉

保
護

系
計

装
を
参

照
。

 

 

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

          記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

  

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

を
満

足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

６
．

 
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

 

ａ
．

 
Ｐ

－
１
１

 
加

圧
器

圧

力
  

13
.
2
4 

MP
a
[
ga
g
e
] 

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

(
a)

 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
９
 

A
.1

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
計

装
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

※
１

９
：

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に
お

け
る

「
動

作
不
能

で
あ
る

場
合

」
と

は
、

チ
ャ

ン
ネ

ル
故

障
あ

る
い

は
出
力
側
の

故
障

に
よ

り
関

連
す

る
動

作
機
能

が
確

保
さ

れ
な
い
場
合

（
手

動
ブ

ロ
ッ

ク
許

可
信

号
が
誤

発
信

し
た

場
合
を

含
む

）
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お
い

て
同

じ
）
 

 

  

機
 

能
 

設
定

値
 

適
 

用
 

モ
ー

ド
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
・

系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系
統

数
を

満
足

で
き

な
い

場
合

の
措
置

※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

６
．

 
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

 

ａ
．

 
Ｐ

－
１

１
 

加
圧

器
圧

力
  

1
3.
2
4
 

M
Pa
[
g
ag
e
] 

 

モ
ー

ド
１

、

２
 

お
よ

び
３

(a
) 

４
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル

以

上
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

※
１
９
 

A
.1

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
イ

ン
タ

ー

ロ
ッ

ク
を

運
転

状
態

に
適

合
さ

せ

る
措

置
を

講
じ

る
。

 

１
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
３

に
す

る
。
 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B
.2

 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド
４

に
す

る
。
 
３

６
時

間
 

※
１

９
：

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
に
お

け
る

「
動

作
不
能
で
あ

る
場

合
」

と
は

、
チ

ャ
ン

ネ
ル
故

障
あ

る
い

は
出

力
側
の

故
障

に
よ

り
関

連
す

る
動

作
機
能

が
確

保
さ

れ
な

い
場
合

（
手

動
ブ

ロ
ッ

ク
許

可
信

号
が
誤

発
信

し
た

場
合

を

含
む

）
を

い
う

（
以

下
、

本
条

に
お
い
て

同
じ
）

 

 

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３

４
－
４

 事
故

時
監

視
計

装
 

項
 

 
 

 
 

目
 

機
 

 
 

 
 

能
 

適
用

モ
ー
ド

 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
２
０
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
次

冷
却

系
計

装
※
２
１
 

１
次

冷
却

材
圧

力
（
広

域
）
 

モ
ー

ド
１

、
２

 

お
よ

び
３

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ

ル
の

計
器

が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

計
装

保
修

課
長

は
、
当

該

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

３
０

日
 

機
能

の
確

認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

計
装

保
修

課
長

 

１
次

冷
却

材
温

度
（
広

域
）

（
高

温
側
）

 
４

 

１
次

冷
却

材
温

度
（
広

域
）

（
低

温
側
）

 
４

 

加
圧

器
水
位

 
２

 

化
学

体
積

制
御

系
計

装
※
２

１
 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位

 
２

 

主
蒸

気
お

よ
び

給
水

、
補

助
給

水
系

計
装

※
２
１
 

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力

 
各

ラ
イ

ン
２

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

計
装

保
修

課
長

は
、
当

該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ

る
こ

と
が

運
転

員
に

明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措

置
を

講
じ

る
。
 

速
や

か
に

 

復
水

ピ
ッ

ト
水
位

 
２

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
広

域
）
 

４
 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
狭

域
）
 

各
Ｓ

Ｇ

２
 

補
助

給
水

流
量

 
４

 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直

課
長

 

燃
料

取
替

用
水

系
計

装
※

２
１
 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ
ト

水
位
 

２
 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ
ト

水
位
 

２
 

C.
 

１
つ

の
機

能

が
動

作
不

能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 

計
装

保
修

課
長

は
、
当

該

機
能

の
1
チ

ャ
ン

ネ
ル

を

動
作

可
能

な
状

態
に

す

る
。
ま

た
は
、
代

替
の

監

視
手

段
を

確
保

す
る
。

 

１
０

日
 

原
子

炉
格

納
容

器
関
連

計

装
※
２
１
 

格
納

容
器

再
循

環
サ
ン

プ
水

位
（

広
域
）

 
２

 

格
納

容
器

再
循

環
サ
ン

プ
水

位
（

狭
域
）

 
２

 

格
納

容
器

内
圧
力

 
２

 

格
納

容
器

内
温
度

 
２

 
D.

 
条

件
C
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３

に
す

る
。
 

１
２

時
間

 

格
納

容
器

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 

２
 

格
納

容
器

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）

 

２
 

お
よ

び
 

 

原
子

炉
補

機
冷

却
系
計

装
※

２
１
 

原
子

炉
補

機
冷

却
水
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
水
位

 
２

 
D.

2
 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

４

に
す

る
。
 

３
６

時
間

 

制
御

用
空

気
系

計
装

 
制

御
用

空
気

圧
力

 
２

 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

計
装

※
２
１
 

高
圧

安
全

注
入

流
量

 
２

 

低
圧

安
全

注
入

流
量

 
２

 

※
２

０
：

チ
ャ

ン
ネ
ル

毎
、

機
能

毎
に
個

別
の

条
件
が
適
用

さ
れ

る
。
 

※
２

１
：

各
計

装
は
、

重
大

事
故

等
対
処

設
備

を
兼
ね
る

 

各
計

装
が

動
作

不
能

時
は

、
第

９
０
条
（

表
９

０
－
１
６
）

の
運

転
上

の
制

限
も
確

認
す

る
。

 

 

表
３

４
－
４

 事
故

時
監

視
計

装
 

項
 

 
 

 
 

目
 

機
 

 
 

 
 

能
 

適
用

モ
ー
ド

 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数

を
満

足
で

き
な
い
場

合
の

措
置

※
２
０
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

１
次

冷
却

系
計

装
※
２
１
 

１
次

冷
却

材
圧

力
（
広
域
）

 
モ

ー
ド

１
、
２

 

お
よ

び
３

 

２
 

A.
 

１
チ

ャ
ン

ネ

ル
の

計
器

が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

３
０

日
 

機
能

の
確

認

を
行

う
。
 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

電
気

保
修

課
長

 

１
次

冷
却

材
温

度
（
広
域

）
（

高
温
側

）
 

４
 

１
次

冷
却

材
温

度
（
広
域

）
（

低
温
側

）
 

４
 

加
圧

器
水
位

 
２

 

化
学

体
積

制
御

系
計

装
※

２
１
 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位
 

２
 

主
蒸

気
お

よ
び

給
水

、
補

助
給

水
系

計
装

※
２
１
 

主
蒸

気
ラ

イ
ン

圧
力
 

各
ラ

イ

ン
２

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ

る
こ

と
が

運
転

員
に

明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措

置
を

講
じ

る
。
 

速
や

か
に
 

復
水

ピ
ッ

ト
水
位

 
２

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
広
域
）

 
４

 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
狭
域
）

 
各

Ｓ
Ｇ

２
 

補
助

給
水

流
量
 

４
 

動
作

不
能

で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直

課
長

 

燃
料

取
替

用
水

系
計

装
※

２
１
 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ
ト
水
位

 
２

 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ
ト
水
位

 
２

 
C.

 
１

つ
の

機
能

が
動

作
不

能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、
当

該

機
能

の
1
チ

ャ
ン

ネ
ル

を

動
作

可
能

な
状

態
に

す

る
。
ま

た
は
、
代

替
の

監

視
手

段
を

確
保

す
る
。

 

１
０

日
 

原
子

炉
格

納
容

器
関

連
計

装
※
２
１
 

格
納

容
器

再
循

環
サ
ン
プ

水
位

（
広
域

）
 

２
 

格
納

容
器

再
循

環
サ
ン
プ

水
位

（
狭
域

）
 

２
 

格
納

容
器

内
圧
力

 
２

 

格
納

容
器

内
温
度

 
２

 
D.

 
条

件
C
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

３

に
す

る
。
 

１
２

時
間
 

格
納

容
器

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
 

２
 

格
納

容
器

高
レ

ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）
 

２
 

お
よ

び
 

 

原
子

炉
補

機
冷

却
系

計
装

※
２
１
 

原
子

炉
補

機
冷

却
水
サ
ー

ジ
タ

ン
ク
水

位
 

２
 

D.
2
 

当
直

課
長

は
、
モ

ー
ド

４

に
す

る
。
 

３
６

時
間
 

制
御

用
空

気
系

計
装

 
制

御
用

空
気

圧
力

 
２

 

非
常

用
炉

心
冷

却
系

計
装

※
２
１
 

高
圧

安
全

注
入

流
量
 

２
 

低
圧

安
全

注
入

流
量
 

 
２

 
 

 
 

 
 

 
 

 

※
２

０
：

チ
ャ

ン
ネ
ル
毎

、
機

能
毎

に
個

別
の

条
件

が
適
用

さ
れ

る
。

 

※
２

１
：

各
計

装
は
、
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
兼

ね
る
 

各
計

装
が

動
作

不
能

時
は

、
第

９
０

条
（

表
９

０
－
１
６
）

の
運

転
上

の
制

限
も
確

認
す

る
。
 

 

  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

    記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３

４
－
５

 デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

起
動

計
装
 

機
 

 
 

 
能
 

設
定

値
 

適
用

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で
き

な
い

場
合

の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

起
動

論
理

回
路
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、

３
 

お
よ

び
４

 

２
系

統
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A.
1 

電
気

保
修

課
長

は
、

当
該

系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

う
え

、
作

業
の

た
め

当
該

系
統

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
発

電
室
長

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

お
よ

び
 

 

B.
2 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

５
６

時
間
 

モ
ー

ド
５

、

６
お

よ
び

照
射

済
燃

料
移

動
中

 

１
系

統
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合
 

A.
1 

当
直

課
長

は
当

該
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

動
作

不
能

と
み

な

す
。

 

速
や

か
に
 

２
．

 
非

常
用

高
圧

母
線

低

電
圧

 

定
格

電
圧

の
 

69
.
0
 %
 
以

上
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

、
４

、

５
、
６

お
よ

び
照

射
済

燃
料

移
動

中
 

所
要

の
母

線
あ

た
り

３
 

A.
 

１
母

線
あ

た
り

1

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

A.
1 

電
気

保
修

課
長

は
、

当
該

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B.
 

１
母

線
あ

た
り

２

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上

が
動

作
不

能
で

あ

る
場

合
 

B.
1 

電
気

保
修

課
長

は
、

１
母

線
あ

た
り

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

２
時

間
 

C.
 

条
件

A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な

い
場

合
 

C.
1 

当
直

課
長

は
、

当
該

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
動

作
不

能
と

み
な

す
。

 

速
や

か
に
 

３
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系

作
動

 

表
３

４
－

３
 

機
能

１
．

非
常

用
炉
心
冷

却
系

を
参
照
。

 

   

表
３

４
－
５

 デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

起
動

計
装
 

機
 

 
 

 
能

 
設

定
値

 
適

用
モ

ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

起
動

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、

３
 

お
よ

び
４

 

２
系

統
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、

当
該

系
統

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

た
だ

し
、

残
り

の
系

統
が

正
常

な
状

態
で

あ
る

こ
と

を
確

認
の

う
え

、
作

業
の

た
め

当
該

系
統

の
バ

イ
パ

ス
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
発

電
室

長
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

１
２

時
間

 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

５
６

時
間

 

モ
ー

ド
５

、

６
お

よ
び

照
射

済
燃

料
移

動
中

 

１
系

統
 

A.
 

１
系

統
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
当

該
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
を

動
作

不
能

と
み

な

す
。

 

速
や

か
に

 

２
．

 
非

常
用

高
圧

母
線

低

電
圧

 

定
格

電
圧

の
 

6
9.
0
 
% 

以

上
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

、
４

、

５
、
６

お
よ

び
照

射
済

燃
料

移
動

中
 

所
要

の
母

線
あ

た
り

３
 

A.
 

１
母

線
あ

た
り

1

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

A.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、

当
該

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る

。
 

６
時

間
 

設
定

値
確

認
お

よ
び

機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

B.
 

１
母

線
あ

た
り

２

チ
ャ

ン
ネ

ル
以

上

が
動

作
不

能
で

あ

る
場

合
 

B.
1
 

電
気

保
修

課
長

は
、

１
母

線
あ

た
り

２
チ

ャ
ン

ネ
ル

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

２
時

間
 

C.
 

条
件

A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に

達
成

で
き

な

い
場

合
 

C.
1
 

当
直

課
長

は
、

当
該

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
動

作
不

能
と

み
な

す
。

 

速
や

か
に

 

３
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系

作
動

 

表
３

４
－

３
 

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷

却
系

を
参
照
。

 

   

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更

前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３

４
－
６

 中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系
計

装
 

機
 

 
 

 
能

 
設

定
値

 
適

用
モ

ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系
統

数
を

満
足
で

き
な

い
場

合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環

系
作

動
論

理
回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

、
４

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
照

射
済

燃
料

移
動

中
 

所
要

の
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

に
つ

き
２

系
統

 

A
. 

１
系

統
ま

た
は

１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、

当
該

系
統

ま

た
は

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

B
. 

２
系

統
ま

た
は

２

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

当
該

系
統

ま

た
は

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

１
０

日
 

２
．

 
手

動
起

動
 

－
 

所
要

の
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

に
つ

き
２

 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 
電

気
保

修
課
長

 

C
. 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い

て
、
条

件
Aま

た
は

B
の

措
置

を
完

了

時
間

内
に

達
成

で

き
な

い
場

合
 

C.
1
 

当
直

課
長

は
、

中
央

制
御

室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

を
起

動

さ
せ

る
。

 

速
や

か
に
 

D
. 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ

ト
で

の
照

射
済

燃

料
移

動
中

に
お

い

て
、
条

件
Aま

た
は

B
の

措
置

を
完

了

時
間

内
に

達
成

で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 

当
直

課
長

は
、

中
央

制
御

室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

を
起

動

さ
せ

る
。

 

速
や

か
に
 

ま
た

は
 

 

D.
2
 

原
子

燃
料

課
長

は
、

照
射

済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※

１
２
。

 

速
や

か
に
 

３
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作

動
 
表

３
４

－
３

機
能

１
．

非
常

用
炉

心
冷
却

系
を

参
照
。

 

   

表
３

４
－
６

 中
央

制
御

室
非

常
用

循
環

系
計

装
 

機
 

 
 

 
能

 
設

定
値

 
適

用
モ

ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・
系

統
数

 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

 
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環

系
作

動
論

理
回

路
 

－
 

モ
ー

ド
１

、

２
、
３

、
４

お
よ

び
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
で

の
照

射
済

燃
料

移
動

中
 

所
要

の
中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

に
つ

き
２

系
統

 

A.
 

１
系

統
ま

た
は

１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

A.
1 

当
直

課
長

は
、

当
該

系
統

ま

た
は

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う
。

 
定

期
事

業
者

検
査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

B.
 

２
系

統
ま

た
は

２

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動

作
不

能
で

あ
る

場

合
 

B.
1 

当
直

課
長

は
、

当
該

系
統

ま

た
は

チ
ャ

ン
ネ

ル
を

動
作

可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

１
０

日
 

２
．

 
手

動
起
動

 
－

 
所

要
の

中

央
制

御
室

非
常

用
循

環
系

に
つ

き
２

 

機
能

の
確

認
を

行
う
。

 
定

期
事

業
者

検
査
時

 
電

気
保

修
課

長
 

C.
 

モ
ー

ド
１

、
２

、
３

お
よ

び
４

に
お

い

て
、
条

件
A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了

時
間

内
に

達
成

で

き
な

い
場
合

 

C.
1 

当
直

課
長

は
、

中
央

制
御

室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

を
起

動

さ
せ

る
。

 

速
や

か
に

 

D.
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ

ト
で

の
照

射
済

燃

料
移

動
中

に
お

い

て
、
条

件
A
ま

た
は

B
の

措
置

を
完

了

時
間

内
に

達
成

で

き
な

い
場
合

 

D.
1 

当
直

課
長

は
、

中
央

制
御

室

非
常

用
循

環
フ

ァ
ン

を
起

動

さ
せ

る
。

 

速
や

か
に

 

ま
た

は
 

 

D.
2 

原
子

燃
料

課
長

は
、

照
射

済

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※

１
２
。

 

速
や

か
に

 

３
．

 
非

常
用

炉
心

冷
却

系
作
動

 
表

３
４

－
３

機
能

１
．
非

常
用

炉
心

冷
却

系
を

参
照
。

 

   

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
３

４
－
７

 中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
 

 

機
 

 
 

 
能

 
適

用
モ

ー
ド

 
機

能
を

満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
※
２
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

ほ
う

酸
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
、

２
お

よ
び
３

 

A
. 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

  

定
期

事
業

者

検
査

時
 

  

電
気

保
修

課
長

 

  
B
. 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

４
に

す
る
。

 
３

６
時

間
 

充
て

ん
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ

び
４

 

A
. 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

加
圧

器
後

備
ヒ

ー
タ

 

抽
出

オ
リ

フ
ィ

ス
隔
離
弁

 

海
水

ポ
ン
プ

 
B
. 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

原
子

炉
補

機
冷

却
水
ポ

ン
プ
 

電
動

補
助

給
水

ポ
ン
プ

 
お

よ
び

 
 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 

余
熱

除
去

ポ
ン
プ

 
モ

ー
ド

４
 

A
. 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

B
. 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 

 
 

 
 

 

加
圧

器
圧
力

 
モ

ー
ド

１
、

２
お

よ
び
３

 

A
. 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

 

計
装

保
修

課
長

 

 
B
. 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

４
に

す
る
。

 
３

６
時

間
 

加
圧

器
水
位

 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ

び
４

 

A
. 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
広

域
）
 

主
蒸

気
圧
力

 

B
. 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

 

１
回

 

当
直

課
長

 

中
性

子
束

（
中

性
子
源

領
域
）

 
モ

ー
ド

２

（
Ｐ

－
６

イ

ン
タ

ー
ロ

ッ

ク
未

満
）
、
３

お
よ

び
４

 

A
. 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

 
 

 

B
. 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 

※
２

２
：

機
能

毎
に
個

別
の

条
件

が
適
用

さ
れ

る
。
 

 

機
 

 
 

 
能

 
適

用
モ

ー
ド

 
機

能
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
２
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
次

冷
却

材
圧

力
（
広

域
）
 

モ
ー

ド
３

お

よ
び

４
 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

 

計
装

保
修

課
長

 

 
１

次
冷

却
材

温
度

（
広

域
）

（
低

温
側
）

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

 

１
回

 

当
直

課
長

 

 
 

 
 

 

 

表
３

４
－
７

 中
央

制
御

室
外

原
子

炉
停

止
装

置
 

 

機
 

 
 

 
能

 
適

用
モ

ー
ド

 
機

能
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
２
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

ほ
う

酸
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
、

２
お

よ
び
３

 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

  

定
期

事
業

者

検
査

時
 

  

電
気

保
修

課
長

 

  
B.

 
条

件
A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

４
に

す
る
。

 
３

６
時

間
 

充
て

ん
ポ

ン
プ

 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
お

よ

び
４

 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

加
圧

器
後

備
ヒ

ー
タ

 

抽
出

オ
リ

フ
ィ

ス
隔

離
弁
 

海
水

ポ
ン

プ
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

原
子

炉
補

機
冷

却
水

ポ
ン
プ

 

電
動

補
助

給
水

ポ
ン

プ
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 

余
熱

除
去

ポ
ン

プ
 

モ
ー

ド
４
 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 

 
 

 
 

 

加
圧

器
圧

力
 

モ
ー

ド
１

、

２
お

よ
び
３

 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

 

電
気

保
修

課
長

 

 
B.

 
条

件
A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

４
に

す
る
。

 
３

６
時

間
 

加
圧

器
水

位
 

モ
ー

ド
１

、

２
、

３
お

よ

び
４

 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

蒸
気

発
生

器
水

位
（

広
域
）

 

主
蒸

気
圧

力
 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

１
ヶ

月
に

 

１
回

 

当
直

課
長

 

中
性

子
束

（
中

性
子

源
領

域
）
 

モ
ー

ド
２

（
Ｐ

－
６

イ

ン
タ

ー
ロ

ッ

ク
未

満
）
、
３

お
よ

び
４
 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合

 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

 
 

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

３
に

す
る
。

 
１

２
時

間
 

お
よ

び
 

 

B.
2
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド

５
に

す
る
。

 
５

６
時

間
 

※
２

２
：

機
能

毎
に
個
別

の
条

件
が

適
用

さ
れ

る
。

 

 

機
 

 
 

 
能

 
適

用
モ

ー
ド

 
機

能
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
２
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
次

冷
却

材
圧

力
（

広
域
）

 
モ

ー
ド

３
お

よ
び

４
 

A.
 

１
つ

の
機

能
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

A.
1
 

当
直

課
長

は
、
当

該
機

能
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

 

電
気

保
修

課
長

 

 
１

次
冷

却
材

温
度

（
広
域

）
（

低
温
側
）

 

B.
 

条
件

A
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

B.
1
 

当
直

課
長

は
、

モ
ー
ド
５

に
す

る
。

 
５

６
時

間
 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

１
ヶ

月
に

 

１
回

 

当
直

課
長
 

 
 

 
 

 

 

                  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）

 

    記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
加
圧
器

安
全
弁
）
 

第
 
４
４
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
お
よ

び
４
（

１
次
冷
却

材
温
度
が
 
1
30
 
℃
 
を
超
え
る
）
に
お
い
て
、
加
圧

器
安
全
弁
は
、
表
４
４
－
１

で
定

め
る
事

項
を
運

転
上
の
制

限
と
す
る

。
 

２
．
加
圧

器
安
全
弁
が
前
項
で
定

め
る

運
転

上
の

制
限
を
満

足
し

て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施

す
る
。
 

(1
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
加

圧
器

安
全
弁

の
吹
出
し
圧
力
が
表
４
４
－
２
で
定
め

る
設
定
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
、
そ
の

結
果

を
発
電
室
長

に
通

知
す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
加
圧
器
安
全

弁
が
第

１
項

で
定
め
る
運

転
上

の
制

限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
４
４
－
３
の
措
置
を
講
じ

る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

  

（
加
圧
器
安
全
弁
）
 

第
 
４
４
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
（
１
次
冷
却
材
温
度
が
 
1
30
 
℃
 を

超
え
る
）
に
お
い
て
、
加
圧

器
安
全
弁
は
、
表
４
４
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
加
圧
器
安
全
弁
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施

す
る
。
 

(
1)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
加
圧
器
安
全
弁
の
吹
出
し
圧
力
が
表
４
４
－
２
で
定
め
る

設
定
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
加
圧
器
安
全
弁
が
第
１
項
で

定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
４
４
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

  

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
加
圧
器

逃
が
し
弁
）
 

第
 
４
５
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
お

よ
び

３
に

お
い

て
、
加
圧

器
逃

が
し

弁
お
よ
び
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
は
、
表

４
５
－
１
で
定
め
る
事
項
を

運
転

上
の
制

限
と
す

る
。

 

２
．
加
圧

器
逃
が
し
弁
お
よ
び
加

圧
器

逃
が

し
弁

元
弁
が
前

項
で

定
め

る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各

号
を

実
施
す

る
。
 

(1
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時
に
、
加

圧
器

逃
が
し
弁

の
吹
出
し
圧
力
お
よ
び
吹
止
ま
り
圧
力

が
表
４
５
－
２
で
定
め
る
設
定

値
で
あ
る

こ
と

を
確
認
し
、

そ
の

結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(2
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時
に
、
加

圧
器

逃
が
し
弁

が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を
確
認

し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に

通
知
す
る

。
 

(3
) 
電
気
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時
に
、
加

圧
器

逃
が
し
弁

元
弁
が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室

長
に
通
知

す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
加
圧
器
逃
が

し
弁

ま
た

は
加

圧
器
逃
が

し
弁

元
弁

が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合

、
表
４

５
－
３

の
措
置
を

講
じ
る
。

 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
加
圧
器
逃
が
し
弁
）
 

第
 
４
５
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お

い
て
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
お
よ
び
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
は
、
表

４
５
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
加
圧
器
逃
が
し
弁
お
よ
び
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
の
吹
出
し
圧
力
お
よ
び
吹
止
ま
り
圧
力

が
表
４
５
－
２
で
定
め
る
設
定
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
2)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を
確
認

し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
3)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
が
全
開
お
よ
び
全
閉
す
る
こ
と
を

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
ま
た
は
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
表
４
５
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
低
温
過

加
圧
防
護
）
 

第
 
４
６
 条

 
モ
ー
ド
４

※
１
、
５

お
よ
び
６

※
２
に

お
い

て
、
低

温
過

加
圧
に
係
る
機
器
は
、
表
４
６
－
１
で
定
め

る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と

す
る
。
 

２
．
低
温

過
加
圧
に
係
る
機
器
が

前
項

で
定

め
る

運
転
上
の

制
限

を
満

足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次

の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時

に
、
２

台
の

加
圧
器
逃

が
し
弁
に
つ
い
て
、
低
温
過
加
圧
防
護

の
た
め
の
校
正
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
発

電
室

長
に
通
知
す

る
。

 

(2
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

４
、
５
お

よ
び
６

に
お

い
て
、
１
２
時

間
に
１
回
、
１
台
以
上
の
高
圧
注
入
ポ
ン

プ
の
操
作
ス
イ
ッ
チ
が
プ
ル
ア

ウ
ト
状
態

（
引

断
）
で
あ
る

こ
と

を
確
認
す
る
。
 

(3
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

４
、
５
お

よ
び
６

に
お

い
て
、
１
２
時

間
に
１
回
、
蓄
圧
タ
ン
ク
全
基
が
隔
離
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

(4
) 
モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６

に
お
い
て

、
以

下
の
事
項
を

実
施

す
る
。
 

(a
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
加

圧
器
安
全

弁
１
台

以
上
を
取

り
外
し
、
ま
た
は
取
り
付
け
た
場
合
は
、
そ
の

結
果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る

。
 

(b
) 
当
直
課
長
は
、
１
台
以
上

の
加
圧
器

安
全
弁

が
取
り
外

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
３
日
に
１
回
、
２
台

の
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
が
開

状
態

で
あ

る
こ
と

を
確
認
す

る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
低
温
過
加
圧

に
係

る
機

器
が

第
１
項
で

定
め

る
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
場
合
、
表
４
６
－
２
の
措

置
を

講
じ

る
と

と
も
に
、
加

圧
器

安
全

弁
を
取
り
外
す
必
要
が
あ
る
場
合
は
、

原
子
炉
保
修
課
長
に
通
知
す

る
。

通
知
を

受
け
た

原
子
炉
保

修
課
長
は

、
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
１

次
冷
却
材
温
度
が
 
13
0 
℃
 
以
下

の
場
合

を
い

う
。

た
だ
し

、
加
圧
器
逃
が
し
弁
が
低
圧
設
定
に
な
る

ま
で
の
間
を
除
く
。（

以
下
、

本
条
に
お

い
て

同
じ
）
 

※
２
：
原

子
炉
容
器
の
ふ
た
が
閉

め
ら
れ

て
い
る

場
合
（
以

下
、
本
条

に
お
い
て
同
じ
）
。
 

（
中

略
）

 

 

            

（
低
温
過
加
圧
防
護
）
 

第
 
４
６
 条

 
モ
ー
ド
４

※
１
、
５
お
よ
び
６

※
２
に
お
い
て
、
低
温
過
加
圧
に
係
る
機
器
は
、
表
４
６
－
１
で
定
め

る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
低
温
過
加
圧
に
係
る
機
器
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次

の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
２
台
の
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
つ
い
て
、
低
温
過
加
圧
防
護

の
た
め
の
校
正
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
2)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
１
２
時
間
に
１
回
、
１
台
以
上
の
高
圧
注
入
ポ
ン

プ
の
操
作
ス
イ
ッ
チ
が
プ
ル
ア
ウ
ト
状
態
（
引
断
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
3)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
１
２
時
間
に
１
回
、
蓄
圧
タ
ン
ク
全
基
が
隔
離
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
4)
 モ

ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
以
下
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
a)
 機

械
保
修
課
長
は
、
加
圧
器
安
全
弁
１
台
以
上
を
取
り
外
し
、
ま
た
は
取
り
付
け
た
場
合
は
、
そ
の
結

果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

(
b)
 当

直
課
長
は
、
１
台
以
上
の
加
圧
器

安
全
弁
が
取
り
外
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
３
日
に
１
回
、
２
台

の
加
圧
器
逃
が
し
弁
元
弁
が
開
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
低
温
過
加
圧
に
係
る
機
器
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
場
合
、
表
４
６
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
加
圧
器
安
全
弁
を
取
り
外
す
必
要
が
あ
る
場
合
は
、

機
械
保
修
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
機
械
保
修
課
長
は
、
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
１
次
冷
却
材
温
度
が
 
1
30
 
℃
 
以
下
の
場
合
を
い
う
。
た
だ
し
、
加
圧
器
逃
が
し
弁
が
低
圧
設
定
に
な
る

ま
で
の
間
を
除
く
。（

以
下
、
本
条
に
お

い
て
同
じ
）
 

※
２
：
原
子
炉
容
器
の
ふ
た
が
閉
め
ら
れ
て
い
る
場
合
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）。

 

（
中
略
）
 

 

            

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
４
６
－

２
（
続
き
）
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

B
. 

蓄
圧

タ
ン

ク
１

基
以

上
が

隔

離
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課

長
は
、
当

該
蓄

圧
タ

ン
ク
を
隔

離
す

る
。

 

１
時
間
 

C
. 

条
件

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間

内
に
達
成
で
き
な
い
場
合

 

C.
1 

当
直

課
長

は
、
１

次
冷

却
材

温
度
を
 

1
30
 ℃

 
超
に

す
る
。

 

ま
た
は
 

１
２
時
間
 

C.
2 
当
直
課

長
は
、
当

該
蓄

圧
タ

ン
ク
の
圧

力
を

そ
の
時

点
の

１
次

冷
却

材
圧

力

ま
で

減
圧

す
る
。
 

１
２
時
間
 

D
. 
モ
ー
ド
４
に
お
い
て
、
加

圧
器

逃
が

し
弁

１
台

が
低
圧

設
定

で
動
作
不
能
で
あ
る
場
合

 

D.
1 
当
直
課

長
は
、
当

該
加

圧
器

逃
が
し
弁

を
動

作
可

能
な
状
態

に
復
旧

す
る
。
 

７
日
 

E
. 

モ
ー

ド
５

ま
た

は
６

に
お

い

て
加

圧
器

逃
が

し
弁
１

台
が

低
圧

設
定

で
動

作
不
能

で
あ

る
場
合
 

お
よ
び
 モ

ー
ド

５
ま

た
は
６

に
お

い
て

加
圧

器
安

全
弁

が
全
て

取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合

 

E.
1 
当
直
課

長
は
、
当

該
加

圧
器

逃
が
し
弁

を
動

作
可

能
な
状
態

に
復
旧

す
る
。
 

２
４
時
間
 

F
. 

加
圧

器
逃

が
し

弁
２

台
が

低

圧
設

定
で

動
作

不
能
で

あ
る

場
合
 

お
よ
び
 

加
圧

器
安

全
弁

が
全

て
取

り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
 

ま
た
は
 条
件
Ａ
、
Ｃ
、
Ｄ
ま
た

は
Ｅ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

F.
1 
当
直
課

長
は

、
モ
ー
ド
５

に
す
る
。
 

お
よ
び
 

２
０
時
間
 

F.
2 
原
子
炉

保
修

課
長

は
、
加

圧
器
安
全
弁

１
台

以
上

を
取
り
外

す
※

４
。

 

２
８
時
間
 

※
４
：
モ

ー
ド
５
に
な
っ
た
こ
と

を
確
認

し
た
上

で
取
り
外

す
こ
と
。

 

  

表
４
６
－
２
（
続
き
）
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

B.
 
蓄

圧
タ

ン
ク

１
基

以
上

が
隔

離
さ
れ
て
い
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
蓄
圧
タ
ン
ク
を
隔

離
す
る
。
 

１
時
間
 

C.
 
条

件
Ｂ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
 

C.
1 

当
直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
温

度
を
 

13
0 
℃
 超

に
す
る
。
 

ま
た
は
 

１
２
時
間
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
蓄
圧
タ
ン
ク
の
圧

力
を

そ
の

時
点

の
１
次

冷
却

材
圧
力

ま
で
減
圧
す
る
。
 

１
２
時
間
 

D.
 モ

ー
ド
４
に
お
い
て
、
加
圧
器

逃
が

し
弁

１
台
が

低
圧

設
定

で
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
 

D.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
加
圧
器
逃
が
し
弁

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

７
日
 

E.
 
モ

ー
ド

５
ま

た
は

６
に

お
い

て
加

圧
器

逃
が
し

弁
１

台
が

低
圧

設
定

で
動
作

不
能

で
あ

る
場
合
 

お
よ
び
 モ
ー

ド
５

ま
た

は
６
に

お

い
て

加
圧

器
安

全
弁

が
全

て

取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
 

E.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
加
圧
器
逃
が
し
弁

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

２
４
時
間
 

F.
 
加

圧
器

逃
が

し
弁

２
台

が
低

圧
設

定
で

動
作
不

能
で

あ
る

場
合
 

お
よ
び
 

加
圧

器
安

全
弁

が
全
て

取

り
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
 

ま
た
は
 条
件
Ａ
、
Ｃ
、
Ｄ
ま
た
は
Ｅ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

F.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

２
０
時
間
 

F.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
加
圧
器
安
全
弁
１

台
以
上
を
取
り
外
す

※
４
。
 

２
８
時
間
 

※
４
：
モ
ー
ド
５
に
な
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
取
り
外
す
こ
と
。
 

  

   

                    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原

子
力

発
電

所
の

保
修
関

係

組
織
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
１
次
冷

却
材
漏
え
い
率
）
 

第
 
４
７
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い
て
、

原
子

炉
格

納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よ
び
原
子
炉

格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装

置
は

、
表
４

７
－
１

で
定
め
る

事
項
を
運

転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
原
子

炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏

え
い

率
お

よ
び

原
子
炉
格

納
容

器
内

漏
え
い
監
視
装
置
が
、
前
項
で
定
め
る
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い

る
こ

と
を
確

認
す
る

た
め
、
次

の
各
号
を

実
施
す
る
。
 

(1
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時
に
、
原

子
炉

格
納
容
器

サ
ン
プ
水
位
計
お
よ
び
凝
縮
液
量
測
定

装
置
の
機
能
の
健
全
性
を
確
認

し
、
そ
の

結
果

を
発
電
室
長

に
通

知
す
る
。
 

(2
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時
に
、
炉

内
計

装
用
シ
ン

ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検

出
装
置
の
機
能
の
健
全
性
を
確

認
し
、
そ

の
結

果
を
発
電
室

長
に

通
知
す
る
。
 

(3
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
、
２
、
３

お
よ

び
４
に
お
い

て
、
１
日
に
１
回
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水

位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
用
シ
ン

ブ
ル
配
管

室
ド

レ
ン
ピ
ッ
ト

漏
え

い
検
出
装
置
を
用
い
て
、
ま
た
、
モ
ー
ド

１
お
よ
び
２
に
お
い
て
、
１
日

に
１
回
、
凝
縮

液
量
測

定
装

置
を
用
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え

い
率
を
確
認
す
る

※
１
。
 

な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ

ン
プ

水
位
計
、
炉

内
計
装
用
シ

ン
ブ

ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検
出

装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装

置
の
い
ず

れ
か

が
動
作
不
能

で
あ

る
場
合
、
当
直
課
長
は
、
８
時
間
に
１
回
、

動
作
可
能
な
計
器
に
よ
り
原
子

炉
格
納
容

器
内

へ
の
漏
え
い

率
を

確
認
す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
原
子
炉
格
納

容
器

内
へ

の
漏

え
い
率
ま

た
は

原
子

炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
が
第
１

項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限

を
満

足
し
て

い
な
い

と
判
断
し

た
場
合
、

表
４
７
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
原

子
炉
格
納
容
器
サ
ン

プ
水
位

計
ま

た
は

凝
縮

液
量

測
定
装

置
に

よ
り
測
定
さ
れ
る
漏
え
い
率
が
 
0
.2
3 

m3
/
h 
を
上
回
っ
て
い
る
状

態
で

運
転
を

継
続
す

る
場
合
は
、
１

日
に
１
回
、
１
次
冷
却
材
の
イ
ン
ベ
ン
ト

リ
収
支
、
格
納
容
器
ガ
ス
モ

ニ
タ

、
格

納
容
器

じ
ん
あ
い

モ
ニ

タ
等
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
１
次
冷
却
材
漏
え
い
率
）
 

第
 
４
７
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よ
び
原
子
炉

格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
は
、
表
４
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
お
よ
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
が
、
前
項
で
定
め
る
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
お
よ
び
凝
縮
液
量
測
定

装
置
の
機
能
の
健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
2)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
炉
内
計
装
用
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検

出
装
置
の
機
能
の
健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
3)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
１
日
に
１
回
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水

位
計
お
よ
び
炉
内
計
装
用
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検
出
装
置
を
用
い
て
、
ま
た
、
モ
ー
ド

１
お
よ
び
２
に
お
い
て
、
１
日
に
１
回
、
凝
縮
液
量
測
定
装
置
を
用
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え

い
率
を
確
認
す
る

※
１
。
 

な
お
、
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
、
炉
内
計
装
用
シ
ン
ブ
ル
配
管
室
ド
レ
ン
ピ
ッ
ト
漏
え
い
検
出

装
置
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
の
い
ず
れ
か
が
動
作
不
能
で
あ
る
場
合
、
当
直
課
長
は
、
８
時
間
に
１
回
、

動
作
可
能
な
計
器
に
よ
り
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
を
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
漏
え
い
率
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
漏
え
い
監
視
装
置
が
第
１

項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
表
４
７
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
原
子
炉
格
納
容
器
サ
ン
プ
水
位
計
ま
た
は
凝
縮
液
量
測
定
装
置
に
よ
り
測
定
さ
れ
る
漏
え
い
率
が
 
0
.
2
3 

m
3
/
h 
を
上
回
っ
て
い
る
状
態
で
運
転
を

継
続
す
る
場
合
は
、
１
日
に
１
回
、
１
次
冷
却
材
の
イ
ン
ベ
ン
ト

リ
収
支
、
格
納
容
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
格

納
容
器
じ
ん
あ
い
モ
ニ
タ
等
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
蒸
気
発

生
器
細
管
漏
え
い
監
視
）
 

第
 
４
８
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い
て
、

蒸
気

発
生

器
細
管
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い

監
視
装
置
は
、
表
４
８
－
１

で
定

め
る
事

項
を
運

転
上
の
制

限
と
す
る

。
 

２
．
蒸
気

発
生
器
細
管
お
よ
び
蒸

気
発

生
器

細
管

漏
え
い
監

視
装

置
が

前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
、

次
の
各

号
を
実

施
す
る
。

 

(1
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時

に
、
復

水
器

空
気
抽
出

器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー

ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ
お
よ
び
高
感

度
型
主
蒸

気
管

モ
ニ
タ
検
出

器
の

校
正
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に

通
知
す
る
。
 

(2
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
渦

流
探

傷
検
査

に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
を

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室

長
に
通
知

す
る
。
 

(3
) 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
モ

ー
ド

１
、
２
、
３
お
よ
び
４

に
お

い
て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
２
次
系
試
料
採
取

測
定
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管

に
漏
え
い

が
な

い
こ
と
を
確

認
す

る
。
 

(4
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
お

よ
び
２

に
お
い

て
、
１
日

に
１
回
、
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
蒸

気
発

生
器
ブ

ロ
ー

ダ
ウ
ン
水

モ
ニ

タ
お
よ

び
高
感

度
型
主

蒸
気
管

モ
ニ

タ
の
う
ち

２
種

類
以
上

※
１
の
モ

ニ

タ
に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器
細
管

に
漏
え
い

が
な

い
こ
と
を
確

認
す

る
。
 

(5
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３

お
よ
び
４

に
お

い
て
、
１

日
に

１
回
、
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ

に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器
細
管
に

漏
え
い
が

な
い

こ
と
を
確
認

す
る
。
な
お
、
プ
ラ
ン
ト
状
態
に
よ
り
監
視
が

で
き
な
い
場
合
、
ま
た
は
蒸
気

発
生
器
ブ

ロ
ー

ダ
ウ
ン
水
モ

ニ
タ

洗
浄
中
は
、
放
射
線
管
理
課
長
が
、
１
日

に
１
回
、
２
次
系
試
料
採
取

測
定

に
よ
り

蒸
気
発

生
器
細
管

に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果

を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
こ
と

を
も
っ
て
、
蒸

気
発

生
器
ブ

ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ
に
よ
る
確
認
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

(6
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
、
２
、
３

お
よ

び
４
に
お
い

て
、
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
蒸
気
発

生
器
ブ

ロ
ー

ダ
ウ
ン

水
モ

ニ
タ

ま
た

は
高

感
度

型
主

蒸
気

管
モ

ニ
タ

の
指

示
値

に
有

意
な

上
昇

が
認

め
ら

れ
た
場
合
は
、
放
射
線
管
理
課

長
に
通
知

す
る
。
通
知

を
受

け
た
放
射
線
管
理
課
長
は
、
そ
の
後
の
８
時
間

以
内
に
２
次
系
試
料
採
取
測
定

に
よ
り
蒸

気
発

生
器
細
管
に

漏
え

い
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を

当
直
課
長
に
通
知
す
る
。

 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い
監
視
）
 

第
 
４
８
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

に
お
い
て
、
蒸
気
発
生
器
細
管
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い

監
視
装
置
は
、
表
４
８
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
蒸
気
発
生
器
細
管
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
細
管
漏
え
い
監
視
装
置
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー

ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ
お
よ
び
高
感
度
型
主
蒸
気
管
モ
ニ
タ
検
出
器
の
校
正
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に

通
知
す
る
。
 

(
2)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
渦
流
探
傷
検
査
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管
の
健
全
性
を
確

認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
3)
 放

射
線
管
理
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
２
次
系
試
料
採
取

測
定
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管
に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
4)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
お
よ
び
２
に
お
い
て
、
１
日
に
１
回
、
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
蒸

気
発

生
器

ブ
ロ

ー
ダ
ウ
ン

水
モ

ニ
タ
お
よ

び
高

感
度
型
主

蒸
気

管
モ

ニ
タ
の
う

ち
２

種
類
以
上

※
１
の
モ

ニ

タ
に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器
細
管
に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
5)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
１
日
に
１
回
、
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ

に
よ
り
、
蒸
気
発
生
器
細
管
に
漏
え
い
が

な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
な
お
、
プ
ラ
ン
ト
状
態
に
よ
り
監
視
が

で
き
な
い
場
合
、
ま
た
は
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ
洗
浄
中
は
、
放
射
線
管
理
課
長
が
、
１
日

に
１
回
、
２
次
系
試
料
採
取
測
定
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管
に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果

を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
蒸
気
発
生
器
ブ
ロ
ー
ダ
ウ
ン
水
モ
ニ
タ
に
よ
る
確
認
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

(
6)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
復
水
器
空
気
抽
出
器
ガ
ス
モ
ニ
タ
、
蒸
気
発

生
器
ブ

ロ
ー

ダ
ウ

ン
水

モ
ニ

タ
ま

た
は

高
感
度

型
主

蒸
気

管
モ

ニ
タ

の
指

示
値

に
有

意
な

上
昇

が
認

め
ら

れ
た
場
合
は
、
放
射
線
管
理
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
放
射
線
管
理
課
長
は
、
そ
の
後
の
８
時
間

以
内
に
２
次
系
試
料
採
取
測
定
に
よ
り
蒸
気
発
生
器
細
管
に
漏
え
い
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を

当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
余
熱
除

去
系
へ
の
漏
え
い
監
視
）
 

第
 
４
９
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
お

よ
び

４
（

余
熱
除
去

系
隔

離
弁

が
閉
止
し
て
い
る
場
合
）
に
お
い
て
、
１

次
冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去
系

へ
の

漏
え
い

は
、
表

４
９
－
１

で
定
め
る

事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
１
次

冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去

系
へ

の
漏

え
い

が
前
項
で

定
め

る
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施

す
る
。
 

(1
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
１

次
冷

却
系
か

ら
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
が
な
い
こ

と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発

電
室
長
に

通
知

す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
１
次
冷
却
系

か
ら

余
熱

除
去

系
へ
の
漏

え
い

が
第

１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合

、
表

４
９
－

２
の
措

置
を
講
じ

る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
監
視
）
 

第
 
４
９
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

（
余
熱
除
去
系
隔
離
弁
が
閉
止
し
て
い
る
場
合
）
に
お
い
て
、
１

次
冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
は
、
表
４
９
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
１
次
冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
１
次
冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と

を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
か
ら
余
熱
除
去
系
へ
の
漏
え
い
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し

て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
表
４
９
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
非
常
用

炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー

ド
１
、

２
お
よ

び
３
－
）

 

第
 
５
２
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
お

よ
び

３
に

お
い

て
、
非
常

用
炉

心
冷

却
系
は
、
表
５
２
－
１
で
定
め
る
事
項
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
非
常

用
炉
心
冷
却
系
が
前
項

で
定

め
る

運
転

上
の
制
限

を
満

足
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各

号
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
発
電
室
長
は
、
定
期
事
業

者
検
査
時

に
、
高
圧
注

入
ポ

ン
プ
お
よ

び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異

常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏

え
い
が
な

い
こ

と
、
お
よ
び

表
５

２
－
２
で
定
め
る
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(2
) 
発
電
室
長
は
、
定
期
事
業

者
検
査
時

に
、
高
圧
注

入
ポ

ン
プ
お
よ

び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
、
模
擬
信
号
に

よ
り
起
動
す
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

(3
) 
当
直
課
長
は
、
定
期
事

業
者

検
査
時

に
、
施
錠

等
に

よ
り

固
定
さ

れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流

路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ

る
こ
と
を

確
認

す
る
。
 

(4
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
原

子
炉

格
納
容

器
再
循
環
サ
ン
プ
が
異
物
等
に
よ
り
塞

が
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し

、
そ
の
結

果
を

発
電
室
長
に

通
知

す
る
。
 

(5
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査

時
に
、
余

熱
除

去
ポ
ン

プ
入
口
弁
が
、
閉
止
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電

室
長
に
通

知
す

る
。
 

(6
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
、
２
お

よ
び
３

に
お

い
て
、
１
ヶ
月

に
１
回
、
２
台
の
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
お
よ

び
２
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
に

つ
い
て
、
ポ
ン
プ

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１
。
ま

た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た

弁
に
つ
い

て
は

、
正
し
い
位

置
に

復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(7
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
、
２
お

よ
び
３

に
お

い
て
、
１
ヶ
月

に
１
回
、
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
弁
の
開

閉
確
認
を
行
い
、
弁
の
動
作
に

異
常
の
な

い
こ

と
、
確

認
す

る
際
に
操
作
し
た
弁
が
、
正
し
い
位
置
に
復
旧

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

３
．
当
直

課
長
は
、
非
常
用
炉
心

冷
却

系
が

第
１

項
で
定
め

る
運

転
上

の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合
、
表
５
２
－
３
の
措
置

を
講

じ
る
。
 

 ※
１
：
運

転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
に
よ
り

確
認
す
る

（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
非
常
用
炉
心
冷
却
系
 
－
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
－
）
 

第
 
５
２
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お

い
て
、
非
常
用
炉
心
冷
却
系
は
、
表
５
２
－
１
で
定
め
る
事
項
を

運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
非
常
用
炉
心
冷
却
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各

号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 発

電
室
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
お
よ
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起
動
さ
せ
、
異

常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
表
５
２
－
２
で
定
め
る
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
2)
 発

電
室
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
お
よ
び
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
が
、
模
擬
信
号
に

よ
り
起
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
3)
 当

直
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
流

路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
4)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
再
循
環
サ
ン
プ
が
異
物
等
に
よ
り
塞
が

れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
5)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
入
口
弁
が
、
閉
止
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
6)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
２
台
の
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
お
よ

び
２
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１
。
ま

た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
7)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
弁
の
開

閉
確
認
を
行
い
、
弁
の
動
作
に
異
常
の
な
い
こ
と
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
が
、
正
し
い
位
置
に
復
旧

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
非
常
用
炉
心
冷
却
系
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た

場
合
、
表
５
２
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
原
子
炉

格
納
容
器
）
 

第
 
５
６
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い
て
、

原
子

炉
格

納
容
器
は
、
表
５
６
－
１
で
定
め
る
事
項

を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

 

２
．
原
子

炉
格
納
容
器
が
前
項
で

定
め

る
運

転
上

の
制
限
を

満
足

し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号

を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
原

子
炉

格
納
容

器
漏
え
い
率
が
表
５
６
－
３
で
定
め
る

い
ず
れ
か
の
漏
え
い
率
内
に
あ

る
こ
と
を

確
認

し
、
そ
の
結

果
を

発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(2
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
原

子
炉

格
納
容

器
エ
ア
ロ
ッ
ク
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
構

の
健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
結

果
を
発
電

室
長

に
通
知
す
る
。
 

(3
) 
土
木
建
築
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時
に
、
原

子
炉

格
納
容
器

の
構
造
上
の
健
全
性
を
緊
張
材
の
緊
張

力
確
認
検
査
等
に
よ
り
確
認
し

、
そ
の
結

果
を

発
電
室
長
に

通
知

す
る
。
 

(4
) 
発
電
室
長
は
、
定
期
事

業
者

検
査
時

に
、
表
５

６
－

６
で

定
め
る

系
統
の
原
子
炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁

が
模
擬
信
号
に
よ
り
隔
離
動
作

す
る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

(5
) 
当
直
課
長
は
、
定
期
事

業
者

検
査
時

に
、
事
故

条
件

下
に

お
い
て

閉
止
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
原

子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
で
、
閉

操
作
ま
た

は
閉
動

作
が
可
能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
開
状
態
と
し
て

い
る
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁

（
前
号
で

隔
離

動
作
を
確
認

し
た

原
子
炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁
を
含
む
）

を
除
き
、
閉
止
状
態
で
あ

る
こ

と
を
確
認

す
る
。
た

だ
し
、
原
子
炉

格
納
容
器
隔
離
弁
の
う
ち
、
手
動
隔
離

弁
お
よ
び
閉
止
フ
ラ
ン
ジ
に
つ

い
て
は
、
至

近
の
記
録
、
施

錠
管
理
の
実
施
、
区
域
管
理
の
実
施
等
に
よ
り

確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

(6
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
、
２
、
３

お
よ

び
４
に
お
い

て
、
１
２
時
間
に
１
回
、
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

を
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
原
子
炉
格
納

容
器

が
第

１
項

で
定
め
る

運
転

上
の

制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
る

。
 

(1
) 

原
子
炉

格
納
容

器
エ
ア
ロ

ッ
ク
以
外

の
理
由

に
よ

り
運
転
上

の
制
限
を

満
足

し
て
い

な
い
と
判

断
し
た

場
合
は
、
表
５
６
－
４
の
措
置

を
講
じ
る

。
 

(2
) 
原
子
炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ

ッ
ク
が
運

転
上

の
制
限
を
満

足
し

て
い

な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
表
５
６
－

５
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
同

表
の
条

件
Ｄ

に
該
当
す

る
場
合
は
原
子
炉
保
修
課
長
に
通
知
す
る
。
通

知
を
受
け
た
原
子
炉
保
修
課
長

は
、
同
表

の
措

置
を
講
じ
る
。
 

（
中

略
）

 

        

（
原
子
炉
格
納
容
器
）
 

第
 
５
６
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

に
お
い
て
、
原
子
炉
格
納
容
器
は
、
表
５
６
－
１
で
定
め
る
事
項

を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
原
子
炉
格
納
容
器
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号

を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
漏
え
い
率
が
表
５
６
－
３
で
定
め
る
い

ず
れ
か
の
漏
え
い
率
内
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
2)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ
ッ
ク
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
構
の

健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
3)
 土

木
建
築
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
の
構
造
上
の
健
全
性
を
緊
張
材
の
緊
張

力
確
認
検
査
等
に
よ
り
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
4)
 発

電
室
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
表
５
６
－
６
で
定
め
る
系
統
の
原
子
炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁

が
模
擬
信
号
に
よ
り
隔
離
動
作
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
5)
 当

直
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
事
故
条
件
下
に
お
い
て
閉
止
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
原

子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
で
、
閉
操
作
ま
た
は
閉
動
作
が
可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
条
件
に
開
状
態
と
し
て

い
る
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
（
前
号
で
隔
離
動
作
を
確
認
し
た
原
子
炉
格
納
容
器
自
動
隔
離
弁
を
含
む
）

を
除
き
、
閉
止
状
態
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
原
子
炉
格
納
容
器
隔
離
弁
の
う
ち
、
手
動
隔
離

弁
お
よ
び
閉
止
フ
ラ
ン
ジ
に
つ
い
て
は
、
至
近
の
記
録
、
施
錠
管
理
の
実
施
、
区
域
管
理
の
実
施
等
に
よ
り

確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
6)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
１
２
時
間
に
１
回
、
原
子
炉
格
納
容
器
圧
力

を
確
認
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
原
子
炉
格
納
容
器
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
1)
 
原
子

炉
格
納
容

器
エ
ア

ロ
ッ
ク
以

外
の
理

由
に

よ
り
運
転

上
の
制
限

を
満

足
し
て
い

な
い
と

判
断
し
た

場
合
は
、
表
５
６
－
４
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
2)
 原

子
炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ
ッ
ク
が
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
は
、
表
５
６
－

５
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
同
表
の
条
件
Ｄ
に
該
当
す
る
場
合
は
機
械
保
修
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知

を
受
け
た
機
械
保
修
課
長
は
、
同
表
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

（
中
略
）
 

        

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
５
６
－

５
（
続
き
）

※
９

※
１

０
※

１
１
 

条
件
 

要
求

さ
れ

る
措
置
 

完
了
時
間
 

D
. 
条
件

Ａ
、
Ｂ
ま
た

は
Ｃ

以
外

の
理

由
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

１
基

以
上

の
機

能
が

確
保

で
き

な
い

場
合
 

D.
1 
原
子
炉

保
修
課

長
は
、
当

該
原
子
炉

格
納
容
器

エ
ア

ロ
ッ

ク
の
漏

え
い

率
の

評
価

に
向

け
た

措
置

を
開
始

す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

D.
2 
当
直
課

長
は
、
当

該
原

子
炉

格
納
容

器
エ
ア
ロ

ッ
ク

の
１
つ

の
ド

ア
を
閉
止
す

る
。
ま
た
は
閉

止
さ

れ
て
い

る
こ

と
を
確
認
す

る
。

 

お
よ
び
 

１
時
間
 

D.
3 
原
子
炉

保
修
課

長
は
、
当

該
原
子
炉

格
納
容
器

エ
ア

ロ
ッ
ク

の
機

能
を
復
旧
し
、
そ

の
結
果
を

当
直

課
長
に

通
知

す
る
。
 

２
４
時
間
 

E
. 
条
件
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

ま
た

は
Ｄ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い
場
合
 

E.
1 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
３

に
す
る
。

 

お
よ
び
 

１
２
時
間
 

E.
2 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５

に
す
る
。
 

５
６
時
間
 

※
９
：
当

該
原
子
炉
格
納
容
器
エ

ア
ロ
ッ

ク
の
修

理
を
行
う

た
め
の
出

入
り
は
許
容
さ
れ
る
。
 

※
1
0：

常
用
お
よ
び
非
常
用
原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ
ッ
ク

の
片

方
の

ド
ア
が
閉
止
不
能
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

も
直
ち
に
閉
止
で
き
る
こ
と

を
条

件
に

、
一
時

的
に
当
該

原
子

炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ
ッ
ク
を
使
用
す
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
る
。
 

※
1
1：

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
構
が

動
作

不
能

な
場

合
、
同
時

に
両

方
の

ド
ア
が
開
放
さ
れ
な
い
こ
と
を
条
件
に
出

入
り
が
許
容
さ
れ
る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

表
５
６
－
５
（
続
き
）

※
９

※
１

０
※

１
１
 

条
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

D.
 条

件
Ａ
、
Ｂ
ま
た

は
Ｃ

以
外

の
理

由
に

よ
り

原
子

炉
格

納
容

器
エ

ア
ロ

ッ
ク

１
基

以
上

の
機

能
が

確
保

で
き

な
い

場
合
 

D
.1
 機

械
保
修
課
長

は
、
当
該
原
子
炉
格
納
容
器
エ

ア
ロ

ッ
ク

の
漏
え
い

率
の
評

価
に

向
け

た
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

速
や
か
に
 

D
.2
 当

直
課
長
は
、
当

該
原
子
炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ

ッ
ク
の
１
つ
の
ド
ア
を
閉
止
す
る
。
ま
た
は
閉

止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

１
時
間
 

D
.3
 機

械
保
修
課
長

は
、
当
該
原
子
炉
格
納
容
器
エ

ア
ロ
ッ
ク
の
機
能
を
復
旧
し
、
そ
の
結
果
を
当

直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

２
４
時
間
 

E.
 条

件
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ

ま
た

は
Ｄ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き

な
い
場
合
 

E
.1
 当

直
課
長
は
、

モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

１
２
時
間
 

E
.2
 当

直
課
長
は
、

モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

５
６
時
間
 

※
９
：
当
該
原
子
炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ
ッ
ク
の
修
理
を
行
う
た
め
の
出
入
り
は
許
容
さ
れ
る
。
 

※
1
0：

常
用
お
よ
び
非
常
用
原
子
炉
格
納
容
器

エ
ア
ロ
ッ
ク
の
片
方
の
ド
ア
が
閉
止
不
能
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

も
直
ち
に
閉
止
で
き
る
こ
と
を
条
件
に

、
一
時
的
に
当
該
原
子
炉
格
納
容
器
エ
ア
ロ
ッ
ク
を
使
用
す
る
こ

と
が
許
容
さ
れ
る
。
 

※
1
1：

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
構
が
動
作
不
能
な

場
合
、
同
時
に
両
方
の
ド
ア
が
開
放
さ
れ
な
い
こ
と
を
条
件
に
出

入
り
が
許
容
さ
れ
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
ア
ニ
ュ

ラ
ス
空
気
浄
化
系
）
 

第
 
６
５
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
お

よ
び

４
に

お
い
て
、

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空
気
浄
化
系
は
、
表
６
５
－
１
で
定
め

る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と

す
る
。
 

２
．
ア
ニ

ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
系
が

前
項

で
定

め
る

運
転
上
の

制
限

を
満

足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次

の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
ア

ニ
ュ

ラ
ス
空

気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率

（
総
合
除
去
効
率
）
が
表
６

５
－

２
に
定

め
る
値

で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知

す
る
。
 

(2
) 
発
電
室
長
は
、
定
期
事

業
者

検
査
時

に
、
ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄
化

フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(3
) 
発
電
室
長
は
、
定
期
事
業

者
検
査
時

に
、
ア
ニ
ュ

ラ
ス

空
気
浄
化

フ
ァ
ン
の
起
動
に
よ
り
、
自
動
作
動
ダ

ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す

る
こ
と
を

確
認

す
る
。
 

(4
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
、
２
、
３

お
よ

び
４
に
お
い

て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
２
台
の
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気

浄
化
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
、
フ
ァ

ン
を
起
動

し
、

動
作
可
能
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る

※
１
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス

空
気

浄
化

系
が

第
１
項
で

定
め

る
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
場
合
、
表
６
５
－
３
の

措
置

を
講
じ

る
。
 

 ※
１
：
運

転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
に
よ
り

確
認
す
る

（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
系
）
 

第
 
６
５
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

に
お
い
て
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
系
は
、
表
６
５
－
１
で
定
め

る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次

の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時

に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率
（
総

合
除
去
効
率
）
が
表
６
５
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。 

 (
2)
 発

電
室
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
3)
 発

電
室
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
フ
ァ
ン
の
起
動
に
よ
り
、
自
動
作
動
ダ

ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
4)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
２
台
の
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気

浄
化
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
空
気
浄
化
系
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断

し
た
場
合
、
表
６
５
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
運
転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
主
蒸
気

安
全
弁
）
 

第
 
６
７
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２

お
よ
び
３

に
お
い

て
※

１
、
主

蒸
気

安
全

弁
は
、
表
６
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運

転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
主
蒸

気
安
全
弁
が
前
項
で
定

め
る

運
転

上
の

制
限
を
満

足
し

て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施

す
る
。
 

(1
) 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査

時
に
、
主

蒸
気
安
全

弁
設
定
値
が
表
６
７
－
３
に
定
め
る
値

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の

結
果
を
当

直
課

長
に
通
知
す

る
。

 

３
．
当
直

課
長
は
、
主
蒸
気
安
全

弁
が
第

１
項

で
定
め
る
運

転
上

の
制

限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
６
７
－
４
の
措
置
を
講
じ

る
。
 

 ※
１
：
原

子
炉
起
動
時
の
モ
ー
ド

３
か
ら

、
主
蒸

気
安
全
弁

機
能
検
査

が
完
了
す
る
ま
で
の
間
を
除
く
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
主
蒸
気
安
全
弁
）
 

第
 
６
７
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て

※
１
、
主
蒸
気
安
全
弁
は
、
表
６
７
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運

転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
主
蒸
気
安
全
弁
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実
施

す
る
。
 

(
1)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
主
蒸
気
安
全
弁
設
定
値
が
表
６
７
－
３
に
定
め
る
値
で
あ

る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
当
直
課
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
主
蒸
気
安
全
弁
が
第
１
項
で

定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、

表
６
７
－
４
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
原
子
炉
起
動
時
の
モ
ー
ド
３
か
ら
、
主
蒸
気
安
全
弁
機
能
検
査
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
を
除
く
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
主
給
水

隔
離
弁
、
主
給
水
制
御

弁
お
よ

び
主
給

水
バ
イ
パ

ス
制
御
弁

）
 

第
 
６
９
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
お

よ
び

３
に

お
い

て
、
主
給

水
隔

離
弁

、
主
給
水
制
御
弁
お
よ
び
主
給
水
バ
イ
パ

ス
制
御
弁
は
、
表
６
９
－
１

で
定

め
る
事

項
を
運

転
上
の
制

限
と
す
る

。
 

２
．
主
給

水
隔
離
弁
、
主
給
水
制

御
弁

お
よ

び
主

給
水
バ
イ

パ
ス

制
御

弁
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
た

め
、
次

の
各
号

を
実
施
す

る
。
 

(1
) 
電
気
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時

に
、
主

給
水

隔
離
弁
が

閉
止
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ

の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す

る
。
 

(2
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業
者
検

査
時
に
、
主

給
水

制
御
弁
お

よ
び
主
給
水
バ
イ
パ
ス
制
御
弁
が
閉
止

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、

そ
の
結
果

を
発

電
室
長
に
通

知
す

る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
主
給
水
隔
離

弁
、

主
給

水
制

御
弁
ま
た

は
主

給
水

バ
イ
パ
ス
制
御
弁
が
第
１
項
で
定
め
る
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い

な
い

と
判
断

し
た
場

合
、
表
６

９
－
２
の

措
置
を
講
じ
る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
主
給
水
隔
離
弁
、
主
給
水
制
御
弁
お
よ
び
主
給
水
バ
イ
パ
ス
制
御
弁
）
 

第
 
６
９
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お

い
て
、
主
給
水
隔
離
弁
、
主
給
水
制
御
弁
お
よ
び
主
給
水
バ
イ
パ

ス
制
御
弁
は
、
表
６
９
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
主
給
水
隔
離
弁
、
主
給
水
制
御
弁
お
よ
び
主
給
水
バ
イ
パ
ス
制
御
弁
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
主
給
水
隔
離
弁
が
閉
止
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ

の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

(
2)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
主
給
水
制
御
弁
お
よ
び
主
給
水
バ
イ
パ
ス
制
御
弁
が
閉
止

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
主
給
水
隔
離
弁
、
主
給
水
制
御
弁
ま
た
は
主
給
水
バ
イ
パ
ス
制
御
弁
が
第
１
項
で
定
め
る
運

転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
、
表
６
９
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

       組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
主
蒸
気

逃
が
し
弁
）
 

第
 
７
０
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
お

よ
び

４
（

蒸
気
発
生

器
が

熱
除

去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に

お
い
て
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁

は
、

表
７
０

－
１
で

定
め
る
事

項
を
運
転

上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
主
蒸

気
逃
が
し
弁
が
前
項
で

定
め

る
運

転
上

の
制
限
を

満
足

し
て

い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実

施
す
る
。
 

(1
) 
計
装
保
修
課
長
は
、
定
期

事
業

者
検

査
時
に
、
主
蒸
気

逃
が

し
弁

が
手
動
で
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
、

そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知

す
る
。
 

３
．
当
直

課
長
は
、
主
蒸
気
逃
が

し
弁

が
第

１
項

で
定
め
る

運
転

上
の

制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
表
７
０
－
２
の
措
置
を

講
じ

る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
主
蒸
気
逃
が
し
弁
）
 

第
 
７
０
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４

（
蒸
気
発
生
器
が
熱
除
去
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に

お
い
て
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
は
、
表
７
０
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号
を
実

施
す
る
。
 

(
1)
 電

気
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
手
動
で
開
弁
で
き
る
こ
と
を
確
認
し
、

そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
表
７
０
－
２
の
措
置
を
講
じ
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
中
央
制

御
室
非
常
用
循
環
系
）
 

第
 
７
６
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、

３
、

４
お

よ
び

使
用
済
燃

料
ピ

ッ
ト

で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
、
中

央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
は

、
表

７
６
－

１
で
定

め
る
事
項

を
運
転
上

の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
中
央

制
御
室
非
常
用
循
環
系

が
前

項
で

定
め

る
運
転
上

の
制

限
を

満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、

次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
定

期
事
業
者

検
査
時

に
、
中

央
制

御
室
非

常
用
循
環
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効

率
（
総
合
除
去
効
率
）
が
表
７

６
－

２
に

定
め
る

値
で
あ

る
こ

と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通

知
す
る
。
 

(2
) 
発
電
室
長
は
、
定
期
事

業
者

検
査
時

に
、
中
央

制
御

室
非

常
用
循

環
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す

る
こ
と
、
お
よ
び
自
動
作
動
ダ

ン
パ
が
正

し
い

位
置
に
作
動

す
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(3
) 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
お

よ
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い

て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
中
央
制

御
室

あ
た

り
２
台

以
上
の

中
央

制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
、
フ

ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と

を
確

認
す

る
※
１
。

 

３
．
当
直

課
長
は
、
中
央
制
御
室

非
常

用
循

環
系

が
第
１
項

で
定

め
る

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判

断
し
た
場
合
、
表
７
６
－
３
の

措
置

を
講

じ
る

と
と
も
に
、

使
用

済
燃

料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を

中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は

、
原

子
燃

料
課

長
に
通
知
す

る
。

通
知

を
受
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
、
同
表
の

措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
運

転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
に
よ
り

確
認
す
る

。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

（
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
）
 

第
 
７
６
 条

 
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
お
よ

び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い
て
、
中

央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
は
、
表
７
６
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
 

２
．
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、

次
の
各
号
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 機

械
保
修
課
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ィ
ル
タ
の
よ
う
素
除
去
効
率

（
総
合
除
去
効
率
）
が
表
７
６
－
２
に
定
め
る
値
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
に
通
知

す
る
。
 

(
2)
 発

電
室
長
は
、
定
期
事
業
者
検
査
時
に
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ
ン
が
模
擬
信
号
に
よ
り
起
動
す

る
こ
と
、
お
よ
び
自
動
作
動
ダ
ン
パ
が
正
し
い
位
置
に
作
動
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

(
3)
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
お
よ
び
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
移
動
中
に
お
い

て
、
１
ヶ
月
に
１
回
、
中
央
制
御
室
あ
た
り
２
台
以
上
の
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
、
フ

ァ
ン
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１
。
 

３
．
当
直
課
長
は
、
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判

断
し
た
場
合
、
表
７
６
－
３
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
で
の
照
射
済
燃
料
の
移
動
を

中
止
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
原
子
燃
料
課
長
に
通
知
す
る
。
通
知
を
受
け
た
原
子
燃
料
課
長
は
、
同
表
の

措
置
を
講
じ
る
。
 

 ※
１
：
運
転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
重
大
事

故
等
対
処
設
備
）
 

第
 
９
０
 条

 
次
の
各
号
の
重
大

事
故
等

対
処
設

備
は
、
表

９
０

－
１

で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。 

(1
) 
緊
急
停
止
失
敗
時
に
原
子

炉
を
未
臨

界
に

す
る
た
め
の

設
備

 

(2
) 
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド
ブ

リ
ー

ド
を
す
る
た

め
の

設
備
 

(3
) 
炉
心
注
水
を
す
る
た
め
の

設
備
 

(4
) 
１
次
冷
却
系
の
減
圧
を
す

る
た
め
の

設
備

 

(5
) 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
等
を
す

る
た

め
の
設
備
 

(6
) 
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然

対
流
冷
却

を
す

る
た
め
の
設
備
 

(7
) 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷

却
（

注
水
）
を
す

る
た

め
の

設
備
 

(8
) 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ

る
炉
心
冷

却
（

蒸
気
放
出
）

を
す

る
た

め
の
設
備
 

(9
) 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器

の
破

損
を
防
止
す

る
た

め
の

設
備
 

(1
0)
 水

素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉

建
屋
等

の
損

傷
を
防
止
す

る
等

の
た

め
の
設
備
 

(1
1)
 使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷

却
等
の

た
め

の
設
備
 

(1
2)
 発

電
所
外
へ
の
放
射
性
物

質
の
拡

散
を

抑
制
す
る
た

め
の

設
備
 

(1
3)
 重

大
事
故
等
の
収
束
に
必

要
と
な

る
水

の
供
給
設
備

 

(1
4)
 電

源
設
備
 

(1
5)
 計

装
設
備
 

(1
6)
 中

央
制
御
室
 

(1
7)
 監

視
測
定
設
備
 

(1
8)
 緊

急
時
対
策
所
 

(1
9)
 通

信
連
絡
を
行
う
た
め
に

必
要
な

設
備

 

(2
0)
 そ

の
他
の
設
備
 

２
．
重
大

事
故
等
対
処
設
備
が
前

項
で

定
め

る
運

転
上
の
制

限
を

満
足

し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号

を
実
施

す
る
。
 

(1
) 
各
課
（
室
）
長
（
品
質
保

証
室
長
、
品
質

保
証
室

課
長
、
安
全
・
防
災
室
長
、
安
全
・
防
災
室
課
長
、
所

長
室
長
、
所
長
室
課
長
（
総
務

）、
技
術
課

長
、
保

全
計
画

課
長
、
土
木
建
築
課
長
、
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課

長
、
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長

お
よ
び
土

木
建

築
工
事
グ
ル

ー
プ

課
長
（
以
下
、「

品
質
保
証
室
長
等
」
と
い

う
。
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）

を
除
く

。）
は
、
表

９
０

－
２

か
ら
表

９
０
－
２
１
に
定
め
る
確
認
事
項
を
実

施
す
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
長
（

品
質

保
証
室

長
等
を
除

く
。）

は
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
ま
た
は
当
直

課
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
各
課

（
室
）
長
（
品
質
保
証

室
長

等
を

除
く

。
）
は
、

重
大

事
故

等
対
処
設
備
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上

の
制
限

を
満
足
し
て
い
な
い
と

判
断

し
た

場
合
、
表

９
０

－
２

か
ら

表
９
０
－
２
１
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
必
要

に
応
じ
関
係
各
課
（
室

）
長

へ
通

知
す
る
。

通
知

を
受

け
た

関
係
各
課
（
室
）
長
は
、
同
表
に
定
め
る

措
置
を

講
じ
る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

  

（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
）
 

第
 
９
０
 条

 
次
の
各
号
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
、
表
９
０
－
１
で
定
め
る
事
項
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。 

(
1)
 緊

急
停
止
失
敗
時
に
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備
 

(
2)
 １

次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の
設
備
 

(
3)
 炉

心
注
水
を
す
る
た
め
の
設
備
 

(
4)
 １

次
冷
却
系
の
減
圧
を
す
る
た
め
の
設
備
 

(
5)
 原

子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
す
る
た
め
の
設
備
 

(
6)
 原

子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
を
す
る
た
め
の
設
備
 

(
7)
 蒸

気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
注
水
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

(
8)
 蒸

気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

(
9)
 水

素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

(
10
) 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損

傷
を
防
止
す
る
等
の
た
め
の
設
備
 

(
11
) 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
等
の
た
め

の
設
備
 

(
12
) 
発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を

抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

(
13
) 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水

の
供
給
設
備
 

(
14
) 
電
源
設
備
 

(
15
) 
計
装
設
備
 

(
16
) 
中
央
制
御
室
 

(
17
) 
監
視
測
定
設
備
 

(
18
) 
緊
急
時
対
策
所
 

(
19
) 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備

 

(
20
) 
そ
の
他
の
設
備
 

２
．
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
前
項
で
定
め
る
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
次
号

を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
（
品
質
保
証
室
長
、
品
質
保
証
室
課
長
、
安
全
・
防
災
室
長
、
安
全
・
防
災
室
課
長
、
所

長
室
長
、
所
長
室
課
長
（
総
務
）
、
技
術
課

長
、
保
全
計
画
課
長
、
土
木
建
築
課
長
、
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課

長
、
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
お
よ
び
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
（
以
下
、「

品
質
保
証
室
長
等
」
と
い

う
。
本
条
に
お
い
て
同
じ
。）

を
除
く
。
）
は
、
表
９
０
－
２
か
ら
表
９
０
－
２
１
に
定
め
る
確
認
事
項
を
実

施
す
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
長
（
品
質
保

証
室
長
等
を
除
く
。）

は
、
そ
の
結
果
を
発
電
室
長
ま
た
は
当
直

課
長
に
通
知
す
る
。
 

３
．
各
課
（
室
）
長
（
品
質
保
証
室
長
等
を
除
く
。
）
は
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
第
１
項
で
定
め
る
運
転
上

の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
表
９
０
－
２
か
ら
表
９
０
－
２
１
の
措
置
を
講
じ
る
と
と
も

に
必
要
に
応
じ
関
係
各
課
（
室
）
長
へ
通
知

す
る
。
通
知
を
受
け
た
関
係
各
課
（
室
）
長
は
、
同
表
に
定
め
る

措
置
を
講
じ
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

  

 変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

２
 
緊
急
停
止
失
敗
時

に
原
子

炉
を
未

臨
界
に
す

る
た
め
の

設
備
 

 ９
０
－
２

－
１
 
原
子
炉
出
力
抑

制
（
自

動
）

※
１
 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン

ネ
ル

・
系

統

数
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足

で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和
設
備

 

ａ
．

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和

設
備

論
理

回
路

 

－
 

モ
ー

ド
１

お

よ
び

２
 

１
系

統
 

A
. 

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和
設

備
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
当
該

系
統

と
同
等

な
機

能
を

持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
３
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

計
装

保
修

課
長

 

A
.2

 
計

装
保

修
課

長
は
、

当
該

系
統
を

動
作

可
能

な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

３
０

日
 

B
. 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

ｂ
．

蒸
気

発
生

器
水

位
低

 

計
器

ス
パ

ン
の

７
％

以
上

 

モ
ー

ド
１

お

よ
び

２
 

４
※
５
 

A
. 

１
チ

ャ
ン

ネ
ル
が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A.
1
 
当

直
課

長
は

、
当
該

系
統

と
同

等
な
機

能
を

持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
３
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

６
時

間
 

設
定

値
確

認

お
よ

び
機

能

の
確

認
を

行

う
。

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

計
装

保
修

課
長

 

A.
2
 
計

装
保

修
課

長
は
、

当
該

系
統

を
動
作

可
能

な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

３
０

日
 

B
. 

条
件

A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 

１
日

に
１

回
 

当
直

課
長

 

※
１
：
本

表
に
お
け
る
動
作
可
能

と
は

、
当

該
計

装
お
よ
び

制
御

設
備

に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
が
達
成
さ
れ
て

い
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
動

作
不
能
と

は
、
点
検
・
修
理

の
た
め
に
当
該
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
し
く
は
論
理
回

路
を
バ
イ
パ
ス
す
る
場
合

ま
た

は
不

動
作

の
場

合
を
い

う
。

動
作

信
号
を
出
力
さ
せ
て
い
る
状
態
ま
た
は

誤
動
作
に
よ
り
動
作
信
号
を
出

力
し

て
い

る
状
態

は
動
作

可
能

と
み
な
す
。
 

※
２
：
チ

ャ
ン
ネ
ル
・
系
統
ご
と

に
個
別

の
条
件

が
適
用
さ

れ
る
。
 

※
３
：
原

子
炉
出
力
抑
制
（
手
動

）
機

能
に

必
要

な
設
備
（

原
子

炉
ト

リ
ッ
プ
ス
イ
ッ
チ
、
主
蒸
気
隔
離
弁
、
電

動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ

ー
ビ
ン
動

補
助

給
水
ポ
ン
プ

）
を

い
う
。
 

※
４
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

※
５
：
Ａ

Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備
に
使

用
す
る

チ
ャ
ン

ネ
ル
に
限

る
。
 

 

表
９
０
－
２
 
緊
急
停
止
失
敗
時
に
原
子
炉
を
未
臨
界
に
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
２
－
１
 
原
子
炉
出
力
抑
制
（
自
動
）

※
１
 

機
 

能
 

設
定

値
 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン

ネ
ル

・
系

統

数
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
・

系
統

数
を

満
足
で
き

な
い

場
合
の
措

置
※
２
 

確
認

事
項
 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

１
．

Ａ
Ｔ

Ｗ
Ｓ

緩
和
設
備

 

ａ
．
Ａ

Ｔ
Ｗ

Ｓ
緩

和

設
備

論
理

回
路
 

－
 

モ
ー

ド
１

お

よ
び

２
 

１
系

統
 

A.
 
Ａ

Ｔ
Ｗ

Ｓ
緩

和
設

備
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

A
.1

 
当

直
課

長
は

、
当
該

系
統

と
同
等

な
機

能
を

持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
３
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

６
時

間
 

機
能

の
確

認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

電
気

保
修

課
長

 

A
.2

 
電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

系
統
を

動
作

可
能

な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

３
０

日
 

B.
 
条

件
A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 

１
２

時
間

 

ｂ
．
蒸

気
発

生
器

水

位
低

 

計
器

ス
パ

ン
の

７
％

以
上

 

モ
ー

ド
１

お

よ
び

２
 

４
※
５
 

A.
 
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合

 

A.
1
 
当

直
課

長
は

、
当

該
系

統
と

同
等

な
機

能
を

持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
３
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

６
時

間
 

設
定

値
確

認

お
よ

び
機

能

の
確

認
を

行

う
。

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

電
気

保
修

課
長

 

A.
2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
系

統
を

動
作

可
能

な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

３
０

日
 

B.
 
条

件
A
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で

き
な

い
場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。
 

１
２

時
間

 
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を

指
示

値
に

よ

り
確

認
す

る
。
 １

日
に

１
回

 
当

直
課

長
 

※
１
：
本
表
に
お
け
る
動
作
可
能
と
は
、
当
該
計
装
お
よ
び
制
御
設
備
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
が
達
成
さ
れ
て

い
る
状
態
を
い
う
。
ま
た
、
動
作
不
能
と
は
、
点
検
・
修
理
の
た
め
に
当
該
チ
ャ
ン
ネ
ル
も
し
く
は
論
理
回

路
を
バ
イ
パ
ス
す
る
場
合
ま
た
は
不
動
作

の
場
合
を
い
う
。
動
作
信
号
を
出
力
さ
せ
て
い
る
状
態
ま
た
は

誤
動
作
に
よ
り
動
作
信
号
を
出
力
し
て
い
る
状
態
は
動
作
可
能
と
み
な
す
。
 

※
２
：
チ
ャ
ン
ネ
ル
・
系
統
ご
と
に
個
別
の
条
件
が
適
用
さ
れ
る
。
 

※
３
：
原
子
炉
出
力
抑
制
（
手
動
）
機
能
に
必
要
な
設
備
（
原
子
炉
ト
リ
ッ
プ
ス
イ
ッ
チ
、
主
蒸
気
隔
離
弁
、
電

動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
お
よ
び
タ
ー
ビ
ン
動
補
助
給
水
ポ
ン
プ
）
を
い
う
。
 

※
４
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

※
５
：
Ａ
Ｔ
Ｗ
Ｓ
緩
和
設
備
に
使
用
す
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
限
る
。
 

 

       組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

       記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

３
 
１
次
冷
却
系
の
フ

ィ
ー
ド

ア
ン
ド

ブ
リ
ー
ド

を
す
る
た

め
の
設
備
 

 ９
０
－
３

－
１
 
１
次
冷
却
系
の

フ
ィ
ー

ド
ア
ン

ド
ブ
リ
ー
ド
 

 

（
中

略
）

 

 (
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

高
圧

注
入

ポ

ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な

振
動
、
異

音
、
異

臭
、
漏
え
い
が
な

い
こ
と
、
お

よ
び
テ
ス

ト
ラ

イ
ン
に
お
け
る
揚
程
が

 
 

m以
上

、
容
量

が
 

 
 

m
3
/h
以
上

で
あ

る
こ
と
を

確
認
す
る

。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

発
電
室
長
 

施
錠

等
に

よ
り

固
定

さ
れ

て
い

な
い

非
常

用

炉
心

冷
却

系
の

流
路

中
の

弁
が

正
し

い
位

置

に
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お

よ
び
３

に
お

い
て
、
２
台
の

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動

作
可
能

で
あ
る
こ

と
を

確
認
す
る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際

に
操
作
し

た
弁
に
つ

い
て

は
、
正
し
い
位
置
に

復
旧
し
て

い
る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発

生
器
が
熱

除
去
の
た

め
に

使
用
さ
れ
て
い
る
場

合
）
に

お
い

て
、
２
台
の

ポ
ン

プ
が

手
動

起
動

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直
課
長
 

加
圧

器
逃

が

し
弁
 

加
圧

器
逃

が
し

弁
が

全
開

お
よ

び
全

閉
す

る

こ
と
を
確
認
す
る
。

 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

計
装
保
修
課
長
 

 

（
以

下
略
）

 

 

表
９
０
－
３
 
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
３
－
１
 
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
 

 

（
中
略
）
 

 (
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

高
圧

注
入

ポ

ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振

動
、
異
音
、
異

臭
、
漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お

よ
び
テ
ス
ト
ラ

イ
ン
に
お
け
る
揚
程
が

 
 

m
以
上
、
容
量
が
 

 
 

m
3
/h
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

発
電
室
長
 

施
錠

等
に
よ

り
固

定
さ

れ
て

い
な

い
非

常
用

炉
心

冷
却
系

の
流

路
中

の
弁

が
正

し
い

位
置

に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お

い
て
、
２
台
の

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し

た
弁
に
つ
い
て

は
、
正
し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
４
（
蒸
気
発
生
器
が
熱

除
去
の
た
め
に

使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
）
に
お
い
て
、
２
台
の

ポ
ン

プ
が
手

動
起

動
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直
課
長
 

加
圧

器
逃

が

し
弁
 

加
圧

器
逃
が

し
弁

が
全

開
お

よ
び

全
閉

す
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

電
気
保
修
課
長
 

 

（
以
下
略
）
 

 

                         組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

 
 

 
枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
４

－
３
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
Ｂ

充
て
ん

ポ
ン
プ
（

自
己
冷
却

）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－
 

（
中

略
）

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
、
お
よ

び
４
 

A.
 Ｂ

充
て
ん
ポ

ン
プ

（
自
己
冷
却
）

に

よ
る
充
て
ん
系

が

動
作
不
能
で
あ

る

場
合
 

A
.1
 当

直
課

長
は
、

１
台
の

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起

動
し
、

動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す

る
※

７
と
と
も

に
そ
の
他
の
設
備

※
８
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
と
同

等
の

機
能
を

持
つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備

※

９
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確
認
す
る

※
１

０
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、

当
該
系

統
を
動
作
可
能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。

 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

    ３
０
日
 

B.
 条

件
Ａ
の
措

置
を

完
了
時
間
内
に

達

成
で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 Ｂ

充
て
ん
ポ

ン
プ

（
自
己
冷
却
）

に

よ
る
充
て
ん
系

が

動
作
不
能
で
あ

る

場
合
 

A
.1
 当

直
課

長
は
、
当

該
系
統

を
動
作
可
能
な
状

態
に

復
旧
す

る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、

１
次
冷

却
系
の
水
抜
き
を

行
っ

て
い
る

場
合
は

、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
（
１
次
冷
却
系

非
満

水
）
ま

た
は
モ

ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低

水
位
）

の
場
合

、
１
次
系
保
有
水
を

回
復

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.4
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
と
同

等
の

機
能
を

持
つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備

※

９
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確
認
す
る

※
１

０
措

置
を

開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

 

９
０
－
４
－
３
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－
 

（
中
略
）
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
、
お
よ

び
４
 

A
. 
Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ

（
自
己
冷
却
）
に

よ
る
充
て
ん
系
が

動
作
不
能
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る

※
７
と
と
も
に
そ
の
他
の
設
備

※
８
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の

機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
９
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１

０
。
 

 お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

    ３
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ

（
自
己
冷
却
）
に

よ
る
充
て
ん
系
が

動
作
不
能
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を

回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の

機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
９
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１

０
措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

 

          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

※
７
：
運

転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
よ
り
確

認
す
る
。

 

※
８
：
残

り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台
、

高
圧
注

入
ポ
ン
プ

２
台
、
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ
び
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い

、
至
近
の

記
録

等
に
よ
り
動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
可

搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
に

よ
る
代

替
炉
心
注

水
系
を
い

う
。
 

※
１
０
：

「
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
」
の

確
認
は

、
対
象
設

備
の
至
近

の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
当

該
系
統
に

要
求
さ

れ
る
準
備

時
間

を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と

同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対
処
設

備
を
設

置
し
、
接

続
口

付
近
ま
で
の
ホ
ー
ス
を
敷
設
す
る
補
完

措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を

含
む
。
 

 

※
７
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ
び
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
い
う
。
 

※
１
０
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に

要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と

同
等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設

備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
の
ホ
ー
ス
を
敷
設
す
る
補
完

措
置
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

 

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
４

－
４
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
Ａ

格
納
容

器
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ

（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代
替
炉

心
注
水
－

 （
中

略
）

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 Ａ

格
納
容
器

ス
プ

レ
イ
ポ
ン
プ
（

Ｒ

Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ

Ｓ

連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代

替

炉
心
注
水
系
が

動

作
不
能
で
あ
る

場

合
 

A
.1
 当

直
課

長
は
、

１
台
の

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起

動
し
、

動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す

る
※

３
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４

が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
と
同

等
の

機
能
を

持
つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。

 

A
.3
 当

直
課

長
は
、

当
該
系

統
を
動
作
可
能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。

 

表
６
４
－
４
 

A.
2の

初
回

確
認
完
了
後

４
時
間
 

 ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B.
 条

件
Ａ
の
措

置
を

完
了
時
間
内
に

達

成
で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 Ａ

格
納
容
器

ス
プ

レ
イ
ポ
ン
プ
（

Ｒ

Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ

Ｓ

連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代

替

炉
心
注
水
系
が

動

作
不
能
で
あ
る

場

合
 

A
.1
 
当
直

課
長
は
、

当
該
系

統
を
動
作

可
能
な

状
態

に
復

旧
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、

１
次
冷

却
系
の
水
抜
き
を

行
っ

て
い
る

場
合
は

、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
（
１
次
冷
却
系

非
満

水
）
ま

た
は
モ

ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低

水
位
）

の
場
合

、
１
次
系
保
有
水
を

回
復

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.4
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
と
同

等
の

機
能
を

持
つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
措

置
を

開
始
す

る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
３
：
運

転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
よ
り
確

認
す
る
。

 

９
０
－
４
－
４
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－
 （

中
略
）
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
Ａ
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ

Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ

連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代
替

炉
心
注
水
系
が
動

作
不
能
で
あ
る
場

合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る

※
３
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の

機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。
 

 A.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

表
６
４
－
４
 

A.
2の

初
回

確
認
完
了
後

４
時
間
 

 ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
Ａ
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ

Ｈ
Ｒ
Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ

連
絡
ラ
イ
ン
使

用
）
に
よ
る
代
替

炉
心
注
水
系
が
動

作
不
能
で
あ
る
場

合
 

A.
1 

当
直
課
長

は
、
当

該
系
統
を

動
作
可

能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を

行
っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を

回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の

機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
３
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
よ
り
確
認
す
る
。
 

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

※
４
：
残

り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台

、
お

よ
び

高
圧
注
入

ポ
ン

プ
２

台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
５
：
可

搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
に

よ
る
代

替
炉
心
注

水
系
を
い

う
。
 

※
６
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

  

※
４
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
お
よ
び
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
２
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
５
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
を
い
う
。
 

※
６
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

  

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
４

－
５
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
可

搬
式
代

替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
異

常
な
振

動
、
異
音
、
異

臭
、

漏
え
い

が
な

い
こ
と
、
お
よ
び

揚
程
が

 
 
ｍ

以

上
、
容

量
が

 
 
m
3
/
h以

上
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す
る
。

 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６

に
お
い

て
、
ポ

ン
プ

を
起
動

し
、
動
作

可
能

で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

電
源
車
（
可
搬
式
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

用
）
 

発
電
機

を
起

動
し
、
運
転
状
態
（

電
圧

等
）
に
異

常
が
な

い
こ

と
を
確

認
す
る

。
 

１
年
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６

に
お
い

て
、
発

電
機

を
起
動

し
、
動
作

可
能

で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
異

常
な
振

動
、
異
音
、
異

臭
、

漏
え
い

が
な

い
こ
と

、
お
よ

び
吐

出
圧
力
が
 

 
 
 
MP
a以

上
、

容
量
が

 
 
m
3
/h
以

上
で
あ

る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６

に
お
い

て
、
ポ

ン
プ

を
起
動

し
、
動
作

可
能

で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

仮
設
組
立
式
水
槽
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６

に
お
い

て
、

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

           

９
０
－
４
－
５
 
代
替
炉
心
注
水
 
－
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
－
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬
式
代
替
低
圧
注

水
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異

常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
揚
程
が

 
 
ｍ
以

上
、
容
量
が

 
 
m3
/
h以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

電
源
車
（
可
搬
式
代

替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ

用
）
 

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異

常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
発
電
機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異

常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が
 

 
 
 
MP
a以

上
、
容
量
が

 
 
m3
/
h以

上
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

仮
設
組
立
式
水
槽
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

           

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

                              

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 可

搬
式
代
替

低
圧

注
水
ポ
ン
プ
に

よ

る
代
替
炉
心
注

水

系
の
う
ち
、
動

作

可
能
な
系
統
が

２

系
統
未
満
で
あ

る

場
合
 

A
.1
 当

直
課

長
は
、

１
台
の

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起

動
し
、

動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す

る
※

３
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４

が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、

当
該
系

統
と
同
等
の
機
能

を
持

つ
重
大

事
故
等

対
処
設
備

※
５
が
動
作

可
能

で
あ
る

こ
と
を

確
認
す
る

※
６
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B.
 可

搬
式
代
替

低
圧

注
水
ポ
ン
プ
に

よ

る
代
替
炉
心
注

水

系
の
う
ち
、
動

作

可
能
な
系
統
が

１

系
統
未
満
で
あ

る

場
合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

１
台
の

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起

動
し
、

動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す

る
※

３
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４

が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 当

直
課

長
は
、

当
該
系

統
と
同
等
の
機
能

を
持

つ
重
大

事
故
等

対
処
設
備

※
５
が
動
作

可
能

で
あ
る

こ
と
を

確
認
す
る

※
６
。
 

お
よ

び
 

B
.3
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C.
 条

件
Ａ
ま
た

は
Ｂ

の
措
置
を
完
了

時

間
内
に
達
成
で

き

な
い
場
合
 

C
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 

（
以

下
略
）

 

  

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
可
搬
式
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
炉
心
注
水

系
の
う
ち
、
動
作

可
能
な
系
統
が
２

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

A
.1
 当

直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る

※
３
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当

直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 機

械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 
可
搬
式
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
に
よ

る
代
替
炉
心
注
水

系
の
う
ち
、
動
作

可
能
な
系
統
が
１

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

B
.1
 当

直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る

※
３
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 当

直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 機

械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C
.1
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.2
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

 

（
以
下
略
）
 

  

            組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
４

－
６
 
代
替
再
循
環
 

（
中

略
）

 

 (
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
、
Ａ
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却

器
 

施
錠
等

に
よ

り
固
定

さ
れ
て

い
な

い
原
子

炉
格
納
容

器
ス
プ

レ
イ

系
の
流

路
中
の

弁
が

正
し
い

位
置
に
あ

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、

異
常
な

振
動

、
異
音

、
異
臭
、

漏
え
い

が
な

い
こ
と

、
お
よ

び
テ

ス
ト
ラ

イ
ン
に
お

け
る
揚

程
が

 
 
ｍ
以

上
、

容
量
が

 
 
 
m
3
/
h以

上

で
あ
る

こ
と

を
確
認

す
る
。

 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
お

よ
び
４

に
お

い
て
、
ポ

ン
プ
を

起
動
し

、
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

ま
た
、

確
認

す
る
際

に
操
作

し
た

弁
に
つ

い
て
は
、

正
し
い

位
置

に
復
旧

し
て
い

る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド

５
お

よ
び
６

に
お
い

て
、
ポ
ン
プ

が
手

動
起
動

可
能
で

あ
る

こ
と
を

確
認
す

る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
再
循
環
サ

ン
プ
側
入
口
格
納
容

器
隔
離
弁
 

Ａ
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

再
循
環

サ
ン
プ

側
入

口
格

納
容

器
隔

離
弁

が
手

動
で

開
弁
で

き
る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
、
格
納
容
器
再

循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ

ー
ン
 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

が
異

物
等
に

よ
り
塞

が
れ

て
い
な

い
こ

と
を
確

認
す
る

。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

Ｂ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 

施
錠

等
に

よ
り

固
定

さ
れ

て
い

な
い
非

常
用
炉

心
冷

却
系

の
流

路
中

の
弁

が
正

し
い

位
置
に

あ
る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
異
常
な
振

動
、
異

音
、
異
臭
、
漏

え
い
が

な
い

こ
と
、
お

よ
び
テ

ス
ト
ラ
イ

ン
に

お
け
る

揚
程
が

 
 
ｍ

以
上
、
容
量
が

 
 
m
3
/
h以

上
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１

、
２

お
よ
び
３
に
お

い
て
、
ポ
ン
プ

を
起
動

し
、
動

作
可

能
で
あ

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

ま
た
、
確

認
す

る
際
に
操
作
し

た
弁

に
つ

い
て
は
、
正

し
い
位

置
に

復
旧
し

て
い
る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

９
０
－
４
－
６
 
代
替
再
循
環
 

（
中
略
）
 

 (
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
、
Ａ
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
冷
却

器
 

施
錠
等
に
よ
り
固
定
さ
れ
て
い
な
い
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
系
の
流
路
中
の
弁
が
正
し
い
位
置
に
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
テ
ス
ト
ラ
イ
ン
に
お

け
る
揚
程
が

 
 
ｍ
以

上
、
容
量
が

 
 
 
m
3
/
h以

上

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を

起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、

正
し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動
起
動

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
再
循
環
サ

ン
プ
側
入
口
格
納
容

器
隔
離
弁
 

Ａ
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
ポ

ン
プ

再
循

環
サ

ン
プ
側

入

口
格

納
容

器
隔

離
弁

が
手

動
で

開
弁

で
き

る
こ
と

を

確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
再
循
環
サ

ン
プ
、
格
納
容
器
再

循
環
サ
ン
プ
ス
ク
リ

ー
ン
 

格
納

容
器

再
循

環
サ

ン
プ

が
異

物
等

に
よ

り
塞
が

れ

て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

Ｂ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ
 

施
錠

等
に

よ
り

固
定

さ
れ

て
い

な
い

非
常

用
炉
心

冷

却
系

の
流

路
中

の
弁

が
正

し
い

位
置

に
あ

る
こ
と

を

確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

当
直
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏

え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
テ
ス
ト
ラ
イ
ン
に
お
け
る

揚
程
が

 
 
ｍ
以
上
、
容
量
が

 
 
m
3
/
h以

上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検
査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
を
起
動

し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
確
認
す
る
際
に
操
作
し
た
弁
に
つ
い
て
は
、
正

し
い
位
置
に
復
旧
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

                  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

                

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

モ
ー
ド
４

、
５

お
よ
び
６
に
お

い
て
、
ポ
ン
プ

が
手
動

起
動
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 Ａ

格
納
容
器

ス
プ

レ

イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ

Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連

絡
ラ

イ
ン
使
用
）
に

よ
る

代
替
再
循
環
系

が
動

作
不
能
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、

１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起

動
し
、

動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す

る
※

６
と

と
も

に
そ
の
他
の
設
備

※
７
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課

長
は
、

当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。
 

表
６
４
－
４
 

A
.2
の
初
回

確
認
完
了
後

４
時
間
 

 ７
２
時
間
 

 

B.
 Ｂ

高
圧
注
入

ポ
ン

プ

（
海
水
冷
却
）

に
よ

る
高
圧
代
替
再

循
環

系
、
が
動
作
不

能
で

あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課

長
は
、

１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を

起
動
し

、
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認

す
る
と

と
も

に
そ
の
他
の
設
備

※
８
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課

長
、
原

子
炉
保
修
課
長
お
よ
び
タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長

は
、
当
該
系
統
と
同
等

の
機

能
を
持

つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備

※
９

が
動

作
可
能

で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る

※
１

０
。

 

お
よ
び
 

B.
3 
当
直
課

長
は
、

当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。
 

表
５
２
－
３
 

A
.2
の
初
回

確
認
完
了
後

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

     ３
０
日
 

C.
 条

件
Ａ
ま
た

は
Ｂ

の

措
置
を
完
了
時

間
内

に
達
成
で
き
な

い
場

合
 

C.
1 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

      

モ
ー
ド
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、
ポ
ン
プ
が
手
動

起
動
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回
 

当
直
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ

イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
再
循
環
系
が
動

作
不
能
で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る

※
６
と
と
も
に
そ
の
他
の
設
備

※
７
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

表
６
４
－
４
 

A
.2
の
初
回

確
認
完
了
後

４
時
間
 

 ７
２
時
間
 

 

B
. 
Ｂ
高
圧
注
入
ポ
ン
プ

（
海
水
冷
却
）
に
よ

る
高
圧
代
替
再
循
環

系
、
が
動
作
不
能
で

あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
設
備

※
８
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
当

該
系
統
と
同
等
の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対
処
設
備

※
９
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る

※
１

０
。
 

 お
よ
び
 

B.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

表
５
２
－
３
 

A
.2
の
初
回

確
認
完
了
後

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

     ３
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の

措
置
を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な
い
場

合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

      

                   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ

る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 Ａ

格
納
容
器

ス
プ

レ

イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ

Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連

絡
ラ

イ
ン
使
用
）
に

よ
る

代
替
再
循
環
系

が
動

作
不
能
で
あ
る

場
合
 

ま
た
は
 

Ｂ
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
海

水
冷

却
）

に
よ

る
高

圧
代

替
再

循
環

系
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合
 

A
.1
 当

直
課

長
は
、
当
該

系
統

を
動
作
可
能
な
状

態
に

復
旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、
１
次

冷
却

系
の
水
抜
き
を
行

っ
て

い
る
場

合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、
モ

ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は

モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措

置
を
開

始
す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.4
 当

直
課
長
、
原
子
炉

保
修

課
長
お
よ
び
タ
ー

ビ
ン

保
修
課

長
は
、
当

該
系
統
と
同
等
の
機

能
を
持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
９
動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

※
１

０
措

置

を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
６
：
運

転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
よ
り
確

認
す
る
。

 

※
７
：
残

り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台
を

い
い
、

至
近
の
記

録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残

り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１

基
お

よ
び

原
子
炉
補

機
冷

却
水

系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。

 

※
９
：
Ｂ

充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己

冷
却

）
に

よ
る

充
て
ん
系

お
よ

び
大

容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内

自
然
対
流
冷
却
系
を
い
う
。
 

※
1
0：

「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
Ａ
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
（
Ｒ
Ｈ
Ｒ

Ｓ
－
Ｃ
Ｓ
Ｓ
連
絡
ラ

イ
ン
使
用
）
に
よ
る

代
替
再
循
環
系
が
動

作
不
能
で
あ
る
場
合
 

ま
た
は
 

Ｂ
高

圧
注

入
ポ

ン
プ

（
海

水
冷

却
）

に
よ

る
高

圧
代

替
再

循
環

系
が

動
作

不
能

で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
当
直
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該

系
統
と

同
等

の
機

能
を

持
つ

重
大

事
故
等

対
処

設
備

※
９
動
作

可
能

で
あ
る

こ
と
を

確

認
す
る

※
１

０
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
６
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
７
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
Ｂ
充
て
ん
ポ
ン
プ
（
自
己
冷
却
）
に
よ
る
充
て
ん
系
お
よ
び
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内

自
然
対
流
冷
却
系
を
い
う
。
 

※
1
0：

「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

              組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

５
 １

次
冷
却
系
の
減

圧
を
す

る
た
め

の
設
備
 

 ９
０
－
５

－
１
 
加
圧
器
逃
が
し

弁
に
よ

る
減
圧

 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御

用
空
気
供
給
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
お
よ

び
３
に
お

い
て
、
ボ

ン
ベ
１

次
側

圧
力

に
よ

り
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代

替
制
御
用
空
気
供
給
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
お
よ

び
３
に
お

い
て
、
可

搬
式
空

気
圧

縮
機

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧

器
逃
が
し
弁
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
お
よ

び
３
に
お

い
て
、
バ

ッ
テ
リ

電
圧

に
よ

り
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

  (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
お

よ
び
３
 

A.
 窒

素
ボ
ン
ベ
（
代

替
制

御
用
空
気
供
給
用
）

お

よ
び
可
搬
式
空
気
圧

縮

機
（
代
替
制
御
用
空

気

供
給
用
）
を
使
用
し

た

加
圧
器
逃
が
し
弁
に

よ

る
１
次
冷
却
系
の
減

圧

系
が
動
作
不
能
で
あ

る

場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、

１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

を
起
動

し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を

確
認
す

る
と

と
も
に
そ
の
他
の
設

備
※

６
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確

認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
計
装
保

修
課
長

は
、
代
替
措
置

※
７
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任
技
術
者
の
確
認

を
得

て
実
施

す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
計
装
保

修
課
長

は
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能

な
状
態

に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

     ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

表
９
０
－
５
 
１
次
冷
却
系
の
減
圧
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
５
－
１
 
加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ
る
減
圧
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制
御

用
空
気
供
給
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
ボ
ン
ベ
１

次
側

圧
力

に
よ

り
使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機
（
代

替
制
御
用
空
気
供
給
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
可
搬
式
空

気
圧

縮
機

が
使

用
可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加
圧

器
逃
が
し
弁
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
お
よ
び
３
に
お
い
て
、
バ
ッ
テ
リ

電
圧

に
よ

り
使

用
可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

３
ヶ
月
に
 

１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

  (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
お

よ
び
３
 

A.
 窒

素
ボ
ン
ベ
（
代
替
制

御
用
空
気
供
給
用
）
お

よ
び
可
搬
式
空
気
圧
縮

機
（
代
替
制
御
用
空
気

供
給
用
）
を
使
用
し
た

加
圧
器
逃
が
し
弁
に
よ

る
１
次
冷
却
系
の
減
圧

系
が
動
作
不
能
で
あ
る

場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
設

備
※

６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
電
気
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
７
を

検
討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

     ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

B.
 可

搬
型
バ
ッ
テ
リ

（
加

圧
器
逃
が
し
弁

用
)を

使

用
し
た
加
圧
器
逃
が

し

弁
に
よ
る
１
次
冷
却

系

の
減
圧
系
が
動
作
不

能

で
あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課

長
は
、

１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

を
起
動

し
、

動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を

確
認
す

る
と

と
も
に
そ
の
他
の
設

備
※

６
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確

認
す

る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
電
気
保

修
課
長

は
、
当
該
系
統
と
同
等

の
機

能
を
持

つ
重

大
事
故
等
対
処
設
備

※
８
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る

※
９
。

 

お
よ
び
 

B.
3 
電
気
保

修
課
長

は
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能

な
状
態

に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

     ７
２
時
間
 

    ３
０
日
 

C.
 条

件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措

置
を
完
了
時
間
内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
４
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ３
６
時
間
 

※
６
：
残

り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１

基
お

よ
び

直
流
電
源

装
置

を
い

い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
７
：
代

替
品
の
補
充
等
。
 

※
８
：
可

搬
式
整
流
器
に
よ
る
電

源
系
を

い
う
。

 

※
９
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

B.
 可

搬
型
バ
ッ
テ
リ
（
加

圧
器
逃
が
し
弁
用
)を

使

用
し
た
加
圧
器
逃
が
し

弁
に
よ
る
１
次
冷
却
系

の
減
圧
系
が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
設

備
※

６
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等

の
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る

※
９
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
電
気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

     ７
２
時
間
 

    ３
０
日
 

C.
 条

件
Ａ
ま
た
は
Ｂ
の
措

置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
４
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ３
６
時
間
 

※
６
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
お
よ
び
直
流
電
源
装
置
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

※
８
：
可
搬
式
整
流
器
に
よ
る
電
源
系
を
い
う
。
 

※
９
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

６
 
原
子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ

イ
等
を

す
る
た
め

の
設
備
 

 ９
０
－
６

－
１
 
原
子
炉
格
納
容

器
ス
プ

レ
イ
 

（
中

略
）

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ

る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 原

子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ

イ
系
の
全
て

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、
当

該
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す

る
措
置

を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
タ
ー
ビ

ン
保
修
課

長
は
、

当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持

つ
他
の

重
大

事
故
等
対
処

設
備

※
４
が
動
作
可
能

で
あ

る
こ
と

を
確

認
す

る
※
５
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課

長
は
、
モ

ー
ド
３

に
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
当
直
課

長
は
、
モ

ー
ド
５

に
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 原

子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ

イ
系
の
全
て

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、
当

該
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す

る
措
置

を
開

始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場

合
は
、

水
抜

き
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課

長
は
、
モ

ー
ド
５

（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た

は
モ
ー

ド
６

（
キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場

合
、

１
次
系

保
有

水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
タ
ー
ビ

ン
保
修
課

長
は
、

当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持

つ
重
大

事
故

等
対
処
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
※

５
措
置

を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
４
：
可

搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
に

よ
る
代

替
原
子
炉

格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
５
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の

確
認

は
、

対
象
設
備

の
至

近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
当

該
系

統
に

要
求
さ

れ
る
準
備

時
間

を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同

等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対

処
設

備
を
設

置
し
、
接

続
口

付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
布
設
す
る
補
完
措
置

が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

表
９
０
－
６
 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
等
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
６
－
１
 
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 

（
中
略
）
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ

イ
系
の
全
て

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
他
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る

※
５
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ

イ
系
の
全
て

が
動
作
不
能

で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る

※
５
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
４
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
５
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に

要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同

等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設

備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
布
設
す
る
補
完
措
置

が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
６

－
２
 
代
替
原
子
炉
格

納
容
器

ス
プ
レ

イ
 
－
恒

設
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ

－
 

（
中

略
）

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 恒

設
代
替
低

圧

注
水
ポ
ン
プ
が

動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、

１
台
の
余

熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し

、
動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
５

と
と

も
に
そ

の
他

の
設

備
※
６
が

動
作
可
能
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、

当
該
系
統
と
同
等
な

機
能

を
持
つ

重
大

事
故
等
対
処
設
備

※
７
が
動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を
確
認
す
る

※
８
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課

長
は
、

当
該
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態

に
復

旧
す
る

。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B.
 条

件
Ａ
の
措

置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B.
1 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
３

に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５

に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 恒

設
代
替
低

圧

注
水
ポ
ン
プ
が

動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、

当
該
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課

長
は
、

１
次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い

る
場
合

は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５

（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）

ま
た
は

モ
ー

ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）

の
場
合

、
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を

開
始
す

る
。

 

お
よ
び
 

A.
4 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、

当
該
系
統
と
同
等
な

機
能

を
持
つ

重
大

事
故
等
対
処
設
備

※
７
が
動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を
確
認
す
る

※
９
措
置
を
開
始

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

 

９
０
－
６
－
２
 
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 
－
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
－
 

（
中
略
）
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
恒
設
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
が

動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
５

と
と
も
に
そ
の
他
の
設
備

※
６
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
７
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
８
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B
. 
条
件
Ａ
の
措
置

を
完
了
時
間
内

に
達
成
で
き
な

い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
恒
設
代
替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
が

動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
７
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
９
措
置
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

 

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

※
５
：
運

転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
よ
り
確

認
す
る
。

 

※
６
：
残

り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台

、
格

納
容

器
ス
プ
レ

イ
ポ

ン
プ

２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ

び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系

統
を
い
い
、
至

近
の
記

録
等

に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

※
７
：
可

搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
に

よ
る
代

替
原
子
炉

格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
８
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の

確
認

は
、

対
象
設
備

の
至

近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
当

該
系

統
に

要
求
さ

れ
る
準
備

時
間

を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同

等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故

等
対

処
設

備
を
設

置
し
、
接

続
口

付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
布
設
す
る
補
完
措
置

が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
９
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

  

※
５
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
６
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ

び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

※
７
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
８
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
ま
た
、
「
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
」
と
は
、
当
該
系
統
に

要
求
さ
れ
る
準
備
時
間
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
当
該
系
統
と
同

等
な
機
能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設

備
を
設
置
し
、
接
続
口
付
近
ま
で
ホ
ー
ス
を
布
設
す
る
補
完
措
置

が
完
了
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
９
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

  

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
６

－
３
 
代
替
原
子
炉
格

納
容
器

ス
プ
レ

イ
 
－
可

搬
式
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格

納
容
器
ス
プ

レ
イ
－
 

 

（
中

略
）

 

 (
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬

式
代

替
低
圧

注
水
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
異

常
な
振

動
、
異
音
、
異
臭

、

漏
え

い
が
な
い

こ
と

、
お

よ
び
揚
程

が
 
 

 
ｍ

以

上
、
容
量

が
 
 
 
m
3
/
h以

上
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６
に

お
い
て

、

ポ
ン

プ
を

起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

電
源
車
（
可
搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
用
）
 

発
電
機
を
起

動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常

が
な
い
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６
に

お
い
て

、

発
電

機
を

起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
異

常
な
振

動
、
異
音
、
異
臭

、

漏
え
い
が
な

い
こ
と

、
お
よ
び

吐
出
圧
力

が
 

＿
＿

M
Pa
以
上
、
容

量
が

 
 
 
m3
/h
以
上
で

あ
る
こ

と
を
確
認
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６
に

お
い
て

、

ポ
ン

プ
を

起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

仮
設
組
立
式
水
槽
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６
に

お
い
て

、

所
要
数
が
使

用
可
能

で
あ
る
こ

と
を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

         

９
０
－
６
－
３
 
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
 
－
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
－
 

 

（
中
略
）
 

 (
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬

式
代

替
低

圧

注
水
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え

い
が
な
い

こ
と
、

お
よ

び
揚
程

が
 
 
 
ｍ
以

上
、
容
量
が
 
 
 
m3
/
h以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

ポ
ン
プ

を
起

動
し

、
動

作
可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

電
源
車
（
可
搬
式

代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ
用
）
 

発
電
機
を
起
動
し
、
運
転
状
態
（
電
圧
等
）
に
異
常

が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

発
電
機

を
起

動
し

、
動

作
可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が
 

＿
＿

M
Pa
以
上
、
容
量
が

 
 
 
m3
/
h以

上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

ポ
ン
プ

を
起

動
し

、
動

作
可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

仮
設
組
立
式
水
槽
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

         

       組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

                           

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 可

搬
式
代
替

低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
２

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、

１
台
の
余

熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し

、
動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も

に
、
そ

の
他

の
設

備
※
４
が

動
作
可
能
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課

長
は
、

当
該
系
統

と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重

大
事
故

等
対

処
設

備
※
５
が

動
作
可
能
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
※

６
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、

当
該
系
統
を
動
作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す
る
。
 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B.
 可

搬
式
代
替

低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
１

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

B.
1 
当
直
課

長
は
、

１
台
の
余

熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し

、
動
作

可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も

に
、
そ

の
他

の
設

備
※
４
が

動
作
可
能
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課

長
は
、

当
該
系
統

と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重

大
事
故

等
対

処
設

備
※
５
が

動
作
可
能
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
※

６
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、

当
該
系
統
を
動
作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C.
 条

件
Ａ
ま
た

は

Ｂ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場

合
 

C.
1 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
３

に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５

に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

       

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
２

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 
可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
１

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備

※
４
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は

Ｂ
の
措
置
を
完

了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場

合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

       

            組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 可

搬
式
代
替

低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
２

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、

当
該
系
統
を
動
作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課

長
は
、

１
次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い

る
場
合

は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５

（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）

ま
た
は

モ
ー

ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）

の
場
合

、
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を

開
始
す

る
。

 

お
よ
び
 

A.
4 
当
直
課

長
は
、

当
該
系
統

と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重

大
事
故

等
対

処
設

備
※
５
が

動
作
可
能
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
※

６
措
置

を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
４
：
残

り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台

、
格

納
容

器
ス
プ
レ

イ
ポ

ン
プ

２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ

び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系

統
を
い
い
、
至

近
の
記

録
等

に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

※
５
：
恒

設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン

プ
に
よ

る
代
替

原
子
炉
格

納
容
器
ス

プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
６
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 
可
搬
式
代
替
低

圧
注
水
ポ
ン
プ

に
よ
る
代
替
原

子
炉
格
納
容
器

ス
プ
レ
イ
系
の

う
ち
、
動
作
可

能
な
系
統
が
２

系
統
未
満
で
あ

る
場
合
 

A.
1 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
４
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
、
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
２
台
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
基
、
お
よ

び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

※
５
：
恒
設
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
６
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

 

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

７
 原

子
炉
格
納
容
器

内
自
然

対
流
冷

却
を
す
る

た
め
の
設

備
 

 ９
０
－
７

－
１
 
原
子
炉
補
機
冷

却
水
系

に
よ
る

原
子
炉
格

納
容
器
内

自
然
対
流
冷
却
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
、
Ｄ
格
納
容
器
再

循
環
ユ
ニ
ッ
ト
 

外
観
点

検
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認

す
る
。

 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ
お
よ
び
原
子

炉
補
機
冷
却
水
冷
却

器
 

施
錠
等

に
よ

り
固

定
さ

れ
て

い
な

い
原

子
炉
補

機

冷
却
水

系
の

流
路

中
の

弁
が

正
し

い
位

置
に
あ

る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６
に

お
い
て
、

ポ
ン
プ

ま
た

は
原

子
炉

補
機

冷
却

水
冷

却
器
の

切

替
を
行

っ
た

場
合

は
、

切
替

の
際

に
操

作
し
た

弁

が
正
し

い
位

置
に
あ

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

切
替
の
都
度
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水

サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６
に

お
い
て
、

外
観
点

検
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認

す
る
。

 

１
ヶ
月
に
1回

 
当
直
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
原
子

炉
補
機
冷
却
水
サ
ー

ジ
タ
ン
ク
加
圧
用
）
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６
に

お
い
て
、

ボ
ン
ベ

１
次

側
圧

力
に

よ
り

使
用

可
能

で
あ
る

こ

と
を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
1回

 
原
子
炉
 

保
修
課
長
 

 

（
以

下
略
）

 

  

表
９
０
－
７
 
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
７
－
１
 
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

Ａ
、
Ｄ
格
納
容
器
再

循
環
ユ
ニ
ッ
ト
 

外
観
点

検
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水

ポ
ン
プ
お
よ
び
原
子

炉
補
機
冷
却
水
冷
却

器
 

施
錠
等

に
よ

り
固

定
さ

れ
て

い
な

い
原

子
炉

補
機

冷
却
水

系
の

流
路

中
の

弁
が

正
し

い
位

置
に

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

当
直
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

ポ
ン
プ

ま
た

は
原

子
炉

補
機

冷
却

水
冷

却
器

の
切

替
を
行

っ
た

場
合

は
、

切
替

の
際

に
操

作
し

た
弁

が
正
し
い
位
置
に
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

切
替
の
都
度
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水

サ
ー
ジ
タ
ン
ク
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

外
観
点

検
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
1回

 
当
直
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
原
子

炉
補
機
冷
却
水
サ
ー

ジ
タ
ン
ク
加
圧
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

ボ
ン
ベ

１
次

側
圧

力
に

よ
り

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
1回

 
機
械
 

保
修
課
長
 

 

（
以
下
略
）
 

  

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

              
 

 

84



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
７

－
２
 
大
容
量
ポ
ン
プ

に
よ
る

原
子
炉

格
納
容
器

内
自
然
対

流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
運
転
状
態

に
異

常
が

な
い
こ

と
、
お

よ
び

吐
出
圧
力
が

 
 

MP
a以

上
、
容

量
が
 

＿
＿

m
3
/h
以
上

で
あ
る

こ
と

を
確

認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ

び
６

に
お
い

て
、
ポ

ン
プ

を
起

動
し
、
動
作

可
能

で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 動

作
可
能
な

大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ

る

海
水
供
給
系
が

２

系
統
未
満
で
あ

る

場
合
 

A
.1
 当

直
課

長
は
、

１
基
の

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

を
起

動
し
、

動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る

と
と
も

に
そ
の

他
の
設
備

※
８
が
動
作
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
代
替
措
置

※
９
を
検

討
し

、
原
子

炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
を
動
作

可
能

な
状
態

に
復
旧

す
る
。
 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B.
 動

作
可
能
な

大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ

る

海
水
供
給
系
が

１

系
統
未
満
で
あ

る

場
合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

１
基
の

デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

を
起

動
し
、

動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る

と
と
も

に
そ
の

他
の
設
備

※
８
が
動
作
可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
代
替
措
置

※
９
を
検

討
し

、
原
子

炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.3
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
動
作
不
能
と
な
っ

て
い

る
当
該

系
の
少

な
く
と
も
１
系
統
を
動

作
可

能
な
状

態
に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

９
０
－
７
－
２
 
大
容
量
ポ
ン
プ
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
自
然
対
流
冷
却
お
よ
び
代
替
補
機
冷
却
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
運

転
状
態
に
異
常
が
な
い
こ

と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が

 
 

MP
a以

上
、
容
量
が
 

＿
＿

m3
/h
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
機
械
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
動
作
可
能
な
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る

海
水
供
給
系
が
２

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

A
.1
 当

直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
設
備

※
８
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 機

械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
９
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 機

械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    １
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 
動
作
可
能
な
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る

海
水
供
給
系
が
１

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

B
.1
 当

直
課
長
は
、
１
基
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
設
備

※
８
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 機

械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
９
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.3
 機

械
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て
い

る
当
該
系
の
少
な
く
と
も
１
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

                              

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

C.
 条

件
Ａ
ま
た

は
Ｂ

の
措
置
を
完
了

時

間
内
に
達
成
で

き

な
い
場
合
 

C
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

C
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
 

お
よ
び
６
 

A.
 動

作
可
能
な

大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ

る

海
水
供
給
系
が

２

系
統
未
満
で
あ

る

場
合
 

A
.1
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
を
動
作

可
能

な
状
態

に
復
旧

す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、

１
次
冷

却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て

い
る
場

合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水

）
ま
た

は
モ
ー

ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位

）
の
場

合
、
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措

置
を
開

始
す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.4
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
代
替
措
置

※
９
を
検

討
し

、
原
子

炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
８
：
残

り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１

基
、

原
子

炉
補
機
冷

却
海

水
系

２
系
統
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２

系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等

に
よ
り
動

作
可

能
で
あ
る
こ

と
を

確
認
す
る
。
 

※
９
：
代

替
品
の
補
充
等
。
 

 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C
.1
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C
.2
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド
５
 

お
よ
び
６
 

A
. 
動
作
可
能
な
大
容

量
ポ
ン
プ
に
よ
る

海
水
供
給
系
が
２

系
統
未
満
で
あ
る

場
合
 

A
.1
 機

械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 お
よ
び
 

A
.2
 当

直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 機

械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
９
を
検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
８
：
残
り
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
基
、
原
子
炉
補
機
冷
却
海
水
系
２
系
統
お
よ
び
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２

系
統
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

             
 

 

86



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

９
 
蒸
気
発
生
器
２
次

側
に
よ

る
炉
心

冷
却
（
蒸

気
放
出
）

を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
９

－
１
 
蒸
気
発
生
器
２

次
側
に

よ
る
炉

心
冷
却
（

蒸
気
放
出

）
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 

主
蒸
気
逃

が
し

弁
が

手
動

で
開

弁
で

き
る

こ
と

を

確
認
す
る
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

 

（
以

下
略
）

 

  

表
９
０
－
９
 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
を
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
９
－
１
 
蒸
気
発
生
器
２
次
側
に
よ
る
炉
心
冷
却
（
蒸
気
放
出
）
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
 

主
蒸
気
逃
が
し
弁
が
手

動
で
開
弁
で
き
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

定
期

事
業

者
検

査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

 

（
以
下
略
）
 

  

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
０
 
水
素
爆
発
に
よ

る
原
子

炉
格
納

容
器
の
破

損
を
防
止

す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
１

０
－
１
 
水
素
濃
度

低
減
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
 

装
置
の

外
観

点
検
に

よ
り

動
作

可
能
で

あ
る

こ

と
を
確

認
す

る
。
 

定
期
事
業
者

検

査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

に
お
い

て
、
装

置
の

外
観
点

検
に

よ
り

動
作
可

能
で

あ

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
温
度
監
視

装
置
 

機
能
の

確
認

を
行
う
。
 

定
期
事
業
者

検

査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

に
お
い

て
、
装

置
が

動
作
不

能
で

な
い

こ
と
を

指
示

値

に
よ
り

確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
 

装
置
の

外
観

点
検
に

よ
り

動
作

可
能
で

あ
る

こ

と
を
確

認
す

る
。
 

定
期
事
業
者

検

査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

に
お
い

て
、

装
置
の

外
観
点

検
※

３
に
よ

り
動
作
可

能
で

あ
る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
温
度
監

視
装
置
 

機
能
の

確
認

を
行
う
。
 

定
期
事
業
者

検

査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド

１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

に
お
い

て
、
装

置
が

動
作
不

能
で

な
い

こ
と
を

指
示

値

に
よ
り

確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

※
３
：
ル

ー
プ
室
内
、
加
圧
器
室

内
お

よ
び

ド
ー

ム
部
に
つ

い
て

は
、

第
１
１
２
条
第
１
項
で
定
め
る
立
ち
入
り

制
限
等
を
考
慮
し
て
、
確
認
方

法
を
定
め

、
実

施
す
る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

  

表
９
０
－
１
０
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
１
０
－
１
 
水
素
濃
度
低
減
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
 

装
置
の

外
観
点

検
に

よ
り

動
作
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
事
業

者
検

査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装

置
の
外

観
点

検
に

よ
り
動

作
可

能
で

あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

静
的
触
媒
式
水
素
再

結
合
装
置
温
度
監
視

装
置
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。
 

定
期
事
業

者
検

査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装

置
が
動

作
不

能
で

な
い
こ

と
を

指
示

値

に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
 

装
置
の

外
観
点

検
に

よ
り

動
作
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
事
業

者
検

査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置

の
外
観
点
検

※
３
に

よ
り
動
作

可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

原
子
炉
格
納
容
器
水

素
燃
焼
装
置
温
度
監

視
装
置
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。
 

定
期
事
業

者
検

査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装

置
が
動

作
不

能
で

な
い
こ

と
を

指
示

値

に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

※
３
：
ル
ー
プ
室
内
、
加
圧
器
室
内
お
よ
び
ド
ー
ム
部
に
つ
い
て
は
、
第
１
１
２
条
第
１
項
で
定
め
る
立
ち
入
り

制
限
等
を
考
慮
し
て
、
確
認
方
法
を
定
め
、
実
施
す
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

  

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

０
－
２
 
水
素
濃
度

監
視
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬
型
格
納
容
器
水

素
ガ
ス
濃
度
計
 

機
能
の

確
認

を
行
う

。
  

定
期

事
業

者

検
査
時
 

計
装
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い

て
、
装
置

の
外

観
点

検
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
水
素
ガ
ス

試
料
冷
却
器
用
可
搬

型
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を

起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る

。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い

て
、
ポ
ン

プ
の

外
観

点
検

に
よ

り
動

作
可

能
で

あ

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
格
納
容
器
水

素
ガ
ス
試
料
圧
縮
装

置
 

装
置
を
起

動
し

、
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。

 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い

て
、
装
置

の
外

観
点

検
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
水
素
ガ
ス

試
料
冷
却
器
、
 

格
納
容
器
水
素
ガ
ス

試
料
湿
分
分
離
器
 

装
置
を
起

動
し

、
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。

 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い

て
、
装
置

の
外

観
点

検
に

よ
り

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

当
直
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替

制
御

用
空

気
供

給

用
）
 

モ
ー
ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い

て
、
ボ
ン

ベ
１

次
側

圧
力

に
よ

り
使

用
可

能
で

あ

る
こ
と

を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機

（
代
替
制
御
用
空
気

供
給
用
）
 

モ
ー
ド
１

、
２

、
３

、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い

て
、
可
搬

式
空

気
圧

縮
機

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

計
装
 

保
修
課
長
 

       

９
０
－
１
０
－
２
 
水
素
濃
度
監
視
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

可
搬
型
格
納
容
器
水

素
ガ
ス
濃
度
計
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。
  

定
期

事
業

者

検
査
時
 

電
気
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
水
素
ガ
ス

試
料
冷
却
器
用
可
搬

型
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ポ
ン
プ
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
格
納
容
器
水

素
ガ
ス
試
料
圧
縮
装

置
 

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

格
納
容
器
水
素
ガ
ス

試
料
冷
却
器
、
 

格
納
容
器
水
素
ガ
ス

試
料
湿
分
分
離
器
 

装
置
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

定
期

事
業

者

検
査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
装
置
の
外
観
点
検
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

当
直
課
長
 

窒
素
ボ
ン
ベ
（
代
替

制
御

用
空

気
供

給

用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
ボ
ン
ベ
１
次
側
圧
力
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

可
搬
式
空
気
圧
縮
機

（
代
替
制
御
用
空
気

供
給
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お
い

て
、
可
搬
式
空
気
圧
縮
機
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気
 

保
修
課
長
 

       

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
 

時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、

３
お

よ

び
４
 

A
. 

可
搬
型
格
納
容

器

水
素
ガ

ス
濃
度

計

等
に
よ

る
水
素

濃

度
監
視

系
の
全

て

が
動
作

不
能
で

あ

る
場
合
 

A
.1
 
当

直
課
長

は
、

１
台

の
余
熱

除
去

ポ
ン

プ
を
起

動

し
、
動
作

可
能
で

あ
る

こ
と
を

確
認
す
る

※
７
と
と
も

に
、
そ
の

他
の
設

備
※

８
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 計

装
保

修
課
長

は
、
当
該

系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
９
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
※

１
０
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 計

装
保

修
課
長

お
よ
び
原

子
炉
保
修
課
長
は
、
当
該

系
統

を
動

作
可
能
な

状
態
に

復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B
. 

条
件
Ａ
の
措
置

を

完
了
時

間
内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド
３

に
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５

に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー

ド

５
お

よ

び
６
 

A
. 

可
搬
型
格
納
容

器

水
素
ガ

ス
濃
度

計

等
に
よ

る
水
素

濃

度
監
視

系
の
全

て

が
動
作

不
能
で

あ

る
場
合
 

A
.1
 計

装
保

修
課
長

お
よ
び
原

子
炉
保
修
課
長
は
、
当
該

系
統
を

動
作

可
能
な

状
態

に
復

旧
す
る
措

置
を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場

合
は
、

水
抜
き

を
中
止

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド
５

（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た

は
モ
ー

ド
６
（

キ
ャ
ビ
テ

ィ
低
水
位
）
の
場
合
、

１
次

系
保
有

水
を
回

復
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.4
 計

装
保

修
課
長

は
、
当
該

系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
９
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を
確
認

す
る

※
１

０
措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
７
：
運

転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
に
よ
り

確
認
す
る

。
 

※
８
：
残

り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台
を

い
い
、

至
近
の
記

録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
静

的
触
媒
式
水
素
再
結
合

装
置

温
度

監
視

装
置
ま
た

は
原

子
炉

格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

を
い
う
。
 

※
１
０
：

「
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
」
の

確
認
は

、
対
象
設

備
の
至
近

の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
 

時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、

３
お

よ

び
４
 

A
. 

可
搬
型
格
納
容
器

水
素
ガ

ス
濃
度
計

等
に
よ

る
水
素
濃

度
監
視

系
の
全
て

が
動
作

不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 
当
直

課
長

は
、

１
台

の
余

熱
除

去
ポ
ン
プ

を
起
動

し
、動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
７
と
と
も

に
、そ

の
他
の
設
備

※
８
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 電

気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大

事
故

等
対
処

設
備

※
９
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を
確
認
す
る

※
１

０
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 電

気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系

統
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

    ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

B
. 

条
件
Ａ
の
措
置
を

完
了
時

間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B
.1
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー

ド

５
お

よ

び
６
 

A
. 

可
搬
型
格
納
容
器

水
素
ガ

ス
濃
度
計

等
に
よ

る
水
素
濃

度
監
視

系
の
全
て

が
動
作

不
能
で
あ

る
場
合
 

A
.1
 電

気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系

統
を
動
作

可
能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措
置
を

開
始

す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.2
 当

直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て
い

る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.3
 当

直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場
合
、

１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A
.4
 電

気
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
９
が

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と
を
確
認
す
る

※
１

０
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
７
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
８
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
９
：
静
的
触
媒
式
水
素
再
結
合
装
置
温
度
監
視
装
置
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
水
素
燃
焼
装
置
温
度
監
視
装
置

を
い
う
。
 

※
１
０
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

       組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
１
 
水
素
爆
発
に
よ

る
原
子

炉
建
屋

等
の
損
傷

を
防
止
す

る
等
の
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
１

１
－
１
 
水
素
排
出

、
放
射
性

物
質
の

濃
度
低
減

 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化

フ
ァ
ン
 

フ
ァ

ン
の

起
動
に

よ
り

、
自
動

作
動

ダ
ン

パ

が
正

し
い

位
置
に

作
動

す
る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

定
期
事
業
者
検

査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
お
よ

び
４

に
お
い
て
、
フ

ァ
ン

を
起

動
し
、

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る

※
７
。

 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

モ
ー

ド
５

お
よ
び

６
に

お
い
て

、
フ

ァ
ン

が

手
動

起
動
可

能
で
あ
る

こ
と
を

確
認
す
る

。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄

化

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

フ
ィ

ル
タ

の
よ
う

素
除

去
効
率

（
総

合
除

去

効
率

）
が

95
%
以

上
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

定
期
事
業
者
検

査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

窒
素

ボ
ン

ベ
（

代
替

制

御
用
空
気
供
給
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

に
お

い
て

、
ボ

ン
ベ
の

１
次

側
圧
力

に
よ

り
使

用

可
能

で
あ
る

こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
計
装
 

保
修
課
長
 

可
搬

式
空

気
圧

縮
機

（
代

替
制

御
用

空
気

供

給
用
）
 

モ
ー

ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５

お
よ
び
６

に
お

い
て

、
可

搬
式
空

気
圧

縮
機
が

使
用

可
能

で

あ
る

こ
と
を

確
認
す
る

。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
計
装
 

保
修
課
長
 

※
７
：
運

転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
に
よ
り

確
認
す
る

。
 

 （
３
）
要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A.
 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

系
の

全
て

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合
 

A
.1
 
当

直
課

長
は
、
当
該
系

統
を
動
作
可
能
な

状
態

に
復
旧

す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

B.
 
所

要
の

代
替

空
気

系
統

が
動

作
不

能

で
あ
る
場
合
 

B
.1
 
当

直
課

長
は
、
１
台
の

余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確

認
す

る
※

８
と
と
も

に
、
そ
の
他
の
設
備

※
９

４
時
間
 

  

表
９
０
－
１
１
 
水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
屋
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
等
の
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
１
１
－
１
 
水
素
排
出
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
低
減
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄
化

フ
ァ
ン
 

フ
ァ

ン
の
起

動
に

よ
り

、
自
動

作
動

ダ
ン
パ

が
正

し
い
位

置
に

作
動

す
る
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

定
期
事
業
者
検

査
時
 

発
電
室
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
お
よ
び
４
に
お
い
て
、
フ

ァ
ン

を
起
動

し
、

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と
を

確
認
す
る

※
７
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

モ
ー

ド
５
お

よ
び

６
に

お
い
て

、
フ

ァ
ン
が

手
動
起
動
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気
浄
化

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
 

フ
ィ

ル
タ
の

よ
う

素
除

去
効
率

（
総

合
除
去

効
率

）
が

95
%
以

上
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

定
期
事
業
者
検

査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

窒
素

ボ
ン

ベ
（

代
替
制

御
用
空
気
供
給
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お

い
て

、
ボ
ン

ベ
の

１
次

側
圧
力

に
よ

り
使
用

可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
電
気
 

保
修
課
長
 

可
搬

式
空

気
圧

縮
機

（
代

替
制

御
用

空
気
供

給
用
）
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、
５
お
よ
び
６
に
お

い
て

、
可
搬

式
空

気
圧

縮
機
が

使
用

可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
電
気
 

保
修
課
長
 

※
７
：
運
転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A
. 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気

浄
化

系
の

全
て

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合
 

A.
1 

当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  １
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

B
. 

所
要

の
代

替
空

気

系
統

が
動

作
不

能

で
あ
る
場
合
 

B.
1 

当
直
課
長
は
、
１
台
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

を
起
動
し

、
動
作
可

能
で

あ
る
こ
と

を
確

認
す
る

※
８
と
と
も
に
、
そ
の
他
の
設
備

※
９

４
時
間
 

  

              組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

が
動

作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 
計
装

保
修
課
長

は
、

代
替

措
置

※
１

０
を
検

討
し

原
子
炉
主

任
技
術

者
の
確

認
を
得
て

実
施

す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.3
 
当

直
課

長
は
、
当
該
系

統
を
動
作
可
能
な

状
態

に
復

旧
す
る
。
 

  ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

C.
 
条

件
Ｂ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場

合
 

C
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

C
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー

ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 
ア

ニ
ュ

ラ
ス

空
気

浄
化

系
の

全
て

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合
 

ま
た
は
 

所
要

の
代

替
空

気

系
統

が
動

作
不

能

で
あ
る
場
合
 

A
.1
 
当

直
課

長
は
、
当
該
系

統
を
動
作
可
能
な

状
態

に
復
旧

す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 
当

直
課

長
は
、
１
次
冷

却
系
の
水
抜
き
を

行
っ

て
い
る
場

合
は
、

水
抜
き

を
中
止
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 
当

直
課

長
は
、
モ
ー
ド

５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま

た
は

モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ

低
水
位
）
の

場
合
、
１
次

系
保
有
水
を
回
復

す
る

措
置
を

開
始
す

る
。

 

お
よ

び
 

A
.4
 
計
装

保
修
課
長

は
、

代
替

措
置

※
１

０
を
検

討
し

、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の
確
認
を
得

て
実

施
す

る
措
置
を

開
始
す
る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
８
：
運

転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
に
よ
り

確
認
す
る

。
 

※
９
：
残

り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ

１
台
を

い
い
、

至
近
の
記

録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
1
0：

代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 

電
気
保
修

課
長
は
、
代

替
措
置

※
１

０
を
検

討
し
原
子

炉
主
任
技

術
者

の
確
認
を

得
て

実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
3 

当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

  ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

C
. 

条
件

Ｂ
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー

ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
空

気

浄
化

系
の

全
て

が

動
作

不
能

で
あ

る

場
合
 

ま
た
は
 

所
要

の
代

替
空

気

系
統

が
動

作
不

能

で
あ
る
場
合
 

A.
1 

当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 

当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を

行
っ
て
い

る
場
合
は

、
水

抜
き
を
中

止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系

非
満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ

低
水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 

電
気
保
修

課
長
は
、
代

替
措
置

※
１

０
を
検

討
し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
８
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
９
：
残
り
の
余
熱
除
去
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
1
0：

代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
２
 
使
用
済
燃
料
ピ

ッ
ト
の

冷
却
等

の
た
め
の

設
備
 

 ９
０
－
１

２
－
１
 
海
水
か
ら

使
用
済
燃

料
ピ
ッ

ト
へ
の
注
水
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
異
常
な

振
動
、
異

音
、
異
臭

、

漏
え
い

が
な

い
こ
と

、
お
よ

び
吐

出
圧
力
が
 

＿
＿

M
Pa
以
上

、
容
量
が

 
 
m
3
/h
以

上
で
あ

る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ
を

起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る

。
 

３
ヶ
月
に
１

回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

 

（
以

下
略
）

 

  

表
９
０
－
１
２
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
１
２
－
１
 
海
水
か
ら
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
注
水
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が
 

＿
＿

MP
a以

上
、
容
量
が

 
 
m
3
/h
以
上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１

回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

 

（
以
下
略
）
 

  

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

  
 

 
枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

２
－
２
 
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト

へ
の
ス

プ
レ
イ
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
異
常
な
振

動
、
異

音
、
異
臭

、

漏
え
い

が
な

い
こ
と

、
お
よ

び
吐

出
圧
力
が
 

＿
＿

MP
a
以

上
、

容
量
が

 
 
m3
/
h
以

上
で

あ
る

こ
と
を

確
認

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー

ビ
ン

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー

ビ
ン

保
修
課
長
 

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

３
ヶ
月
に
1回

 
原

子
燃

料

課
長
 

 

（
以

下
略
）

 

  

９
０
－
１
２
－
２
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
へ
の
ス
プ
レ
イ
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異

常
な
振
動
、
異
音
、
異
臭
、

漏
え
い
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が
 

＿
＿

M
Pa
以
上

、
容
量
が

 
 
m
3
/h
以
上

で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ

を
起
動

し
、

動
作

可
能
で

あ
る

こ
と

を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
 

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

３
ヶ
月
に
1回

 
原

子
燃

料

課
長
 

 

（
以
下
略
）
 

  

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

    
 

 
枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１
２
－
３
 
使
用
済
燃
料

ピ
ッ
ト

の
監
視
 

機
 

能
 

設
 

備
 

所
要

数
 

適
用

モ
ー

ド
 

所
要

数
を

満
足

で
き
な
い

場
合

の
措

置
※
1  

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
監

視
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位
 

（
Ａ

Ｍ
用

）
※
２
 

２
個

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯

蔵
し

て
い

る
期

間
 

A.
 
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足

し
て

い
な

い
場

合
 A

.1
 
当

直
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

E
L3
2
.
2m

以
上

お
よ

び

水
温

が
65

℃
以

下
で

あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.2

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動
作

可
能

な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

A
.3

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

で

の
照

射
済

燃
料

の
移

動

を
中

止
す

る
※
４
。

 

お
よ

び
 

A
.4

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
代

替
措

置
※
５
を
検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の

確
認

を
得

て
実

施
す

る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

     

速
や

か
に

 

    

速
や

か
に

 

    

速
や

か
に

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
水
位

計
（

Ａ
Ｍ

用
）
、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
温

度
計

（
Ａ

Ｍ
用

）
、
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
装
置

、
可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
計

お
よ

び

可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
区

域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
機

能
の

確

認
を

行
う
。

 

定
期

事
業

者
検

査

時
 

計
装

 

保
修

課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
 

２
個

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ

メ
ラ

（
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
装

置
※
３

を
含

む
）

 

２
個

 
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

計
お

よ
び

可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 
計

装
 

保
修

課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト
水
位

計
（

Ａ
Ｍ

用
）
お

よ
び
使
用

済
燃

料
ピ
ッ

ト
温

度
計
（

Ａ
Ｍ

用
）
が

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
課
長

 

可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

水
位

 

２
個

 

可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ
 

２
個

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
画

像

に
よ

り
確

認
す

る
。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 
当

直
課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ

冷
却

装
置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ

と
を

確
認

す
る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 
計

装
 

保
修

課
長

 

 

（
以

下
略
）

 

  

９
０
－
１
２
－
３
 
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
の
監
視
 

機
 

能
 

設
 

備
 

所
要

数
 

適
用

モ
ー

ド
 

所
要

数
を

満
足

で
き
な

い
場

合
の

措
置

※
1  

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

の
監

視
 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位
 

（
Ａ

Ｍ
用

）
※
２
 

２
個

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
に

燃
料

体
を

貯

蔵
し

て
い

る
期

間
 

A.
 
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足

し
て

い
な

い
場

合
 A

.1
 
当

直
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
水

位
が

EL
3
2
.2

m
以

上
お

よ
び

水
温

が
65

℃
以

下
で

あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.2

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動
作

可
能

な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

A
.3

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
内

で

の
照

射
済

燃
料

の
移

動

を
中

止
す

る
※

４
。

 

お
よ

び
 

A
.4

 
原

子
燃

料
課

長
は

、
代

替
措

置
※
５
を
検

討
し

、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の

確
認

を
得

て
実

施
す

る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

     

速
や

か
に

 

    

速
や

か
に

 

    

速
や

か
に

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

計
（

Ａ
Ｍ

用
）
、
使

用
済

燃
料
ピ

ッ
ト

温
度

計
（

Ａ

Ｍ
用

）
、
使

用
済
燃
料

ピ
ッ

ト
監
視

カ

メ
ラ

冷
却

装
置

、
可
搬

式
使

用
済
燃

料

ピ
ッ

ト
水

位
計

お
よ

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

の
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

電
気

 

保
修

課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

温
度

（
Ａ

Ｍ
用

）
 

２
個

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ

メ
ラ

（
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
装

置
※
３

を
含

む
）

 

２
個

 
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

計

お
よ

び
可

搬
式

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

 

保
修

課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

水
位

計
（

Ａ
Ｍ

用
）
お

よ
び

使
用
済
燃

料
ピ

ッ
ト
温

度

計
（

Ａ
Ｍ

用
）
が
動
作

不
能

で
な
い

こ

と
を

指
示

値
に

よ
り

確
認

す
る
。

 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直

課
長

 

可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

水
位

 

２
個

 

可
搬

式
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト

区
域

周
辺

エ
リ

ア
モ

ニ
タ
 

２
個

 
使

用
済

燃
料

ピ
ッ

ト
監

視
カ

メ
ラ

が

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

画
像

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１

回
 

当
直

課
長

 

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

監
視

カ
メ

ラ
冷

却
装

置
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

 

保
修

課
長

 

 

（
以
下
略
）
 

  

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）

 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

２
－
４
 
軽
油
ド
ラ

ム
缶
に
よ

る
燃
料

補
給
設
備

 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

軽
油
ド
ラ
ム
缶
 

油
量
を
確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A.
 
軽

油
ド

ラ
ム

缶
の

油
量

が
運

転
上

の

制
限

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

A
.1
 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長

は
、

軽
油
ド
ラ
ム
缶
の

油
量

を
制
限

値
内
に

回
復
さ
せ
る
。
 

 

４
８
時
間
 

  

B
．

 
条

件
Ａ
の

措
置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 
当
直
課

長
は
、
燃

料
補

給
を
要
す
る
重
大
事

故
等

対
処

設
備

※
２
を

動
作

不
能

※
３
と

み
な

す
。
 

速
や
か
に
 

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A.
 
軽

油
ド

ラ
ム

缶
の

油
量

が
運

転
上

の

制
限

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

A
.1
 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長

は
、

軽
油
ド
ラ
ム
缶
の

油
量

を
制
限
値

内
に
回

復
さ
せ

る
措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 
当
直
課

長
は
、

１
次

冷
却

系
の
水
抜
き
を
行

っ
て

い
る
場

合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 
当
直
課

長
は
、

モ
ー

ド
５

（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま

た
は
モ

ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１

次
系

保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を

開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
２
：
燃

料
補
給
を
要
す
る
重
大

事
故
等

対
処
設

備
と
は
、

送
水
車
を

い
う
。
 

※
３
：
当

該
可
搬
型
設
備
の
運
転

上
の
制

限
は
個

別
に
適
用

さ
れ
る
。

 

 

９
０
－
１
２
－
４
 
軽
油
ド
ラ
ム
缶
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

軽
油
ド
ラ
ム
缶
 

油
量
を
確
認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A
. 

軽
油

ド
ラ

ム
缶

の

油
量

が
運

転
上

の

制
限

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

A.
1 

機
械
保
修
課
長
は
、
軽
油
ド
ラ
ム
缶
の
油
量

を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

 

４
８
時
間
 

  

B
．

 
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

B.
1 

当
直
課
長
は
、
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事

故
等

対
処

設
備

※
２
を

動
作

不
能

※
３
と

み
な

す
。
 

速
や
か
に
 

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A
. 

軽
油

ド
ラ

ム
缶

の

油
量

が
運

転
上

の

制
限

を
満

足
し

て

い
な
い
場
合
 

A.
1 

機
械
保
修
課
長
は
、
軽
油
ド
ラ
ム
缶
の
油
量

を
制
限
値

内
に
回
復

さ
せ

る
措
置
を

開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 

当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水

位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
２
：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
は
、
送
水
車
を
い
う
。
 

※
３
：
当
該
可
搬
型
設
備
の
運
転
上
の
制
限
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
。
 

 

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
３
 
発
電
所
外
へ
の

放
射
性

物
質
の

拡
散
を
抑

制
す
る
た

め
の
設
備
 

 ９
０
－
１

３
－
１
 
大
気
へ
の

拡
散
抑
制

、
航
空

機
燃
料
火

災
へ
の
泡

消
火
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

（
放
水
砲
用
）
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
運

転
状
態

に
異
常
が

な
い

こ

と
、
お
よ

び
吐
出

圧
力
が

 
 

M
P
a以

上
、
容

量

が
 
 
 
m3
/h
以
上
で

あ
る
こ

と
を

確
認

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

タ
ー

ビ
ン

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ

を
起

動
し
、
動

作
可
能

で
あ
る
こ

と
を

確

認
す
る

。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ

ー
ビ

ン

保
修
課
長
 

放
水
砲
 

所
要
数

が
使

用
可
能

で
あ
る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 
３
ヶ
月
に
１
回
 
タ

ー
ビ

ン

保
修
課
長
 

泡
混
合
器
 

所
要
数

が
使

用
可
能

で
あ
る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 
３
ヶ
月
に
１
回
 
タ

－
ビ

ン

保
修
課
長
 

   (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A.
 
放

水
系

が
動

作
不

能
で
あ
る
場
合

 

A
.1
 当

直
課

長
は
、
１
台
の
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ

ポ
ン

プ
を

起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
、
そ

の
他

の
設

備
※

５
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
、
な

ら
び
に
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位

が
EL
32
.
2m

以
上

お
よ
び

水
温

が
6
5℃

以
下

で
あ

る
こ
と

を
確
認

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
代
替
措
置

※
６
を
検

討
し
、
原

子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能

な
状

態
に
復
旧

す
る
。
 

４
時
間
 

      ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

B.
 
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

表
９
０
－
１
３
 
発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制
す
る
た
め
の
設
備
 

 ９
０
－
１
３
－
１
 
大
気
へ
の
拡
散
抑
制
、
航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

大
容
量
ポ
ン
プ
 

（
放
水
砲
用
）
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
運

転
状
態
に
異
常
が
な
い
こ

と
、
お
よ
び
吐
出
圧
力
が

 
 

M
P
a以

上
、
容
量

が
 
 
 
m3
/
h以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
機
械
 

保
修
課
長
 

放
水
砲
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 
３
ヶ
月
に
１
回
 
機
械
 

保
修
課
長
 

泡
混
合
器
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 
３
ヶ
月
に
１
回
 
機
械
 

保
修
課
長
 

   (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A
. 

放
水

系
が

動
作

不

能
で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
１
台
の
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

ポ
ン

プ
を

起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
、
そ
の
他
の
設
備

※
５
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
、
な
ら
び
に
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位

が
E
L3
2.
2m
以

上
お
よ

び
水
温

が
6
5℃

以
下

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 

機
械

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
６
を
検

討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

      ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

B
. 

条
件

Ａ
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

                           

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A.
 
放

水
系

が
動

作
不

能
で
あ
る
場
合

 

A
.1
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、
１
次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行

っ
て

い
る
場

合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た

は
モ
ー

ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の

場
合
１
次

系
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置

を
開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.4
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
代
替
措
置

※
６
を
検

討
し
、
原

子
炉
主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.5
 当

直
課

長
は
、
使
用
済
燃

料
ピ
ッ
ト
水
位
が

EL
32
.2
m
以

上
お

よ
び
水

温
が
65
℃
以

下
で

あ
る

こ
と
を

確
認
す

る
。

 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
５
：
残

り
の
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ

ン
プ

１
台

に
つ
い
て

は
、

至
近

の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
代

替
品
の
補
充
等
。
 

  

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A
. 

放
水

系
が

動
作

不

能
で
あ
る
場
合
 

A.
1 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 

機
械

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
６
を
検

討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
5 
当
直
課
長
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
水
位
が

E
L3
2.
2m
以

上
お
よ
び

水
温
が

6
5℃

以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
５
：
残
り
の
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
１
台
に
つ
い
て
は
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

  

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

３
－
２
 
海
洋
へ
の

拡
散
抑
制
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー

ビ
ン

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A.
 
所

要
数

を
満

足
し

て
い
な
い
場
合

 

A
.1
 
当
直
課

長
は
、

１
台

の
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ

ポ
ン

プ
を
起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
、

そ
の

他
の

設
備

※
３
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
、

な
ら
び
に

使
用
済

燃
料
ピ

ッ
ト
水

位
が

EL
32
.2
m
以

上
お

よ
び

水
温

が
6
5
℃

以
下

で

あ
る

こ
と
を

確
認
す

る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
タ

ー
ビ
ン

保
修
課

長
は

、
代
替
措
置

※
４
を
検

討
し

、
原
子
炉

主
任
技

術
者
の

確
認
を

得
て

実
施

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長

は
、

当
該
設
備
を
使
用

可
能

な
状
態

に
復
旧

す
る

 

４
時
間
 

      ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

B.
 
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場

合
 

B
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A.
 
所

要
数

を
満

足
し

て
い
な
い
場
合

 

A
.1
 
タ
ー
ビ

ン
保
修

課
長

は
、

当
該
設
備
を
使
用

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 
当
直
課

長
は
、

１
次

冷
却

系
の
水
抜
き
を
行

っ
て

い
る
場

合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 
当
直
課

長
は
、

モ
ー

ド
５

（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
お

よ
び
は

モ
ー

ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の

場
合
、
１

次
系
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置

を
開
始

す
る
。

 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   

９
０
－
１
３
－
２
 
海
洋
へ
の
拡
散
抑
制
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
 

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A
. 

所
要

数
を

満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

A.
1 

当
直
課
長
は
、
１
台
の
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
、

そ
の

他
の

設
備

※
３
が

動
作

可
能
で

あ
る

こ

と
、
な
ら

び
に
使
用

済
燃

料
ピ
ッ
ト

水
位
が

E
L3
2.
2m

以
上

お
よ

び
水

温
が

65
℃

以
下

で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
、

原
子
炉
主

任
技
術
者

の
確

認
を
得
て

実
施
す

る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 

機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
 

４
時
間
 

      ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

B
. 

条
件

Ａ
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A
. 

所
要

数
を

満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

A.
1 

機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 お
よ
び
 

A.
2 

当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
お
よ
び
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

お
よ

び
 

A
.4
 
タ

ー
ビ
ン

保
修
課

長
は

、
代
替
措
置

※
４
を
検

討
し

、
原
子
炉

主
任
技

術
者
の

確
認
を

得
て

実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

 速
や
か
に
 

※
３
：
残

り
の
格
納
容
器
ス
プ
レ

イ
ポ

ン
プ

１
台

を
い
い
、

至
近

の
記

録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

※
４
：
代

替
品
の
補
充
等
。
 

 

お
よ
び
 

A.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
、

原
子
炉
主

任
技
術
者

の
確

認
を
得
て

実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 速
や
か
に
 

※
３
：
残
り
の
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
１
台
を
い
い
、
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

※
４
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

    

 

100



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
４
 
重
大
事
故
等
の

収
束
に

必
要
と

な
る
水
の

供
給
設
備

 

 ９
０
－
１

４
－
１
 
海
水
を
用

い
た
復
水

ピ
ッ
ト

へ
の
補
給

 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動

し
、

異
常

な
振

動
、

異
音

、
異

臭
、

漏

え
い

が
な
い

こ
と

、
お

よ
び
吐

出
圧

力
が

 
 

MP
a
以

上
、
容
量
が

 
 

m
3
/h
以
上
で

あ
る

こ
と

を
確
認

す
る

。 

１
年
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２

、
３

、
４

、
５

お
よ

び
６

に
お

い
て

、

ポ
ン
プ
を
起
動

し
、

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A.
 
動

作
可

能
な

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
海

水

供
給

系
が

２
系

統

未
満
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
復

水
ピ

ッ
ト

の
水

量
が

1,
03
5m

3
以
上

で
あ
る

こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
.1
 当

直
課
長
は
、
当
該
系

統
と
同
等
の
機
能
を

持
つ

重
大

事
故

等
対

処
設
備

※
３
が

動
作

可

能
で

あ
る
こ

と
を
確

認
す
る

※
４
。
 

ま
た

は
 

A
.2
.2
 タ

－
ビ
ン
保

修
課
長

は
、
代
替
措
置

※
５
を
検

討
し
、
原
子

炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 タ

－
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
当

該
系
統
を
動
作
可

能
な

状
態
に

復
旧
す

る
。

 

４
時
間
 

  １
０
日
 

   １
０
日
 

   ３
０
日
 

B.
 
動

作
可

能
な

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
海

水

供
給

系
が

１
系

統

未
満
で
あ
る
場

合
 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
復

水
ピ

ッ
ト

の
水

量
が

1,
03
5m

3
以
上

で
あ
る

こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
.1
.1
 当

直
課
長

は
、
当
該

系
統
と
同
等
の
機
能

を
持
つ
重

大
事
故

等
対

処
設
備

※
３
が
動

作
可

能
で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る

※
４
。
 

お
よ
び
 

B
.2
.1
.2
 タ

－
ビ

ン
保
修
課
長

は
、
動
作
不
能
と
な

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

表
９
０
－
１
４
 
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備
 

 ９
０
－
１
４
－
１
 
海
水
を
用
い
た
復
水
ピ
ッ
ト
へ
の
補
給
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

送
水
車
 

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
異
常
な

振
動
、
異
音
、
異
臭
、
漏

え
い
が

な
い

こ
と
、

お
よ

び
吐

出
圧
力

が
 

 
MP
a
以

上
、
容
量
が

 
 

m
3
/h
以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

１
年
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

モ
ー
ド
１
、
２
、
３
、
４
、

５
お
よ
び
６
に
お
い
て
、

ポ
ン
プ
を
起
動
し
、
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A
. 

動
作

可
能

な
復

水

ピ
ッ

ト
へ

の
海

水

供
給

系
が

２
系

統

未
満
で
あ
る
場
合
 

A.
1 

当
直

課
長

は
、

復
水

ピ
ッ

ト
の

水
量

が

1
,0
35
m3
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能
を

持
つ
重

大
事

故
等

対
処
設
備

※
３
が

動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
４
。
 

ま
た
は
 

A.
2.
2 

機
械
保
修

課
長

は
、

代
替
措
置

※
５
を
検

討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

  １
０
日
 

   １
０
日
 

   ３
０
日
 

B
. 

動
作

可
能

な
復

水

ピ
ッ

ト
へ

の
海

水

供
給

系
が

１
系

統

未
満
で
あ
る
場
合
 

B.
1 

当
直

課
長

は
、

復
水

ピ
ッ

ト
の

水
量

が

1
,0
35
m3
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2.
1.
1
 当

直
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
の
機
能

を
持

つ
重
大
事

故
等
対
処

設
備

※
３
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
４
。
 

お
よ
び
 

B.
2.
1.
2
 機

械
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

                            

枠
囲
み
の
範
囲
は
機
密
に
係
る
事
項
で
す
の
で
公
開
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

っ
て

い
る

当
該
系

の
少
な
く

と
も
１

系

統
を

動
作
可

能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B
.2
.2
.1
 タ

－
ビ
ン

保
修
課

長
は
、
代
替
措
置

※
５
を

検
討
し

、
原
子

炉
主
任

技
術

者
の
確

認

を
得

て
実
施

す
る
。
 

お
よ
び
 

B
.2
.2
.2
 タ

－
ビ
ン

保
修
課

長
は
、
動
作
不
能
と
な

っ
て

い
る
当

該
系

の
少

な
く

と
も

１
系

統
を

動
作
可

能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

   ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

C.
 
条

件
Ａ

ま
た

は
Ｂ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き

な
い
場
合
 

C
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

C
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 
動

作
可

能
な

復
水

ピ
ッ

ト
へ

の
海

水

供
給

系
が

２
系

統

未
満
で
あ
る
場

合
 

A
.1
 当

直
課

長
は
、
当

該
系
統

を
動
作
可
能
な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い

る
場
合

は
、
水

抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、
モ
ー
ド
５
（

１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は

モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場

合
、
１

次
系

保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を

開
始

す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.4
 タ

－
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
代

替
措
置

※
５
を
検
討

し
、
原
子
炉

主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る

措
置
を

開
始
す

る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
３
：
１

次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド

ア
ン
ド

ブ
リ
ー

ド
に
よ
る

炉
心
冷
却

系
を
い
う
。
 

※
４
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

※
５
：
代

替
品
の
補
充
等
。
 

い
る

当
該

系
の
少

な
く

と
も

１
系

統

を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B.
2.
2.
1
 機

械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
、
原

子
炉
主

任
技
術

者
の

確
認
を

得

て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2.
2.
2
 機

械
保
修
課
長
は
、
動
作
不
能
と
な
っ
て

い
る

当
該

系
の

少
な

く
と
も

１
系

統
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

   ７
２
時
間
 

   １
０
日
 

C
. 

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き

な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 

動
作

可
能

な
復

水

ピ
ッ

ト
へ

の
海

水

供
給

系
が

２
系

統

未
満
で
あ
る
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者
の

確
認

を
得
て

実
施

す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
３
：
１
次
冷
却
系
の
フ
ィ
ー
ド
ア
ン
ド
ブ
リ
ー
ド
に
よ
る
炉
心
冷
却
系
を
い
う
。
 

※
４
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
行
う
。
 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

４
－
３
 
復
水
ピ
ッ

ト
（
Ｒ
Ｗ

Ｓ
Ｐ
補

給
系
を
含

む
）
 

（
中

略
）

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ

る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

 

A.
 
復

水
ピ

ッ
ト

水
量

が
運

転
上

の
制

限

を
満

足
し

て
い

な

い
場
合
 

  

A
.1
 当

直
課

長
は
、
燃

料
取
替

用
水
ピ
ッ
ト
の
水
量

が
1,
86
0m

3 以
上
で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、
復

水
ピ
ッ

ト
水
量
の
運
転
上
の

制
限

を
満
足

さ
せ
る

。
 

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

B.
 
復

水
ピ

ッ
ト

か
ら

燃
料

取
替

用
水

ピ

ッ
ト

へ
の

補
給

系

が
使

用
不

能
の

場

合
 

 

B
.1
 当

直
課

長
は
、
燃

料
取
替

用
水
ピ
ッ
ト
の
水
量

が
1,
86
0m

3 以
上
で
あ

る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は

、
当
該
系
統
と
同
等

な
機

能
を
持

つ
重
大

事
故
等
対
処
設
備

※
２
が

動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を
確
認
す
る

※
３
。
 

お
よ

び
 

B
.3
 当

直
課

長
は
、
当

該
系
統

を
使
用
可
能
な
状
態

に
復

旧
す
る
。
 

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C.
 
条

件
Ａ

ま
た

は
Ｂ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き

な
い
場
合
 

C
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

C
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
ー
ド

５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

             

９
０
－
１
４
－
３
 
復
水
ピ
ッ
ト
（
Ｒ
Ｗ
Ｓ
Ｐ
補
給
系
を
含
む
）
 

（
中
略
）
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

 

A
. 

復
水

ピ
ッ

ト
水

量

が
運

転
上

の
制

限

を
満

足
し

て
い

な

い
場
合
 

  

A.
1 
当
直
課
長
は
、
燃
料
取
替
用
水
ピ
ッ
ト
の
水
量

が
1
,8
60
m3
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
復
水
ピ
ッ
ト
水
量
の
運
転
上
の

制
限
を
満
足
さ
せ
る
。
 

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

B
. 

復
水

ピ
ッ

ト
か

ら

燃
料

取
替

用
水

ピ

ッ
ト

へ
の

補
給

系

が
使

用
不

能
の

場

合
 

 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
燃
料
取
替
用
水
ピ
ッ
ト
の
水
量

が
1
,8
60
m3
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機

能
を
持
つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
２
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
３
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
。
 

４
時
間
 

  ７
２
時
間
 

   ３
０
日
 

C
. 

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ

の
措

置
を

完
了

時

間
内

に
達

成
で

き

な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

             

              組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ

る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド
５

お
よ
び
６
 

A.
 
復

水
ピ

ッ
ト

水
量

が
運

転
上

の
制

限

を
満

足
し

て
い

な

い
場
合
 

  

A
.1
 当

直
課

長
は
、
運

転
上
の

制
限
を
満
足
さ
せ
る

措
置

を
開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 当

直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い

る
場
合

は
、
水

抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 当

直
課

長
は
、
モ

ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま

た
は

モ
ー
ド
６
（

キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場

合
、
１

次
系
保
有

水
を
回
復
す
る
措
置
を

開
始

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B.
 
復

水
ピ

ッ
ト

か
ら

燃
料

取
替

用
水

ピ

ッ
ト

へ
の

補
給

系

が
使

用
不

能
の

場

合
 

 

B
.1
 当

直
課

長
は
、
当

該
系
統

を
使
用
可
能
な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 当

直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い

る
場
合

は
、
水

抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.3
 当

直
課

長
は
、
モ

ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま

た
は

モ
ー
ド
６
（

キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場

合
、
１

次
系
保
有

水
を
回
復
す
る
措
置
を

開
始

す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.4
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
当

該
系
統
と
同
等
な

機
能

を
持
つ

重
大

事
故

等
対

処
設

備
※

２
が
動

作
可

能
で
あ

る
こ
と

を
確
認
す
る

※
３
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
可

搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ

ン
プ

に
よ

る
代

替
炉
心
注

水
系

お
よ

び
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を

い
う
。
 

※
３
：
「

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

」
の
確

認
は
、

対
象
設
備

の
至
近
の

記
録
に
よ
り
行
う
。
 

  

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド
５

お
よ
び
６
 

A
. 

復
水

ピ
ッ

ト
水

量

が
運

転
上

の
制

限

を
満

足
し

て
い

な

い
場
合
 

  

A.
1 
当
直
課
長
は
、
運
転
上
の
制
限
を
満
足
さ
せ
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B
. 

復
水

ピ
ッ

ト
か

ら

燃
料

取
替

用
水

ピ

ッ
ト

へ
の

補
給

系

が
使

用
不

能
の

場

合
 

 

B.
1 
当
直
課
長
は
、
当
該
系
統
を
使
用
可
能
な
状
態

に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満

水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）

の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能

を
持

つ
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
２
が
動

作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
３
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る
代
替
炉
心
注
水
系
お
よ
び
可
搬
式
代
替
低
圧
注
水
ポ
ン
プ
に
よ
る

代
替
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
系
を
い
う
。
 

※
３
：
「
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
」
の
確
認
は
、
対
象
設
備
の
至
近
の
記
録
に
よ
り
行
う
。
 

  

                        組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
 

     

 

104



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

５
－
７
 
燃
料
油
貯

蔵
タ
ン
ク

ま
た
は

重
油
タ
ン

ク
、
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

油
量

を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

重
油
タ
ン
ク
 

油
量

を
確

認
す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

所
要

数
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す

る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回
 
タ
ー
ビ
ン

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A.
 燃

料
油
貯
蔵

タ
ン

ク
ま
た
は
重
油

タ

ン
ク
の
油
量
が

運

転
上
の
制
限
を

満

足
し
て
い
な
い

場

合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、
燃

料
油
貯

蔵
タ
ン
ク
ま
た
は
重

油
タ

ン
ク
の

油
量

を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ

る
。
 

４
８
時
間
 

B.
 タ

ン
ク
ロ
ー

リ
ー

の
所
要
数
を
満

足

し
て
い
な
い
場
合
 

B.
1 
タ
ー
ビ

ン
保
修
課

長
は
、

当
該
設
備
を
使
用
可

能
な

状
態
に

復
旧

す
る
。
 

ま
た
は
 

B.
2 
タ
ー
ビ

ン
保
修
課

長
は
、

代
替
措
置

※
５
を
検
討

し
、

原
子
炉

主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
。
 

４
８
時
間
 

  ４
８
時
間
 

C.
 条

件
Ａ
ま
た

は
Ｂ

の
措
置
を
完
了

時

間
内
に
達
成
で

き

な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課

長
は
、
燃

料
補
給

を
要
す
る
重
大
事
故

等
対

処
設
備

※
６
を

動
作
不
能

※
７
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

         

９
０
－
１
５
－
７
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
ま
た
は
重
油
タ
ン
ク
、
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
に
よ
る
燃
料
補
給
設
備
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
 

油
量
を
確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

重
油
タ
ン
ク
 

油
量
を
確
認

す
る
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 
当
直
課
長
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
 

所
要

数
が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 
機
械
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド

１
、
２
、

３
お
よ
び

４
 

A
. 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン

ク
ま
た
は
重
油
タ

ン
ク
の
油
量
が
運

転
上
の
制
限
を
満

足
し
て
い
な
い
場

合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
ま
た
は
重

油
タ
ン
ク
の
油
量
を
制
限
値
内
に
回
復
さ
せ

る
。
 

４
８
時
間
 

B
. 
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

の
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

B.
1 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B.
2 
機
械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
、

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
 

４
８
時
間
 

  ４
８
時
間
 

C
. 
条
件
Ａ
ま
た
は
Ｂ

の
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

C.
1 
当
直
課
長
は
、
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故

等
対
処
設
備

※
６
を
動
作
不
能

※
７
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

         

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A.
 
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン

ク
ま

た
は

重
油

タ
ン

ク
の

油
量

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な
い
場
合
 

A.
1 
当
直
課

長
は
、
燃

料
油
貯

蔵
タ
ン
ク
ま
た
は
重
油

タ
ン

ク
の

油
量

を
制

限
値

内
に

回
復

さ
せ

る
措

置
を

開
始
す

る
。

 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る

場
合
は

、
水

抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課

長
は
、
モ
ー
ド
５
（

１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た

は
モ
ー

ド
６
（

キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系

保
有

水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B.
 
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

の
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
 

B.
1 
タ
ー
ビ

ン
保
修
課

長
は
、
当

該
設
備
を
使
用
可
能

な
状

態
に
復

旧
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る

場
合
は

、
水

抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
当
直
課

長
は
、
モ
ー
ド
５
（

１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た

は
モ
ー

ド
６
（

キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系

保
有

水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

B.
4 

タ
ー
ビ

ン
保

修
課

長
は

、
代

替
措
置

※
５
を

検
討

し
、
原
子
炉

主
任

技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措

置
を
開

始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
５
：
代

替
品
の
補
充
等
。
 

※
６
：
燃

料
補
給
を
要
す
る
重
大

事
故

等
対

処
設

備
と
は
、

空
冷

式
非

常
用
発
電
装
置
、
電
源
車
、
可
搬
式
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
、
大
容
量
ポ

ン
プ
お
よ

び
大

容
量
ポ
ン
プ

（
放

水
砲
用
）
を
い
う
。
 

※
７
：
当

該
可
搬
型
設
備
の
運
転

上
の
制

限
は
個

別
に
適
用

さ
れ
る
。

 

 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

５
、

６
お

よ
び

使
用

済
燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料
体

を
貯

蔵
し

て
い

る
期
間
 

A
. 

燃
料
油
貯
蔵
タ
ン

ク
ま

た
は

重
油

タ
ン

ク
の

油
量

が
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て

い
な
い
場
合
 

A.
1 
当
直
課
長
は
、
燃
料
油
貯
蔵
タ
ン
ク
ま
た
は
重
油

タ
ン

ク
の

油
量

を
制
限

値
内

に
回

復
さ

せ
る

措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

B
. 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー

の
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合
 

B.
1 
機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 
当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行
っ
て

い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
3 
当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非
満
水
）

ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低
水
位
）
の
場

合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

B.
4 
機
械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措

置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

※
６
：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
は
、
空
冷
式
非
常
用
発
電
装
置
、
電
源
車
、
可
搬
式
代
替

低
圧
注
水
ポ
ン
プ
、
大
容
量
ポ
ン
プ
お
よ
び
大
容
量
ポ
ン
プ
（
放
水
砲
用
）
を
い
う
。
 

※
７
：
当
該
可
搬
型
設
備
の
運
転
上
の
制
限
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
。
 

 

              組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所
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保

修
関

係
組
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統
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
６
 
計
装
設
備
 

 ９
０
－
１

６
－
１
 
計
装
設
備

 

分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 

温 度 

１
次

冷
却

材
高

温
側
温

度

（
広

域
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
ル

ー

プ
 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

１
次

冷
却

材
低

温
側
温

度

（
広

域
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
ル

ー

プ
 

②
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

〔
炉

心
出

口
温

度
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

１
次

冷
却

材
圧
力

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

〔
加

圧
器

圧
力

（
Ｃ

Ｒ

Ｔ
）

〕
※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 
１

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

加
圧

器
水
位

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
原

子
炉

水
位

 

 

 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
原

子
炉

水
位

 
①

加
圧

器
水

位
 

 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

〔
1次

冷
却

系
統

水
位

〕
※
４
 
①

１
次

冷
却

材
高

温
側

温
度

（
広

域
）

 

①
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

モ
ー

ド
 

５
お

よ
び

６
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 〔

 〕
は

多
様

性
拡

張
設

備
を
示

す
。

多
様
性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制
限

を
適

用
し

な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

  

表
９
０
－
１
６
 
計
装
設
備
 

 ９
０
－
１
６
－
１
 
計
装
設
備
 

分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項
 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 

温 度 

１
次

冷
却

材
高

温
側
温

度

（
広

域
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
ル

ー

プ
 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、
 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1 

当
直

課
長

は
、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か
る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A.
3 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態
に
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長

 

１
次

冷
却

材
低

温
側
温

度

（
広

域
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
ル

ー

プ
 

②
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

〔
炉

心
出

口
温

度
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

１
次

冷
却

材
圧
力

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1 

当
直

課
長

は
、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か
る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B.
3 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態
に
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

〔
加

圧
器

圧
力

（
Ｃ

Ｒ

Ｔ
）

〕
※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 
１

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

加
圧

器
水
位

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
原

子
炉

水
位

 

 

 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1 

当
直

課
長

は
、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2 

当
直

課
長

は
、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

原
子

炉
水
位

 
①

加
圧

器
水

位
 

 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1 

原
子

燃
料

課
長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の
移

動
を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E.
2 

当
直

課
長

は
、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

〔
1次

冷
却

系
統

水
位

〕
※
４
 
①

１
次

冷
却

材
高

温
側

温
度

（
広

域
）

 

①
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

モ
ー

ド
 

５
お

よ
び

６
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 〔

 
〕

は
多
様
性

拡
張

設
備

を
示

す
。

多
様

性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

  

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

 記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 

高
圧

注
入

流
量

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

③
加

圧
器

水
位

 

④
原

子
炉

水
位

 

⑤
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

 

３
、

４
、

 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

余
熱

除
去

流
量

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

③
加

圧
器

水
位

 

④
原

子
炉

水
位

 

⑤
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

恒
設

代
替

低
圧

注
水
積

算
流

量
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

②
加

圧
器

水
位

 

③
原

子
炉

水
位

 

④
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

〔
充

て
ん

水
流

量
〕

※
４
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

②
加

圧
器

水
位

 

③
原

子
炉

水
位

 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
〔

蓄
圧

タ
ン

ク
圧

力
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

〔
蓄

圧
タ

ン
ク

水
位

〕
※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 
〔

Ａ
Ｍ

用
消

火
水

積
算

流

量
〕

※
４
 

①
余

熱
除

去
流
量

 

②
加

圧
器

水
位

 

③
原

子
炉

水
位

 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 〔

 〕
は

多
様

性
拡

張
設

備
を
示

す
。

多
様
性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制
限

を
適

用
し

な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数

を
満

足
で

き
な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 

高
圧

注
入

流
量
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

③
加

圧
器

水
位

 

④
原

子
炉

水
位

 

⑤
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、
 

３
、

４
、
 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1 

当
直

課
長

は
、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か
る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A.
3 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態
に
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1 

当
直

課
長

は
、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る
こ

と
を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か
る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B.
3 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態
に
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

余
熱

除
去

流
量
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

③
加

圧
器

水
位

 

④
原

子
炉

水
位

 

⑤
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

恒
設

代
替

低
圧

注
水
積
算

流

量
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

②
加

圧
器

水
位

 

③
原

子
炉

水
位

 

④
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

〔
充

て
ん

水
流

量
〕

※
４
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

②
加

圧
器

水
位

 

③
原

子
炉

水
位

 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1 

当
直

課
長

は
、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2 

当
直

課
長

は
、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

〔
蓄

圧
タ

ン
ク

圧
力

〕
※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

〔
蓄

圧
タ

ン
ク

水
位

〕
※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1 

原
子

燃
料

課
長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の
移

動
を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E.
2 

当
直

課
長

は
、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

〔
Ａ

Ｍ
用

消
火

水
積
算

流

量
〕

※
４
 

①
余

熱
除

去
流
量

 

②
加

圧
器

水
位

 

③
原

子
炉

水
位

 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 〔

 
〕

は
多
様
性

拡
張

設
備

を
示

す
。

多
様

性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量 

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ
積

算
流

量
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

恒
設

代
替

低
圧

注
水
積

算
流

量
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

高
圧

注
入

流
量

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

③
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

余
熱

除
去

流
量

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

③
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
〔

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

流

量
〕

※
４
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

〔
Ａ

Ｍ
用

消
火

水
積
算

流

量
〕

※
４
 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 〔

 〕
は

多
様

性
拡

張
設

備
を
示

す
。

多
様
性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制
限

を
適

用
し

な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量 

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ
積

算
流

量
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

恒
設

代
替

低
圧

注
水
積

算
流

量
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

１
 

高
圧

注
入

流
量

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

③
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

余
熱

除
去

流
量

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

③
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

〔
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ

流

量
〕

※
４
 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
５
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

〔
Ａ

Ｍ
用

消
火

水
積
算

流

量
〕

※
４
 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 〔

 
〕

は
多
様
性

拡
張

設
備

を
示

す
。

多
様

性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

格
納

容
器

内
温
度

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
圧

力
(広

域
) 

③
Ａ

Ｍ
用

格
納

容
器
圧
力

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

 

３
、

４
、

 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

ま
た

は
 

電
気

 

保
修

課
長

※

５
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

格
納

容
器

圧
力

（
広
域
）

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
内

温
度

 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保

修
課

長
※
５
は

、
当

該
計

器
が

故

障
状

態
で

あ
る

こ
と
が

運
転

員

に
明

確
に

分
か

る
よ
う

な
措

置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保

修
課

長
は

、
当

該
計
器

を
動

作

可
能

な
状

態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

     ３
０

日
 

Ａ
Ｍ

用
格

納
容

器
圧
力

 
①

格
納

容
器

内
温

度
 

１
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

格
納

容
器

再
循

環
サ
ン

プ
水

位
（

広
域
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
狭

域
) 

③
原

子
炉

下
部

キ
ャ
ビ

テ
ィ

水

位
 

③
原

子
炉

格
納

容
器
水
位

 

④
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

④
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

④
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ

積
算

流

量
 

④
恒

設
代

替
低

圧
注
水

積
算

流

量
 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
ま

た
は

電
気

保

修
課

長
※
５
は

、
当

該
機

能
の

主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た
は

、
代

替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手
段

以
上

動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。

 

７
２

時
間

 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 
格

納
容

器
再

循
環

サ
ン

プ
水

位
（

狭
域
）

 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

※
５

：
原

子
炉

下
部
キ

ャ
ビ

テ
ィ

水
位
お

よ
び

原
子
炉
格
納

容
器

水
位

に
つ

い
て
実

施
す

る
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

格
納

容
器

内
温
度

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
圧

力
(広

域
) 

③
Ａ

Ｍ
用

格
納

容
器
圧
力

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

 

３
、

４
、

 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長

 

   

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

格
納

容
器

圧
力

（
広
域
）

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
内

温
度
 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

 お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

     ３
０

日
 

Ａ
Ｍ

用
格

納
容

器
圧
力

 
①

格
納

容
器

内
温

度
 

１
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

格
納

容
器

再
循

環
サ
ン

プ
水

位
（

広
域
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(狭

域
) 

③
原

子
炉

下
部

キ
ャ
ビ
テ

ィ
水

位
 

③
原

子
炉

格
納

容
器
水
位

 

④
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

④
復

水
ピ

ッ
ト

水
位
 

④
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ
積

算
流

量
 

④
恒

設
代

替
低

圧
注
水
積

算
流

量
 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
４
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

格
納

容
器

再
循

環
サ
ン

プ
水

位
（

狭
域
）

 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

原
子

炉
下

部
キ

ャ
ビ
テ

ィ
水

位
 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

②
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

②
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ

積
算

流

量
 

②
恒

設
代

替
低

圧
注
水

積
算

流

量
 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
電

気
保

修
課

長
※
５
は

、
当

該
計

器
が

故
障

状
態

で
あ
る

こ
と

が

運
転

員
に

明
確

に
分
か

る
よ

う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

ま
た

は
 

電
気

 

保
修

課
長

※

５
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

原
子

炉
格

納
容

器
水
位

 

 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ

ト
水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位

 

①
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ

積
算

流

量
 

①
恒

設
代

替
低

圧
注
水

積
算

流

量
 

１
 

 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

※
５

：
原

子
炉

下
部
キ

ャ
ビ

テ
ィ

水
位
お

よ
び

原
子
炉
格
納

容
器

水
位

に
つ

い
て
実

施
す

る
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

原
子

炉
下

部
キ

ャ
ビ
テ

ィ
水

位
 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

②
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

②
復

水
ピ

ッ
ト

水
位
 

②
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ
積

算
流

量
 

②
恒

設
代

替
低

圧
注
水
積

算
流

量
 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長

 

   

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

原
子

炉
格

納
容

器
水
位

 

 

①
燃

料
取

替
用

水
ピ
ッ
ト

水
位

 

①
復

水
ピ

ッ
ト

水
位
 

①
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ
積

算
流

量
 

①
恒

設
代

替
低

圧
注
水
積

算
流

量
 

１
 

 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
４
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

  

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 素 濃 度 

可
搬

型
格

納
容

器
水
素

ガ
ス

濃
度

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

予
備
 

②
静

的
触

媒
式

水
素
再

結
合

装

置
温

度
 

②
原

子
炉

格
納

容
器
水

素
燃

焼

装
置

温
度

 

１
 

 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
.
1
 計

装
保

修
課
長

は
、

当
該

計

器
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す

る
。

 

ま
た

は
 

A
.3
.
2
 計

装
保

修
課
長

は
、

代
替

措

置
※
４
を

検
討
し

、
原

子
炉

主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す

る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

   ３
０

日
 

可
搬

型
格

納
容

器
水

素
ガ

ス
濃

度
の

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

可
搬

型
格

納
容

器
水

素
ガ

ス
濃

度
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

計
装

 

保
修

課
長

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
.
1
 計

装
保

修
課
長

は
、

当
該

計

器
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す

る
。

 

ま
た

は
 

B
.3
.
2
 計

装
保

修
課
長

は
、

代
替

措

置
※
４
を

検
討
し

、
原

子
炉

主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す

る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

   ３
０

日
 

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

監
視

装
置

の
機

能
の

確
認

を
行

う
。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 
原

子
炉

格

納
容

器
水

素
燃

焼
装

置
温

度
監

視
装

置
の

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

 

計
装

 

保
修

課
長

 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
静

的
触

媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

監
視

装
置

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

温
度

監
視

装
置

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

等
に

よ
り

確
認

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 ※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 代

替
品

の
補
充

等
(可

搬
型

格
納

容
器

水
素
ガ
ス
濃

度
に

限
る

)。
 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

  

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 素 濃 度 

可
搬

型
格

納
容

器
水
素

ガ
ス

濃
度

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
予
備

 

②
静

的
触

媒
式

水
素
再
結

合
装

置
温

度
 

②
原

子
炉

格
納

容
器
水
素

燃
焼

装
置

温
度

 

１
 

 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
.1
 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器
を

動
作

可
能

な
状
態

に
す

る
。

 

ま
た

は
 

A.
3
.2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※
４
を

検
討
し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を
得

て
実

施
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

   ３
０

日
 

可
搬

型
格

納
容

器
水

素
ガ

ス
濃

度
の

機
能

の
確

認
を

行
う

。
 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

可
搬

型
格

納
容

器
水

素
ガ

ス
濃

度
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

電
気

 

保
修

課
長
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
.1
 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器
を

動
作

可
能

な
状
態

に
す

る
。

 

ま
た

は
 

B.
3
.2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※
４
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
 

施
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

   ３
０

日
 

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

監
視

装
置

の
機

能
の

確
認

を
行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

原
子

炉
格

納
容

器
水

素
燃

焼
装

置
温

度
監

視
装

置
の

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

 

電
気

 

保
修

課
長
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

静
的

触
媒

式
水

素
再

結
合

装
置

温
度

監
視

装
置

お
よ

び
原

子
炉

格
納

容
器

水
素

燃
焼

装
置

温
度

監
視

装
置

が
動

作
不

能
で

な
い

こ
と

を
指

示
値

等
に

よ
り

確
認

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
５
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

 ※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 代

替
品

の
補
充

等
(可

搬
型

格
納

容
器

水
素

ガ
ス
濃

度
に

限
る

)。
 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

  

  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

ア ニ ュ ラ ス 内 の 水 素 濃 度 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
水

素
濃
度

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

予
備
 

  

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

 

 
 

 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を
１

手
段

以
上

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間

 
 

 
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

 
 

 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 
 

 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

ア ニ ュ ラ ス 内 の 水 素 濃 度 

ア
ニ

ュ
ラ

ス
水

素
濃
度

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
予
備

 

  

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

 

 
 

 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を
１

手
段

以
上

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

 
 

 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

 
 

 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
４
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

 
 

 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率 

格
納

容
器

内
高

レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン
ジ
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

 

３
、

４
、

 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

格
納

容
器

内
高

レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン
ジ
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
内

高
レ
ン

ジ
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）
 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

〔
格

納
容

器
じ

ん
あ
い

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン

ジ
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
〔

格
納

容
器

ガ
ス

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン

ジ
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
 

１
 

〔
格

納
容

器
エ

ア
ロ
ッ

ク
区

域
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン

ジ
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 
〔

炉
内

計
装

区
域

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

〕
※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン

ジ
エ

リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）
 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 〔

 〕
は

多
様

性
拡

張
設

備
を
示

す
。

多
様
性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制
限

を
適

用
し

な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率 

格
納

容
器

内
高

レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン
ジ
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

 

３
、

４
、

 

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

格
納

容
器

内
高

レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン
ジ
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
内

高
レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン

ジ
）

 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

〔
格

納
容

器
じ

ん
あ
い

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

〔
格

納
容

器
ガ

ス
モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 

１
 

〔
格

納
容

器
エ

ア
ロ
ッ

ク
区

域
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
５
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

〔
炉

内
計

装
区

域
エ
リ

ア
モ

ニ
タ

〕
※
４
 

①
格

納
容

器
内

高
レ
ン
ジ

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

（
低

レ
ン

ジ
）

 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 〔

 
〕

は
多
様
性

拡
張

設
備

を
示

す
。

多
様

性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

未 臨 界 の 維 持 ま た は 監 視 

出
力

領
域

中
性

子
束

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
中

間
領

域
中

性
子
束

 

③
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

④
ほ

う
酸

タ
ン

ク
水
位

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
お

よ
び

２
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

中
間

領
域

中
性

子
束

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
出

力
領

域
中

性
子
束

 

②
中

性
子

源
領

域
中
性

子
束

※
４
 

③
ほ

う
酸

タ
ン

ク
水
位

 

１
 

中
性

子
源

領
域

中
性
子

束
※

４
 

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
中

間
領

域
中

性
子
束

 

③
ほ

う
酸

タ
ン

ク
水
位

 

 

１
 

 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

D.
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 Ｐ

－
６

以
上
に

お
い

て
、
中

性
子

源
領

域
中

性
子

束
は

電
源

切
と

な
る

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し
な
い
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

未 臨 界 の 維 持 ま た は 監 視 

出
力

領
域

中
性

子
束

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
中

間
領

域
中

性
子
束

 

③
１

次
冷

却
材

高
温
側
温

度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側
温

度

（
広

域
）

 

④
ほ

う
酸

タ
ン

ク
水
位

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
お

よ
び

２
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

中
間

領
域

中
性

子
束

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
出

力
領

域
中

性
子
束

 

②
中

性
子

源
領

域
中
性
子

束
※
４
 

③
ほ

う
酸

タ
ン

ク
水
位

 

１
 

中
性

子
源

領
域

中
性
子

束
※

４
 

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
中

間
領

域
中

性
子
束

 

③
ほ

う
酸

タ
ン

ク
水
位

 

 

１
 

 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

D.
モ

ー
ド

１
お

よ
び

２

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 Ｐ

－
６

以
上
に

お
い

て
、
中

性
子

源
領

域
中
性

子
束

は
電

源
切

と
な
る

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し

な
い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

未 臨 界 の 維 持 ま た は 監 視 

〔
中

間
領

域
起

動
率

〕
※
４
 

中
間

領
域

中
性

子
束

 

 

１
 

モ
ー

ド
 

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

B.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

B
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

〔
中

性
子

源
領

域
起
動

率
〕

※
４
 

①
中

性
子

源
領

域
中
性

子
束

※
５
 

 

１
 

C.
モ

ー
ド

２
、

３
お

よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

C
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

C
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

D.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

D
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
６
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 〔

 〕
は

多
様

性
拡

張
設

備
を
示

す
。

多
様
性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制
限

を
適

用
し

な
い
。

 

※
５

：
 Ｐ

－
６

以
上
に

お
い

て
、
中

性
子

源
領

域
中

性
子

束
は

電
源

切
と

な
る

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し
な
い
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
６

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

未 臨 界 の 維 持 ま た は 監 視 

〔
中

間
領

域
起

動
率

〕
※
４
 

①
 

中
間

領
域

中
性

子
束
 

 

１
 

モ
ー

ド
 

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

B.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

B.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

〔
中

性
子

源
領

域
起
動

率
〕

※
４
 

①
中

性
子

源
領

域
中
性
子

束
※
５
 

 

１
 

C.
モ

ー
ド

２
、

３
お

よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

C.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

C.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

D.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

D.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
６
。
 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 〔

 
〕

は
多
様
性

拡
張

設
備

を
示

す
。

多
様

性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な
い
。

 

※
５

：
 Ｐ

－
６

以
上
に

お
い

て
、
中

性
子

源
領

域
中
性

子
束

は
電

源
切

と
な
る

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し

な
い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
６

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

格
納

容
器

圧
力

（
広
域
）

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
Ａ

Ｍ
用

格
納

容
器
圧
力

 

③
格

納
容

器
内

温
度

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
.
1
 計

装
保

修
課
長

は
、

当
該

計

器
を

動
作

可
能

な
状

態
に

す

る
。

 

ま
た

は
 

A
.3
.
2
 計

装
保

修
課
長

は
、

代
替

措

置
※
４
を

検
討
し

、
原

子
炉

主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実

施
す

る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

   ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

お
よ

び
 

原
子

炉
保

修
課

長
※
８
 

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

※
７
 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

原
子

炉
補

機
冷

却
水
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
水
位

 

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
可

搬
型

温
度

計
測
装

置
（

格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

入

口
温

度
／

出
口

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

用
）

 

１
 

〔
Ａ

Ｍ
用

原
子

炉
補
機

冷
却

水
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
圧
力

〕
※

５
 

①
原

子
炉

補
機

冷
却
水

サ
ー

ジ

タ
ン

ク
加

圧
ラ

イ
ン

圧
力
 

１
 

 
 

 

〔
格

納
容

器
再

循
環
ユ

ニ
ッ

ト
冷

却
水

流
量

〕
※
５
 

①
格

納
容

器
内

温
度

 

①
格

納
容

器
圧

力
(広

域
) 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
お

よ
び

原
子

炉

保
修

課
長

は
、

当
該
計

器
が

故

障
状

態
で

あ
る

こ
と
が

運
転

員

に
明

確
に

分
か

る
よ
う

な
措

置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
.
1
 計

装
保

修
課
長

お
よ

び
原

子

炉
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。

 

ま
た

は
 

B
.3
.
2
 計

装
保

修
課
長

お
よ

び
原

子

炉
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※

４
を

検
討
し

、
原

子
炉

主
任

技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す

る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

     ３
０

日
 

    ３
０

日
 

可
搬

型
温

度
計

測
装
置

（
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出
口

温
度
（

Ｓ

Ａ
）

用
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

予
備
 

②
格

納
容

器
内

温
度

 

②
格

納
容

器
圧

力
（
広

域
）
 

１
 

可
搬

型
温

度
計

測
装

置
（

格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出
口

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

用
）

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回

 

計
装

 

保
修

課
長

 

主
蒸

気
圧
力

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
ま

た
は

他
ル

ー
プ
 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

  

③
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
狭

域
）

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
広

域
）

 
①

蒸
気

発
生

器
水

位
(狭

域
) 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

②
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
お

よ
び

原
子

炉

保
修

課
長

は
、

当
該
機

能
の

主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た
は

、
代

替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手
段

以
上

動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。

 

７
２

時
間

 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
蒸

気
発

生
器

補
助

給
水

流
量

 
①

復
水

ピ
ッ

ト
水

位
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

１
 

原
子

炉
補

機
冷

却
水

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

加
圧

ラ
イ

ン
圧

力
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

原
子

炉
保

修
課

長
 

〔
蒸

気
発

生
器

主
蒸
気

流

量
〕

※
５
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
※
５
 

②
主

蒸
気

圧
力

 

③
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

③
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
蒸

気
発

生
器

補
助
給

水
流
量

 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
６
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 ※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 代

替
品

の
補
充

等
(可

搬
型

温
度

計
測

装
置
（
格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ
ト

入
口

温
度

／
出

口
温

度
（
Ｓ
Ａ
）

用
）

お
よ

び
原

子
炉
補

機
冷

却
水
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
加
圧

ラ
イ

ン
圧

力
)。

 

※
５

：
 〔

 〕
は

多
様

性
拡

張
設

備
を
示

す
。

多
様
性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制
限

を
適

用
し

な
い
。

 

※
６

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

※
７

：
 可

搬
型

温
度
計

測
装

置
（
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

入
口

温
度

／
出

口
温

度
（

Ｓ
Ａ
）

用
）

お
よ
び
原
子

炉
補

機
冷

却
水

サ
ー
ジ

タ
ン

ク
加

圧
ラ

イ
ン

圧
力
を
除
く

。
 

※
８

：
 原

子
炉

補
機
冷

却
水

サ
ー
ジ

タ
ン

ク
加

圧
ラ

イ
ン

圧
力

に
つ

い
て

実
施

す
る
。

 

  

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

格
納

容
器

圧
力

（
広
域
）

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
Ａ

Ｍ
用

格
納

容
器
圧
力

 

③
格

納
容

器
内

温
度
 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
.1
 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器
を

動
作

可
能

な
状
態

に
す

る
。

 

ま
た

は
 

A.
3
.2
 
電

気
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※
４
を

検
討
し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を
得

て
実

施
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

   ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

お
よ

び
 

機
械

 

保
修

課
長

※

８
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

※
７
 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

原
子

炉
補

機
冷

却
水
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
水
位

 

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
可

搬
型

温
度

計
測
装
置

（
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ

ッ
ト

入

口
温

度
／

出
口

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

用
）

 

１
 

〔
Ａ

Ｍ
用

原
子

炉
補
機

冷
却

水
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
圧
力

〕
※

５
 

①
原

子
炉

補
機

冷
却
水
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
加

圧
ラ

イ
ン

圧
力

 

１
 

 
 

 

〔
格

納
容

器
再

循
環
ユ

ニ
ッ

ト
冷

却
水

流
量

〕
※
５
 

①
格

納
容

器
内

温
度
 

①
格

納
容

器
圧

力
(広

域
) 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
お
よ

び
機

械
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器
が

故
障

状
態

で
あ

る
こ

と
が

運
転

員
に

明
確

に
分

か
る

よ
う

な
措

置
を

講
じ

る
。

 

お
よ

び
 

B.
3
.1
 
電

気
保

修
課

長
お

よ
び

機
械

保
修

課
長

は
、

当
該
計

器
を

動
作

可
能

な
状

態
に
す

る
。
 

ま
た

は
 

B.
3
.2
 
電

気
保

修
課

長
お

よ
び

機
械

保
修

課
長

は
、

代
替
措

置
※
４

を
検

討
し

、
原

子
炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て
実

施
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

     ３
０

日
 

   ３
０

日
 

可
搬

型
温

度
計

測
装
置

（
格

納
容

器
再

循
環

ユ
ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出
口

温
度
（

Ｓ

Ａ
）

用
）

 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
予
備

 

②
格

納
容

器
内

温
度
 

②
格

納
容

器
圧

力
（
広
域
）

 

１
 

可
搬

型
温

度
計

測
装

置
（

格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出
口

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

用
）

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

電
気

 

保
修

課
長
 

主
蒸

気
圧
力

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
ま

た
は

他
ル

ー
プ

 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側
温

度

（
広

域
）

  

③
１

次
冷

却
材

高
温
側
温

度

（
広

域
）

 

１
 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
狭

域
）
 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側
温

度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

高
温
側
温

度

（
広

域
）

 

１
 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
広

域
）
 
①

蒸
気

発
生

器
水

位
(狭

域
) 

②
１

次
冷

却
材

低
温
側
温

度

（
広

域
）
 

②
１

次
冷

却
材

高
温
側
温

度

（
広

域
）
 

１
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
お
よ

び
機

械
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能
の

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
ま

た
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を
１

手
段

以
上

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る
。

 

７
２

時
間
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

蒸
気

発
生

器
補

助
給
水

流
量
 
①

復
水

ピ
ッ

ト
水

位
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

１
 

原
子

炉
補

機
冷

却
水

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

加
圧

ラ
イ

ン
圧

力
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

機
械

 

保
修

課
長
 

〔
蒸

気
発

生
器

主
蒸
気

流

量
〕

※
５
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
※
５
 

②
主

蒸
気

圧
力
 

③
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

③
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
蒸

気
発

生
器

補
助
給
水

流
量

 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
６
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

 ※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 代

替
品

の
補
充

等
(可

搬
型

温
度

計
測

装
置

（
格
納

容
器

再
循

環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／
出

口
温

度
（
Ｓ
Ａ
）

用
）

お
よ

び
原

子
炉
補

機
冷

却
水
サ
ー

ジ
タ

ン
ク
加
圧
ラ

イ
ン

圧
力

)
。

 

※
５

：
 〔

 
〕

は
多
様
性

拡
張

設
備

を
示

す
。

多
様

性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な
い
。

 

※
６

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

※
７

：
 可

搬
型

温
度
計

測
装

置
（
格

納
容

器
再

循
環
ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／
出

口
温

度
（

Ｓ
Ａ
）

用
）

お
よ

び
原
子

炉
補

機
冷

却
水

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

加
圧
ラ

イ
ン

圧
力
を
除
く

。
 

※
８

：
 原

子
炉

補
機
冷

却
水

サ
ー
ジ

タ
ン

ク
加

圧
ラ
イ

ン
圧

力
に

つ
い

て
実
施

す
る
。

 

  

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
狭

域
）

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
主

蒸
気

圧
力

 

③
蒸

気
発

生
器

補
助
給

水
流
量

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

主
蒸

気
圧

力
  

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 
 

②
蒸

気
発

生
器

補
助
給

水
流
量

 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

1
次

冷
却

材
圧
力

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

②
主

蒸
気

圧
力

 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

③
１

次
冷

却
材

高
温
側

温
度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側

温
度

（
広

域
）

 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
４
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

蒸
気

発
生

器
水

位
（
狭

域
）
 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 

③
主

蒸
気

圧
力
 

③
蒸

気
発

生
器

補
助
給
水

流
量

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

主
蒸

気
圧

力
  

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(広
域

) 
 

②
蒸

気
発

生
器

補
助
給
水

流
量

 

１
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

1次
冷

却
材

圧
力

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

②
主

蒸
気

圧
力
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

③
１

次
冷

却
材

高
温
側
温

度

（
広

域
）

 

③
１

次
冷

却
材

低
温
側
温

度

（
広

域
）

 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
４
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

〔
復

水
器

空
気

抽
出
器

ガ
ス

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

お
よ

び
 

原
子

炉
保

修
課

長
※
６
 

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

〔
蒸

気
発

生
器

ブ
ロ
ー

ダ
ウ

ン
水

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力

 

１
 

〔
高

感
度

型
主

蒸
気
管

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力

 

１
 

B.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

B
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

〔
排

気
筒

ガ
ス

モ
ニ
タ

〕
※

４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
加

圧
器

水
位

 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力

 

１
 

C.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

 

C
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

C
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

 
〔

原
子

炉
周

辺
建

屋
サ

ン
プ

タ
ン

ク
水

位
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
加

圧
器

水
位

 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力

 

１
 

D.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

 

D
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 

〔
余

熱
除

去
ポ

ン
プ
吐

出
圧

力
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
加

圧
器

水
位

 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力

 

１
 

〔
加

圧
器

逃
が

し
タ
ン

ク
圧

力
（

広
域

)
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力

 

①
加

圧
器

水
位

 

１
 

〔
加

圧
器

逃
が

し
タ
ン

ク
水

位
〕

※
４
 

①
1次

冷
却

材
圧

力
 

①
加

圧
器

水
位

 

１
 

〔
加

圧
器

逃
が

し
タ
ン

ク
温

度
〕

※
４
 

①
1次

冷
却

材
圧

力
 

①
加

圧
器

水
位

 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 〔

 〕
は

多
様

性
拡

張
設

備
を
示

す
。

多
様
性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制
限

を
適

用
し

な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

※
６

：
 原

子
炉

周
辺
建

屋
サ

ン
プ
タ

ン
ク

水
位

に
つ

い
て

実
施

す
る

。
 

  

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

〔
復

水
器

空
気

抽
出
器

ガ
ス

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力
 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

お
よ

び
 

機
械

 

保
修

課
長

※

６
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

〔
蒸

気
発

生
器

ブ
ロ
ー

ダ
ウ

ン
水

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力
 

１
 

〔
高

感
度

型
主

蒸
気
管

モ
ニ

タ
〕

※
４
 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力
 

１
 

B.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

B.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

〔
排

気
筒

ガ
ス

モ
ニ
タ

〕
※

４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力
 

①
加

圧
器

水
位
 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力
 

１
 

C.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

 

C.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

C.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

 
〔

原
子

炉
周

辺
建

屋
サ

ン
プ

タ
ン

ク
水

位
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力
 

①
加

圧
器

水
位
 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力
 

１
 

D.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

 

D.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
５
。
 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

 

〔
余

熱
除

去
ポ

ン
プ
吐

出
圧

力
〕

※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力
 

①
加

圧
器

水
位
 

①
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

①
蒸

気
発

生
器

水
位

(狭
域

) 

①
主

蒸
気

圧
力
 

１
 

〔
加

圧
器

逃
が

し
タ
ン

ク
圧

力
（

広
域

)〕
※
４
 

①
１

次
冷

却
材

圧
力
 

①
加

圧
器

水
位
 

１
 

〔
加

圧
器

逃
が

し
タ
ン

ク
水

位
〕

※
４
 

①
1次

冷
却

材
圧
力

 

①
加

圧
器

水
位
 

１
 

〔
加

圧
器

逃
が

し
タ
ン

ク
温

度
〕

※
４
 

①
1次

冷
却

材
圧
力

 

①
加

圧
器

水
位
 

１
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 〔

 
〕

は
多
様
性

拡
張

設
備

を
示

す
。

多
様

性
拡
張

設
備

は
運

転
上

の
制

限
を

適
用

し
な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

※
６

：
 原

子
炉

周
辺
建

屋
サ

ン
プ
タ

ン
ク

水
位

に
つ
い

て
実

施
す

る
。
 

  

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

水 源 の 確 保 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ
ト

水
位

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ

ン
プ

水

位
(
広

域
) 

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A
.1
 
当

直
課

長
は

、
代

替
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

A
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長

 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
主

要
パ

ラ
メ

ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

が
故

障
状

態
で

あ
る
こ

と
が

運

転
員

に
明

確
に

分
か
る

よ
う

な

措
置

を
講

じ
る
。

 

お
よ

び
 

B
.3
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
計

器

を
動

作
可

能
な

状
態
に

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

    ３
０

日
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
機

能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ
ま

た
は

、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を
１

手
段

以

上
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

７
２

時
間

 

復
水

ピ
ッ

ト
水
位

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

補
助
給

水
流
量

 

③
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ

積
算

流

量
 

③
恒

設
代

替
低

圧
注
水

積
算

流

量
 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

D
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

他
チ

ャ

ン
ネ

ル
 

②
出

力
領

域
中

性
子
束

 

②
中

間
領

域
中

性
子
束

 

②
中

性
子

源
領

域
中
性

子
束

※
４
 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E
.1
 
原

子
燃

料
課

長
は

、
原

子
炉

格

納
容

器
内

で
の

燃
料
の

移
動

を

中
止

す
る

※
５
。

 

お
よ

び
 

E
.2
 
当

直
課

長
は

、
１

次
冷

却
材

中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低
下

す
る

操

作
を

全
て

中
止

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ

ン
テ

ィ
ン

グ
お

よ
び

原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査
時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離
し

て
い

る
場

合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先

順
位

で
あ

り
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を
示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
４

：
 Ｐ

－
６

以
上
に

お
い

て
、
中

性
子

源
領

域
中

性
子

束
は

電
源

切
と

な
る

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し
な
い
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る

こ
と

を
妨

げ
る

も
の

で
は

な
い
。

 

 

 分
類

 

機
 

 
能

※
１
 

所
要

チ

ャ
ン

ネ

ル
数

 

適
用

 

モ
ー

ド
 

所
要

チ
ャ

ン
ネ

ル
数
を

満
足

で
き

な
い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
 

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
※
２
 

条
 

件
 

措
 

 
置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

水 源 の 確 保 

燃
料

取
替

用
水

ピ
ッ
ト

水
位
 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
格

納
容

器
再

循
環
サ
ン

プ
水

位
(広

域
) 

 

１
 

モ
ー

ド
 

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ
び

６
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

A.
1
 当

直
課

長
は

、
代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

A.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

A.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

機
能

の
確

認
を

行
う

｡ 

定
期

事
業

者
検

査
時

 

電
気

 

保
修

課
長
 

動
作

不
能

で
な

い
こ

と
を

指
示

値
等

に
よ

り
確

認
す

る
。

 

１
ヶ

月
に

１
回

 

当
直

課
長
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を

計
測

す
る

計
器

全
て

が
動

作
不

能
で

あ
る

場
合

 

B.
1
 当

直
課

長
は

、
主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
 

お
よ

び
 

B.
2
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

が
故

障
状

態
で

あ
る

こ
と

が
運

転
員

に
明

確
に

分
か

る
よ

う
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

お
よ

び
 

B.
3
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

計
器

を
動

作
可

能
な

状
態

に
す

る
。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

    ３
０

日
 

C.
１

つ
の

機
能

を
確

認

す
る

全
て

の
計

器
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

C.
1
 電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

機
能

の
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

ま
た

は
、

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

１
手

段
以

上
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

７
２

時
間
 

復
水

ピ
ッ

ト
水
位

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
蒸

気
発

生
器

補
助
給
水

流
量

 

③
格

納
容

器
ス

プ
レ
イ
積

算
流

量
 

③
恒

設
代

替
低

圧
注
水
積

算
流

量
 

１
 

D.
モ

ー
ド

１
、

２
、

３

お
よ

び
４

に
お

い
て

条
件

Ａ
、

Ｂ
ま

た
は

Ｃ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

D.
1
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

D.
2
 当

直
課

長
は

、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間
 

  ５
６

時
間
 

ほ
う

酸
タ

ン
ク

水
位

 
①

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の
他

チ
ャ

ン
ネ

ル
 

②
出

力
領

域
中

性
子
束

 

②
中

間
領

域
中

性
子
束

 

②
中

性
子

源
領

域
中
性
子

束
※
４
 

１
 

E.
モ

ー
ド

５
お

よ
び

６

に
お

い
て

条
件

Ａ
ま

た
は

Ｂ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

E.
1
 原

子
燃

料
課

長
は
、

原
子

炉
格

納
容

器
内

で
の

燃
料

の
移

動
を

中
止

す
る

※
５
。
 

お
よ

び
 

E.
2
 当

直
課

長
は

、
１
次

冷
却

材
中

の
ほ

う
素

濃
度

が
低

下
す

る
操

作
を

全
て

中
止

す
る

。
 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

※
１

：
 プ

ラ
ン

ト
起
動

に
伴

う
計
器

校
正

、
真

空
ベ
ン

テ
ィ

ン
グ

お
よ

び
原
子

炉
格

納
容

器
漏
え

い
率

検
査

時
に
計

器
保

護
の

た
め

隔
離

し
て

い
る

場
合
等

は
、

動
作
不
能
と

は
み

な
さ

な
い
。

 

※
２

：
 代

替
パ

ラ
メ
ー

タ
に

記
載
す

る
番

号
は

優
先
順

位
で

あ
り

、
代

替
パ
ラ

メ
ー

タ
が

複
数
あ

る
こ

と
を

示
す
。

 

※
３

：
 チ

ャ
ン

ネ
ル
ご

と
に

個
別
の

条
件

が
適

用
さ
れ

る
。

 

※
４

：
 Ｐ

－
６

以
上
に

お
い

て
、
中

性
子

源
領

域
中
性

子
束

は
電

源
切

と
な
る

が
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し

な
い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
５

：
 移

動
中

の
燃
料

を
所

定
の
位

置
に

移
動

す
る
こ

と
を

妨
げ

る
も

の
で
は

な
い
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

６
－
２
 
可
搬
型
計

測
器
 

設
 

 
備

 
所

 
要

 
数

 
適

用
モ

ー
ド

 
所

要
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

可
搬

型
計

測
器

 
温

度
計

測
用
 

１
２

個
 

モ
ー

ド
１

、
２

、

３
お

よ
び
４

 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備

を
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

ま
た

は
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※

１
を

検
討

し
、

原
子

炉
主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実
施

す
る
。

 

３
０

日
 

   ３
０

日
 

機
能

の
確

認

を
行

う
｡ 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

３
ヶ

月
に

１

回
 

計
装

 

保
修

課
長

 

B.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

B
.1
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す

る
。

 

お
よ

び
 

B
.2
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
 

圧
力

、
水

位
お

よ
び

流
量

計
測

用
 

２
８

個
 

 
 

モ
ー

ド
５

お
よ

び

６
 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備

を
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※

１
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。
 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 
 

 

※
１

：
 代

替
品

の
補
充

等
。

 

  

９
０
－
１
６
－
２
 
可
搬
型
計
測
器
 

設
 

 
備
 

所
 

要
 

数
 

適
用

モ
ー
ド

 
所

要
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

 
確

認
事

項
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

可
搬

型
計

測
器
 

温
度

計
測
用

 

１
２

個
 

モ
ー

ド
１

、
２

、

３
お

よ
び

４
 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を

満
足

し
て

い
な

い
場
合

 

A.
1 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
。

 

ま
た

は
 

A.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

代
替

措
置

※

１
を

検
討

し
、

原
子

炉
主
任
技

術

者
の

確
認

を
得

て
実
施
す

る
。

 

３
０

日
 

   ３
０

日
 

機
能

の
確

認

を
行

う
｡ 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

電
気

 

保
修

課
長

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る

。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

 

保
修

課
長

 

B.
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内

に
達

成
で

き
な

い
場
合

 

B.
1 

当
直

課
長

は
、
モ
ー

ド
３

に
す

る
。

 

お
よ

び
 

B.
2 

当
直

課
長

は
、
モ
ー

ド
５

に
す

る
。

 

１
２

時
間

 

  ５
６

時
間

 
 

圧
力

、
水

位
お

よ
び
流

量
計

測
用

 

２
８

個
 

 
 

モ
ー

ド
５

お
よ

び

６
 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を

満
足

し
て

い
な

い
場
合

 

A.
1 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
。

 

お
よ

び
 

A.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

代
替

措
置

※

１
を

検
討
し

、
原

子
炉

主
任
技

術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

 
 

 

※
１

：
 代

替
品

の
補
充

等
。

 

  

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

６
－
３
 
記
録
 

設
 

 
備

 
所

要
数

・
系

統
数

 
適

用
モ

ー
ド

 
所

要
数

・
系

統
数

を
満

足
で

き
な

い
場
合

の
措

置
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

可
搬

型
温

度
計

測
装

置

（
格

納
容

器
再

循
環

ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出

口
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
用
）

 

３
個

 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ

び
６

 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備

を
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※

２
を

検
討

し
、

原
子

炉
主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実
施

す
る

措

置
を

開
始

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

機
能

の
確

認

を
行

う
｡ 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

計
装

 

保
修

課
長

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

３
ヶ

月
に

１

回
 

計
装

 

保
修

課
長

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
） 

１
系

列
※
１
 

モ
ー

ド
１

、
２

、

３
、

４
、

５
お

よ

び
６

 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

・

系
統

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
.1
 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備

を
動

作
可

能
な

状
態
に

復
旧

す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
計

装
保

修
課

長
は

、
代

替
措

置
※

２
を

検
討
し
、

原
子

炉
主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る
。

 

１
ヶ

月
に

１

回
 

計
装

 

保
修

課
長

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

 
２

台
※
１
 

※
１

：
３

号
炉

お
よ
び

４
号

炉
の

合
計
所

要
数

・
系
統
数
。

 

※
２

：
 代

替
品

の
補
充

ま
た

は
あ
ら

か
じ

め
記

録
対

象
パ

ラ
メ

ー
タ

を
定

め
、

記
録

要
員

を
確
保

す
る

こ
と
等
を
い

う
。

 

 

９
０
－
１
６
－
３
 
記
録
 

設
 

 
備
 

所
要

数
・

系
統

数
 

適
用

モ
ー
ド

 
所

要
数

・
系

統
数

を
満
足

で
き

な
い

場
合

の
措

置
 

確
認

事
項
 

条
 

件
 

措
 

 
置

 
完

了
時

間
 

項
 

目
 

頻
 

度
 

担
 

当
 

可
搬

型
温

度
計

測
装

置

（
格

納
容

器
再

循
環

ユ

ニ
ッ

ト
入

口
温

度
／

出

口
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
用
）

 

３
個

 
モ

ー
ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
お

よ

び
６

 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を

満
足

し
て

い
な

い
場
合

 

A.
1 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

A.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

代
替

措
置

※

２
を

検
討

し
、

原
子

炉
主
任
技

術

者
の

確
認

を
得

て
実
施
す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

機
能

の
確

認

を
行

う
｡ 

定
期

事
業

者

検
査

時
 

電
気

 

保
修

課
長

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る

。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

 

保
修

課
長

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ
Ｓ

） 

１
系

列
※
１
 

モ
ー

ド
１

、
２

、

３
、

４
、

５
お

よ

び
６

 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

・

系
統

数
を

満
足

し
て
い

な
い

場

合
 

A.
1 

電
気

保
修

課
長
は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

A.
2 

電
気

保
修

課
長
は
、

代
替

措
置

※

２
を

検
討

し
、

原
子

炉
主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て
実
施
す

る
措

置

を
開

始
す

る
。
 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を

確
認

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

 

保
修

課
長

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置
 

２
台

※
１
 

※
１

：
３

号
炉

お
よ
び
４

号
炉

の
合

計
所

要
数

・
系

統
数
。

 

※
２

：
 代

替
品

の
補
充

ま
た

は
あ
ら

か
じ

め
記

録
対
象

パ
ラ

メ
ー

タ
を

定
め
、

記
録

要
員

を
確
保

す
る

こ
と

等
を
い

う
。

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
 

    

 

122



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
７
 
中
央
制
御
室
 

 ９
０
－
１

７
－
１
 
居
住
性
の

確
保
お
よ

び
汚
染

の
持
ち
込

み
防
止
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 

 
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
フ
ァ
ン
、
 

中
央
制
御
室
空
調
フ

ァ
ン
、
 

中
央
制
御
室
循
環
フ

ァ
ン
 

フ
ァ
ン

を
起

動
し
、
動
作
可
能

で
あ

る
こ

と
を
確

認
す
る

。
 

定
期
事

業
者
検

査
時
 

発
電
室
長
 

中
央

制
御
室

あ
た

り
１

台
以

上
の

フ
ァ

ン
を

起

動
し
、

動
作

可
能
で

あ
る
こ

と
を

確
認
す

る
※

６
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

フ
ィ

ル
タ
の

よ
う

素
除

去
効

率
（

総
合

除
去

効

率
）
が
9
5
%以

上
で

あ
る
こ
と

を
確
認
す

る
。

 

定
期
事

業
者
検

査
時
 

原
子
炉
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
照
明
(S
A
) 

可
搬

型
照

明
(S
A)

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と
を

確
認
す

る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気

保
修

課
長
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素

濃
度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。

 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射

線
管

理
課
長
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射

線
管

理
課
長
 

※
６
：
運

転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い

て
は
、

運
転
状

態
に
よ
り

確
認
す
る

。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

表
９
０
－
１
７
 
中
央
制
御
室
 

 ９
０
－
１
７
－
１
 
居
住
性
の
確
保
お
よ
び
汚
染
の
持
ち
込
み
防
止
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
 
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
フ
ァ
ン
、
 

中
央
制
御
室
空
調
フ

ァ
ン
、
 

中
央
制
御
室
循
環
フ

ァ
ン
 

フ
ァ
ン
を
起
動
し
、
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

定
期
事
業

者
検

査
時
 

発
電
室
長
 

中
央

制
御
室

あ
た

り
１

台
以

上
の

フ
ァ

ン
を

起

動
し
、
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

※
６
。
 

１
ヶ
月
に
１
回
 

当
直
課
長
 

中
央
制
御
室
非
常
用

循
環
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ

ッ
ト
 

フ
ィ

ル
タ
の

よ
う

素
除

去
効

率
（

総
合

除
去

効

率
）
が
9
5
%以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

定
期
事
業

者
検

査
時
 

機
械
 

保
修
課
長
 

可
搬
型
照
明
(S
A
) 

可
搬

型
照

明
(S
A)

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

電
気

保
修

課
長
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素

濃
度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認

す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射

線
管

理
課
長
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 
二

酸
化

炭
素

濃
度

計
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と

を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ
月
に
１
回
 

放
射

線
管

理
課
長
 

※
６
：
運
転
中
の
フ
ァ
ン
に
つ
い
て
は
、
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

            組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

１
８
 
監
視
測
定
設
備
 

 ９
０
－
１

８
－
１
 
監
視
測
定

設
備
 

機
 

能
 

設
 

備
 

所
要

数
※
１
 

適
用

モ
ー

ド
 

所
要

数
を

満
足

で
き
な

い
場

合
の

措
置

※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

放
射

性
物

質
の

濃
度

お
よ

び
放

射
線

量
の

測
定

 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
ポ

ス

ト
 

１
０

個
 

モ
ー

ド
１

、
２

、

３
、

４
、

５
、

６

お
よ

び
使

用
済

燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足

し
て

い
な

い
場
合

 

A.
1
 
放

射
線

管
理

課
長
は

、
当

該
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

お
よ

び
 

A.
2
 
放

射
線

管
理

課
長
は

、
代

替
措

置
※
３
を

検
討

し
、

原
子

炉
主
任

 

技
術

者
の

確
認

を
得
て

実
施

す
 

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

 

ポ
ス

ト
の

機
能

の
確

認

を
行

う
。

 

１
年

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

ポ
ス

ト
が

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

放
射

線
管

理
課

長
 

電
離

箱
サ

－
ベ

イ
メ
－
タ

 
２

個
 

電
離

箱
サ

－
ベ

イ
メ

－

タ
の

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

１
年

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

電
離

箱
サ

－
ベ

イ
メ

－

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

放
射

線
管

理
課

長
 

可 搬 型 放 射 線 計 測 装 置 

可
搬

式
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

 

２
個

 
可

搬
型

放
射

線
計

測
装

置
の

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

１
年

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課

長
 

汚
染

サ
－

ベ
イ

メ
－

タ
 

２
個

 

Ｎ
ａ

Ｉ
シ

ン
チ

レ
－

シ
ョ

ン
サ

－
ベ

イ
メ

－
タ

 

２
個

 
可

搬
型

放
射

線
計

測
装

置
が

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

 

放
射

線
管

理
課

長
 

 

Ｚ
ｎ

Ｓ
シ

ン
チ

レ
－

シ
ョ

ン
サ

－
ベ

イ
メ

－
タ

 

１
個

 

β
線

サ
－

ベ
イ

メ
－

タ
 

１
個

 

小
型

船
舶
 

１
台

 
小

型
船

舶
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

放
射

線
管

理
課

長
 

   

表
９
０
－
１
８
 
監
視
測
定
設
備
 

 ９
０
－
１
８
－
１
 
監
視
測
定
設
備
 

機
 

能
 

設
 

備
 

所
要

数
※
１
 

適
用

モ
ー
ド

 
所

要
数

を
満

足
で

き
な
い

場
合

の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

放
射

性
物

質
の

濃
度

お
よ

び
放

射
線

量
の

測
定
 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン
グ
ポ

ス

ト
 

１
０

個
 

モ
ー

ド
１

、
２

、

３
、

４
、

５
、

６

お
よ

び
使

用
済

燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

A.
動

作
可

能
な

設
備

が
所

要
数

を
満

足

し
て

い
な

い
場
合

 

A
.1
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

当
該

設

備
を

動
作

可
能

な
状
態

に
復

旧

す
る

措
置

を
開

始
す
る
。

 

お
よ

び
 

A
.2
 
放

射
線

管
理

課
長

は
、

代
替

措

置
※
３
を

検
討
し
、

原
子

炉
主

任

技
術

者
の

確
認

を
得
て

実
施

す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン
グ

 

ポ
ス

ト
の

機
能

の
確

認

を
行

う
。
 

１
年

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課
長

 

可
搬

式
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

ポ
ス

ト
が

動
作

可
能

で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

放
射

線
管

理
課
長

 

電
離

箱
サ

－
ベ

イ
メ
－
タ

 
２

個
 

電
離

箱
サ

－
ベ

イ
メ

－

タ
の

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

１
年

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課
長

 

電
離

箱
サ

－
ベ

イ
メ

－

タ
が

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１
回

 

放
射

線
管

理
課
長

 

可 搬 型 放 射 線 計 測 装 置 

可
搬

式
ダ

ス
ト

サ
ン

プ
ラ

 

２
個

 
可

搬
型

放
射

線
計

測
装

置
の

機
能

の
確

認
を

行

う
。

 

１
年

に
１

回
 

放
射

線
管

理
課
長

 

汚
染

サ
－

ベ
イ

メ
－

タ
 

２
個

 

Ｎ
ａ

Ｉ
シ

ン
チ

レ
－

シ
ョ

ン
サ

－
ベ

イ
メ

－
タ

 

２
個

 
可

搬
型

放
射

線
計

測
装

置
が

動
作

可
能

で
あ

る

こ
と

を
確

認
す

る
。
 

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

 

放
射

線
管

理
課
長

 

 

Ｚ
ｎ

Ｓ
シ

ン
チ

レ
－

シ
ョ

ン
サ

－
ベ

イ
メ

－
タ

 

１
個

 

β
線

サ
－

ベ
イ

メ
－

タ
 

１
個

 

小
型

船
舶
 

１
台

 
小

型
船

舶
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す

る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

放
射

線
管

理
課
長

 

   

        記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 
項

 
目

 
設

 
備

 
所

要
数

※
１
 

適
用

モ
ー
ド

 
所

要
数

を
満

足
で

き
な

い
場

合
の

措
置

※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

風
向

、
風

速
そ

の
他

の
気

象

条
件

の
測
定

 

可
搬

式
気

象
観

測
装

置
 

１
個

 
モ

－
ド

１
、

２
、

３
、

４
、

５
、

６

お
よ

び
使

用
済

燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

A.
動

作
可

能
な

設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A1
. 

計
装

保
修

課
長
は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態
に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

A2
. 

計
装

保
修

課
長
は
、

代
替

措
置

※

３
を

検
討

し
、

原
子

炉
主
任
技

術

者
の

確
認

を
得

て
実
施
す

る
。

 

速
や

か
に
 

   速
や

か
に
 

可
搬

式
気

象
観

測
装

置

の
機

能
の

確
認

を
行

う
。
 

１
年

に
１

回
 

計
装

保
修

課
長

 

可
搬

式
気

象
観

測
装

置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ

と
を

確
認

す
る

。
 

３
ヶ

月
に

１
回

 

計
装

保
修

課
長

 

電
源

確
保

 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
 

「
９

０
－

１
５

－
１

 
空

冷
式

非
常
用
発

電
装

置
か
ら
の
給

電
」

に
お

い
て

運
転
上

の
制

限
を
定

め
る
。

 

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

 

重
油

タ
ン

ク
 

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

ー
 

※
１

：
３

号
炉

お
よ
び

４
号

炉
の

合
計
所

要
数
。

 

※
２

：
設

備
毎

に
個
別

の
条

件
が

適
用
さ

れ
る
。

 

※
３

：
代

替
品

の
補
充
等

 

 

 
項

 
目

 
設

 
備

 
所

要
数

※
１
 

適
用

モ
ー

ド
 

所
要

数
を

満
足

で
き
な
い

場
合

の
措

置
※
２
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

風
向

、
風

速
そ

の
他

の
気

象

条
件

の
測
定

 

可
搬

式
気

象
観

測
装
置

 
１

個
 

モ
－

ド
１

、
２

、

３
、

４
、

５
、

６

お
よ

び
使

用
済

燃

料
ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し
て

い

る
期

間
 

A.
動

作
可

能
な

設

備
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A1
.
 
電

気
保

修
課

長
は
、

当
該

設
備

を
動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

A2
.
 
電

気
保

修
課

長
は
、

代
替

措
置

※

３
を

検
討
し

、
原

子
炉

主
任
技

術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

速
や

か
に

 

   速
や

か
に

 

可
搬

式
気

象
観

測
装

置

の
機

能
の

確
認

を
行
う

。
 １

年
に

１

回
 

電
気

保
修

課
長

 

可
搬

式
気

象
観

測
装

置

が
動

作
可

能
で

あ
る

こ

と
を

確
認

す
る
。

 

３
ヶ

月
に

１
回

 

電
気

保
修

課
長

 

電
源

確
保
 

空
冷

式
非

常
用

発
電
装
置

 

「
９

０
－

１
５

－
１

 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か
ら
の
給

電
」

に
お

い
て

運
転
上

の
制

限
を
定
め

る
。

 

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

 

重
油

タ
ン
ク

 

タ
ン

ク
ロ

ー
リ
ー

 

※
１

：
３

号
炉

お
よ
び
４

号
炉

の
合

計
所

要
数

。
 

※
２

：
設

備
毎

に
個
別
の

条
件

が
適

用
さ

れ
る

。
 

※
３

：
代

替
品

の
補
充
等

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

 記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
１

９
－
２
 
居
住
性
の

確
保
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

緊
急

時
対

策
所

空

気
浄
化
系
 

緊
急
時
対

策
所
空
気

浄
化
系
（

フ
ァ
ン

お
よ
び

フ
ィ
ル
タ

ユ
ニ
ッ
ト
）
が

動
作

可
能
で
あ

る
こ

と
を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

 

原
子
炉
保
修
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

よ
う

素
除

去
効

率
（

総
合

除
去

効

率
）
が
99
.
75
%（

有
機
よ
う
素

）
以
上
お

よ
び

9
9.
99
%（

無
機
よ

う
素
）
以

上
で

あ
る
こ

と
を

確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

原
子
炉
保
修
 

課
長
 

 

空
気
供
給
装
置
 

空
気

供
給

装
置

の
所

要
数

が
使

用
可

能
で

あ

る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素

濃
度

計
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

二
酸

化
炭

素
濃

度

計
 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確
認

す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
 

機
能
の
確

認
を
行
う
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作
可
能

で
あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
 

機
能
の
確

認
を
行
う
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作
可
能

で
あ
る
こ

と
を
確

認
す

る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

           

９
０
－
１
９
－
２
 
居
住
性
の
確
保
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

緊
急

時
対

策
所

空

気
浄
化
系
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
系
（
フ
ァ
ン
お
よ
び

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

 

機
械
保
修
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

非
常

用
空

気
浄

化
フ

ィ
ル

タ

ユ
ニ

ッ
ト

よ
う

素
除

去
効

率
（

総
合

除
去

効

率
）
が
9
9
.7
5
%（

有
機

よ
う
素
）
以
上
お
よ
び

99
.9
9
%（

無
機
よ
う
素
）
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

機
械
保
修
 

課
長
 

 

空
気
供
給
装
置
 

空
気

供
給

装
置

の
所

要
数

が
使

用
可

能
で

あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

酸
素
濃
度
計
 

酸
素

濃
度

計
が

使
用

可
能

で
あ

る
こ

と
を

確

認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

二
酸

化
炭

素
濃

度

計
 

二
酸

化
炭

素
濃

度
計

が
使

用
可

能
で

あ
る

こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

内
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ
 

機
能
の
確
認
を
行
う
。
 

１
年
に
１
回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

緊
急

時
対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

放
射
線
管
理
 

課
長
 

           

    組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１

、

２
、
３
お

よ

び
４
 

A.
 
動
作
可
能
な

緊
急
時
対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ

ま
た

は
緊

急
時

対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア

モ
ニ

タ
が

所
要

数
を

満

足
し
て
い
な

い
場
合

 

A
.1
 
放

射
線

管
理

課
長
は
、

当
該
設
備
を

動
作

可
能

な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 
放
射

線
管
理

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検
討

し
原

子
炉

主
任
技
術

者
の
確

認
を
得

て
実

施
す

る
措
置
を

開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

B.
 
動
作
可
能
な

緊
急
時
対
策

所
空

気
浄

化
系

が
１

系

統
未
満
で
あ

る
場
合

 

B
.1
 
原

子
炉

保
修

課
長
は
、

当
該
設
備
を

動
作

可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た

は
 

B
.2
 
原
子

炉
保
修

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し

原
子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

C
．
使
用
可

能
な
空

気
供

給
装

置
が

所
要

数
を

満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

C
.1
 
放

射
線

管
理

課
長
は
、

当
該
設
備
を

使
用

可
能
な

状
態

に
復
旧
す
る
。
 

ま
た

は
 

C
.2
 
放
射

線
管
理

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認
を

得
て
実

施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

 

D.
 
使
用
可
能
な

酸
素
濃
度
計

ま
た

は
二

酸
化

炭
素

濃

度
計

が
所

要
数

を
満

足

し
て
い
な
い

場
合
 

D
.1
 
放

射
線

管
理

課
長
は
、

当
該
設
備
を

使
用

可
能
な

状
態

に
復
旧
す
る
。
 

ま
た

は
 

D
.2
 
放
射

線
管
理

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認
を

得
て
実

施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

E.
 
条
件
Ｂ
、
Ｃ
ま
た

は
Ｄ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に

達
成
で
き
な

い
場
合

 

E
.1
 当

直
課

長
は
、

モ
－
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ

び
 

E
.2
 当

直
課

長
は
、

モ
－
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

     

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー
ド
１
、

２
、
３
お
よ

び
４
 

A.
 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策

所
内

可
搬

型
エ

リ
ア

モ

ニ
タ

ま
た

は
緊

急
時

対

策
所

外
可

搬
型

エ
リ

ア

モ
ニ

タ
が

所
要

数
を

満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

A.
1 

放
射
線
管
理

課
長
は
、
当
該
設
備
を

動
作

可
能

な
状

態
に
復

旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検
討

し
原

子
炉

主
任

技
術
者
の

確

認
を
得

て
実

施
す

る
措

置
を
開
始

す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

B.
 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策

所
空

気
浄

化
系

が
１

系

統
未
満
で
あ
る
場
合
 

B.
1 

機
械
保
修
課

長
は
、
当
該
設
備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B.
2 

機
械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３
を

検
討

し
原

子
炉

主
任
技

術
者

の
確
認

を
得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

C
．
使
用
可

能
な
空
気
供
給
装

置
が

所
要

数
を

満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

C.
1 

放
射
線
管
理

課
長
は
、
当
該
設
備
を

使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C.
2 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検
討

し
原
子

炉
主

任
技

術
者
の

確

認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

 

D.
 
使
用
可
能
な
酸
素
濃
度
計

ま
た

は
二

酸
化

炭
素

濃

度
計

が
所

要
数

を
満

足

し
て
い
な
い
場
合
 

D.
1 

放
射
線
管
理

課
長
は
、
当
該
設
備
を

使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

D.
2 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検
討

し
原
子

炉
主

任
技

術
者
の

確

認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

E.
 
条
件
Ｂ
、
Ｃ
ま
た
は
Ｄ
の

措
置

を
完

了
時

間
内

に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

E.
1 
当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

E.
2 
当
直
課
長
は
、
モ
－
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

     

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド

 
条
 
件
 

要
求

さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
－
ド
５
、

６
お

よ
び

使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し

て
い
る
期
間
 

A.
 
動
作
可
能
な

緊
急
時
対
策

所
内
可

搬
型
エ

リ
ア

モ
ニ

タ
ま
た

は
緊
急

時
対

策
所

外
可
搬

型
エ
リ

ア
モ

ニ
タ

が
所
要

数
を
満

足
し

て
い

な
い
場
合
 

A
.1
 
放

射
線

管
理

課
長
は
、

当
該
設
備
を

動
作

可
能

な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 
放
射

線
管
理

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し

原
子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す

る
措

置
を
開

始
す

る
。

 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

B.
 
動
作
可
能
な

緊
急
時
対
策

所
空
気
浄

化
系
が

１
系

統

未
満
で
あ
る

場
合
 

B
.1
 
原

子
炉

保
修

課
長
は
、

当
該
設
備
を

動
作

可
能

な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
 
原
子

炉
保
修

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検
討
し

原
子
炉
主

任
技

術
者
の
確

認
を
得
て

実
施
す
る

措
置

を
開
始
す

る
。

 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

C
. 

使
用
可
能

な
空
気
供
給
装

置
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な
い
場
合
 

C
.1
 
放

射
線

管
理

課
長
は
、

当
該
設
備
を

使
作

可
能

な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

C
.2
 
放
射

線
管
理

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉

主
任
技

術
者
の

確

認
を

得
て
実

施
す

る
措
置

を
開
始

す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

D
. 

使
用
可
能
な

酸
素
濃
度
計

ま
た

は
二

酸
化

炭
素

濃

度
計

が
所

要
数

を
満

足

し
て
い
な
い

場
合
 

D
.1
 
放

射
線

管
理

課
長
は
、

当
該
設
備
を

使
用

可
能

な
状
態

に
復

旧
す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

D
.2
 
放
射

線
管
理

課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し

原
子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認
を

得
て

実
施
す

る
措

置
を
開

始
す

る
。

 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
３
：
代

替
品
の
補
充
等
｡ 

(
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
（
続
き
）
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
－
ド
５
、

６
お

よ
び

使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し

て
い
る
期
間
 

A.
 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策

所
内
可

搬
型
エ
リ

ア
モ
ニ

タ
ま
た

は
緊
急
時

対
策
所

外
可
搬

型
エ
リ
ア

モ
ニ
タ

が
所
要

数
を
満
足

し
て
い

な
い
場
合
 

A.
1 

放
射
線
管
理

課
長
は
、
当
該
設
備
を

動
作

可
能

な
状

態
に
復

旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
2 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し

原
子

炉
主
任

技
術

者
の
確

認
を

得
て

実
施

す
る
措

置
を

開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

B.
 
動
作
可
能
な
緊
急
時
対
策

所
空
気
浄

化
系
が
１
系
統

未
満
で
あ
る
場
合
 

B.
1 

機
械
保
修
課

長
は
、
当
該
設
備
を
動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧

す
る

措
置
を

開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2 

機
械
保
修
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３
を

検
討

し
原
子
炉

主
任
技
術

者
の

確
認

を
得

て
実

施
す

る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

C
. 

使
用
可
能
な
空
気
供
給
装

置
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な
い
場
合
 

C.
1 

放
射
線
管
理

課
長
は
、
当
該
設
備
を

使
作

可
能

な
状

態
に
復

旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C.
2 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し
原

子
炉
主

任
技
術

者
の
確

認
を

得
て
実

施
す
る

措
置
を

開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

D
. 

使
用
可
能
な
酸
素
濃
度
計

ま
た

は
二

酸
化

炭
素

濃

度
計

が
所

要
数

を
満

足

し
て
い
な
い
場
合
 

D.
1 

放
射
線
管
理

課
長
は
、
当
該
設
備
を

使
用

可
能

な
状

態
に
復

旧
す

る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

D.
2 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
代
替
措
置

※
３

を
検

討
し

原
子

炉
主
任

技
術

者
の
確

認
を

得
て

実
施

す
る
措

置
を

開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
３
：
代
替
品
の
補
充
等
｡ 

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

２
０
 
通
信
連
絡
を
行

う
た
め

に
必
要

な
設
備
 

９
０
－
２

０
－
１
 
通
信
連
絡

 
機

能
 

設
 

備
 

所
要

数
・

系
統

数
※
１
 

適
用

モ
ー

ド
 

所
要

数
を

満
足

で
き
な

い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

通
信

連

絡
設

備
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

６
台

 
モ

－
ド

 

１
、
２
、
３

お

よ
び

４
 

A.
 
動

作
可

能
な

衛
星

電

話
（

固
定

、
可

搬
、
携

帯
）
、
ト

ラ
ン

シ
－
バ

－
、

携
行

型
通

話
装

置
ま

た
は

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
。

 

ま
た

は
 

A
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、

代
替
措

置
※
７
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
緊

急
時

衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－

Ｆ
Ａ

Ｘ
の

通
話

、

通
信

確
認

を
実

施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

保
修

課
長
 

衛
星

電
話

（
携

帯
）

 
９

台
 

衛
星

電
話

（
可

搬
）

 
１

台
 

ト
ラ

ン
シ

－
バ
－

 
２

９
台

 

携
行

型
通

話
装
置

 
２

２
台

 
衛

星
電

話
（

携

帯
）

、
衛

星
電

話

（
可

搬
）
、
ト

ラ
ン

シ
－

バ
－

お
よ

び

携
行

型
通

話
装

置

の
通

話
確

認
を

実

施
す

る
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

保
修

課
長
 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ
）

 
１

系
列

※
２
 

B.
 
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

※
４
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

B
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。

 

ま
た

は
 

B
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、

代
替
措

置
※
８
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

。
 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

 
２

台
 

緊
急

時
衛

星
通

報
シ
ス

テ
ム

 
２

台
 

C.
 
動

作
可

能
な

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
※

５
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合

 

C
1.

計
装

保
修

課
長

は
、
当
該

設
備

を
動

作

可
能

な
状

態
に

復
旧
す

る
。
 

ま
た

は
 

C
2.

計
装

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
７
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

統
合

原
子

力

防
災

ネ
ッ

ト

ワ
－

ク
に

接

続
す

る
通

信

連
絡

設
備

 

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
 

 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装

置
、

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

表
示

シ
ス

テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

伝
送

シ
ス

テ

ム
の

伝
送

確
認

を

実
施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

計
装

保
修

課
長
 

Ｉ
Ｐ

電
話

 
D.

 
安

全
パ

ラ
メ

－
タ

表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
※
５
ま

た
は
安

全
パ

ラ
メ

－
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

※
５
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

D
1.

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。

 

ま
た

は
 

D
2.
 
計

装
保

修
課

長
は
、

代
替
措

置
※
８
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認

を
得

て
実

施
す

る
。

 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ

Ｘ
 

E.
 
条

件
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

、
Ｄ

ま
た

は
Ｅ

の
措

置
を

完
了

時
間

以
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

E
1.
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る

。
 

お
よ

び
 

E
2.
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す
る

。
 

１
２

時
間

 

 

５
６

時
間

 

 

表
９
０
－
２
０
 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

９
０
－
２
０
－
１
 
通
信
連
絡
 

機
能

 
設

 
備

 
所

要
数

・

系
統

数
※
１
 

適
用

モ
ー
ド

 
所

要
数

を
満

足
で

き
な
い

場
合

の
措

置
※
３
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

通
信

連

絡
設

備
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

６
台

 
モ

－
ド

 

１
、
２

、
３

お

よ
び

４
 

A.
 
動

作
可

能
な

衛
星

電

話
（

固
定

、
可

搬
、
携

帯
）
、
ト

ラ
ン

シ
－
バ

－
、

携
行

型
通

話
装

置
ま

た
は

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

A
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧

す
る
。

 

ま
た

は
 

A
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、
代

替
措

置
※
７
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認

を
得

て
実

施
す

る
。
 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
緊

急
時

衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－

Ｆ
Ａ

Ｘ
の

通
話

、

通
信

確
認

を
実

施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

保
修

課
長
 

衛
星

電
話

（
携

帯
）

 
９

台
 

衛
星

電
話

（
可

搬
）

 
１

台
 

ト
ラ

ン
シ

－
バ
－

 
２

９
台

 

携
行

型
通

話
装
置

 
２

２
台

 
衛

星
電

話
（

携

帯
）

、
衛

星
電

話

（
可

搬
）
、
ト

ラ
ン

シ
－

バ
－

お
よ

び

携
行

型
通

話
装

置

の
通

話
確

認
を

実

施
す

る
 

３
ヶ

月
に

１

回
 

電
気

保
修

課
長
 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ
）

 
１

系
列

※
２
 

B.
 
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

※
４
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

B
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧
す

る
。

 

ま
た

は
 

B
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、
代

替
措

置
※
８
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る
。

 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

 
２

台
 

緊
急

時
衛

星
通

報
シ
ス

テ
ム
 

２
台

 
C.

 
動

作
可

能
な

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
※

５
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場
合

 

C
1.

電
気

保
修

課
長

は
、
当
該

設
備

を
動

作

可
能

な
状

態
に

復
旧
す
る
。

 

ま
た

は
 

C
2.

電
気

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
７
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認

を
得

て
実

施
す

る
。
 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

統
合

原
子

力

防
災

ネ
ッ

ト

ワ
－

ク
に

接

続
す

る
通

信

連
絡

設
備

 

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
 

 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装

置
、

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

表
示

シ
ス

テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

伝
送

シ
ス

テ

ム
の

伝
送

確
認

を

実
施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

電
気

保
修

課
長
 

Ｉ
Ｐ

電
話

 
D.

 
安

全
パ

ラ
メ

－
タ

表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
※
５
ま

た
は

安

全
パ

ラ
メ

－
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

※
５
が

動
作

不
能

で
あ

る
場

合
 

D
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復
旧
す

る
。

 

ま
た

は
 

D
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、
代

替
措

置
※
８
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術
者

の
確

認

を
得

て
実

施
す

る
。
 

１
０

日
※
６
 

  

１
０

日
 

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ

Ｘ
 

E.
 条

件
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

、
Ｄ

ま
た

は
Ｅ

の
措

置
を

完
了

時
間

以
内

に
達

成
で

き
な

い
場

合
 

E
1.
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

３
に

す
る
。

 

お
よ

び
 

E
2.
 
当

直
課

長
は

、
モ

ー
ド

５
に

す
る
。

 

１
２

時
間

 

 

５
６

時
間

 

 

         記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

９
０
－
２

０
－
１
 
通
信
連
絡

（
続
き
）
 

項
目

 
設

 
備

 
所

要
数

・

系
統

数
※
１
 

適
用

モ
ー

ド
 

所
要

数
を

満
足

で
き
な

い
場

合
の

措
置

※
３
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

通
信

連

絡
設

備
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

６
台

 
モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し

て
い

る
期

間
 

A.
 
動

作
可

能
な

衛
星

電

話
（

固
定

、
可

搬
、
携

帯
）
、
ト

ラ
ン

シ
－
バ

－
、

携
行

型
通

話
装

置
ま

た
は

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

 

A
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

ま
た

は
 

A
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、

代
替
措

置
※
７
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に
 

 

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
緊

急
時

衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－

Ｆ
Ａ

Ｘ
の

通
話

、

通
信

確
認

を
実

施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

電
気

保
修

課
長
 

 

衛
星

電
話

（
携

帯
）

 
９

台
 

衛
星

電
話

（
可

搬
）

 
１

台
 

ト
ラ

ン
シ

－
バ
－

 
２

９
台

 

携
行

型
通

話
装
置

 
２

２
台

 
衛

星
電

話
（

携

帯
）

、
衛

星
電

話

（
可

搬
）

、
ト

ラ

ン
シ

－
バ

－
お

よ

び
携

行
型

通
話

装

置
の

通
話

確
認

を

実
施

す
る

 

 

３
ヶ

月
に

１

回
 

 

電
気

保
修

課
長
 

 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ
）

 
１

系
列

※
２
 

B.
 
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

※
４
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

 

B
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置

を
開

始
す

る
。

 

ま
た

は
 

B
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、

代
替
措

置
※
８
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始

す
る

。
 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に
 

 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

 
２

台
 

緊
急

時
衛

星
通

報
シ
ス

テ
ム

 
２

台
 

C.
 
動

作
可

能
な

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
※
５
が
所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

C
1.

計
装

保
修

課
長

は
、
当
該

設
備

を
動

作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

ま
た

は
 

C
2.

計
装

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
７
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に
 

統
合

原
子

力

防
災

ネ
ッ

ト

ワ
－

ク
に

接

続
す

る
通

信

連
絡

設
備

 

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
 

 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装

置
、

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

表
示

シ
ス

テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

伝
送

シ
ス

テ

ム
の

伝
送

確
認

を

実
施

す
る

。
 

 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

計
装

保
修

課
長
 

 

Ｉ
Ｐ

電
話

 
D.

 
安

全
パ

ラ
メ

－
タ

表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

※
５
ま

た
は

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
※

５
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

 

D
1.

 
計

装
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

お
よ

び
 

D
2.
 
計

装
保

修
課

長
は
、

代
替
措

置
※
８
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技
術

者
の

確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始

す
る

。
 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に
 

 

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ

Ｘ
 

 

空
冷

式
非

常
用

発
電
装
置

 
「

９
０

－
１

５
－

１
 

空
冷

式
非

常
用
発

電
装

置
か
ら
の

給
電

」
に

お
い

て
運
転
上

の
制

限
を
定

め
る
。

 

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

、
重
油

タ
ン

ク
、
タ
ン

ク

ロ
ー

リ
ー

 
「

９
０

－
１

５
－

７
 

燃
料

油
貯

蔵
タ
ン

ク
ま

た
は
重
油

タ
ン

ク
、

タ
ン

ク
ロ
ー
リ

ー
に

よ
る
燃

料
補

給
設

備
」

に
お

い
て

運
転

上
の

制
限

を
定

め
る
 

電
源

車
（

緊
急

時
対
策

所
用
）

 
「

９
０

－
１

９
－

１
 

代
替

電
源

設
備
か

ら
の

給
電
」
に

お
い

て
運

転
上

の
制
限
を

定
め

る
。

 

  ※
１

：
３

号
炉

お
よ
び

４
号

炉
の

合
計
所

要
数

・
系
統
数
。

 

※
２

：
安

全
パ

ラ
メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ
ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

に
つ

い
て
は
、
Ａ

系
ま

た
は

Ｂ
系

の
い
ず

れ
か

に
よ
り

有
線

系
ま

た
は
衛

星
系

回
線

で
所

内
お
よ
び

所
外

へ
伝
送

可
能

で
あ

る
こ

と
を

い
う

。
統

合
原

子
力
防
災

ネ
ッ

ト
ワ

－
ク

に
接

続
す

る
通

信
連
絡
設

備
に

つ
い
て

は
、

テ
レ

ビ
会

議
シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電
話

、
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ
Ｘ

の
い

ず
れ
か
に
よ

り
通

信
可

能
で

あ
る
こ

と
を

い

う
。

 

※
３

：
設

備
ご

と
に
個

別
の

条
件

が
適
用

さ
れ

る
。
 

※
４

：
衛

星
携

帯
電
話

設
備

等
の

通
信
機

器
に

よ
る
通
信
手

段
を

確
保

す
る

こ
と
を

条
件

に
行

う
計

画
的

保
守
お
よ
び

機
能

試
験

に
よ

る
停
止

時
（

他
の
事

業
者

等
が

所
掌
す

る
設

備
の

点
検

お
よ
び
試

験
に

伴
う
停

止
を

含
む

。
）

は
、

運
転

上
の

制
限

を
満
足
し

て
い

な
い

と
は

み
な

さ
な

い
。
 

※
５

：
サ

－
バ

－
切
替

等
に

よ
る

一
時
的

な
デ

ー
タ
伝
送
停

止
は

、
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
は
み
な
さ

な
い

。
ま

た
、

所
要
の

確
認

対
象
パ

ラ
メ

ー
タ

を
記
録

し
、

連
絡

す
る

要
員
を
確

保
す

る
こ
と

を
条

件
に

行
う

計
画

的
保

守
お

よ
び

機
能
試
験

に
よ

る
停

止
時

（
他

の
事

業
者

等
が
所
掌

す
る

設
備
の

点
検

お
よ

び
試

験
に

伴
う

デ
－

タ
伝

送
停

止
を

含
む

。
）
は

、
運

転
上
の
制
限

を
満

足
し

て
い

な
い
と

は
み

な
さ

な
い

。
 

※
６

：
衛

星
電

話
（
固

定
、

携
帯

、
可
搬

）
、

安
全
パ
ラ
メ

－
タ

表
示

シ
ス

テ
ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
、

安
全

パ
ラ
メ
－
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

、
Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示
装

置
、

緊
急

時
衛
星

通
報

シ
ス

テ
ム

お
よ
び
統

合
原

子
力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡
設
備

に
つ

い
て

、
原

子
炉

設
置

者
所

掌
外
の
設

備
（

通
信
衛

星
等

の
他

の
事

業
者

等
が

所
掌

す
る

設
備

）
の

故
障

等
に
よ

り
運

転
上
の
制
限

を
逸

脱
し

た
場

合
は
、

当
該

要
求

さ
れ

る
措

置
に

対
す

る
完

了
時

間
を
除
外

す
る

。
 

※
７

：
連

絡
要

員
の
追

加
や

、
同

種
の
通

信
機

器
の
追
加
ま

た
は

他
種

の
通

信
機
器

に
よ

る
通

信
手

段
の

確
保
に
よ
る

措
置

を
い

う
。

 

※
８

：
安

全
パ

ラ
メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ
ー
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

の
代

替
措
置
は
、

所
要

の
確

認
対

象
パ
ラ

メ
－

タ
を
記

録
し

、
連

絡
す
る

要
員

を
確

保
す

る
こ
と
等

を
い

う
。
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
接

続
す

る
通

信
連

絡
設
備
に
つ

い
て

は
、

通
信

機
器
の

補
充

等
を
い
う
。

 

 

９
０
－
２
０
－
１
 
通
信
連
絡
（
続
き
）
 

項
目

 
設

 
備

 
所

要
数

・

系
統

数
※
１
 

適
用

モ
ー
ド

 
所

要
数

を
満

足
で

き
な
い

場
合

の
措

置
※
３
 

確
認

事
項

 

条
 

件
 

措
 

置
 

完
了

時
間

 
項

 
目

 
頻

 
度

 
担

 
当

 

通
信

連

絡
設

備
 
衛

星
電

話
（

固
定

）
 

６
台

 
モ

ー
ド

５
、

６
お

よ
び

使

用
済

燃
料

ピ

ッ
ト

に
燃

料

体
を

貯
蔵

し

て
い

る
期

間
 

A.
 
動

作
可

能
な

衛
星

電

話
（

固
定

、
可

搬
、
携

帯
）
、
ト

ラ
ン

シ
－
バ

－
、

携
行

型
通

話
装

置
ま

た
は

緊
急

時
衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な

い
場

合
 

 

A
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る
。

 

ま
た

は
 

A
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、
代

替
措

置
※
７
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に

 

 

衛
星

電
話

（
固

定
）

、
緊

急
時

衛

星
通

報
シ

ス
テ

ム
、

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
、

Ｉ
Ｐ

電

話
お

よ
び

Ｉ
Ｐ

－

Ｆ
Ａ

Ｘ
の

通
話

、

通
信

確
認

を
実

施

す
る

。
 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

電
気

保
修

課
長
 

 

衛
星

電
話

（
携

帯
）

 
９

台
 

衛
星

電
話

（
可

搬
）

 
１

台
 

ト
ラ

ン
シ

－
バ
－

 
２

９
台

 

携
行

型
通

話
装
置

 
２

２
台

 
衛

星
電

話
（

携

帯
）

、
衛

星
電

話

（
可

搬
）

、
ト

ラ

ン
シ

－
バ

－
お

よ

び
携

行
型

通
話

装

置
の

通
話

確
認

を

実
施

す
る

 

 

３
ヶ

月
に

１

回
 

 

電
気

保
修

課
長
 

 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ
）

 
１

系
列

※
２
 

B.
 
統

合
原

子
力

防
災

ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡

設
備

※
４
が

動
作

不
能

で

あ
る

場
合

 

 

B
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置

を
開

始
す

る
。

 

ま
た

は
 

B
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、
代

替
措

置
※
８
を

検
討

し
、
原

子
炉

主
任

技
術

者
の

確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始

す
る

。
 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に

 

 

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装
置

 
２

台
 

緊
急

時
衛

星
通

報
シ
ス

テ
ム
 

２
台

 
C.

 
動

作
可

能
な

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
表

示
装

置
※

５
が

所

要
数

を
満

足
し

て
い

な
い

場
合

 

C
1.

電
気

保
修

課
長

は
、
当
該

設
備

を
動

作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

ま
た

は
 

C
2.

電
気

保
修

課
長

は
、

代
替

措
置

※
７
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。

 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に

 

統
合

原
子

力

防
災

ネ
ッ

ト

ワ
－

ク
に

接

続
す

る
通

信

連
絡

設
備

 

Ｔ
Ｖ

会
議

シ

ス
テ

ム
 

 

１
系

列
※
２
 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示

装

置
、

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

表
示

シ
ス

テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ

－
タ

伝
送

シ
ス

テ

ム
の

伝
送

確
認

を

実
施

す
る

。
 

 

１
ヶ

月
に

１

回
 

 

電
気

保
修

課
長
 

 

Ｉ
Ｐ

電
話

 
D.

 
安

全
パ

ラ
メ

－
タ

表

示
シ

ス
テ

ム
（

Ｓ
Ｐ

Ｄ

Ｓ
）

※
５
ま

た
は

安
全

パ
ラ

メ
－

タ
伝

送
シ

ス
テ

ム
※

５
が

動
作

不

能
で

あ
る

場
合

 

 

D
1.

 
電

気
保

修
課

長
は

、
当

該
設

備
を

動

作
可

能
な

状
態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す
る

。
 

お
よ

び
 

D
2.
 
電

気
保

修
課

長
は
、
代

替
措

置
※
８
を

検
討

し
、

原
子

炉
主

任
技
術

者
の

確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置

を
開

始

す
る

。
 

速
や

か
に

※

６
 

  速
や

か
に

 

 

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ

Ｘ
 

 

空
冷

式
非

常
用

発
電
装
置

 
「

９
０

－
１

５
－

１
 
空

冷
式

非
常

用
発

電
装

置
か
ら
の
給

電
」

に
お

い
て

運
転
上

の
制

限
を
定

め
る
。

 

燃
料

油
貯

蔵
タ

ン
ク

、
重
油

タ
ン

ク
、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー

 
「

９
０

－
１

５
－

７
 
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
ま

た
は
重
油
タ

ン
ク

、
タ

ン
ク

ロ
ー
リ

ー
に

よ
る
燃

料
補

給
設

備
」
に

お
い

て
運

転
上

の
制
限
を

定
め
る

 

電
源

車
（

緊
急

時
対
策

所
用
）

 
「

９
０

－
１

９
－

１
 
代

替
電

源
設

備
か

ら
の

給
電
」
に
お

い
て

運
転

上
の

制
限
を

定
め

る
。

 

  ※
１

：
３

号
炉

お
よ
び
４

号
炉

の
合

計
所

要
数

・
系

統
数
。

 

※
２

：
安

全
パ

ラ
メ
－
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ
ム

に
つ

い
て
は
、
Ａ

系
ま

た
は

Ｂ
系

の
い
ず

れ
か

に
よ
り
有

線
系

ま
た
は
衛
星

系
回

線
で

所
内

お
よ
び

所
外

へ
伝
送

可
能

で
あ

る
こ

と
を

い
う

。
統

合
原

子
力
防
災

ネ
ッ

ト
ワ
－
ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡
設

備
に

つ
い
て

は
、

テ
レ

ビ
会
議

シ
ス

テ
ム

、
Ｉ

Ｐ
電
話

、
Ｉ

Ｐ
－

Ｆ
Ａ
Ｘ

の
い

ず
れ

か
に
よ

り
通

信
可

能
で

あ
る

こ
と

を
い

う
。

 

※
３

：
設

備
ご

と
に
個
別

の
条

件
が

適
用

さ
れ

る
。

 

※
４

：
衛

星
携

帯
電
話
設

備
等

の
通

信
機

器
に

よ
る

通
信
手

段
を

確
保

す
る

こ
と

を
条

件
に

行
う
計

画
的

保
守
お
よ
び

機
能

試
験

に
よ

る
停
止

時
（

他
の
事
業

者
等

が
所
掌
す
る

設
備

の
点

検
お

よ
び
試

験
に

伴
う
停

止
を

含
む

。
）

は
、

運
転

上
の

制
限

を
満
足
し

て
い

な
い
と
は
み

な
さ

な
い
。

 

※
５

：
サ

－
バ

－
切
替
等

に
よ

る
一

時
的

な
デ

ー
タ

伝
送
停

止
は

、
運

転
上

の
制

限
を

満
足

し
て
い

な
い

と
は
み
な
さ

な
い

。
ま

た
、

所
要
の

確
認

対
象
パ
ラ

メ
ー

タ
を
記
録
し

、
連

絡
す

る
要

員
を
確

保
す

る
こ
と

を
条

件
に

行
う

計
画

的
保

守
お

よ
び

機
能
試
験

に
よ

る
停
止
時
（

他
の

事
業

者
等

が
所
掌

す
る

設
備
の

点
検

お
よ

び
試
験

に
伴

う
デ

－
タ

伝
送
停

止
を

含
む

。
）
は

、
運

転
上

の
制
限

を
満

足
し

て
い

な
い

と
は

み
な

さ

な
い

。
 

※
６

：
衛

星
電

話
（
固
定

、
携

帯
、

可
搬

）
、

安
全

パ
ラ
メ

－
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
、

安
全

パ
ラ
メ
－
タ

伝
送

シ
ス

テ
ム

、
Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

表
示
装
置

、
緊

急
時
衛
星
通

報
シ

ス
テ

ム
お

よ
び
統

合
原

子
力
防

災
ネ

ッ
ト

ワ
－

ク
に

接
続

す
る

通
信

連
絡
設
備

に
つ

い
て
、
原
子

炉
設

置
者

所
掌

外
の
設

備
（

通
信
衛

星
等

の
他

の
事
業

者
等

が
所

掌
す

る
設
備

）
の

故
障

等
に
よ

り
運

転
上

の
制
限

を
逸

脱
し

た
場

合
は

、
当

該
要

求

さ
れ

る
措

置
に

対
す

る
完

了
時

間
を
除
外

す
る
。

 

※
７

：
連

絡
要

員
の
追
加

や
、

同
種

の
通

信
機

器
の

追
加
ま

た
は

他
種

の
通

信
機

器
に

よ
る

通
信
手

段
の

確
保
に
よ
る

措
置

を
い

う
。

 

※
８

：
安

全
パ

ラ
メ
－
タ

表
示

シ
ス

テ
ム

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
お

よ
び

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
伝

送
シ

ス
テ
ム

の
代

替
措
置
は
、

所
要

の
確

認
対

象
パ
ラ

メ
－

タ
を
記
録

し
、

連
絡
す
る
要

員
を

確
保

す
る

こ
と
等

を
い

う
。
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
に

接
続

す
る
通

信
連

絡
設
備
に
つ

い
て

は
、

通
信

機
器
の

補
充

等
を

い
う
。

 

 

       記
載

の
適

正
化

（
線

種
の

変

更
）
 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
９
０
－

２
１
 
そ
の
他
の
設
備
 

９
０
－
２

１
－
１
 
ア
ク
セ
ス

ル
－
ト
の

確
保
 

（
中

略
）

 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認

事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

ブ
ル
ド
－
ザ
 

所
要
数

が
使

用
可
能

で
あ
る

こ
と

を
確
認

す
る
。
 
３

ヶ
月

に
１

回
 

タ
ー

ビ
ン

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求

さ
れ
る

措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A.
 
所

要
数

を
満

足
し

て
い
な
い
場
合

 

A
.1
 
タ

ー
ビ

ン
保
修
課

長
は
、

当
該
設
備
を
使
用

可
能

な
状
態

に
復
旧

す
る
。
 

ま
た

は
 

A
.2
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
代
替
措
置

※
２
を
検

討
し
、

原
子
炉

主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

B.
 
条

件
Ａ

の
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場

合
 

B
.1
当

直
課
長

は
、

モ
－
ド
３

に
す
る
。
 

お
よ

び
 

B
.2
当

直
課
長

は
、

モ
－
ド
５

に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド

５
、
６
お

よ
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯

蔵
し
て
い

る
期
間
 

A.
 
所

要
数

を
満

足
し

て
い
な
い
場
合

 

A
.1
 
タ

ー
ビ

ン
保
修
課

長
は
、

当
該
設
備
を
動
作

可
能

な
状

態
に

復
旧

す
る

措
置

を
開

始
す

る
。
 

お
よ

び
 

A
.2
 
当

直
課

長
は
、
１

次
冷
却

系
の
水
抜
き
を
行

っ
て

い
る
場

合
は
、

水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ

び
 

A
.3
 
当

直
課

長
は
、
モ

ー
ド
５

（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）

ま
た
は

モ
ー
ド

６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）

の
場
合

、
１
次

系
保
有
水
を
回
復
す

る
措

置
を
開

始
す
る

。
 

お
よ

び
 

A
.4
 タ

ー
ビ

ン
保
修

課
長
は
、
代
替
措
置

※
２
を
検

討
し
、

原
子
炉

主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て

実
施

す
る
措

置
を
開

始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
代

替
品
の
補
充
等
。
 

表
９
０
－
２
１
 
そ
の
他
の
設
備
 

９
０
－
２
１
－
１
 
ア
ク
セ
ス
ル
－
ト
の
確
保
 

（
中
略
）
 

(
2)
 確

認
事
項
 

項
 
目
 

確
認
事
項
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

ブ
ル
ド
－
ザ
 

所
要
数
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 
３

ヶ
月

に
１

回
 

機
械
 

保
修
課
長
 

 (
3)
 要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

モ
ー
ド
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

モ
ー

ド

１
、
２
、
３

お
よ
び
４
 

A
. 

所
要

数
を

満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

A.
1 

機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
使
用
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A.
2 

機
械

保
修

課
長

は
、
代

替
措

置
※

２
を

検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
。
 

１
０
日
 

  １
０
日
 

B
. 

条
件

Ａ
の

措
置

を

完
了

時
間

内
に

達

成
で
き
な
い
場
合
 

B.
1当

直
課
長
は
、
モ
－
ド
３
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B.
2当

直
課
長
は
、
モ
－
ド
５
に
す
る
。
 

１
２
時
間
 

 ５
６
時
間
 

モ
ー
ド

５
、
６
お

よ
び
使
用

済
燃
料
ピ

ッ
ト
に
燃

料
体
を
貯

蔵
し
て
い

る
期
間
 

A
. 

所
要

数
を

満
足

し

て
い
な
い
場
合
 

A.
1 

機
械
保
修
課
長
は
、
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 お
よ
び
 

A.
2 

当
直
課
長
は
、
１
次
冷
却
系
の
水
抜
き
を
行

っ
て
い
る
場
合
は
、
水
抜
き
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
3 

当
直
課
長
は
、
モ
ー
ド
５
（
１
次
冷
却
系
非

満
水
）
ま
た
は
モ
ー
ド
６
（
キ
ャ
ビ
テ
ィ
低

水
位
）
の
場
合
、
１
次
系
保
有
水
を
回
復
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A.
4 

機
械

保
修

課
長

は
、
代

替
措

置
※

２
を

検
討

し
、
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実

施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

※
２
：
代
替
品
の
補
充
等
。
 

     組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
１
０
５

条
の
２
 
各
課
（
室
）

長
は

、
次

に
定

め
る
放
射

性
固

体
廃

棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
定

め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た
上

で
、

当
該
の

廃
棄
施

設
等
に
貯

蔵
※

１
ま

た
は
保
管
す
る
。
 

(1
) 
濃
縮
廃
液
は
、
発
電
室

長
が

固
化
装

置
で
ド

ラ
ム
缶
に

固
型
化
し
、
放
射
線
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
、「

廃
棄
物
庫
」

と
い

う
。）

に
保
管

す
る

。
 
 
 

(2
) 
脱
塩
塔
使
用
済
樹
脂
は
、
発
電
室

長
が

使
用
済
樹
脂
貯

蔵
タ

ン
ク

に
保
管
す
る
。
ま
た
、
脱
塩
塔
使
用
済

樹
脂
の
う
ち
、
低
線
量
の
も
の

に
つ

い
て

雑
固
体

廃
棄
物

と
し

て
取
扱
い
、
(５

)イ
に
基
づ
き
処
理
し
た
後
、

放
射
線
管
理
課
長
が
廃
棄
物
庫

に
保
管
す

る
。

 

(3
) 
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取

替
え
に
伴

い
取
り

外
し
た
原

子
炉
容
器

上
部
ふ
た
等
に
つ
い
て
は
、
機
械
工

事
グ

ル
ー
プ
課
長
が
、
ま
た
、

原
子

炉
容

器
上
部

ふ
た
の

搬
出

に
伴
い
除
去
し
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

雑
固

体
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、

土
木

建
築

課
長
が

、
そ
れ

ぞ
れ

汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ

た
上

で
、
放
射
線
管
理
課
長
が

蒸
気

発
生

器
保
管

庫
に
保

管
す

る
。
 

(4
) 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た

使
用
済
制

御
棒

等
は
、
原
子

燃
料
課
長
、
計
装
保
修
課
長
お
よ
び
原
子
炉
保
修

課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

貯
蔵
す
る

。
 

(5
) 
そ
の
他
の
雑
固
体
廃
棄
物

は
、
ド

ラ
ム
缶

等
の

容
器
に

封
入
す
る

こ
と
等
に
よ
り
汚
染
の
広
が
り
を
防
止

す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
放

射
線

管
理
課
長
が

確
認

し
た
上
で
、
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

な
お
、
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に

封
入

す
る

に
当
た

っ
て
は
、

以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

イ
．
焼
却
す
る
場
合
は
、
発
電

室
長
が
雑

固
体

焼
却
設
備

※
２
で

焼
却

す
る
。
 

ロ
．
焼
却
灰
を
固
型
化
す
る
場

合
は
、
発

電
室

長
が
固
化
装

置
で

固
型
化
す
る
。
 

  
  
ハ
．
圧
縮
減
容
す
る
場
合

は
、
放
射

線
管

理
課
長
が
ベ

イ
ラ

で
圧

縮
減
容
す
る
。
 

２
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
第
１

項
に

お
い

て
封

入
ま
た
は

固
型

化
し

た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
、
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
、
か

つ
、

表
１

３
８

－
１
の
放
射

性
固

体
廃

棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理

番
号
を
つ
け
る
。
 

３
．
原
子

燃
料
課
長
、
放
射
線
管

理
課

長
、

当
直

課
長
、
計

装
保

修
課

長
お
よ
び
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
次
の
事

項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

そ
の

結
果
、

異
常
が

認
め
ら
れ

た
場
合
に

は
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
1)
 
放

射
線
管
理
課
長
は
、

廃
棄

物
庫
に

お
け
る

放
射
性
固

体
廃
棄
物

な
ら
び
に
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
お
け

る
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
の

保
管

状
況

を
確

認
す

る
た
め

に
、

１
週
間
に
１
回
、
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気

発
生
器
保
管
庫
を
巡
視
す
る
と

と
も

に
、

３
ヶ
月

に
１
回

、
保

管
量
を
確
認
す
る
。
 

(2
) 
当
直
課
長
は
、
使
用
済
樹

脂
貯
蔵
タ

ン
ク
に

お
け
る
使

用
済
の
樹

脂
の
貯
蔵
お
よ
び
保
管
状
況
を
確
認
す

る
た
め
に
、
１
日
に
１
回
、
水

位
を
確
認

す
る
。
 

ま
た
、
放
射
線
管
理
課
長
は
、
使

用
済
樹

脂
貯

蔵
タ
ン
ク
に

お
け

る
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
お

よ
び
保
管
量
を
３
ヶ
月
に
１
回

、
確
認
す

る
。

 

(3
) 
原
子
燃
料
課
長
、
計
装
保

修
課
長
お

よ
び
原

子
炉
保
修

課
長

は
、
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉

内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御

棒
等
の
貯

蔵
量

を
３
ヶ
月
に

１
回

、
確
認
す
る
。
 

４
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
廃
棄

物
庫

お
よ

び
蒸

気
発
生
器

保
管

庫
の

目
に
付
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。
 

５
．
各
課

（
室
）
長
は
、
管
理
区

域
外

に
放

射
性

固
体
廃
棄

物
を

運
搬

す
る
場
合
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
、
運
搬

（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
１
０
５
条
の
２
 
各
課
（
室
）
長
は
、
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
定

め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た
上
で
、
当
該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

(
1)
 濃

縮
廃
液
は
、
発
電
室
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
、
放
射
線
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
、「

廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。）

に
保
管
す
る
。
 
 
 

(
2)
 脱

塩
塔
使
用
済
樹
脂
は
、
発
電
室
長
が
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
保
管
す
る
。
ま
た
、
脱
塩
塔
使
用
済

樹
脂
の
う
ち
、
低
線
量
の
も
の
に
つ
い
て
雑
固
体
廃
棄
物
と
し
て
取
扱
い
、
(５

)
イ
に
基
づ
き
処
理
し
た
後
、

放
射
線
管
理
課
長
が
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

(
3)
 原

子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
に
つ
い
て
は
、
機
械
工

事
グ
ル
ー
プ
課
長
が
、
ま
た
、
原
子
炉
容

器
上
部
ふ
た
の
搬
出
に
伴
い
除
去
し
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の

雑
固
体
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
土
木
建
築

課
長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ

た
上
で
、
放
射
線
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生

器
保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

(
4)
 原

子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
は
、
原
子
燃
料
課
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課

長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

(
5)
 そ

の
他
の
雑
固
体
廃
棄
物
は
、
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
等
に
よ
り
汚
染
の
広
が
り
を
防
止

す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
管
理
課
長
が
確
認
し
た
上
で
、
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

な
お
、
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

イ
．
焼
却
す
る
場
合
は
、
発
電
室
長
が
雑

固
体
焼
却
設
備

※
２
で
焼
却
す
る
。
 

ロ
．
焼
却
灰
を
固
型
化
す
る
場
合
は
、
発

電
室
長
が
固
化
装
置
で
固
型
化
す
る
。
 

 
  
 ハ

．
圧
縮
減
容
す
る
場
合
は
、
放
射
線
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
、
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
、
か
つ
、
表
１
３
８
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理

番
号
を
つ
け
る
。
 

３
．
原
子
燃
料
課
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
当
直
課
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
次
の
事
項

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
、
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
1)
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
廃
棄
物
庫
に
お
け
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
な
ら
び
に
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
お
け

る
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
の
保
管
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
、
１
週
間
に
１
回
、
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気

発
生
器
保
管
庫
を
巡
視
す
る
と
と
も
に
、
３
ヶ
月
に
１
回
、
保
管
量
を
確
認
す
る
。
 

(
2)
 当

直
課
長
は
、
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
お
よ
び
保
管
状
況
を
確
認
す

る
た
め
に
、
１
日
に
１
回
、
水
位
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
放
射
線
管
理
課
長
は
、
使
用
済
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
お
け
る
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
お

よ
び
保
管
量
を
３
ヶ
月
に
１
回
、
確
認
す
る
。
 

(
3)
 原

子
燃
料
課
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉
内

で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月
に
１
回
、
確
認
す
る
。
 

４
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
付
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。
 

５
．
各
課
（
室
）
長
は
、
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
、
運
搬

            組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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発
電
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炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施

状
況

を
確
認

す
る
。

 

(1
) 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に

封
入
し
て

運
搬

す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
放

射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
が

法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な

い
場
合
で

あ
っ

て
、
法
令
に

定
め

る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(2
) 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付

け
に
際
し
、
運

搬
中

に
移
動
、
転

倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。
 

(3
) 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と

混
載
し
な

い
こ

と
。
 

(4
) 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に

法
令
に
定

め
る

標
識
を
付
け

る
こ

と
。
 

(5
) 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け

る
こ
と
等

の
方

法
に
よ
り
、
関
係
者

以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を

制
限
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な

箇
所
に
見

張
人

を
配
置
す
る

こ
と

。
 

(6
) 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
。
 

(7
) 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い

に
関

し
、
相

当
の

知
識
お
よ

び
経
験
を

有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め

に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ

と
。
 

６
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
第
５

項
の

運
搬

に
お

い
て
、
運

搬
前

に
容

器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ

び
容

器
等

の
表

面
汚
染
密
度

が
法

令
に

定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０
分
の
１

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

す
る

。
た

だ
し

、
第
１
１
１

条
第

１
項

（
１
）
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る

場
合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に

つ
い

て
の
確

認
を
省

略
で
き
る
。
 

７
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
各
課

（
室

）
長

が
管

理
区
域
内

で
第

１
１

１
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
に
放

射
性
固
体
廃
棄
物
を
移
動
す
る

場
合

は
、

容
器

等
の
表
面
汚

染
密

度
が

法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０

分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

８
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
放
射

性
固
体

廃
棄
物

を
発
電
所

外
に
廃
棄

す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃

棄
物
に
関

す
る
記

録
を
作
成

し
、
発
電

所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状

況
を

確
認
す
る
。
 

(2
) 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の

廃
棄
事
業

者
へ
埋

設
す
る
放

射
性

固
体

廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(3
)放

射
性
固
体
廃
棄
物
を
発

電
所

外
に

廃
棄
す

る
に
あ

た
っ

て
、
所

長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
発
電

所
外
に

放
射
性

固
体
廃
棄

物
を
運
搬

す
る
場
合
は
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

１
０
．
放

射
線
管
理
課
長
は
、
運

搬
前
に

次
の
事

項
を
確
認

す
る
。
 

(
1)
 法

令
に
適
合
す
る
容
器

に
封

入
さ
れ

て
い
る

こ
と
。
 

(
2)
 法

令
に
定
め
る
書
類
お

よ
び

物
品
以

外
の
も

の
が
収
納

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
 

１
１
．
放

射
線
管
理
課
長
は
、
運

搬
前
に

容
器
等

の
線
量
当

量
率
が
法

令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、

お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密

度
が
法
令

に
定

め
る
表
面
密

度
限

度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
第
１
１
１
条
第
１
項

（
１
）
に

定
め

る
区
域
か
ら

運
搬

す
る
場
合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て

の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
、
保
管
の
前
段

階
の
も

の
で
、
廃

棄
と
は

異
な
る
も

の
を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）。
 

※
２
：
３

、
４
号
炉
原
子
炉
補
助

建
屋
内

（
１
号

炉
、
２
号

炉
、
３
号

炉
お
よ
び
４
号
炉
）
。
 

前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
。
 

(
1)
 法

令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
が

法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
法
令
に
定
め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
2)
 容

器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
、
運
搬
中
に
移
動
、
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。
 

(
3)
 法

令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
。
 

(
4)
 容

器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
。
 

(
5)
 運

搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を

制
限
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
。
 

(
6)
 車

両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
。
 

(
7)
 核

燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
、
相

当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め

に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
 

６
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
第
５
項
の
運
搬
に
お
い
て
、
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０
分
の
１

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
１
１
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る

場
合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
各
課
（
室
）
長
が
管
理
区
域
内
で
第
１
１
１
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
に
放

射
性
固
体
廃
棄
物
を
移
動
す
る
場
合
は
、
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０

分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状

況
を
確
認
す
る
。
 

(2
) 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(3
)放

射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
発
電
所
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

１
０
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1)
 法

令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(
2)
 法

令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
 

１
１
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、

お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に

定
め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
第
１
１
１
条
第
１
項
（
１
）
に
定

め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て

の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
、
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で
、
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）。
 

※
２
：
３
、
４
号
炉
原
子
炉
補
助
建
屋
内
（
１
号
炉
、
２
号
炉
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
。
 

変
更
な
し
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変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
放
射
性

気
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
１
０
７

条
 
発
電
室
長
お
よ
び

原
子

炉
保

修
課

長
は
、
放

射
性

気
体

廃
棄
物
を
放
出
す
る
場
合
は
、
放
射
線
管

理
課
長
の
管
理
の
も
と
、
表

１
０

７
－
２

に
示
す

排
気
筒
等

よ
り
放
出

す
る
。
 

２
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
次
の

事
項
を

管
理
す

る
。

 

(1
) 

排
気
筒

か
ら
の

放
射
性
気

体
廃
棄
物

の
放
出

に
よ

る
周
辺
監

視
区
域
外

の
空

気
中
の

放
射
性
物

質
濃
度

の
３
ヶ

月
平

均
値
が

、
法

令
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(2
) 

排
気
筒

か
ら
の

放
射
性
物

質
の
放
出

量
が
表

１
０

７
－
１
に

定
め
る
放

出
管

理
目
標

値
を
超
え

な
い
よ

う
に
努
め
る
こ
と
。
 

３
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
表
１

０
７
－

２
に
定

め
る
項
目

に
つ
い
て

、
同
表
に
定
め
る
頻
度
で
測
定
す
る
。
 

４
．
表
１

０
７
－
２
に
示
す
排
気

筒
等

以
外

の
場

所
に
お
い

て
換

気
を

行
う
場
合
は
、
次
の
事
項
を
行
う
。
た
だ

し
、
第
１
１
１
条
第
１
項
（

１
）

に
定
め

る
区
域

等
に
お
け

る
換
気
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(1
) 
作
業
の
所
管
課
（
室
）
長

は
、
フ

ィ
ル
タ

付
局
所

排
気

装
置
等
に

よ
り
法
令
に
定
め
る
管
理
区
域
に
係
る

値
を
超
え
な
い
よ
う
拡
散
防
止

措
置
を
行

う
。

 

(2
) 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
表

１
０
７
－

３
に

定
め
る
項
目

に
つ

い
て
、
同
表
に
定
め
る
頻
度
で
測
定
し
、
法

令
に
定
め
る
管
理
区
域
に
係
る

値
を
超
え

て
い

な
い
こ
と
を

確
認

す
る
。
た
だ
し
、
換
気
に
よ
っ
て
放
出
さ

れ
る
空

気
中

の
放
射

性
物

質
濃

度
が

法
令

に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
る

お
そ

れ
が

な
い

場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 表
１
０
７

－
１
 

項
 
 
 
目
 

放
出

管
理
目

標
値

 

（
１

、
２
、

３
、
４
号

炉
合
算

）
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
 

希
ガ
ス
 

よ
う
素
１
３
１
 

 

1
.0
×
10

1
5
 B
q
/年

 

2
.5
×
10

1
0
 B
q
/年

 

            

（
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
１
０
７
条
 
発
電
室
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
放
射
性
気
体
廃
棄
物
を
放
出
す
る
場
合
は
、
放
射
線
管
理

課
長
の
管
理
の
も
と
、
表
１
０
７
－
２
に
示
す
排
気
筒
等
よ
り
放
出
す
る
。
 

２
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
次
の
事
項
を
管
理
す
る
。
 

(
1)
 
排
気

筒
か
ら
の

放
射
性

気
体
廃
棄

物
の
放

出
に

よ
る
周
辺

監
視
区
域

外
の

空
気
中
の

放
射
性

物
質
濃
度

の
３
ヶ

月
平

均
値

が
、

法
令

に
定

め
る

周
辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

空
気

中
の

濃
度

限
度

を
超

え
な

い
こ

と
。
 

(
2)
 
排
気

筒
か
ら
の

放
射
性

物
質
の
放

出
量
が

表
１

０
７
－
１

に
定
め
る

放
出

管
理
目
標

値
を
超

え
な
い
よ

う
に
努
め
る
こ
と
。
 

３
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
表
１
０
７
－
２
に
定
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
に
定
め
る
頻
度
で
測
定
す
る
。
 

４
．
表
１
０
７
－
２
に
示
す
排
気
筒
等
以
外
の
場
所
に
お
い
て
換
気
を
行
う
場
合
は
、
次
の
事
項
を
行
う
。
た
だ

し
、
第
１
１
１
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
等
に
お
け
る
換
気
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
1)
 作

業
の
所
管
課
（
室
）
長
は
、
フ
ィ
ル
タ
付
局
所
排
気
装
置
等
に
よ
り
法
令
に
定
め
る
管
理
区
域
に
係
る

値
を
超
え
な
い
よ
う
拡
散
防
止
措
置
を
行
う
。
 

(
2)
 放

射
線
管
理
課
長
は
、
表
１
０
７
－
３
に
定
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
に
定
め
る
頻
度
で
測
定
し
、
法

令
に
定
め
る
管
理
区
域
に
係
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
換
気
に
よ
っ
て
放
出
さ

れ
る
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
法

令
に
定

め
る

管
理

区
域

に
係

る
値

を
超

え
る

お
そ

れ
が

な
い

場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 表
１
０
７
－
１
 

項
 
 
 
目
 

放
出
管
理
目
標
値
 

（
１
、
２
、
３
、
４
号
炉
合
算
）
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
 

希
ガ
ス
 

よ
う
素
１
３
１
 

 

1.
0×

1
01

5
 B
q/
年
 

2.
5×

1
01

0
 B
q/
年
 

            

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
１
０
７

－
２
 

分
類
 

排
気
筒
等
 

測
定

項
目
 

計
測

器
種
類
 

測
定
頻
度
 

放
出
操
作
担
当
 

課
（
室
）
長
 

放
射

性

気
体

廃

棄
物
 

排
気
筒
 

希
ガ

ス
濃
度
 

排
気
筒
 

モ
ニ
タ
 

常
時
 

発
電
室
長
 

よ
う

素
１
３

１
濃
度
 

粒
子

状
物
質

濃
度

 

（
主

要
ガ
ン

マ
線

放

出
核

種
）
 

試
料

放
射
能
 

測
定

装
置

 

１
週

間
に

１
回
 

雑
固
体

焼
却

設
備
焼

却
炉

排
気
口
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線

放
出

核
種
）

 

試
料

放
射
能
 

測
定

装
置

 

１
週

間
に

１
回
 

発
電
室
長
 

原
子
炉

格
納

容
器
漏

え
い

率
検
査

（
Ａ

種
）
排
気
 

粒
子

状
物

質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線

放
出

核
種
）

 

試
料

放
射
能
 

測
定

装
置

 

検
査

の
都

度
 

原
子
炉
保
修
課
長
 

 表
１
０
７

－
３
 

分
類
 

測
定

項
目
 

計
測

器
種
類
 

測
定

頻
度
 

放
出
操
作
担
当
 

課
（
室
）
長
 

そ
の

他
作

業
等

に

伴
う
換
気
 

粒
子
状

物
質

濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線

放
出
核
種
）
 

試
料

放
射
能
 

測
定

装
置

 

作
業

の
都
度

※
１
 

作
業
の
所
管
 

課
（
室
）
長
 

※
１
：
作

業
が
１
週
間
を
超
え
る

場
合
は

１
週
間

に
１
回
測

定
す
る
。

 

  

表
１
０
７
－
２
 

分
類
 

排
気
筒
等
 

測
定
項
目
 

計
測
器
種
類
 
測
定
頻
度
 

放
出
操
作
担
当
 

課
（
室
）
長
 

放
射

性

気
体

廃

棄
物
 

排
気
筒
 

希
ガ
ス
濃
度
 

排
気
筒
 

モ
ニ
タ
 

常
時
 

発
電
室
長
 

よ
う
素
１
３
１
濃
度
 

粒
子
状
物
質
濃
度
 

（
主
要
ガ
ン
マ
線
放

出
核
種
）
 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

１
週

間
に

１
回
 

雑
固
体

焼
却

設
備
焼

却
炉

排
気
口
 

粒
子
状
物
質
濃

度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線

放
出
核
種
）
 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

１
週

間
に

１
回
 

発
電
室
長
 

原
子
炉

格
納

容
器
漏

え
い

率
検
査

（
Ａ

種
）
排
気
 

粒
子
状
物
質
濃

度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線

放
出
核
種
）
 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

検
査

の
都

度
 

機
械
保
修
課
長
 

 表
１
０
７
－
３
 

分
類
 

測
定
項
目
 

計
測
器
種
類
 

測
定
頻
度
 

放
出
操
作
担
当
 

課
（
室
）
長
 

そ
の

他
作

業
等

に

伴
う
換
気
 

粒
子
状
物
質
濃
度
 

（
主

要
ガ

ン
マ

線

放
出
核
種
）
 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

作
業
の
都
度

※
１
 

作
業
の
所
管
 

課
（
室
）
長
 

※
１
：
作
業
が
１
週
間
を
超
え
る
場
合
は
１
週
間
に
１
回
測
定
す
る
。
 

  

            組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組
織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
放
出
管

理
用
計
測
器
の
管
理
）
 

第
１
０
８

条
 
放
射
線
管
理
課
長

お
よ

び
計

装
保

修
課
長
は

、
表

１
０

８
に
定
め
る
放
出
管
理
用
計
測
器
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
数
量
を
確

保
す

る
。

ま
た

、
定
期
的
に

点
検

を
実

施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と

な
っ

た
場
合

は
、
修

理
ま
た
は

代
替
品
を

補
充
す
る
。
 

 表
１
０
８

 分
類
 

計
測

器
種
類
 

担
当

課
長
 

数
量
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

放
出
管

理
用
計
測
器
 

廃
棄

物
処

理
設

備
排

水

モ
ニ
タ

 
計

装
保
修
課
長
 

１
台
 

試
料
放

射
能

測
定
装
置
 

放
射

線
管
理

課
長
 

２
台

※
１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

放
出
管

理
用
計
測
器
 

排
気
筒

モ
ニ
タ
 

計
装

保
修
課
長
 

２
台
 

試
料
放

射
能

測
定
装
置
 

放
射

線
管
理

課
長
 

１
台

※
１

※
２
 

※
１
：
１

号
、
２
号
、
３
号
お
よ

び
４
号

炉
共
用

 

※
２
：
放

射
性
液
体
廃
棄
物
放
出

管
理
用

計
測
器

と
共
用
 

  

（
放
出
管
理
用
計
測
器
の
管
理
）
 

第
１
０
８
条
 
放
射
線
管
理
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
表
１
０
８
に
定
め
る
放
出
管
理
用
計
測
器
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
 

 表
１
０
８
 分
類
 

計
測
器
種
類
 

担
当
課
長
 

数
量
 

放
射
性

液
体

廃
棄
物

放
出
管
理
用
計
測
器
 

廃
棄
物

処
理
設

備
排

水

モ
ニ
タ
 

電
気
保
修
課
長
 

１
台
 

試
料
放
射
能
測
定
装
置
 

放
射
線
管
理
課
長
 

２
台

※
１
 

放
射
性

気
体

廃
棄
物

放
出
管
理
用
計
測
器
 

排
気
筒
モ
ニ
タ
 

電
気
保
修
課
長
 

２
台
 

試
料
放
射
能
測
定
装
置
 

放
射
線
管
理
課
長
 

１
台

※
１

※
２
 

※
１
：
１
号
、
２
号
、
３
号
お
よ
び
４
号
炉
共
用
 

※
２
：
放
射
性
液
体
廃
棄
物
放
出
管
理
用
計
測
器
と
共
用
 

  

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

       
 

 

136



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
放
射
線

計
測
器
類
の
管
理
）
 

第
 
１
２
０
 条

 
放
射
線
管
理
課

長
お

よ
び

計
装

保
修
課
長

は
、

表
１

２
０
に
定
め
る
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
数
量
を
確

保
す

る
。

ま
た

、
定
期
的
に

点
検

を
実

施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と

な
っ

た
場
合

は
、
修

理
ま
た
は

代
替
品
を

補
充
す
る
。
 

２
．
環
境

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
所

長
は

、
表

１
２
０
に

定
め

る
放

射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
、
同
表
に
定
め

る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、

定
期

的
に

点
検

を
実
施
し
、

機
能

維
持

を
図
る
。
た
だ
し
、
故
障
等
に
よ
り
使

用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、

修
理

ま
た
は

代
替
品

を
補
充
す

る
。
 

 表
１
２
０

 

分
 

 
類
 

計
測

器
種
類
 

担
 

 
当
 

数
量
 

被
ば
く

管
理

用

計
測
器

 
ホ
ー
ル
ボ
デ

ィ
カ
ウ

ン
タ
 

放
射

線
管
理

課
長
 

１
台

※
２
 

放
射
線

管
理

用

計
測
器

※
１
 

線
量
当
量
率

測
定
用

 

サ
ー
ベ
イ
メ

ー
タ
 

放
射

線
管
理

課
長
 

５
台

※
２
 

汚
染
密
度
測

定
用
 

サ
ー
ベ
イ
メ

ー
タ
 

４
台

※
２
 

退
出
モ
ニ
タ
 

1
台
 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

３
台

※
２

※

３
 

積
算
線
量
計
 

１
式

※
２
 

放
射
線

監
視

用

計
測
器

※
１
 

モ
ニ
タ
リ
ン

グ
ポ
ス

ト
 

放
射

線
管
理

課
長
 

５
台

※
２
 

モ
ニ
タ
リ
ン

グ
ス
テ

－
シ
ョ
ン
 

１
台

※
２
 

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

計
装

保
修
課

長
 

１
８
台

※
4
 

環
境
放

射
能

用

計
測
器

 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

環
境

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

セ
ン

タ
ー
所

長
 

１
台

※
5
 

積
算
線
量
計
 

１
式
 

※
１
：
重

大
事
故
等
対
処
設
備
は

「
９
０

－
１
８

－
１
 
監

視
測
定
設

備
」
に
お
い
て
管
理
す
る
。
 

※
２
：
１

号
、
２
号
、
３
号
お
よ

び
４
号

炉
共
用

 

※
３
：
１

台
は
表
１
０
８
の
試
料

放
射
能

測
定
装

置
と
共
用

 

※
４
：
管

理
区
域
外
測
定
用
の
２

台
を
含

む
。
 

※
５
：
美

浜
発
電
所
、
高
浜
発
電

所
と
共
用
 

  

（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
 

第
 
１
２
０
 条

 
放
射
線
管
理
課
長
お
よ
び
電

気
保
修
課
長
は
、
表
１
２
０
に
定
め
る
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
 

２
．
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
表
１
２
０
に
定
め
る
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
、
同
表
に
定
め

る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、
故
障
等
に
よ
り
使

用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
 

 表
１
２
０
 

分
 
 
類
 

計
測
器
種
類
 

担
 
 
当
 

数
量
 

被
ば

く
管

理
用

計
測
器
 

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
 

放
射
線
管
理
課
長
 

１
台

※
２
 

放
射

線
管

理
用

計
測
器

※
１
 

線
量
当
量
率
測
定
用
 

サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

放
射
線
管
理
課
長
 

５
台

※
２
 

汚
染
密
度
測
定
用
 

サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

４
台

※
２
 

退
出
モ
ニ
タ
 

1
台
 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

３
台

※
２

※

３
 

積
算
線
量
計
 

１
式

※
２
 

放
射

線
監

視
用

計
測
器

※
１
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

放
射
線
管
理
課
長
 

５
台

※
２
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ス
テ
－
シ
ョ
ン
 

１
台

※
２
 

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

電
気
保
修
課
長
 

１
８
台

※
4  

環
境

放
射

能
用

計
測
器
 

試
料
放
射
能
 

測
定
装
置
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

セ
ン
タ
ー
所
長
 

１
台

※
5
 

積
算
線
量
計
 

１
式
 

※
１
：
重
大
事
故
等
対
処
設
備
は
「
９
０
－
１
８
－
１
 
監
視
測
定
設
備
」
に
お
い
て
管
理
す
る
。
 

※
２
：
１
号
、
２
号
、
３
号
お
よ
び
４
号
炉
共
用
 

※
３
：
１
台
は
表
１
０
８
の
試
料
放
射
能
測
定
装
置
と
共
用
 

※
４
：
管
理
区
域
外
測
定
用
の
２
台
を
含
む
。
 

※
５
：
美
浜
発
電
所
、
高
浜
発
電
所
と
共
用
 

  

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
原
子
力
防
災
組
織
）
 

第
１
２
６
条
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
原

子
力

災
害
の
発
生

ま
た

は
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
、
図
１
２
６
に
示
す

原
子
力
防
災
組
織
を
定
め
る
に

あ
た
り
、

所
長
の

承
認
を
得

る
。
 

（
中

略
）

 

第
１

２
６

図
 
 
原

子
力
防

災
組

織
図
 

 

 

（
原
子
力
防
災
組
織
）
 

第
１
２
６
条
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
力
災
害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
図
１
２
６
に
示
す

原
子
力
防
災
組
織
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

（
中
略
）
 

第
１
２
６
図
 
 
原
子
力
防
災
組
織
図
 

 

 

 

                 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原

子
力

発
電

所
の

保
修

関
係

組
織
の
統
合
）
 

 

 

警
戒

体
制

原
子

力
防

災
体

制

班
班

長
副

班
長

１
．

警
戒

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

１
．

対
策

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

４
．

原
子

力
災

害
医

療
措

置
４

．
原

子
力

災
害

医
療

措
置

５
．

緊
急

時
活

動
用

資
機

材
の

調
達

・
輸

送
５

．
緊

急
時

活
動

用
資

機
材

の
調

達
・

輸
送

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

７
．

消
火

活
動

７
．

消
火

活
動

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

１
．

報
道

関
係

対
応

１
．

報
道

関
係

対
応

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

３
．

広
報

活
動

３
．

広
報

活
動

（
緊

急
時

プ
レ

ス
を

含
む

）
４

．
原

子
力

防
災

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

活
動

の
支

援

１
．

社
内

警
戒

本
部

と
の

情
報

受
理

・
伝

達
１

．
社

内
対

策
本

部
と

の
情

報
受

理
・

伝
達

２
．

発
電

所
警

戒
本

部
内

情
報

の
整

理
・

収
集

・
記

録
・

 
 
 
 
状

況
把

握
２

．
発

電
所

対
策

本
部

内
情

報
の

整
理

・
収

集
・

記
録

・
 
 
 
 
状

況
把

握
３

．
国

・
自

治
体

等
関

係
者

と
の

連
絡

調
整

３
．

国
・

自
治

体
等

関
係

者
と

の
連

絡
調

整

４
．

社
外

関
係

機
関

へ
の

通
報

連
絡

お
よ

び
受

信
４

．
社

外
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
お

よ
び

受
信

５
．

広
報

用
資

料
の

集
約

５
．

広
報

用
資

料
の

集
約

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

１
．

事
故

状
況

の
把

握
、

評
価

１
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

と
の

情
報

交
換

２
．

発
電

所
構

内
の

警
備

、
立

入
制

限
２

．
事

故
状

況
の

把
握

、
評

価
３

．
防

護
施

設
の

運
用

３
．

事
故

時
影

響
緩

和
操

作
の

検
討

４
．

発
電

所
構

内
の

警
備

、
立

入
制

限
５

．
防

護
施

設
の

運
用

６
．

原
子

力
防

災
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
活

動
の

支
援

１
．

発
電

所
内

外
の

放
射

線
・

放
射

能
の

測
定

、
状

況
 
 
 
 
把

握
１

．
発

電
所

内
外

の
放

射
線

・
放

射
能

の
測

定
、

状
況

 
 
 
 
把

握
２

．
被

ば
く

管
理

、
汚

染
除

去
・

拡
大

防
止

措
置

２
．

被
ば

く
管

理
、

汚
染

除
去

・
拡

大
防

止
措

置
３

．
放

射
線

管
理

資
機

材
の

整
備

・
点

検
３

．
放

射
線

管
理

資
機

材
の

整
備

・
点

検
４

．
災

害
対

策
活

動
に

伴
う

放
射

線
防

護
措

置
４

．
災

害
対

策
活

動
に

伴
う

放
射

線
防

護
措

置
５

．
原

子
力

防
災

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

活
動

の
支

援

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

４
．

消
火

活
動

４
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

に
お

け
る

情
報

収
集

５
．

消
火

活
動

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

４
．

負
傷

者
救

助
４

．
負

傷
者

救
助

５
．

消
火

活
動

５
．

消
火

活
動

６
．

遠
隔

操
作

が
可

能
な

装
置

等
の

操
作

１
．

不
測

の
事

態
へ

の
対

応
１

．
不

測
の

事
態

へ
の

対
応

＊
２

：
原

子
炉

主
任

技
術

者
を

兼
任

す
る

職
位

が
各

班
の

班
長

と
な

る
場

合
、

あ
ら

か
じ

め
課

（
室

）
長

以
上

か
ら

当
該

の
班

長
を

任
命

し
て

お
く

。

＊
１

：
原

子
力

防
災

管
理

者
は

、
複

数
号

炉
で

同
時

に
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

ま
た

は
特

定
事

象
に

至
る

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
対

応
を

行
う

。
　

　
　

　
・

副
本

部
長

ま
た

は
本

部
附

か
ら

号
炉

ご
と

の
指

揮
者

を
指

名
し

て
必

要
な

対
応

に
あ

た
ら

せ
る

。
 
 
 
 
 
 
 
 
・

号
炉

ご
と

の
対

応
者

を
明

確
に

す
る

よ
う

発
電

所
対

策
本

部
の

各
班

長
に

指
示

す
る

。

副
本

部
長

ま
た

は
本

部
附

発
電

所
対

策
本

部
長

が
指

名
し

た
者

放
射

線
管

理
班

放
射

線
管

理
課

長
放

射
線

管
理

課
の

係
長

特
命

班

保
修

班
保

全
計

画
課

長
電

気
保

修
課

長

計
装

保
修

課
長

原
子

炉
保

修
課

長
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

長
土

木
建

築
課

長

保
全

計
画

課
、

電
気

保
修

課
、

計
装

保
修

課
、

原
子

炉
保

修
課

、
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

、

土
木

建
築

課
の

係
長

発
電

班

３
号

炉

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
＊

２

技
術

課
の

係
長

安
全

・
防

災
室

課
長

原
子

燃
料

課
長

広
報

班

安
全

・
防

災
室

の
係

長
原

子
燃

料
課

の
係

長
安

全
管

理
班

所
長

室
の

係
長

（
地

域
担

当
を

除
く

）
安

全
・

防
災

室
の

係
長

 
副

本
部

長
お

よ
び

班
長

を
除

く
、

各
課

（
室

）
長

以
上

副
 
本

 
部

 
長

（
統

括
管

理
補

佐
）

 
原

子
力

安
全

統
括

、
 
技

術
系

の
副

所
長

、
 
安

全
・

防
災

室
長

、
 
運

営
統

括
長

、
 
品

質
保

証
室

長

発
電

室
長

発
電

室
の

係
長

、
定

検
課

長
、

当
直

課
長

、
当

直
主

任

原
 
子

 
力

防
災

管
理

者
＊

１

本
　

部
　

長
(
発

電
所

長
)

所
長

室
課

長
（

総
務

）
安

全
・

防
災

室
課

長

情
報

班
技

術
課

長

総
務

班

本
部

附

４
号

炉

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
＊

２

所
長

室
課

長
（

地
域

）
所

長
室

の
係

長
（

地
域

担
当

）

主
　

な
　

職
　

務

警
戒

体
制

原
子

力
防

災
体

制

班
班

長
副

班
長

１
．

警
戒

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

１
．

対
策

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

４
．

原
子

力
災

害
医

療
措

置
４

．
原

子
力

災
害

医
療

措
置

５
．

緊
急

時
活

動
用

資
機

材
の

調
達

・
輸

送
５

．
緊

急
時

活
動

用
資

機
材

の
調

達
・

輸
送

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

７
．

消
火

活
動

７
．

消
火

活
動

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

１
．

報
道

関
係

対
応

１
．

報
道

関
係

対
応

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

３
．

広
報

活
動

３
．

広
報

活
動

（
緊

急
時

プ
レ

ス
を

含
む

）
４

．
原

子
力

防
災

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

活
動

の
支

援

１
．

社
内

警
戒

本
部

と
の

情
報

受
理

・
伝

達
１

．
社

内
対

策
本

部
と

の
情

報
受

理
・

伝
達

２
．

発
電

所
警

戒
本

部
内

情
報

の
整

理
・

収
集

・
記

録
・

 
 
 
 
状

況
把

握
２

．
発

電
所

対
策

本
部

内
情

報
の

整
理

・
収

集
・

記
録

・
 
 
 
 
状

況
把

握
３

．
国

・
自

治
体

等
関

係
者

と
の

連
絡

調
整

３
．

国
・

自
治

体
等

関
係

者
と

の
連

絡
調

整
４

．
社

外
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
お

よ
び

受
信

４
．

社
外

関
係

機
関

へ
の

通
報

連
絡

お
よ

び
受

信
５

．
広

報
用

資
料

の
集

約
５

．
広

報
用

資
料

の
集

約

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

１
．

事
故

状
況

の
把

握
、

評
価

１
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

と
の

情
報

交
換

２
．

発
電

所
構

内
の

警
備

、
立

入
制

限
２

．
事

故
状

況
の

把
握

、
評

価

３
．

防
護

施
設

の
運

用
３

．
事

故
時

影
響

緩
和

操
作

の
検

討
４

．
発

電
所

構
内

の
警

備
、

立
入

制
限

５
．

防
護

施
設

の
運

用

６
．

原
子

力
防

災
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
活

動
の

支
援

１
．

発
電

所
内

外
の

放
射

線
・

放
射

能
の

測
定

、
状

況

 
 
 
 
把

握

１
．

発
電

所
内

外
の

放
射

線
・

放
射

能
の

測
定

、
状

況

 
 
 
 
把

握
２

．
被

ば
く

管
理

、
汚

染
除

去
・

拡
大

防
止

措
置

２
．

被
ば

く
管

理
、

汚
染

除
去

・
拡

大
防

止
措

置
３

．
放

射
線

管
理

資
機

材
の

整
備

・
点

検
３

．
放

射
線

管
理

資
機

材
の

整
備

・
点

検
４

．
災

害
対

策
活

動
に

伴
う

放
射

線
防

護
措

置
４

．
災

害
対

策
活

動
に

伴
う

放
射

線
防

護
措

置
５

．
原

子
力

防
災

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

活
動

の
支

援

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

４
．

消
火

活
動

４
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

に
お

け
る

情
報

収
集

５
．

消
火

活
動

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

４
．

負
傷

者
救

助
４

．
負

傷
者

救
助

５
．

消
火

活
動

５
．

消
火

活
動

６
．

遠
隔

操
作

が
可

能
な

装
置

等
の

操
作

１
．

不
測

の
事

態
へ

の
対

応
１

．
不

測
の

事
態

へ
の

対
応

所
長

室
課

長
（

地
域

）
所

長
室

の
係

長
（

地
域

担
当

）

主
　

な
　

職
　

務

原
 
子

 
力

防
災

管
理

者
＊

１

本
　

部
　

長
(
発

電
所

長
)

所
長

室
課

長
（

総
務

）
安

全
・

防
災

室
課

長

情
報

班
技

術
課

長

総
務

班

本
部

附

４
号

炉

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
＊

２

発
電

室
長

発
電

室
の

係
長

、
定

検
課

長
、

当
直

課
長

、
当

直
主

任

３
号

炉

発
電

用
原

子
炉

主
任

技
術

者
＊

２

技
術

課
の

係
長

安
全

・
防

災
室

課
長

原
子

燃
料

課
長

広
報

班

安
全

・
防

災
室

の
係

長
原

子
燃

料
課

の
係

長
安

全
管

理
班

所
長

室
の

係
長

（
地

域
担

当
を

除
く

）
安

全
・

防
災

室
の

係
長

 
副

本
部

長
お

よ
び

班
長

を
除

く
、

各
課

（
室

）
長

以
上

副
 
本

 
部

 
長

（
統

括
管

理
補

佐
）

 
原

子
力

安
全

統
括

、
 
技

術
系

の
副

所
長

、
 
安

全
・

防
災

室
長

、
 
運

営
統

括
長

、
 
品

質
保

証
室

長

＊
２

：
原

子
炉

主
任

技
術

者
を

兼
任

す
る

職
位

が
各

班
の

班
長

と
な

る
場

合
、

あ
ら

か
じ

め
課

（
室

）
長

以
上

か
ら

当
該

の
班

長
を

任
命

し
て

お
く

。

＊
１

：
原

子
力

防
災

管
理

者
は

、
複

数
号

炉
で

同
時

に
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

ま
た

は
特

定
事

象
に

至
る

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
対

応
を

行
う

。

　
　

　
　

・
副

本
部

長
ま

た
は

本
部

附
か

ら
号

炉
ご

と
の

指
揮

者
を

指
名

し
て

必
要

な
対

応
に

あ
た

ら
せ

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
・

号
炉

ご
と

の
対

応
者

を
明

確
に

す
る

よ
う

発
電

所
対

策
本

部
の

各
班

長
に

指
示

す
る

。

副
本

部
長

ま
た

は
本

部
附

発
電

所
対

策
本

部
長

が
指

名
し

た
者

放
射

線
管

理
班

放
射

線
管

理
課

長
放

射
線

管
理

課
の

係
長

特
命

班

保
修

班
保

全
計

画
課

長

電
気

保
修

課
長

機
械

保
修

課
長

土
木

建
築

課
長

保
全

計
画

課
、

電
気

保
修

課
、

機
械

保
修

課
、

土
木

建
築

課
の

係
長

発
電

班
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
関
係
法

令
お

よ
び

本
規

定
の
遵
守

）
 

第
１
４

３
条
 

第
１

４
４

条
に
基

づ
く

保
安

活
動
を

実
施

す
る
に

あ
た

り
、

関
係
法

令
お

よ
び

本
規
定

を
遵

守

す
る
こ
と
（

以
下
、
本
条

に
お

い
て
「

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
」
と
い

う
。
）
を
確
実

に
す

る
た
め

、
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス

意
識
の

向
上

の
た

め
の

活
動

を
以

下
の
と

お
り

実
施

す
る
。
 

２
．
社
長

は
、

以
下

の
事

項
を
実
施

す
る
。

 

(
1
)
 コ

ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス

を
確
実
に

す
る

た
め
の

方
針

を
定

め
る
。
ま
た

、
必
要
に

応
じ

て
そ

の
見

直
し
を
行

う
。

 

(
2
)
 原

子
力
事

業
本

部
長

を
指
揮
し

、
次
項

(2
)の

評
価

結
果

に
つ

い
て

報
告
を
受

け
、
必
要

な
指
示

を
行

う
。
 

３
．
原
子
力

事
業
本

部
長

は
、
前

項
(
1
)の

方
針

に
基

づ
き
、
次

の
各

号
に

従
い
、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス

意
識
の

向
上
の
た

め
の
活

動
を

統
括

す
る
。
ま

た
、
原

子
力

部
門

Ｃ
Ｓ

Ｒ
推

進
委

員
会
を
設

置
し
、
コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン

ス
意
識
の

向
上
の

た
め

の
活

動
を

実
施

さ
せ

る
。

 

(
1
)
 コ

ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス

意
識
の
向

上
の

た
め
の

活
動

の
計

画
を
毎
年

度
策
定

し
、
必

要
に

応
じ

て
そ

の
見
直

し
を

行
う

。
ま
た

、
第

１
４

５
条

（
保
安
に

関
す
る

組
織

）
の

組
織

に
そ

の
活
動

を
実
施

さ
せ

る
。
 

(
2
)
 
(
1
)に

定
め
た
計

画
の

実
施

状
況

を
評

価
す

る
。

 

(
3
)
 
(
1
)に

定
め
た
計

画
に

基
づ

き
、
(
2
)の

評
価

結
果
を

社
長
に

報
告

し
、
社

長
か

ら
の

指
示
を
受

け
る
。
 

(
4
)
 
(
2
)の

評
価
結
果

と
(
3)
の

社
長

か
ら

の
指

示
を
計
画

に
反
映

す
る

。
 

４
．
第

１
４
５

条
(
保

安
に

関
す

る
組
織

)
の

組
織
は

、
第

３
項
の

計
画

に
基

づ
き

、
コ

ン
プ
ラ

イ
ア

ン
ス

意
識

の
向
上
の

た
め
の

活
動

を
実

施
す

る
。
 

  

（
関
係

法
令

お
よ

び
本
規
定

の
遵
守

）
 

第
１

４
３

条
 

第
１

４
４
条

に
基

づ
く
保

安
活

動
を

実
施
す

る
に

あ
た

り
、
関

係
法

令
お
よ

び
本

規
定

を
遵
守

す
る
こ
と
（

以
下
、
本
条

に
お

い
て
「

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス
」
と
い

う
。
）
を
確
実

に
す

る
た
め

、
コ

ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス

意
識

の
向

上
の

た
め
の
活

動
を
以

下
の

と
お

り
実

施
す

る
。
 

２
．
社

長
は

、
以

下
の
事
項

を
実
施

す
る

。
 

(
1
)
 コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
を

確
実
に

す
る

た
め

の
方

針
を
定
め

る
。
ま
た

、
必
要

に
応

じ
て

そ
の

見
直

し
を
行

う
。
 

(
2
)
 原

子
力

事
業

本
部
長
を

指
揮

し
、
次
項

(2
)
の

評
価

結
果

に
つ

い
て

報
告
を
受

け
、
必
要

な
指

示
を

行
う
。
 

３
．
原
子
力

事
業

本
部

長
は
、
前

項
(
1
)の

方
針
に
基

づ
き
、
次

の
各

号
に
従

い
、
コ
ン

プ
ラ
イ

ア
ン
ス

意
識
の

向
上
の
た

め
の

活
動

を
統

括
す
る
。
ま
た
、
原

子
力

部
門

コ
ン
プ

ラ
イ
ア

ン
ス

推
進

委
員

会
を

設
置

し
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア

ン
ス

意
識

の
向

上
の
た
め

の
活
動

を
実

施
さ

せ
る
。
 

(
1
)
 コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン
ス
意

識
の
向

上
の

た
め

の
活

動
の
計
画

を
毎
年

度
策

定
し
、
必

要
に

応
じ

て
そ

の
見
直

し
を
行
う

。
ま

た
、

第
１

４
５
条
（

保
安
に

関
す

る
組

織
）

の
組

織
に

そ
の
活
動

を
実

施
さ

せ
る

。
 

(
2
)
 (
1
)に

定
め
た

計
画

の
実

施
状

況
を

評
価

す
る
。
 

(
3
)
 (
1
)に

定
め
た

計
画

に
基

づ
き

、
(
2
)の

評
価

結
果
を

社
長
に

報
告

し
、

社
長

か
ら
の
指

示
を
受

け
る

。
 

(
4
)
 (
2
)の

評
価
結

果
と
(
3
)の

社
長

か
ら

の
指
示

を
計
画

に
反
映

す
る

。
 

４
．

第
１

４
５

条
(
保

安
に

関
す
る

組
織

)
の
組

織
は

、
第
３

項
の

計
画

に
基
づ

き
、

コ
ン

プ
ラ

イ
ア
ン

ス
意
識

の
向
上
の

た
め

の
活

動
を

実
施
す
る

。
 

  

         コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

意
識

の

向
上

の
た

め
の

活
動

に
係

る

会
議
名
称
の
変
更
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
品
質
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

計
画
）
 

第
 
１
４

４
 
条
 
保
安
活
動
の

た
め

の
品

質
保

証
活
動
を

実
施

す
る

に
あ
た
り
、
以
下
の
と
お
り
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
を
定

め
る
。
 

（
中

略
）

 

 

図
１
４
４
－
１
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
体
系
図
 

 

（
注
１
）

本
図
は
、
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を
構
成

す
る

プ
ロ

セ
ス
の
関
連
を
、
項
目
ご
と
に
整
理
し
た

上
で
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
分

類
し
て
示

し
て
い
る

。
業

務
の
詳
細
は

各
社
内
標
準
に
て
定
め
る
。
 

（
注
２
）

原
子
力
事
業
本
部
各
部

門
統

括
と

は
、

原
子
力
企

画
部

門
統

括
、
原
子
力
安
全
部
門
統
括
、
原
子
力
発

電
部
門
統
括
、
原
子

力
技
術

部
門

統
括

（
原
子

力
技

術
）、

原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）、

原

子
燃
料
部
門
統
括
の

い
ず
れ
か

を
指
す
。

 

   

（
中

略
）

 

  

（
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
）
 

第
 
１
４
４
 
条
 
保
安
活
動
の
た
め
の
品
質

保
証
活
動
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
と
お
り
品
質
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
計
画
を
定
め
る
。
 

（
中
略
）
 

 

図
１
４
４
－
１
 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
体
系
図
 

 

（
注
１
）
本
図
は
、
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
関
連
を
、
項
目
ご
と
に
整
理
し
た

上
で
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
分
類
し
て
示
し
て
い
る
。
業
務
の
詳
細
は
各
社
内
標
準
に
て
定
め
る
。
 

（
注
２
）
原
子
力
事
業
本
部
各
部
門
統
括
と
は
、
原
子
力
企
画
部
門
統
括
、
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原

子
力
安
全
・
技
術
）、

原
子
力
安
全
・

技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）、

原
子
力
発
電
部
門
統
括
、
原
子

燃
料
部
門
統
括
の
い
ず
れ
か
を
指
す
。
 

   

（
中
略
）
 

  

                             組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 表
１
４
４

－
２
（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内

標
準
名

 

所
管

箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次

文
書

 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

廃
止

措

置
管
理
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

廃
止

措
置

管
理

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１
４
９
条
、
第
１
５
０
条
、

第
１

５
６

条
、

第
１

５
９
条

か
ら
第
１
６
１
条
 

 
運

転
管
理
通
達
 

 
第

１
５

２
条
か

ら
第

１
５
５

条
、
第
１
５
７
条
、
第
１
５
８

条
、

第
１

６
２

条
か

ら
第
１

６
５
条
、
第
１
９
２
条
、
第
１

９
２

条
の

４
、

第
１

９
２
条

の
５
、
第
２
０
９
条
 

燃
料

管

理
 

原
子

燃
料

管
理

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１

６
６

条
か

ら
第

１
６
９

条
、
第
２
０
９
条
 

放
射

性

廃
棄

物

管
理
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１

７
０

条
か

ら
第

１
７
６

条
、
第
２
０
９
条
 

放
射

線

管
理
 

放
射

線
管

理
通

達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１

７
７

条
か

ら
第

１
９
１

条
、
第
１
９
６
条
、
第
２
０
４

条
、
第
２
０
９
条
 

施
設

管

理
 

施
設

管
理
通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
発
電

部
門
 

第
１

９
２

条
か

ら
第

１
９
２

条
の
５
 

非
常

時

の
措
置
 

非
常

時
の

措
置

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

力
安
全

部
門
 

第
１
５
８
条
、
第
１
９
４
条
、

第
１

９
５

条
、

第
１

９
７
条

か
ら

第
２

０
３

条
、

第
２
０

５
条
 

そ
の
他
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル

通
達
 

原
子

力
事
業

本
部
 

原
子

燃
料
部

門
 

第
１

６
６

条
か

ら
第

１
６
９

条
、
第
１
７
２
条
の
２
 

      

 表
１
４
４
－
２
（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内
標
準
名
 

所
管
箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次

文
書
 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

廃
止

措

置
管
理
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

廃
止

措
置

管
理

通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１
４
９
条
、
第
１
５
０
条
、

第
１

５
６

条
、

第
１
５

９
条

か
ら
第
１
６
１
条
 

 
運
転
管
理
通
達
 

 
第

１
５

２
条

か
ら

第
１

５
５

条
、
第
１
５
７
条
、
第
１
５
８

条
、

第
１

６
２

条
か
ら

第
１

６
５
条
、
第
１
９
２
条
、
第
１

９
２

条
の

４
、

第
１
９

２
条

の
５
、
第
２
０
９
条
 

燃
料

管

理
 

原
子

燃
料

管
理

通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１

６
６

条
か

ら
第
１

６
９

条
、
第
２
０
９
条
 

放
射

性

廃
棄

物

管
理
 

放
射

性
廃

棄
物

管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１

７
０

条
か

ら
第
１

７
６

条
、
第
２
０
９
条
 

放
射

線

管
理
 

放
射

線
管

理
通

達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１

７
７

条
か

ら
第
１

９
１

条
、
第
１
９
６
条
、
第
２
０
４

条
、
第
２
０
９
条
 

施
設

管

理
 

施
設
管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１

９
２

条
か

ら
第
１

９
２

条
の
５
 

非
常

時

の
措
置
 

非
常

時
の

措
置

通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子

力
安

全
・
技

術
部
門
 

第
１
５
８
条
、
第
１
９
４
条
、

第
１

９
５

条
、

第
１
９

７
条

か
ら

第
２

０
３

条
、
第

２
０

５
条
 

そ
の
他
 

原
子

燃
料

サ
イ

ク
ル
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
燃
料
部
門
 

第
１

６
６

条
か

ら
第
１

６
９

条
、
第
１
７
２
条
の
２
 

      

                          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安
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門
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原
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

表
１
４
４

－
２
（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内

標
準
名
 

所
管

箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次

文
書
 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

そ
の
他
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

原
子

力
技

術
業
務

要
綱
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
技

術
部
門
 

 

７
．
２
．
３
 

８
．
２
．
１
 

組
織

の

外
部

の

者
と

の

情
報

の

伝
達
等
 

組
織

の

外
部

の

者
の

意

見
 

外
部

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
発

電
部
門
 

 

７
．
３
 

設
計

開

発
 

設
計

・
開
発

通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
発

電
部
門
 

第
１
９
２
条
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

文
書

・
記
録

管
理

通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
企

画
部
門
 

 

７
．
４
 

７
．
５
．
５
 

調
達
 

調
達

物

品
の

管

理
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

調
達

管
理
通

達
 

調
達

本
部
 

 

７
．
６
 

監
視

測

定
の

た

め
の

設

備
の

管

理
 

監
視

機
器

・
測
定

機
器

管
理
通
達
 

原
子

力
事

業
本
部
 

原
子

力
発

電
部
門
 

 

（
以

下
略
）

 

表
１
４
４
－
２
（
続
き
）
 

本
品
質
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
 

計
画
関
連
条
項
 

項
 
目
 

社
内
標
準
名
 

所
管
箇
所
 

本
規
定
関
連
条
項
 

１
次

文
書
 

２
次
文
書
 

６
．
１
 

７
．
１
 

７
．
２
 

７
．
５
 

７
．
６
 

８
．
２
．
４
 

 

そ
の
他
 

原 子 力 発 電 の 安 全 に 係 る 品 質 保 証 規 程 

原
子

力
技

術
業
務

要
綱
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子

力
安

全
・
技

術
部
門
 

 

７
．
２
．
３
 

８
．
２
．
１
 

組
織

の

外
部

の

者
と

の

情
報

の

伝
達
等
 

組
織

の

外
部

の

者
の

意

見
 

外
部

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

 

７
．
３
 

設
計

開

発
 

設
計
・
開
発
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

第
１
９
２
条
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

文
書

・
記
録

管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
企
画
部
門
 

 

７
．
４
 

７
．
５
．
５
 

調
達
 

調
達

物

品
の

管

理
 

原
子

力
部

門
に
お

け
る

調
達

管
理
通

達
 

調
達
本
部
 

 

７
．
６
 

監
視

測

定
の

た

め
の

設

備
の

管

理
 

監
視

機
器

・
測
定

機
器
管
理
通
達
 

原
子
力
事
業
本
部
 

原
子
力
発
電
部
門
 

 

（
以
下
略
）
 

      組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技
術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
保
安
に

関
す
る
組
織
）
 

第
１
４
５

条
 
発
電
所
の
保
安
に

関
す
る

組
織
は

、
図
１
４

５
の
と
お

り
と
す
る
。
 

 図
１
４
５

 

【
本
 
店
】
 

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

 

 
管
理
責
任
者
（
経
営

監
査
室
長

）
 

 
 

 
 

 
社
長
 
 

 
 

経
営

監
査
室

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム
 

 
 

 
 

 
 

管
理
責
任
者
（
原
子

力
事
業
本

部
長

）
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

原
子
力
事
業

本
部
長
 

 
 
 
 
原

子
力
企
画
部
門
統
括
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

品
質

保
証
会

議
 

 
 

 

 
 

 
調
達
本
部
長
 

 
 原

子
力
安
全
部
門
統
括
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
原
子
燃
料
サ

イ
ク
ル

室
長
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

総
務
室
長
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

原
子

力
発
電
安
全
委
員
会
 

 
 

土
木
建
築
室

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
原

子
力
発
電
部
門
統
括
 
 

環
境
ﾓ
ﾆﾀ
ﾘ
ﾝｸ
ﾞ 

ｾ
ﾝﾀ
ｰ所

長
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原

子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
技
術
）
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原

子
力

技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
原

子
燃
料
部
門
統
括
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
※
１
）
 

 
 

 
 

 
 

      

（
保
安
に
関
す
る
組
織
）
 

第
１
４
５
条
 
発
電
所
の
保
安
に
関
す
る
組
織
は
、
図
１
４
５
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 図
１
４
５
 

【
本
 
店
】
 

 
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
 

 
管
理
責
任
者
（
経
営
監
査
室
長
）
 

 
 

 
 

 
社
長
 
 

 
 

経
営
監
査
室
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
 

 
 

 
 

 
 

管
理
責
任
者
（
原
子
力
事
業
本
部

長
）
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

原
子
力
事
業
本
部
長
 

 
 
 
 
原
子
力
企
画
部
門
統
括
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

品
質
保
証
会
議
 

 
 

 

 
 

 
調
達
本
部
長
 

 
 

 
 

 
 
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
 

（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
総
務
室
長
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
 

 
 

土
木
建
築
室
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
 

（
土
木
建
築
）
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原
子
力
発
電
部
門
統
括
 
 
環
境
ﾓ
ﾆﾀ
ﾘ
ﾝｸ
ﾞ 

ｾ
ﾝﾀ
ｰ所

長
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
原
子
燃
料
部
門
統
括
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
※
１
）
 

 
 

 
 

 
 

        

                組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

図
１
４
５

（
続
き
）
 

【
発
電
所
】
 

  
 

品
質

保
証
室

長
 

 
 

 
安

全
・
防
災

室
長
 

 
 

 
 

所
長

室
長
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

技
術

課
長
 

 
 

 
 
（
※
１
）
 

 
 

 
原

子
燃
料
課

長
 

 
 

 
 

  
 

 
 

放
射

線
管
理

課
長
 
 

 
  

 
 

 
 

発
電
所
長
  

 
 

 
発

電
室
長
 

 
当
直
課
長

※
２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
全

計
画
課

長
 

 
 
原
子
力
発
電
 

 
 

電
気

保
修
課

長
 

 
 
安
全
運
営
委
員
会
 

 
 

計
装

保
修
課

長
 

 
 
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
 

 
 

原
子

炉
保
修

課
長
 

 
 

 
廃

止
措
置
主

任
者

 
 

タ
－

ビ
ン
保

修
課
長
 

 
 

 
 

 
 

 
土

木
建
築
課

長
 

 
 

 
 

 
 

 
電

気
工
事
グ

ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
 

 
機

械
工
事
グ

ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
 

土
木

建
築
工

事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

※
２

：
１
，

２
号
炉

担
当
お
よ
び
３
，
４
号
炉
担
当
  

   

図
１
４
５
（
続
き
）
 

【
発
電
所
】
 

  
 

品
質
保
証
室
長
 

 
 

 
安
全
・
防
災
室
長
 

 
 

 
 

所
長
室
長
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

技
術
課
長
 

 
 

 
 
（
※
１
）
 

 
 

 
原
子
燃
料
課
長
 

 
 

 
 

  
 

 
 

放
射
線
管
理
課
長
 
 

 
  

 
 

 
 

発
電
所
長
  

 
 

 
発
電
室
長
 

 
当
直
課
長

※
２
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
全
計
画
課
長
 

 
 
原
子
力
発
電
 

 
 

電
気
保
修
課
長
 

 
 
安
全
運
営
委
員
会
 

 
 

機
械
保
修
課
長
 

 
 
発
電
所
レ
ビ
ュ
ー
 

 
 

土
木
建
築
課
長
 

 
 

 
廃
止
措
置
主
任
者
 

 
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
 

 
 

 
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
 

 
 

 
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
 

 
 

 
 

※
２
：
１
，
２
号
炉
担
当
お
よ
び
３
，
４
号
炉
担
当
  

   

          組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
保
安
に

関
す
る
職
務
）
 

第
１
４
６

条
 
本
店
に
お
け
る
保

安
に
関

す
る
職

務
は
次
の

と
お
り
。

 

(1
) 
社
長
は
、
本
規
定
に
定
め

る
保
安
活

動
を

統
括
す
る
。

 

(2
) 
経
営
監
査
室
長
は
、
原
子

力
部
門
の

経
営
監

査
に
係
る
、
年

度
計
画
お
よ
び
要
員
の
教
育
な
ら
び
に
経
営

監
査
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。
 

(3
) 

原
子
力
事
業
本
部
長
は

、
第

１
項
(
5)
か

ら
(1
0
)に

定
め

る
各

部
門
統
括
を
指
導
監
督
し
、
原
子
力
業
務

を
統
括
す
る
。
ま
た
、
第
１
４

３
条
第
３

項
の

職
務
を
行
う
。
 

(4
) 

原
子
力
事
業
本
部
長
代

理
お

よ
び

第
１

項
(
5)
か
ら
(
10
)に

定
め

る
各
部
門
統
括
は
、
原
子
力
事
業
本
部

長
を
補
佐
す
る
。
 

(5
) 
原
子
力
企
画
部
門
統
括
は
、
要
員
・
組

織
計
画

お
よ

び
要

員
教
育
（
原
子
力
部
門
の
経
営
監
査
に
係
る
要

員
の
教
育
を
除
く
。
）
な
ら
び

に
文
書
管

理
に

関
す
る
業
務

を
統

括
す
る
。
 

(6
) 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
原
子

力
発
電

所
の

安
全
管

理
お
よ
び

原
子
力
発
電
施
設
の
安
全
評
価
に
関
す

る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

    (7
) 
原
子
力
発
電
部
門
統
括
は
、
原
子

力
発

電
の
品
質
保
証

活
動
、
原
子
力
発
電
施
設
の
設
計
・
保
全
お
よ
び

廃
止
措
置
な
ら
び
に
原
子
力
発

電
所
の
運

転
保

守
、
放
射
線

管
理
お
よ
び
放
射
性
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
業

務
を
統
括
す
る
。
 

(8
) 
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（

原
子

力
技
術
）
は
、
原
子

力
発

電
施
設

の
設
計
・
保
全
（
原
子
力
技
術
部
門
統

括
（
土
木
建
築
）
お
よ
び

原
子

力
発
電
部

門
統
括

が
所
管
す

る
業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
技
術
的
業
務
を

統
括
す
る
。
 

(9
) 
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（

土
木

建
築
）
は
、
原
子
力

発
電

施
設
の

土
木
設
備
、
建
築
物
に
係
る
設
計
・
保

全
（
原
子
力
発
電
部
門
統
括
が

所
管
す
る

業
務

を
除
く
。
）

に
関

す
る
技
術
的
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(1
0)
 原

子
燃
料
部
門
統
括
は
、
原

子
燃
料

サ
イ
ク
ル
（
原

子
燃
料
サ

イ
ク
ル
室
長
所
管
業
務
を
除
く
。
）
お
よ

び
そ
の
品
質
保
証
活
動
に
関
す

る
業
務
を

統
括

す
る
。
 

(1
1)
 調

達
本
部
長
は
、
調
達
先

管
理
、

契
約

お
よ
び
貯
蔵

品
管

理
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
2)
 原

子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長

は
、
原

子
燃

料
サ
イ
ク
ル

の
契

約
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
3)
 
総
務
室
長
は
、
「
原
子

力
発

電
の

安
全

に
係

る
品
質

保
証

規
程

」
の
制
定
・
改
廃
を
所
管
す
る
と
と
も

に
、
社
印
の
管
理
に
関
す
る
業

務
を
行
う

。
 

(1
4)
 
土
木
建
築
室
長
は
、
原

子
力

部
門

に
係

る
土

木
設
備

、
建

築
物

の
改
良
お
よ
び
修
繕
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。
 

(1
5)
 
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ

ン
タ

ー
所

長
は

、
環

境
放
射

能
に

係
る

デ
ー
タ
の
収
集
、
分
析
お
よ
び
評
価
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
6)
 第

１
項
(
6
)か

ら
(
1
0
)、

(1
4)
に
定
め

る
各

職
位
の
職

務
に

は
、
そ

の
職
務
の
範
囲
に
お
け
る
設
計
お
よ

び
工
事
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
 

（
保
安
に
関
す
る
職
務
）
 

第
１
４
６
条
 
本
店
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
職
務
は
次
の
と
お
り
。
 

(
1)
 社

長
は
、
本
規
定
に
定
め
る
保
安
活
動
を
統
括
す
る
。
 

(
2)
 経

営
監
査
室
長
は
、
原
子
力
部
門
の
経
営
監
査
に
係
る
、
年
度
計
画
お
よ
び
要
員
の
教
育
な
ら
び
に
経
営

監
査
の
実
施
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
3)
 原

子
力
事
業
本
部
長
は
、
第
１
項
(5
)か

ら
(
9
)に

定
め
る
各
部
門
統
括
を
指
導
監
督
し
、
原
子
力
業
務
を

統
括
す
る
。
ま
た
、
第
１
４
３
条
第
３
項
の
職
務
を
行
う
。
 

(
4)
 原

子
力
事
業
本
部
長
代
理
お
よ
び
第
１
項
(
5)
か
ら
(9
)に

定
め
る
各
部
門
統
括
は
、
原
子
力
事
業
本
部
長

を
補
佐
す
る
。
 

(
5)
 原

子
力
企
画
部
門
統
括
は
、
要
員
・
組

織
計
画
お
よ
び
要
員
教
育
（
原
子
力
部
門
の
経
営
監
査
に
係
る
要

員
の
教
育
を
除
く
。
）
な
ら
び
に
文
書
管
理
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(
6)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子

力
安
全
・
技
術
）
は
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
管
理
お
よ
び
原
子

力
発
電
施
設
の
安
全
評
価
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
原
子
力
発
電
施
設
の
設
計
・
保
全
（
原
子
力
安
全
・
技

術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
お
よ
び
原
子
力
発
電
部
門
統
括
が
所
管
す
る
業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
技
術

的
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(
7)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土
木

建
築
）
は
、
原
子
力
発
電
施
設
の
土
木
設
備
、
建
築
物
に
係
る
設

計
・
保
全
（
原
子
力
発
電
部
門
統
括
が
所
管
す
る
業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
技
術
的
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(
8)
 原

子
力
発
電
部
門
統
括
は
、
原
子
力
発

電
お
よ
び
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
の
品
質
保
証
活
動
、
原
子
力
発
電

施
設
の
設
計
・
保
全
お
よ
び
廃
止
措
置
な

ら
び
に
原
子
力
発
電
所
の
運
転
保
守
、
放
射
線
管
理
お
よ
び
放
射

性
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

     (
9)
 原

子
燃
料
部
門
統
括
は
、
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
（
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長
所
管
業
務
を
除
く
。
）
に
関

す
る
業
務
を
統
括
す
る
。
 

(
10
) 
調
達
本
部
長
は
、
調
達
先
管
理
、
契
約

お
よ
び
貯
蔵
品
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
11
) 
原
子
燃
料
サ
イ
ク
ル
室
長
は
、
原
子
燃

料
サ
イ
ク
ル
の
契
約
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
12
) 

総
務
室
長
は
、
「
原
子
力
発
電
の
安

全
に
係
る
品
質
保
証
規
程
」
の
制
定
・
改
廃
を
所
管
す
る
と
と
も

に
、
社
印
の
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
13
) 

土
木
建
築
室
長
は
、
原
子
力
部
門
に

係
る
土
木
設
備
、
建
築
物
の
改
良
お
よ
び
修
繕
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。
 

(
14
) 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長

は
、
環
境
放
射
能
に
係
る
デ
ー
タ
の
収
集
、
分
析
お
よ
び
評
価
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
15
) 

第
１
項
(
6)
か
ら
(
9
)、

(1
3)
に
定
め

る
各
職
位
の
職
務
に
は
、
そ
の
職
務
の
範
囲
に
お
け
る
設
計
お
よ

び
工
事
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
 

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
 

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

燃
料

部
門

の
原

子
燃

料
サ

イ

ク
ル

に
関

す
る

品
質

保
証

業

務
を

原
子

力
発

電
部

門
へ

移

管
）
 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

燃
料

部
門

の
原

子
燃

料
サ

イ

ク
ル

に
関

す
る

品
質

保
証

業

務
を

原
子

力
発

電
部

門
へ

移

管
）
 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(1
7)
 
各
職
位
は
、
第
１
４
４

条
８

．
２

．
４

項
で

要
求
さ

れ
る

使
用

前
事
業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合

は
、
本
項
の

職
務

の
内
容
に

よ
ら

ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(1
8)
 第

１
項
(
5
)か

ら
(
1
5
)に

定
め
る
各

職
位

は
、
所
属
員

を
指
示
・
指
導
し
、
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま

た
、
各
所
属
員
は
、
そ
の
指
示

・
指
導
に

従
い

業
務
を
実
施

す
る

。
 

(1
9)
 そ

の
他
関
係
す
る
部
門
は

、
別
途

定
め

ら
れ
た
「
職

制
規

程
」

に
基
づ
き
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
 

 

２
．
発
電

所
に
お
け
る
保
安
に
関

す
る
職

務
は
次

の
と
お
り
。
 

(1
) 
発
電
所
長
（
以
下
、
「
所

長
」
と

い
う
。
）
は
、
発
電

所
の
課
（

室
）
長
等
を
指
導
監
督
し
、
発
電
所
に

お
け
る
保
安
活
動
を
統
括
す
る
。
 

(2
) 
原
子
力
安
全
統
括
、
副
所

長
お
よ
び

運
営

統
括
長
は
、

所
長

を
補

佐
す
る
。
 

(3
) 
品
質
保
証
室
長
は
、
原
子

力
発
電
に

関
す

る
品
質
保
証

活
動

の
統

括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(4
) 
品
質
保
証
室
課
長
は
、
品

質
保
証
室

長
を

補
佐
す
る
。

 

(5
) 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原

子
炉
施
設

の
管
理

運
用
に
関

す
る
安
全

評
価
、
そ
の
他
技
術
安
全
の
総
括
、
原

子
力
防
災
対
策
お
よ
び
原
子
炉

施
設
の
出

入
管

理
に
関
す
る

業
務

な
ら
び
に
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生

時
、
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ

の
他

自
然

災
害
発

生
時
等
、
重
大
事

故
等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生

時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業

務
の
総
括

に
関

す
る
業
務
を

行
う

。
 

(6
) 
安
全
・
防
災
室
課
長
は
、

安
全
・
防

災
室

長
を
補
佐
す

る
。

 

(7
) 
所
長
室
長
は
、
発
電
所
の

運
営
に
関

す
る

総
括
、
文

書
管

理
と
記

録
管
理
の
総
括
お
よ
び
教
育
・
訓
練
の

総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。

 

(8
) 
所
長
室
課
長
（
総
務
）
は

、
所
長
室

長
を

補
佐
す
る
。

 

(9
) 
技
術
課
長
は
、
発
電
所
の

技
術
関
係

事
項

の
総
括
に
関

す
る

業
務

を
行
う
。
 

(1
0)
 原

子
燃
料
課
長
は
、
原
子

燃
料
管

理
に

関
す
る
業
務

を
行

う
。
 

(1
1)
 
放
射
線
管
理
課
長
は
、

放
射

性
廃

棄
物

管
理

、
放
射

線
管

理
（

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長
所

管
業
務
を
除
く
。
）
、
被
ば
く

管
理
、
化

学
管

理
お
よ
び
廃

止
措

置
工
事

※
１
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
2)
 発

電
室
長
は
原
子
炉
施
設

の
運
転

に
関

す
る
業
務
を

行
う

。
 

(1
3)
 
当
直
課
長
は
、
原
子
炉

施
設

の
運

転
に

関
す

る
当
直

業
務

を
行

う
。
な
お
、
本
編
に
お
い
て
「
当
直
課

長
」
と
は
、
特
に
定
め
の
無
い

限
り
１
号

炉
お

よ
び
２
号
炉

を
担

当
す
る
当
直
課
長
を
い
う
。
 

(1
4)
 
定
検
課
長
は
、
発
電
室

長
の

原
子

炉
施

設
の

運
転
に

関
す

る
業

務
の
う
ち
、
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す

る
業
務
の
補
佐
を
行
う
。

 

(1
5)
 
保
全
計
画
課
長
は
、

原
子

炉
施
設

の
保
守

、
修
理
お

よ
び
廃
止

措
置
工
事

※
１
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。
 

(1
6)
 
電
気
保
修
課
長
は
、

原
子

炉
施
設

の
電
気

設
備
に
係

る
保
守
、

修
理
お
よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
（
電
気

工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管
業
務

を
除
く
。

）
に

関
す
る
業
務

を
行

う
。
 

(1
7)
 
計
装
保
修
課
長
は
、

原
子

炉
施
設

の
計
装

設
備
に
係

る
保
守
、

修
理
お
よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
（
電
気

工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管
業
務

を
除
く
。

）
に

関
す
る
業
務

を
行

う
。
 

(1
8)
 原

子
炉
保
修
課
長
は
、
原

子
炉
施
設

の
機
械

設
備
（

タ
ー

ビ
ン
設
備
を
除
く
。
）
に
係
る
保
守
、
修
理
お

(
16
) 

各
職
位
は
、
第
１
４
４
条
８
．
２
．

４
項
で
要
求
さ
れ
る
使
用
前
事
業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
本
項
の
職
務
の
内
容
に
よ
ら
ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
17
) 
第
１
項
(
5
)か

ら
(
1
4
)に

定
め
る
各
職
位
は
、
所
属
員
を
指
示
・
指
導
し
、
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま

た
、
各
所
属
員
は
、
そ
の
指
示
・
指
導
に
従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

(
18
) 
そ
の
他
関
係
す
る
部
門
は
、
別
途
定
め

ら
れ
た
「
職
制
規
程
」
に
基
づ
き
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
 

 

２
．
発
電
所
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
職
務
は
次
の
と
お
り
。
 

(
1)
 発

電
所
長
（
以
下
、
「
所
長
」
と
い
う
。
）
は
、
発
電
所
の
課
（
室
）
長
等
を
指
導
監
督
し
、
発
電
所
に

お
け
る
保
安
活
動
を
統
括
す
る
。
 

(
2)
 原

子
力
安
全
統
括
、
副
所
長
お
よ
び
運
営
統
括
長
は
、
所
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
3)
 品

質
保
証
室
長
は
、
原
子
力
発
電
に
関
す
る
品
質
保
証
活
動
の
統
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
4)
 品

質
保
証
室
課
長
は
、
品
質
保
証
室
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
5)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
管
理
運
用
に
関
す
る
安
全
評
価
、
そ
の
他
技
術
安
全
の
総
括
、
原

子
力
防
災
対
策
お
よ
び
原
子
炉
施
設
の
出
入
管
理
に
関
す
る
業
務
な
ら
び
に
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生

時
、
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生

時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
6)
 安

全
・
防
災
室
課
長
は
、
安
全
・
防
災
室
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
7)
 所

長
室
長
は
、
発
電
所
の
運
営
に
関
す
る
総
括
、
文
書
管
理
と
記
録
管
理
の
総
括
お
よ
び
教
育
・
訓
練
の

総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
8)
 所

長
室
課
長
（
総
務
）
は
、
所
長
室
長
を
補
佐
す
る
。
 

(
9)
 技

術
課
長
は
、
発
電
所
の
技
術
関
係
事
項
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
10
) 
原
子
燃
料
課
長
は
、
原
子
燃
料
管
理
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
11
) 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
放
射
性
廃
棄

物
管
理
、
放
射
線
管
理
（
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長
所

管
業
務
を
除
く
。
）
、
被
ば
く
管
理
、
化
学
管
理
お
よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
12
) 
発
電
室
長
は
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関

す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
13
) 

当
直
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
運
転

に
関
す
る
当
直
業
務
を
行
う
。
な
お
、
本
編
に
お
い
て
「
当
直
課

長
」
と
は
、
特
に
定
め
の
無
い
限
り
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
を
担
当
す
る
当
直
課
長
を
い
う
。
 

(
14
) 

定
検
課
長
は
、
発
電
室
長
の
原
子
炉

施
設
の
運
転
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
定
期
事
業
者
検
査
に
関
す

る
業
務
の
補
佐
を
行
う
。
 

(
15
) 

保
全
計
画
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
保
守
、
修
理
お
よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
の
総
括
に
関
す
る
業
務
を

行
う
。
 

(
16
) 

電
気
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の

電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ
び
廃
止
措

置
工
事

※
１
（
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管
業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

  (
17
) 

機
械
保
修
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の
機
械
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
（
機
械

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
 

                              組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
（
機

械
工
事
グ

ル
ー

プ
課
長
所
管

業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(1
9)
 タ

ー
ビ
ン
保
修
課
長
は
、
原

子
炉
施

設
の
機

械
設
備
（

タ
ー
ビ
ン
設
備
）
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ
び
廃

止
措
置
工
事

※
１
（
機
械
工
事

グ
ル
ー
プ

課
長

所
管
業
務
を

除
く
。
）
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
0)
 
土
木
建
築
課
長
は
、
原

子
炉

施
設

の
土

木
設

備
お
よ

び
建

築
物

に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ
び
廃
止
措
置

工
事

※
１
（
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ

課
長
お
よ

び
土
木

建
築
工
事

グ
ル
ー
プ
課
長
の
所
管
業
務
を
除
く
。
）
に
関

す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
1)
 
電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
電
気

設
備

お
よ

び
計
装
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ

び
廃
止
措
置
工
事

※
１
の
う
ち

、
所
長
が

指
定

し
た
も
の
に

関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
2)
 
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課

長
は

、
原

子
炉

施
設

の
機
械

設
備

、
土

木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、

修
理
お
よ
び
廃
止
措
置
工

事
※

１
の

う
ち

、
所

長
が
指
定
し

た
も
の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
3)
 
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー

プ
課

長
は

、
原

子
炉

施
設
の

土
木

設
備

お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、
修
理
お

よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
の
う

ち
、
所
長

が
指

定
し
た
も
の

に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(2
4)
 発

電
所
課
長
は
、
所
長
の

指
示
す

る
範

囲
の
業
務
を

行
う

。
 

(2
5)
 第

２
項
(
3
)か

ら
(
2
4
)に

定
め
る
各

職
位
（
以
下
、
「

各
課
（
室
）
長
」
と
い
う
。
）
は
、
所
管
業
務
に

基
づ
き
非
常
時
の
措
置
、
保
安

教
育
な
ら

び
に

記
録
お
よ
び

報
告

を
行
う
（
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生

時
、
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ

の
他

自
然

災
害
発

生
時
等
、
重
大
事

故
等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生

時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業

務
を
含
む

）
。

 

(2
6)
 第

２
項
(
5
)、

(
6)
、
(
1
0)
か

ら
(1
3
)お

よ
び
(1
5
)か

ら
(
23
)に

定
め

る
各
職
位
の
職
務
に
は
、
そ
の
職
務

の
範
囲
に
お
け
る
運
転
お
よ
び

保
守
、
設

計
お

よ
び
工
事
に

関
す

る
業
務
を
含
む
。
 

(2
7)
 
各
職
位
は
、
第
１
４
４

条
８

．
２

．
４

項
で

要
求
さ

れ
る

使
用

前
事
業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合

は
、
本
項
の

職
務

の
内
容
に

よ
ら

ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(2
8)
 各

課
（
室
）
長
は
、
課
（
室
）
員

を
指
示
・
指
導
し
、
所
管

業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
員

は
、
そ
の
指
示
・
指
導
に
従
い

業
務
を
実

施
す

る
。
 

 

※
１
：
廃

止
措
置
工
事
と
は
、
第

１
６

０
条

に
定

め
る
、
原

子
炉

等
規

制
法
第
４
３
条
の
３
の
３
４
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
た

廃
止

措
置

計
画
（

以
下
、
「

廃
止

措
置
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
実
施

す
る
工
事
を
い
う
。
 

   

工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
所
管
業
務
を
除
く
。
）
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

  (
18
) 

土
木
建
築
課
長
は
、
原
子
炉
施
設
の

土
木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ
び
廃
止
措
置

工
事

※
１
（
機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
お
よ

び
土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
の
所
管
業
務
を
除
く
。
）
に
関

す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
19
) 

電
気
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
は
、
原
子

炉
施
設
の
電
気
設
備
お
よ
び
計
装
設
備
に
係
る
保
守
、
修
理
お
よ

び
廃
止
措
置
工
事

※
１
の
う
ち
、
所
長
が
指
定
し
た
も
の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
20
) 

機
械
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
は
、
原
子

炉
施
設
の
機
械
設
備
、
土
木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、

修
理
お
よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
の
う
ち
、
所
長
が
指
定
し
た
も
の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
21
) 

土
木
建
築
工
事
グ
ル
ー
プ
課
長
は
、

原
子
炉
施
設
の
土
木
設
備
お
よ
び
建
築
物
に
係
る
保
守
、
修
理
お

よ
び
廃
止
措
置
工
事

※
１
の
う
ち
、
所
長
が
指
定
し
た
も
の
に
関
す
る
業
務
を
行
う
。
 

(
22
) 
発
電
所
課
長
は
、
所
長
の
指
示
す
る
範

囲
の
業
務
を
行
う
。
 

(
23
) 
第
２
項
(
3
)か

ら
(
2
2
)に

定
め
る
各
職
位
（
以
下
、
「
各
課
（
室
）
長
」
と
い
う
。
）
は
、
所
管
業
務
に

基
づ
き
非
常
時
の
措
置
、
保
安
教
育
な
ら
び
に
記
録
お
よ
び
報
告
を
行
う
（
火
災
発
生
時
、
内
部
溢
水
発
生

時
、
火
山
影
響
等
発
生
時
、
そ
の
他
自
然
災
害
発
生
時
等
、
重
大
事
故
等
発
生
時
お
よ
び
大
規
模
損
壊
発
生

時
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
業
務
を
含
む
）
。
 

(
24
) 
第
２
項
(
5)
、
(6
)
、
(
1
0)
か
ら
(1
3
)お

よ
び
(
15
)か

ら
(2
1)
に
定
め
る
各
職
位
の
職
務
に
は
、
そ
の
職
務

の
範
囲
に
お
け
る
運
転
お
よ
び
保
守
、
設
計
お
よ
び
工
事
に
関
す
る
業
務
を
含
む
。
 

(
25
) 

各
職
位
は
、
第
１
４
４
条
８
．
２
．

４
項
で
要
求
さ
れ
る
使
用
前
事
業
者
検
査
等
に
お
け
る
独
立
性
を

確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
本
項
の
職
務
の
内
容
に
よ
ら
ず
、
当
該
検
査
実
施
責
任
者
の
業
務
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
26
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
課
（
室
）
員
を
指
示
・
指
導
し
、
所
管
業
務
を
遂
行
す
る
。
ま
た
、
各
課
（
室
）
員

は
、
そ
の
指
示
・
指
導
に
従
い
業
務
を
実
施
す
る
。
 

 

※
１
：
廃
止
措
置
工
事
と
は
、
第
１
６
０
条
に
定
め
る
、
原
子
炉
等
規
制
法
第
４
３
条
の
３
の
３
４
第
２
項
の
規

定
に
基
づ
き
認
可
を
受
け
た
廃
止
措
置

計
画
（
以
下
、
「
廃
止
措
置
計
画
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
実
施

す
る
工
事
を
い
う
。
 

   

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
原
子
力

発
電
安
全
委
員
会
）
 

第
１
４
７

条
 
本
店
に
原
子
力
発

電
安
全

委
員
会

（
以
下
、

「
委
員
会

」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
委
員

会
は
、
原
子
炉
施
設
の

保
安

に
関

す
る

次
の
事
項

を
審

議
し

、
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
委

員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微

な
事

項
は
、

審
議
事

項
に
該
当

し
な
い
。

 

(1
) 
原
子
炉
設
置
（
変
更
）
許

可
申
請
書

本
文

に
記
載
の
構

築
物

、
系

統
お
よ
び
機
器
の
変
更
 

(2
) 
廃
止
措
置
計
画
の
変
更
 

(3
) 
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
の

変
更
 

(4
) 
本
店
所
管
の
社
内
標
準
の

制
定
お
よ

び
改
正
 

(5
) 
そ
の
他
委
員
会
で
定
め
た

事
項
 

３
．
原
子

力
安
全
部
門
統
括
を
委

員
長
と

す
る
。

委
員
長
は

、
委
員
会

の
審
議
を
主
宰
す
る
。
 

４
．
委
員

会
は
、
委
員
長
、
各
所

長
、

各
発

電
所

の
廃
止
措

置
主

任
者

に
加
え
、
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成

す
る
。
 

 

（
原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
）
 

第
１
４
７
条
 
本
店
に
原
子
力
発
電
安
全
委
員
会
（
以
下
、
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
委
員
会
は
、
原
子
炉
施
設
の
保
安
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
あ
ら
か
じ
め
委

員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、
審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。
 

(
1)
 原

子
炉
設
置
（
変
更
）
許
可
申
請
書
本
文
に
記
載
の
構
築
物
、
系
統
お
よ
び
機
器
の
変
更
 

(
2)
 廃

止
措
置
計
画
の
変
更
 

(
3)
 原

子
炉
施
設
保
安
規
定
の
変
更
 

(
4)
 本

店
所
管
の
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
5)
 そ

の
他
委
員
会
で
定
め
た
事
項
 

３
．
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
を
委
員
長
と
す
る
。
委
員
長
は
、
委
員
会
の
審
議

を
主
宰
す
る
。
 

４
．
委
員
会
は
、
委
員
長
、
各
所
長
、
各
発
電
所
の
廃
止
措
置
主
任
者
に
加
え
、
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成

す
る
。
 

 

         組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
原
子
力

発
電
安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
１
４
８

条
 
発
電
所
に
原
子
力

発
電
安

全
運
営

委
員
会
（

以
下
、
「

運
営

委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
運
営

委
員
会
は
、
発
電
所
に

お
け
る

原
子
炉

施
設
の
保

安
運
営
に

関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
委
員
会
で
審
議
し
た

事
項

も
し

く
は

あ
ら
か
じ
め

運
営

委
員

会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、

審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。

 

(1
) 
廃
止
措
置
管
理
に
関
す
る

社
内
標
準

の
制

定
お
よ
び
改
正
 

(a
) 
運
転
員
の
構
成
人
員
に
関

す
る
事
項

 

(b
) 
当
直
の
引
継
方
法
に
関
す

る
事
項
 

(c
) 
廃
止
措
置
計
画
に
関
す
る

事
項
 

(d
) 
安
全
貯
蔵
措
置
に
関
す
る

事
項
 

(e
) 
巡
視
に
関
す
る
事
項

 

(f
) 
警
報
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る
事
項

 

(g
) 
原
子
炉
施
設
の
各
設
備
の

運
転
操
作

に
関

す
る
事
項
 

(h
) 
定
期
的
に
実
施
す
る
サ
ー

ベ
イ
ラ
ン

ス
に

関
す
る
事
項

 

(2
) 
燃
料
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準
の
制

定
お

よ
び
改
正
 

(a
) 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃

料
の
運
搬

に
関

す
る
事
項
 

(b
) 
新
燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃

料
の
貯
蔵

に
関

す
る
事
項
 

(3
) 
放
射
性
廃
棄
物
管
理
に
関

す
る
社
内

標
準

の
制
定
お
よ

び
改

正
 

(a
) 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
保

管
お
よ
び

運
搬

に
関
す
る
事
項
 

(b
) 
放
射
性
液
体
廃
棄
物
の
放

出
管
理
に

関
す

る
事
項
 

(c
) 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の
放

出
管
理
に

関
す

る
事
項
 

(d
) 
放
出
管
理
用
計
測
器
の
点

検
・
校
正

に
関

す
る
事
項
 

(4
) 
放
射
線
管
理
に
関
す
る
社

内
標
準
の

制
定

お
よ
び
改
正

 

(a
) 
管
理
区
域
の
設
定
、
区
域

区
分
お
よ

び
特

別
措
置
を
要

す
る

区
域
に
関
す
る
事
項
 

(b
) 
管
理
区
域
の
出
入
管
理
お

よ
び
遵
守

事
項

に
関
す
る
事
項
 

(c
) 
保
全
区
域
に
関
す
る
事
項

 

(d
) 
周
辺
監
視
区
域
に
関
す
る

事
項
 

(e
) 
線
量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

(f
) 
除
染
に
関
す
る
事
項

 

(g
) 
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量

当
量
率
等

の
測

定
に
関
す
る

事
項

 

(h
) 
放
射
線
計
測
器
類
の
点
検

・
校
正
に

関
す

る
事
項
 

(i
) 
管
理
区
域
内
で
使
用
し
た

物
品
の
搬

出
お

よ
び
運
搬
に

関
す

る
事
項
 

(5
) 
施
設
管
理
に
関
す
る
社
内

標
準
の
制

定
お

よ
び
改
正
 

(6
) 
改
造
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

(7
) 
保
安
教
育
実
施
計
画
の
策

定
（
第
２

０
６

条
）
に
関
す

る
事

項
 

(8
) 
事
故
・
故
障
の
水
平
展
開

の
実
施
状

況
に

関
す
る
事
項

 

３
．
所
長

を
委
員
長
と
す
る
。
委

員
長
は

、
運
営

委
員
会
の

審
議
を
主

宰
す
る
。
 

（
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
）
 

第
１
４
８
条
 
発
電
所
に
原
子
力
発
電
安
全
運
営
委
員
会
（
以
下
、
「
運
営
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

２
．
運
営
委
員
会
は
、
発
電
所
に
お
け
る
原
子
炉

施
設
の
保
安
運
営
に
関
す
る
次
の
事
項
を
審
議
し
、
確
認
す
る
。

た
だ
し
、
委
員
会
で
審
議
し
た
事
項
も
し
く
は
あ
ら
か
じ
め
運
営
委
員
会
に
お
い
て
定
め
た
軽
微
な
事
項
は
、

審
議
事
項
に
該
当
し
な
い
。
 

(
1)
 廃

止
措
置
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 運

転
員
の
構
成
人
員
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 当

直
の
引
継
方
法
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 廃

止
措
置
計
画
に
関
す
る
事
項
 

(
d)
 安

全
貯
蔵
措
置
に
関
す
る
事
項
 

(
e)
 巡

視
に
関
す
る
事
項
 

(
f)
 警

報
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
事
項
 

(
g)
 原

子
炉
施
設
の
各
設
備
の
運
転
操
作
に
関
す
る
事
項
 

(
h)
 定

期
的
に
実
施
す
る
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
事
項
 

(
2)
 燃

料
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 新

燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 新

燃
料
お
よ
び
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
に
関
す
る
事
項
 

(
3)
 放

射
性
廃
棄
物
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 放

射
性
固
体
廃
棄
物
の
保
管
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 放

射
性
液
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 放

射
性
気
体
廃
棄
物
の
放
出
管
理
に
関
す
る
事
項
 

(
d)
 放

出
管
理
用
計
測
器
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

(
4)
 放

射
線
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
a)
 管

理
区
域
の
設
定
、
区
域
区
分
お
よ
び
特
別
措
置
を
要
す
る
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
b)
 管

理
区
域
の
出
入
管
理
お
よ
び
遵
守
事
項
に
関
す
る
事
項
 

(
c)
 保

全
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
d)
 周

辺
監
視
区
域
に
関
す
る
事
項
 

(
e)
 線

量
の
評
価
に
関
す
る
事
項
 

(
f)
 除

染
に
関
す
る
事
項
 

(
g)
 外

部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
量
率
等
の
測
定
に
関
す
る
事
項
 

(
h)
 放

射
線
計
測
器
類
の
点
検
・
校
正
に
関
す
る
事
項
 

(
i)
 管

理
区
域
内
で
使
用
し
た
物
品
の
搬
出
お
よ
び
運
搬
に
関
す
る
事
項
 

(
5)
 施

設
管
理
に
関
す
る
社
内
標
準
の
制
定
お
よ
び
改
正
 

(
6)
 改

造
の
実
施
に
関
す
る
事
項
 

(
7)
 保

安
教
育
実
施
計
画
の
策
定
（
第
２
０
６
条
）
に
関
す
る
事
項
 

(
8)
 事

故
・
故
障
の
水
平
展
開
の
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
 

３
．
所
長
を
委
員
長
と
す
る
。
委
員
長
は
、
運
営
委
員
会
の
審
議
を
主
宰
す
る
。
 

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

４
．
運
営
委
員
会
は
、
委
員
長
、
廃

止
措
置

主
任
者
、
第

１
４

６
条
第

２
項
(
3)
、
(5
)、

(
7)
、
同
項
(
9
)か

ら
(1
2)

お
よ
び
(
1
5)
か
ら
(2
3
)に

定
め

る
職
位
に

加
え
、

委
員
長
が

指
名
し
た

者
で
構
成
す
る
。
 

 

４
．
運
営
委
員
会
は
、
委
員
長
、
廃
止
措
置
主
任
者
、
第
１
４
６
条
第
２
項
(
3)
、
(
5
)、

(7
)、

同
項
(
9
)か

ら
(
12
)

お
よ
び
(
1
5
)か

ら
(2
1)
に
定
め
る
職
位
に
加
え
、
委
員
長
が
指
名
し
た
者
で
構
成
す
る
。
 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
番
号

の
繰
り
上
が
り
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
１
７
０

条
の
２
 
各
課
（
室
）

長
は

、
次

に
定

め
る
放
射

性
固

体
廃

棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
定

め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た
上

で
、

当
該
の

廃
棄
施

設
等
に
貯

蔵
※

１
ま

た
は
保
管
す
る
。
 

(1
) 
濃
縮
廃
液
は
、
発
電
室

長
が

固
化
装

置
で
ド

ラ
ム
缶
に

固
型
化
し
、
放
射
線
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
、「

廃
棄
物
庫
」

と
い

う
。）

に
保
管

す
る

。
 

(2
) 

イ
オ
ン
交
換
器
廃
樹
脂

お
よ

び
除

染
に

伴
い

発
生

す
る

廃
樹

脂
（
以
下
、「

イ
オ
ン
交
換
器
廃
樹
脂
等
」

と
い
う
。）

は
、
発
電
室
長
が

廃
樹
脂
タ

ン
ク

ま
た
は
廃
樹

脂
貯

蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
。
ま
た
、
イ
オ
ン
交

換
器
廃
樹
脂
等
の
う
ち
、
低

線
量

の
も
の

に
つ
い

て
雑
固
体

廃
棄
物
と
し
て
取
扱
い
、
(５

)
イ
に
基
づ
き
処

理
し
た
後
、
放
射
線
管
理

課
長

が
廃
棄
物

庫
に
保

管
す
る
。
貯

蔵
し
た
イ
オ
ン
交
換
器
廃
樹
脂
等
を
廃
樹
脂

処
理
装
置
で
処
理
す
る
場
合
は

、
発
電
室

長
が

処
理
し
、
処

理
済

樹
脂
は
(５

)
イ
に
基
づ
き
処
理
し
た
後
、

放
射
線
管
理
課
長
が
廃
棄
物
庫

に
保
管
す

る
。
廃

樹
脂
処
理

装
置
で
の
処
理
に
伴
い
発
生
し
た
廃
液
は
発
電

室
長
が
液
体
廃
棄
物
処
理
設
備

で
処

理
、
ま

た
は

廃
樹
脂
処

理
装
置
の
濃
縮
廃
液
タ
ン
ク
に
保
管
す
る
。
な

お
、
固
型
化
処
理
す
る
場
合
は

、
(１

)に
基

づ
き

処
理
す
る
。
 

(3
) 
蒸
気
発
生
器
取
替
え
に
伴

い
取
り
外

し
た
蒸

気
発
生
器

等
お
よ
び

原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴

い
取
り
外
し
た
原
子
炉
容
器

上
部

ふ
た
等

は
、
原

子
炉
保
修

課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を

講
じ
た
上
で
、
放
射
線
管
理

課
長

が
蒸
気

発
生
器

保
管
庫
に

保
管
す
る
。
 

(4
) 
原
子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た

使
用
済
制

御
棒

等
は
、
原
子

燃
料
課
長
、
計
装
保
修
課
長
お
よ
び
原
子
炉
保
修

課
長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に

貯
蔵
す
る

。
 

(5
) 
そ
の
他
の
雑
固
体
廃
棄
物

は
、
ド

ラ
ム
缶

等
の

容
器
に

封
入
す
る

こ
と
等
に
よ
り
汚
染
の
広
が
り
を
防
止

す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
放

射
線

管
理
課
長
が

確
認

し
た
上
で
、
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

な
お
、
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に

封
入

す
る

に
当
た

っ
て
は
、

以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

イ
．
焼
却
す
る
場
合
は
、
発
電

室
長

が
雑

固
体
焼

却
設
備

※
２
で

焼
却
す
る
。
 

ロ
．
焼
却
灰
を
固
型
化
す
る
場

合
は

、
発

電
室
長

が
固
化
装

置
で
固
型
化
す
る
。
 

ハ
．
圧
縮
減
容
す
る
場
合
は
、

放
射

線
管

理
課
長

が
ベ
イ
ラ

で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
第
１

項
に

お
い

て
封

入
ま
た
は

固
型

化
し

た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
、
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
、
か

つ
、

表
２

０
８

－
１
の
放
射

性
固

体
廃

棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理

番
号
を
つ
け
る
。
 

３
．
原
子

燃
料
課
長
、
放
射
線
管

理
課

長
、

当
直

課
長
、
計

装
保

修
課

長
お
よ
び
原
子
炉
保
修
課
長
は
、
次
の
事

項
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

そ
の

結
果
、

異
常
が

認
め
ら
れ

た
場
合
に

は
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

(1
) 
放
射
線
管
理
課
長
は
、
廃

棄
物
庫
に

お
け
る

放
射
性
固

体
廃
棄
物

な
ら
び
に
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
お
け

る
蒸
気
発
生
器
等
お
よ
び
原
子

炉
容
器
上

部
ふ

た
等
の
保
管

状
況

を
確
認
す
る
た
め
に
、
１
週
間
に
１
回
、

廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器

保
管
庫
を

巡
視

す
る
と
と
も

に
、

３
ヶ
月
に
１
回
、
保
管
量
を
確
認
す
る
。
 

(2
) 
当
直
課
長
は
、
廃
樹
脂
タ

ン
ク
等
に

お
け
る

使
用
済
の

樹
脂
の
貯

蔵
お
よ
び
保
管
状
況
を
確
認
す
る
た
め

に
、
１
日
に
１
回
、
廃
樹
脂
タ

ン
ク
の
水

位
お

よ
び
廃
樹
脂

貯
蔵

タ
ン
ク
の
圧
力
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
放
射
線
管
理
課
長
は
、
廃

樹
脂
タ

ン
ク

等
に
お
け
る

使
用

済
の
樹
脂
の
貯
蔵
お
よ
び
保
管
量
を
３

ヶ
月
に
１
回
、
確
認
す
る
。
 

(3
) 

当
直
課

長
は
、

廃
樹
脂
処

理
装
置
の

濃
縮
廃

液
タ

ン
ク
に
お

け
る
廃
液

の
保

管
状
況

を
確
認
す

る
た
め

（
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
管
理
）
 

第
１
７
０
条
の
２
 
各
課
（
室
）
長
は
、
次
に
定
め
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
等
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
定

め
ら
れ
た
処
理
を
施
し
た
上
で
、
当
該
の
廃
棄
施
設
等
に
貯
蔵

※
１
ま
た
は
保
管
す
る
。
 

(
1)
 濃

縮
廃
液
は
、
発
電
室
長
が
固
化
装
置
で
ド
ラ
ム
缶
に
固
型
化
し
、
放
射
線
管
理
課
長
が
固
体
廃
棄
物
貯

蔵
庫
（
以
下
、「

廃
棄
物
庫
」
と
い
う
。）

に
保
管
す
る
。
 

(
2)
 
イ
オ
ン
交
換
器
廃
樹
脂
お
よ
び
除
染
に
伴
い
発
生
す
る
廃
樹
脂
（
以
下
、「

イ
オ
ン
交
換
器
廃
樹
脂
等
」

と
い
う
。
）
は
、
発
電
室
長
が
廃
樹
脂
タ
ン
ク
ま
た
は
廃
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
に
貯
蔵
す
る
。
ま
た
、
イ
オ
ン
交

換
器
廃
樹
脂
等
の
う
ち
、
低
線
量
の
も
の

に
つ
い
て
雑
固
体
廃
棄
物
と
し
て
取
扱
い
、
(５

)
イ
に
基
づ
き
処

理
し
た
後
、
放
射
線
管
理
課
長
が
廃
棄
物

庫
に
保
管
す
る
。
貯
蔵
し
た
イ
オ
ン
交
換
器
廃
樹
脂
等
を
廃
樹
脂

処
理
装
置
で
処
理
す
る
場
合
は
、
発
電
室
長
が
処
理
し
、
処
理
済
樹
脂
は
(
５
)
イ
に
基
づ
き
処
理
し
た
後
、

放
射
線
管
理
課
長
が
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
廃
樹
脂
処
理
装
置
で
の
処
理
に
伴
い
発
生
し
た
廃
液
は
発
電

室
長
が
液
体
廃
棄
物
処
理
設
備
で
処
理
、
ま
た
は
廃
樹
脂
処
理
装
置
の
濃
縮
廃
液
タ
ン
ク
に
保
管
す
る
。
な

お
、
固
型
化
処
理
す
る
場
合
は
、
(１

)に
基
づ
き
処
理
す
る
。
 

(
3)
 蒸

気
発
生
器
取
替
え
に
伴
い
取
り
外
し
た
蒸
気
発
生
器
等
お
よ
び
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
取
替
え
に
伴

い
取
り
外
し
た
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
は
、
機
械
保
修
課
長
が
汚
染
の
広
が
り
を
防
止
す
る
措
置
を
講

じ
た
上
で
、
放
射
線
管
理
課
長
が
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
保
管
す
る
。
 

(
4)
 原

子
炉
内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
は
、
原
子
燃
料
課
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課

長
が
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
貯
蔵
す
る
。
 

(
5)
 そ

の
他
の
雑
固
体
廃
棄
物
は
、
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
等
に
よ
り
汚
染
の
広
が
り
を
防
止

す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
放
射
線
管
理
課
長
が
確
認
し
た
上
で
、
廃
棄
物
庫
に
保
管
す
る
。
 

な
お
、
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
封
入
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
以
下
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

イ
．
焼
却
す
る
場
合
は
、
発
電
室
長
が
雑
固
体
焼
却
設
備

※
２
で
焼
却
す
る
。
 

ロ
．
焼
却
灰
を
固
型
化
す
る
場
合
は
、
発
電
室
長
が
固
化
装
置
で
固
型
化
す
る
。
 

ハ
．
圧
縮
減
容
す
る
場
合
は
、
放
射
線
管
理
課
長
が
ベ
イ
ラ
で
圧
縮
減
容
す
る
。
 

２
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
第
１
項
に
お
い
て
封
入
ま
た
は
固
型
化
し
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
容
器
に
は
、
放
射
性
廃

棄
物
を
示
す
標
識
を
付
け
、
か
つ
、
表
２
０
８
－
１
の
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
係
る
記
録
と
照
合
で
き
る
整
理

番
号
を
つ
け
る
。
 

３
．
原
子
燃
料
課
長
、
放
射
線
管
理
課
長
、
当
直
課
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
次
の
事
項

を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
、
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

(
1)
 放

射
線
管
理
課
長
は
、
廃
棄
物
庫
に
お
け
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
な
ら
び
に
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
に
お
け

る
蒸
気
発
生
器
等
お
よ
び
原
子
炉
容
器
上
部
ふ
た
等
の
保
管
状
況
を
確
認
す
る
た
め
に
、
１
週
間
に
１
回
、

廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
を
巡
視
す
る
と
と
も
に
、
３
ヶ
月
に
１
回
、
保
管
量
を
確
認
す
る
。
 

(
2)
 当

直
課
長
は
、
廃
樹
脂
タ
ン
ク
等
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
お
よ
び
保
管
状
況
を
確
認
す
る
た
め

に
、
１
日
に
１
回
、
廃
樹
脂
タ
ン
ク
の
水
位
お
よ
び
廃
樹
脂
貯
蔵
タ
ン
ク
の
圧
力
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
放
射
線
管
理
課
長
は
、
廃
樹
脂
タ
ン
ク
等
に
お
け
る
使
用
済
の
樹
脂
の
貯
蔵
お
よ
び
保
管
量
を
３

ヶ
月
に
１
回
、
確
認
す
る
。
 

(
3)
 
当
直

課
長
は
、

廃
樹
脂

処
理
装
置

の
濃
縮

廃
液

タ
ン
ク
に

お
け
る
廃

液
の

保
管
状
況

を
確
認

す
る
た
め

              組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

に
、
１
日
に
１
回
、
濃
縮
廃
液

タ
ン
ク
の

水
位

を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
放
射
線
管
理
課
長
は
、
当

該
濃
縮

廃
液

タ
ン
ク
に
お

け
る

廃
液
の
保
管
量
を
３
ヶ
月
に
１
回
、
確

認
す
る
。
 

(4
) 
原
子
燃
料
課
長
、
計
装
保

修
課
長
お

よ
び
原

子
炉
保
修

課
長

は
、
使

用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉

内
で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御

棒
等
の
貯

蔵
量

を
３
ヶ
月
に

１
回

、
確
認
す
る
。
 

４
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
廃
棄

物
庫

お
よ

び
蒸

気
発
生
器

保
管

庫
の

目
に
付
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。
 

５
．
各
課

（
室
）
長
は
、
管
理
区

域
外

に
放

射
性

固
体
廃
棄

物
を

運
搬

す
る
場
合
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
、
運
搬

前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施

状
況

を
確
認

す
る
。

 

(1
) 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に

封
入
し
て

運
搬

す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
放

射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
が

法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な

い
場
合
で

あ
っ

て
、
法
令
に

定
め

る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(2
) 
容
器
等
の
車
両
へ
の
積
付

け
に
際
し
、
運

搬
中

に
移
動
、
転

倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。
 

(3
) 
法
令
に
定
め
る
危
険
物
と

混
載
し
な

い
こ

と
。
 

(4
) 
容
器
等
の
適
当
な
箇
所
に

法
令
に
定

め
る

標
識
を
付
け

る
こ

と
。
 

(5
) 
運
搬
経
路
に
標
識
を
設
け

る
こ
と
等

の
方

法
に
よ
り
、
関
係
者

以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を

制
限
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な

箇
所
に
見

張
人

を
配
置
す
る

こ
と

。
 

(6
) 
車
両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
。
 

(7
) 
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い

に
関

し
、
相

当
の

知
識
お
よ

び
経
験
を

有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め

に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ

と
。
 

６
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
第
５

項
の

運
搬

に
お

い
て
、
運

搬
前

に
容

器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ

び
容

器
等

の
表

面
汚
染
密
度

が
法

令
に

定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０
分
の
１

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

す
る

。
た

だ
し

、
第
１
７
８

条
第

１
項

（
１
）
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る

場
合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に

つ
い

て
の
確

認
を
省

略
で
き
る
。
 

７
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
各
課

（
室

）
長

が
管

理
区
域
内

で
第

１
７

８
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
に
放

射
性
固
体
廃
棄
物
を
移
動
す
る

場
合

は
、

容
器

等
の
表
面
汚

染
密

度
が

法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０

分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ

と
を

確
認
す

る
。
 

８
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
放
射

性
固
体

廃
棄
物

を
発
電
所

外
に
廃
棄

す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(1
) 
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃

棄
物
に
関

す
る

記
録
を
作
成

し
、
発

電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状

況
を
確
認
す
る
。
 

(2
) 
発
電
所
外
の
廃
棄
施
設
の

廃
棄
事
業

者
へ

埋
設
す
る
放

射
性

固
体

廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(3
) 
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発

電
所
外
に

廃
棄

す
る
に
あ
た

っ
て

、
所

長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
．
放
射

線
管
理
課
長
は
、
発
電

所
外
に

放
射
性

固
体
廃
棄

物
を
運
搬

す
る
場
合
は
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

１
０
．
放

射
線
管
理
課
長
は
、
運

搬
前
に

次
の
事

項
を
確
認

す
る
。
 

(1
) 
法
令
に
適
合
す
る
容
器
に

封
入
さ
れ

て
い

る
こ
と
。
 

(2
) 
法
令
に
定
め
る
書
類
お
よ

び
物
品
以

外
の

も
の
が
収
納

さ
れ

て
い

な
い
こ
と
。
 

に
、
１
日
に
１
回
、
濃
縮
廃
液
タ
ン
ク
の
水
位
を
確
認
す
る
。
 

ま
た
、
放
射
線
管
理
課
長
は
、
当
該
濃
縮
廃
液
タ
ン
ク
に
お
け
る
廃
液
の
保
管
量
を
３
ヶ
月
に
１
回
、
確

認
す
る
。
 

(
4)
 原

子
燃
料
課
長
、
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
使
用
済
燃
料
ピ
ッ
ト
に
お
け
る
原
子
炉
内

で
照
射
さ
れ
た
使
用
済
制
御
棒
等
の
貯
蔵
量
を
３
ヶ
月
に
１
回
、
確
認
す
る
。
 

４
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
廃
棄
物
庫
お
よ
び
蒸
気
発
生
器
保
管
庫
の
目
に
付
き
や
す
い
場
所
に
管
理
上
の
注
意

事
項
を
掲
示
す
る
。
 

５
．
各
課
（
室
）
長
は
、
管
理
区
域
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
、
運
搬

前
に
こ
れ
ら
の
措
置
の
実
施
状
況
を
確
認
す
る
。
 

(
1)
 法

令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
放
射
性
固
体
廃
棄
物
の
放
射
能
濃
度
が

法
令
に
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
法
令
に
定
め
る
障
害
防
止
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
 

(
2)
 容

器
等
の
車
両
へ
の
積
付
け
に
際
し
、
運
搬
中
に
移
動
、
転
倒
ま
た
は
転
落
を
防
止
す
る
措
置
を
講
じ
る

こ
と
。
 

(
3)
 法

令
に
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い
こ
と
。
 

(
4)
 容

器
等
の
適
当
な
箇
所
に
法
令
に
定
め
る
標
識
を
付
け
る
こ
と
。
 

(
5)
 運

搬
経
路
に
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
関
係
者
以
外
の
者
お
よ
び
他
の
車
両
の
立
入
り
を

制
限
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
。
 

(
6)
 車

両
を
徐
行
さ
せ
る
こ
と
。
 

(
7)
 核

燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
、
相

当
の
知
識
お
よ
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め

に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。
 

６
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
第
５
項
の
運
搬
に
お
い
て
、
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０
分
の
１

を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
第
１
７
８
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る

場
合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確
認
を
省
略
で
き
る
。
 

７
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
各
課
（
室
）
長
が
管
理
区
域
内
で
第
１
７
８
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
に
放

射
性
固
体
廃
棄
物
を
移
動
す
る
場
合
は
、
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
の
１
０

分
の
１
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

８
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
場
合
は
、
次
の
事
項
を
実
施
す
る
。
 

(
1)
 埋

設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
作
成
し
、
発
電
所
外
の
廃
棄
に
関
す
る
措
置
の
実
施
状

況
を
確
認
す
る
。
 

(
2)
 発

電
所
外
の
廃
棄
施
設
の
廃
棄
事
業
者
へ
埋
設
す
る
放
射
性
固
体
廃
棄
物
に
関
す
る
記
録
を
引
き
渡
す
。
 

(
3)
 放

射
性
固
体
廃
棄
物
を
発
電
所
外
に
廃
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

９
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
発
電
所
外
に
放
射
性
固
体
廃
棄
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

１
０
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
運
搬
前
に
次
の
事
項
を
確
認
す
る
。
 

(
1)
 法

令
に
適
合
す
る
容
器
に
封
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(
2)
 法

令
に
定
め
る
書
類
お
よ
び
物
品
以
外
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
 

   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

１
１
．
放

射
線
管
理
課
長
は
、
運

搬
前

に
容

器
等

の
線
量
当

量
率

が
法

令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、

お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密

度
が

法
令

に
定

め
る
表
面
密

度
限

度
を

超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た

だ
し
、
第
１
７
８
条
第
１
項
（

１
）

に
定

め
る

区
域
か
ら
運

搬
す

る
場

合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確

認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
、
保
管
の
前
段

階
の
も

の
で
、
廃
棄
と
は

異
な

る
も

の
を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

※
２
：
１

、
２
号
炉
廃
棄
物
処
理

建
屋

内
（

１
号

炉
お
よ
び

２
号

炉
）

、
３
、
４
号
炉
原
子
炉
補
助
建
屋
内
（
１

号
炉
、
２
号
炉
、
３
号
炉
お
よ

び
４
号
炉

）
。

 

 

 

 

１
１
．
放
射
線
管
理
課
長
は
、
運
搬
前
に
容
器
等
の
線
量
当
量
率
が
法
令
に
定
め
る
値
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
、

お
よ
び
容
器
等
の
表
面
汚
染
密
度
が
法
令
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
た

だ
し
、
第
１
７
８
条
第
１
項
（
１
）
に
定
め
る
区
域
か
ら
運
搬
す
る
場
合
は
、
表
面
汚
染
密
度
に
つ
い
て
の
確

認
を
省
略
で
き
る
。
 

 ※
１
：
貯
蔵
と
は
、
保
管
の
前
段
階
の
も
の
で
、
廃
棄
と
は
異
な
る
も
の
を
い
う
（
以
下
、
本
条
に
お
い
て
同
じ
）
。
 

※
２
：
１
、
２
号
炉
廃
棄
物
処
理
建
屋
内
（
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
）
、
３
、
４
号
炉
原
子
炉
補
助
建
屋
内
（
１

号
炉
、
２
号
炉
、
３
号
炉
お
よ
び
４
号
炉
）
。
 

 

 

 

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
放
出
管

理
用
計
測
器
の
管
理
）
 

第
１
７
５

条
 
放
射
線
管
理
課
長

お
よ

び
計

装
保

修
課
長
は

、
表

１
７

５
に
定
め
る
放
出
管
理
用
計
測
器
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
数
量
を
確

保
す

る
。

ま
た

、
定
期
的
に

点
検

を
実

施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と

な
っ

た
場
合

は
、
修

理
ま
た
は

代
替
品
を

補
充
す
る
。
 

 

表
１
７
５

 

分
類
 

計
測

器
種
類
 

担
当

課
長
 

数
量
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

放
出
管
理

用
計
測
器
 

廃
棄

物
処

理
設

備
排

水

モ
ニ
タ
 

計
装

保
修
課
長
 

１
台
 

試
料
放
射
能

測
定
装

置
 
放

射
線
管
理

課
長
 

２
台

※
１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

放
出
管
理

用
計
測
器
 

排
気
筒
モ
ニ
タ
 

計
装

保
修
課
長
 

２
台
 

試
料
放
射
能

測
定
装

置
 
放

射
線
管
理

課
長
 

１
台

※
１

※
２
 

※
１
：
１

号
、
２
号
、
３
号
お
よ

び
４
号

炉
共
用

 

※
２
：
放

射
性
液
体
廃
棄
物
放
出

管
理
用

計
測
器

と
共
用
 

  

 

 

（
放
出
管
理
用
計
測
器
の
管
理
）
 

第
１
７
５
条
 
放
射
線
管
理
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
表
１
７
５
に
定
め
る
放
出
管
理
用
計
測
器
に
つ
い

て
、
同
表
に
定
め
る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
 

 

表
１
７
５
 分
類
 

計
測
器
種
類
 

担
当
課
長
 

数
量
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

放
出
管
理
用
計
測
器
 

廃
棄

物
処

理
設

備
排
水

モ
ニ
タ
 

電
気
保
修
課
長
 

１
台
 

試
料
放
射
能
測
定
装
置
 
放
射
線
管
理
課
長
 

２
台

※
１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

放
出
管
理
用
計
測
器
 

排
気
筒
モ
ニ
タ
 

電
気
保
修
課
長
 

２
台
 

試
料
放
射
能
測
定
装
置
 
放
射
線
管
理
課
長
 

１
台

※
１

※
２
 

※
１
：
１
号
、
２
号
、
３
号
お
よ
び
４
号
炉
共
用
 

※
２
：
放
射
性
液
体
廃
棄
物
放
出
管
理
用
計
測
器
と
共
用
 

  

 

 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
放
射
線

計
測
器
類
の
管
理
）
 

第
１
８
７

条
 
放
射
線
管
理
課
長

お
よ
び

計
装
保

修
課
長
は
、
表

１
８
７
に
定
め
る
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
、

同
表
に
定
め
る
数
量
を
確
保
す

る
。

ま
た

、
定

期
的
に
点
検

を
実

施
し

、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、
故
障

等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ

た
場

合
は
、

修
理
ま

た
は
代
替

品
を
補
充

す
る
。
 

２
．
環
境

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ

ー
所

長
は

、
表

１
８
７
に

定
め

る
放

射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
、
同
表
に
定
め

る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、

定
期

的
に

点
検

を
実
施
し
、

機
能

維
持

を
図
る
。
た
だ
し
、
故
障
等
に
よ
り
使

用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、

修
理

ま
た
は

代
替
品

を
補
充
す

る
。
 

 表
１
８
７

 

分
 
 
類
 

計
測

器
種
類
 

担
 

 
当
 

数
量
 

被
ば

く
管

理
用

計
測
器
 

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ

ン
タ
 

放
射

線
管
理

課
長
 

１
台

※
１
 

放
射

線
管

理
用

計
測
器
 

線
量
当
量
率
測
定
用

 

サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

放
射

線
管
理

課
長
 

５
台

※
１
 

汚
染
密
度
測
定
用
 

サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

４
台

※
１
 

退
出
モ
ニ
タ
 

３
台
 

試
料
放
射
能
測
定
装

置
 

３
台

※
１

※
２
 

積
算
線
量
計
 

１
式

※
１
 

放
射

線
監

視
用

計
測
器
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス

ト
 

放
射

線
管
理

課
長
 

５
台

※
１
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ス
テ

－
シ
ョ
ン
 

１
台

※
１
 

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

計
装

保
修
課
長
 

５
台
 

環
境

放
射

能
用

計
測
器
 

試
料
放
射
能
測
定
装

置
 

環
境

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
セ

ン
タ
ー

所
長
 

１
台

※
３
 

積
算
線
量
計
 

１
式
 

※
１
：
１

号
、
２
号
、
３
号
お
よ

び
４
号

炉
共
用

 

※
２
：
１

台
は
表
１
７
５
の
試
料

放
射
能

測
定
装

置
と
共
用

 

※
３
：
美

浜
発
電
所
、
高
浜
発
電

所
と
共
用
 

  

（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
 

第
１
８
７
条
 
放
射
線
管
理
課
長
お
よ
び
電
気
保
修
課
長
は
、
表
１
８
７
に
定
め
る
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
、

同
表
に
定
め
る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、
故
障

等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
 

２
．
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
所
長
は
、
表
１
８
７
に
定
め
る
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
、
同
表
に
定
め

る
数
量
を
確
保
す
る
。
ま
た
、
定
期
的
に
点
検
を
実
施
し
、
機
能
維
持
を
図
る
。
た
だ
し
、
故
障
等
に
よ
り
使

用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。
 

 表
１
８
７
 

分
 
 
類
 

計
測
器
種
類
 

担
 
 
当
 

数
量
 

被
ば

く
管

理
用

計
測
器
 

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
 

放
射
線
管
理
課
長
 

１
台

※
１
 

放
射

線
管

理
用

計
測
器
 

線
量
当
量
率
測
定
用
 

サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

放
射
線
管
理
課
長
 

５
台

※
１
 

汚
染
密
度
測
定
用
 

サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

４
台

※
１
 

退
出
モ
ニ
タ
 

３
台
 

試
料
放
射
能
測
定
装
置
 

３
台

※
１

※
２
 

積
算
線
量
計
 

１
式

※
１
 

放
射

線
監

視
用

計
測
器
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
 

放
射
線
管
理
課
長
 

５
台

※
１
 

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ス
テ
－
シ
ョ

ン
 

１
台

※
１
 

エ
リ
ア
モ
ニ
タ
 

電
気
保
修
課
長
 

５
台
 

環
境

放
射

能
用

計
測
器
 

試
料
放
射
能
測
定
装
置
 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
所
長
 

１
台

※
３
 

積
算
線
量
計
 

１
式
 

※
１
：
１
号
、
２
号
、
３
号
お
よ
び
４
号
炉
共
用
 

※
２
：
１
台
は
表
１
７
５
の
試
料
放
射
能
測
定
装
置
と
共
用
 

※
３
：
美
浜
発
電
所
、
高
浜
発
電
所
と
共
用
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

 

 

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

（
原
子
力

防
災
組
織
）
 

第
１
９
４

条
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
原

子
力
災

害
の
発

生
ま

た
は
拡

大
を
防
止
す
る
た
め
、
図
１
９
４
に
示
す
原

子
力
防
災
組
織
を
定
め
る
に

あ
た

り
、
所

長
の
承

認
を
得
る
。
 

（
中

略
）

 

第
１

９
４

図
 
 
原

子
力
防

災
組

織
図
 

 

 （
原
子
力
防
災
組
織
）
 

第
１
９
４
条
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
原
子
力
災

害
の
発
生
ま
た
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
、
図
１
９
４
に
示
す
原

子
力
防
災
組
織
を
定
め
る
に
あ
た
り
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

（
中
略
）
 

第
１
９
４
図
 
 
原
子
力
防
災
組
織
図
 

 

                  組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

 

 

警
戒

体
制

原
子

力
防

災
体

制

班
班

長
副

班
長

１
．

警
戒

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

１
．

対
策

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

４
．

原
子

力
災

害
医

療
措

置
４

．
原

子
力

災
害

医
療

措
置

５
．

緊
急

時
活

動
用

資
機

材
の

調
達

・
輸

送
５

．
緊

急
時

活
動

用
資

機
材

の
調

達
・

輸
送

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

７
．

消
火

活
動

７
．

消
火

活
動

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

１
．

報
道

関
係

対
応

１
．

報
道

関
係

対
応

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

３
．

広
報

活
動

３
．

広
報

活
動

（
緊

急
時

プ
レ

ス
を

含
む

）
４

．
原

子
力

防
災

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

活
動

の
支

援

１
．

社
内

警
戒

本
部

と
の

情
報

受
理

・
伝

達
１

．
社

内
対

策
本

部
と

の
情

報
受

理
・

伝
達

２
．

発
電

所
警

戒
本

部
内

情
報

の
整

理
・

収
集

・
記

録
・

 
 
 
 
状

況
把

握
２

．
発

電
所

対
策

本
部

内
情

報
の

整
理

・
収

集
・

記
録

・
 
 
 
 
状

況
把

握
３

．
国

・
自

治
体

等
関

係
者

と
の

連
絡

調
整

３
．

国
・

自
治

体
等

関
係

者
と

の
連

絡
調

整

４
．

社
外

関
係

機
関

へ
の

通
報

連
絡

お
よ

び
受

信
４

．
社

外
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
お

よ
び

受
信

５
．

広
報

用
資

料
の

集
約

５
．

広
報

用
資

料
の

集
約

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

１
．

事
故

状
況

の
把

握
、

評
価

１
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

と
の

情
報

交
換

２
．

発
電

所
構

内
の

警
備

、
立

入
制

限
２

．
事

故
状

況
の

把
握

、
評

価

３
．

防
護

施
設

の
運

用
３

．
事

故
時

影
響

緩
和

操
作

の
検

討
４

．
発

電
所

構
内

の
警

備
、

立
入

制
限

５
．

防
護

施
設

の
運

用

６
．

原
子

力
防

災
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
活

動
の

支
援

１
．

発
電

所
内

外
の

放
射

線
・

放
射

能
の

測
定

、
状

況
 
 
 
 
把

握
１

．
発

電
所

内
外

の
放

射
線

・
放

射
能

の
測

定
、

状
況

 
 
 
 
把

握

２
．

被
ば

く
管

理
、

汚
染

除
去

・
拡

大
防

止
措

置
２

．
被

ば
く

管
理

、
汚

染
除

去
・

拡
大

防
止

措
置

３
．

放
射

線
管

理
資

機
材

の
整

備
・

点
検

３
．

放
射

線
管

理
資

機
材

の
整

備
・

点
検

４
．

災
害

対
策

活
動

に
伴

う
放

射
線

防
護

措
置

４
．

災
害

対
策

活
動

に
伴

う
放

射
線

防
護

措
置

５
．

原
子

力
防

災
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
活

動
の

支
援

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

４
．

消
火

活
動

４
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

に
お

け
る

情
報

収
集

５
．

消
火

活
動

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

４
．

負
傷

者
救

助
４

．
負

傷
者

救
助

５
．

消
火

活
動

５
．

消
火

活
動

６
．

遠
隔

操
作

が
可

能
な

装
置

等
の

操
作

１
．

不
測

の
事

態
へ

の
対

応
１

．
不

測
の

事
態

へ
の

対
応

所
長

室
課

長
（

地
域

）
所

長
室

の
係

長
（

地
域

担
当

）

主
　

な
　

職
　

務

原
 
子

 
力

防
災

管
理

者
＊

１

本
　

部
　

長

(
発

電
所

長
)

所
長

室
課

長
（

総

務
）

安
全

・
防

災
室

課
長

情
報

班
技

術
課

長

総
務

班

本
部

附

発
電

室
長

発
電

室
の

係
長

、
定

検
課

長
、

当
直

課
長

、

当
直

主
任

技
術

課
の

係
長

安
全

・
防

災
室

課
長

原
子

燃
料

課
長

広
報

班

安
全

・
防

災
室

の
係

長
原

子
燃

料
課

の
係

長
安

全
管

理
班

所
長

室
の

係
長

（
地

域
担

当
を

除
く

）

安
全

・
防

災
室

の
係

長

 
副

本
部

長
お

よ
び

班
長

を
除

く
、

各
課

（
室

）
長

以
上

副
 
本

 
部

 
長

（
統

括
管

理
補

佐
）

 
原

子
力

安
全

統
括

、

 
技

術
系

の
副

所
長

、
 
安

全
・

防
災

室
長

、

 
運

営
統

括
長

、
 
品

質
保

証
室

長

＊
１

：
原

子
力

防
災

管
理

者
は

、
複

数
号

炉
で

同
時

に
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

ま
た

は
特

定
事

象
に

至
る

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
対

応
を

行
う

。
　

　
　

　
・

副
本

部
長

ま
た

は
本

部
附

か
ら

号
炉

ご
と

の
指

揮
者

を
指

名
し

て
必

要
な

対
応

に
あ

た
ら

せ
る

。

 
 
 
 
 
 
 
 
・

号
炉

ご
と

の
対

応
者

を
明

確
に

す
る

よ
う

発
電

所
対

策
本

部
の

各
班

長
に

指
示

す
る

。

副
本

部
長

ま
た

は

本
部

附

発
電

所
対

策
本

部
長

が
指

名
し

た
者

放
射

線
管

理
班

放
射

線
管

理
課

長
放

射
線

管
理

課
の

係
長

特
命

班

保
修

班
保

全
計

画
課

長
電

気
保

修
課

長

計
装

保
修

課
長

原
子

炉
保

修
課

長

タ
ー

ビ
ン

保
修

課
長

土
木

建
築

課
長

保
全

計
画

課
、

電
気

保
修

課
、

計
装

保
修

課
、

原
子

炉
保

修
課

、
タ

ー
ビ

ン
保

修
課

、

土
木

建
築

課
の

係
長

発
電

班

警
戒

体
制

原
子

力
防

災
体

制

班
班

長
副

班
長

１
．

警
戒

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

１
．

対
策

本
部

の
設

営
、

運
営

、
指

令
の

伝
達

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

２
．

連
絡

・
通

信
手

段
の

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

３
．

要
員

の
動

員
、

輸
送

手
段

確
保

４
．

原
子

力
災

害
医

療
措

置
４

．
原

子
力

災
害

医
療

措
置

５
．

緊
急

時
活

動
用

資
機

材
の

調
達

・
輸

送
５

．
緊

急
時

活
動

用
資

機
材

の
調

達
・

輸
送

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

６
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

７
．

消
火

活
動

７
．

消
火

活
動

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

８
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

事
務

事
項

１
．

報
道

関
係

対
応

１
．

報
道

関
係

対
応

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

２
．

見
学

者
の

退
避

誘
導

３
．

広
報

活
動

３
．

広
報

活
動

（
緊

急
時

プ
レ

ス
を

含
む

）
４

．
原

子
力

防
災

セ
ン

タ
ー

に
お

け
る

活
動

の
支

援

１
．

社
内

警
戒

本
部

と
の

情
報

受
理

・
伝

達
１

．
社

内
対

策
本

部
と

の
情

報
受

理
・

伝
達

２
．

発
電

所
警

戒
本

部
内

情
報

の
整

理
・

収
集

・
記

録
・

 
 
 
 
状

況
把

握
２

．
発

電
所

対
策

本
部

内
情

報
の

整
理

・
収

集
・

記
録

・
 
 
 
 
状

況
把

握

３
．

国
・

自
治

体
等

関
係

者
と

の
連

絡
調

整
３

．
国

・
自

治
体

等
関

係
者

と
の

連
絡

調
整

４
．

社
外

関
係

機
関

へ
の

通
報

連
絡

お
よ

び
受

信
４

．
社

外
関

係
機

関
へ

の
通

報
連

絡
お

よ
び

受
信

５
．

広
報

用
資

料
の

集
約

５
．

広
報

用
資

料
の

集
約

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

６
．

他
の

班
に

属
さ

な
い

技
術

事
項

１
．

事
故

状
況

の
把

握
、

評
価

１
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

と
の

情
報

交
換

２
．

発
電

所
構

内
の

警
備

、
立

入
制

限
２

．
事

故
状

況
の

把
握

、
評

価
３

．
防

護
施

設
の

運
用

３
．

事
故

時
影

響
緩

和
操

作
の

検
討

４
．

発
電

所
構

内
の

警
備

、
立

入
制

限
５

．
防

護
施

設
の

運
用

６
．

原
子

力
防

災
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
活

動
の

支
援

１
．

発
電

所
内

外
の

放
射

線
・

放
射

能
の

測
定

、
状

況
 
 
 
 
把

握
１

．
発

電
所

内
外

の
放

射
線

・
放

射
能

の
測

定
、

状
況

 
 
 
 
把

握

２
．

被
ば

く
管

理
、

汚
染

除
去

・
拡

大
防

止
措

置
２

．
被

ば
く

管
理

、
汚

染
除

去
・

拡
大

防
止

措
置

３
．

放
射

線
管

理
資

機
材

の
整

備
・

点
検

３
．

放
射

線
管

理
資

機
材

の
整

備
・

点
検

４
．

災
害

対
策

活
動

に
伴

う
放

射
線

防
護

措
置

４
．

災
害

対
策

活
動

に
伴

う
放

射
線

防
護

措
置

５
．

原
子

力
防

災
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
活

動
の

支
援

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

１
．

事
故

状
況

の
把

握
・

整
理

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

２
．

事
故

拡
大

防
止

の
た

め
の

措
置

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

３
．

発
電

所
設

備
の

保
安

維
持

４
．

消
火

活
動

４
．

原
子

力
災

害
合

同
対

策
協

議
会

に
お

け
る

情
報

収
集

５
．

消
火

活
動

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

１
．

事
故

原
因

の
究

明
、

応
急

対
策

の
立

案
・

実
施

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

２
．

発
電

所
諸

設
備

の
整

備
・

点
検

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

３
．

見
学

者
、

協
力

会
社

員
等

の
退

避
・

避
難

措
置

４
．

負
傷

者
救

助
４

．
負

傷
者

救
助

５
．

消
火

活
動

５
．

消
火

活
動

６
．

遠
隔

操
作

が
可

能
な

装
置

等
の

操
作

１
．

不
測

の
事

態
へ

の
対

応
１

．
不

測
の

事
態

へ
の

対
応

所
長

室
課

長
（

地
域

）
所

長
室

の
係

長
（

地
域

担
当

）

主
　

な
　

職
　

務

原
 
子

 
力

防
災

管
理

者
＊

１

本
　

部
　

長

(
発

電
所

長
)

所
長

室
課

長
（

総

務
）

安
全

・
防

災
室

課
長

情
報

班
技

術
課

長

総
務

班

本
部

附

発
電

室
長

発
電

室
の

係
長

、
定

検
課

長
、

当
直

課
長

、
当

直
主

任

技
術

課
の

係
長

安
全

・
防

災
室

課
長

原
子

燃
料

課
長

広
報

班

安
全

・
防

災
室

の
係

長

原
子

燃
料

課
の

係
長

安
全

管
理

班

所
長

室
の

係
長

（
地

域
担

当
を

除
く

）

安
全

・
防

災
室

の
係

長

 
副

本
部

長
お

よ
び

班
長

を
除

く
、

各
課

（
室

）
長

以
上

副
 
本

 
部

 
長

（
統

括
管

理
補

佐
）

 
原

子
力

安
全

統
括

、

 
技

術
系

の
副

所
長

、
 
安

全
・

防
災

室
長

、

 
運

営
統

括
長

、
 
品

質
保

証
室

長

＊
１

：
原

子
力

防
災

管
理

者
は

、
複

数
号

炉
で

同
時

に
特

定
事

象
が

発
生

し
た

場
合

ま
た

は
特

定
事

象
に

至
る

と
判

断
し

た
場

合
、

以
下

の
対

応
を

行
う

。
　

　
　

　
・

副
本

部
長

ま
た

は
本

部
附

か
ら

号
炉

ご
と

の
指

揮
者

を
指

名
し

て
必

要
な

対
応

に
あ

た
ら

せ
る

。

 
 
 
 
 
 
 
 
・

号
炉

ご
と

の
対

応
者

を
明

確
に

す
る

よ
う

発
電

所
対

策
本

部
の

各
班

長
に

指
示

す
る

。

副
本

部
長

ま
た

は

本
部

附

発
電

所
対

策
本

部
長

が
指

名
し

た
者

放
射

線
管

理
班

放
射

線
管

理
課

長
放

射
線

管
理

課
の

係
長

特
命

班

保
修

班
保

全
計

画
課

長
電

気
保

修
課

長

機
械

保
修

課
長

土
木

建
築

課
長

保
全

計
画

課
、

電
気

保
修

課
、

機
械

保
修

課
、

土
木

建
築

課
の

係
長

発
電

班

156



大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

 
附
 
則
（
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
号
－
 
 
）
 

（
施
行
期
日
）
 

第
 
１
 
条
 
こ
の
通
達
は
、
 
 
 
 
年
 
月
 
 
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
．
本
通
達
施
行
の
際
、
発
電
所
の
保
修
関
係
組
織
の
統
合
に
伴
い
変
更
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制

委
員
会
の
認
可
を
受
け
た
日
、
ま
た
は
３
号
炉
の
第
１
８
回
保
全
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
核
原
料
物
質
、
核
燃

料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
４
３
条
の
３
の
１
６
第
１
項
の
検
査
（
定
期
事
業
者
検
査
）

を
終
了
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
よ
り
起
算
し
、
３
０
日
を
超
え
な
い
範
囲
で
適
用
す
る
。
 

 

こ
の
規
定
は
、
原
子
力
規
制
委
員

会
の

認
可

を
受

け
た

日
を
改

正

日
と

す
る

。
記

番
号

は
改
正

日

に
設
定
す
る
。
 

 こ
の
規
定
は
、
原
子
力
規
制
委
員

会
の

認
可

を
受

け
た

日
よ
り

起

算
し

、
３

０
日

を
超

え
な
い

範

囲
で
施
行
す
る
。
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

        

添
付
２
 

火
災

、
内
部

溢
水

、
火
山
影
響

等
、
自
然
災
害
 

お
よ

び
有

毒
ガ
ス
発

生
時
の

対
応

に
係
る

実
施
基
準
 

（
第
１
８

条
、
第
１
８
条
の
２
、

第
１
８

条
の
２

の
２
、
第

１
８
条
の

３
お
よ
び
第
１
８
条
の
３
の
２
関
連
）
 

                          

        

添
付
２
 

火
災
、
内
部
溢
水
、
火
山
影
響
等
、
自
然
災
害
 

お
よ
び
有
毒
ガ
ス

発
生
時
の
対
応
に
係
る
実
施
基
準
 

（
第
１
８
条
、
第
１
８
条
の
２
、
第
１
８
条
の
２
の
２
、
第
１
８
条
の
３
お
よ
び
第
１
８
条
の
３
の
２
関
連
）
 

                          

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

１
．
 
火
 
災
 

（
中

略
）

 

１
．
５
 
手
順
書
の
整
備
 

（
中

略
）

 

(2
) 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を
除
く
。
）
は
、
火
災
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、
以

下
の

活
動

を
実
施
す
る
こ
と
を
社

内
標
準
に
定

め
る
。
 

ａ
．
消
火
活
動
 

 

各
課
（
室
）
長

は
、

火
災
発
生

現
場

の
確

認
お
よ

び
中
央
制
御
室
へ
の
連
絡
な
ら
び
に
消
火
器
、

消
火
栓
等
を
用
い
た

消
火
活

動
を

実
施
す

る
。
 

ｂ
．
消
火
設
備
故
障
時
の
対
応

 

当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉

担
当

含
む
）
は
、
消

火
設
備
の
故
障
警
報
が
発
信
し
た
場
合
、
中
央
制

御
室
お
よ
び
必
要
な

現
場
の

制
御

盤
の
警

報
の
確

認
を
実
施

す
る
。
 

ｃ
．
消
火
設
備
の
う
ち
、
自
動

消
火
設
備

を
設

置
す
る
火
災

区
域

ま
た
は
火
災
区
画
に
お
け
る
火
災
発
生

時
の
対
応
 

(
a)
 
当
直
課
長
（
１
、

２
号
炉

担
当

含
む

）
は
、

火
災
感

知
器
が
作
動
し
た
場
合
、
火
災
区
域
ま
た

は
火
災
区
画
か
ら
の

退
避
警

報
、

自
動
消

火
設
備

の
動
作
状
況
の
確
認
を
実
施
す
る
。
 

(
b)
 
当
直
課
長
（
１
、

２
号
炉

担
当

含
む

）
は
、

自
動
消

火
設
備
の
動
作
後
の
消
火
状
況
の
確
認
、

消
火
状
況
を
踏
ま
え

た
消
火

活
動

の
実
施

、
プ
ラ

ン
ト
運
転
状
況
の
確
認
等
を
実
施
す
る
。
 

ｄ
．
消
火
設
備
の
う
ち
、
手
動

操
作
に
よ

る
固

定
式
消
火
設

備
を

設
置
す
る
火
災
区
域
ま
た
は
火
災
区
画

に
お
け
る
火
災
発
生
時
の
対
応

 

(
a)
 消

火
要
員
は
、
火
災
感

知
器

が
作
動

し
、
火

災
を
確
認

し
た
場
合
、
消
火
活
動
を
実
施
す
る
。

 

(
b)
 
当
直
課
長
（
１
、

２
号
炉

担
当

含
む

）
は
、

消
火
が

困
難
な
場
合
、
職
員
の
退
避
確
認
後
に
固

定
式
消
火
設
備
を
手

動
操
作
に

よ
り

動
作

さ
せ

、
そ
の
動
作
状
況
、
消
火
状
況
、
プ
ラ
ン
ト
運
転

状
況
の
確
認
等
を
実

施
す
る

。
 

ｅ
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
に

お
け

る
火
災

発
生
時

の
対
応
 

(
a)
 
当
直
課
長
は
、
局

所
火
災

と
判

断
し

、
か
つ

、
原
子

炉
格
納
容
器
内
へ
の
進
入
が
可
能
で
あ
る

と
判
断
し
た
場
合
、

消
火
器
、

消
火

栓
に

よ
る

消
火
活
動
、
消
火
状
況
の
確
認
、
プ
ラ
ン
ト
運
転

状
況
の
確
認
お
よ
び

必
要
な

運
転

操
作
を

実
施
す

る
。

 

(
b)
 
当
直
課
長
は
、
広
範
囲
な

火
災

ま
た

は
原
子

炉
格
納

容
器
内
へ
進
入
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
プ
ラ
ン
ト
を
停

止
す
る
と

と
も

に
、

原
子

炉
格
納
容

器
ス
プ
レ
イ
設
備
を
使
用
し
た
消
火
活

動
、
消
火
状
況
の
確

認
、
プ
ラ

ン
ト

運
転

状
況
の

確
認
お

よ
び
必
要
な
運
転
操
作
を
実
施
す
る
。
 

ｆ
．
単
一
故
障
も
想
定
し
た
中

央
制
御
盤

内
に

お
け
る
火
災

発
生

時
の
対
応
（
中
央
制
御
室
の
１
つ
の
区

画
の
安
全
機
能
が
全

て
喪
失
し

た
場
合
に

お
け

る
原
子
炉
の

安
全
停
止
に
係
る
対
応
を
含
む
。
）
 

(
a)
 
当
直
課
長
は
、
中

央
制
御

盤
内

の
高

感
度
煙

感
知
器

が
作
動
し
、
火
災
の
発
生
場
所
が
特
定
で

き
る
場
合
は
、
常
駐

す
る
運
転

員
に

よ
る

消
火

器
を
用
い
た
消
火
活
動
を
行
い
、
プ
ラ
ン
ト
運
転

状
況
の
確
認
等
を
実

施
す
る
。

火
災

の
発

生
場

所
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
消
火

１
．
 
火
 
災
 

（
中
略
）
 

１
．
５
 
手
順
書
の
整
備
 

（
中
略
）
 

(
2)
 各

課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
火
災
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動

を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
と
し
て
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定

め
る
。
 

ａ
．
消
火
活
動
 

 

各
課
（
室
）
長
は
、
火
災
発
生
現
場
の
確
認
お
よ
び
中
央
制
御
室
へ
の
連
絡
な
ら
び
に
消
火
器
、

消
火
栓
等
を
用
い
た
消
火
活
動
を
実
施
す
る
。
 

ｂ
．
消
火
設
備
故
障
時
の
対
応
 

当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉
担
当
含
む
）
は
、
消
火
設
備
の
故
障
警
報
が
発
信
し
た
場
合
、
中
央
制

御
室
お
よ
び
必
要
な
現
場
の
制
御
盤
の
警
報
の
確
認
を
実
施
す
る
。
 

ｃ
．
消
火
設
備
の
う
ち
、
自
動
消
火
設
備

を
設
置
す
る
火
災
区
域
ま
た
は
火
災
区
画
に
お
け
る
火
災
発
生

時
の
対
応
 

(
a)
 
当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉
担
当
含
む
）
は
、
火
災
感
知
器
が
作
動
し
た
場
合
、
火
災
区
域
ま
た

は
火
災
区
画
か
ら
の
退
避
警
報
、

自
動
消
火
設
備
の
動
作
状
況
の
確
認
を
実
施
す
る
。
 

(
b)
 
当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉
担
当
含
む
）
は
、
自
動
消
火
設
備
の
動
作
後
の
消
火
状
況
の
確
認
、

消
火
状
況
を
踏
ま
え
た
消
火
活
動

の
実
施
、
プ
ラ
ン
ト
運
転
状
況
の
確
認
等
を
実
施
す
る
。
 

ｄ
．
消
火
設
備
の
う
ち
、
手
動
操
作
に
よ

る
固
定
式
消
火
設
備
を
設
置
す
る
火
災
区
域
ま
た
は
火
災
区
画

に
お
け
る
火
災
発
生
時
の
対
応
 

(
a)
 消

火
要
員
は
、
火
災
感
知
器
が
作
動
し
、
火
災
を
確
認
し
た
場
合
、
消
火
活
動
を
実
施
す
る
。

 

(
b)
 
当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉
担
当
含
む
）
は
、
消
火
が
困
難
な
場
合
、
職
員
の
退
避
確
認
後
に
固

定
式
消
火
設
備
を
手
動
操
作
に
よ

り
動
作
さ
せ
、
そ
の
動
作
状
況
、
消
火
状
況
、
プ
ラ
ン
ト
運
転

状
況
の
確
認
等
を
実
施
す
る
。
 

ｅ
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
に
お
け
る
火
災
発
生
時
の
対
応
 

(
a)
 
当
直
課
長
は
、
局
所
火
災
と
判
断
し
、
か
つ
、
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
進
入
が
可
能
で
あ
る

と
判
断
し
た
場
合
、
消
火
器
、
消

火
栓
に
よ
る
消
火
活
動
、
消
火
状
況
の
確
認
、
プ
ラ
ン
ト
運
転

状
況
の
確
認
お
よ
び
必
要
な
運
転

操
作
を
実
施
す
る
。
 

(b
) 

当
直
課
長
は
、
広
範
囲
な
火
災
ま
た
は
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
進
入
で
き
な
い
と
判
断
し
た
場

合
、
プ
ラ
ン
ト
を
停
止
す
る
と
と
も
に
、
原
子
炉
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
設
備
を
使
用
し
た
消
火
活

動
、
消
火
状
況
の
確
認
、
プ
ラ
ン
ト
運
転
状
況
の
確
認
お
よ
び
必
要
な
運
転
操
作
を
実
施
す
る
。
 

ｆ
．
単
一
故
障
も
想
定
し
た
中
央
制
御
盤

内
に
お
け
る
火
災
発
生
時
の
対
応
（
中
央
制
御
室
の
１
つ
の
区

画
の
安
全
機
能
が
全
て
喪
失
し
た
場
合
に
お
け
る
原
子
炉
の
安
全
停
止
に
係
る
対
応
を
含
む
。
）
 

(
a)
 
当
直
課
長
は
、
中
央
制
御
盤
内
の
高
感
度
煙
感
知
器
が
作
動
し
、
火
災
の
発
生
場
所
が
特
定
で

き
る
場
合
は
、
常
駐
す
る
運
転
員

に
よ
る
消
火
器
を
用
い
た
消
火
活
動
を
行
い
、
プ
ラ
ン
ト
運
転

状
況
の
確
認
等
を
実
施
す
る
。
火

災
の
発
生
場
所
が
特
定
で
き
な
い
場
合
は
、
エ
ア
ロ
ゾ
ル
消
火

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

設
備
に
よ
る
消
火
活

動
を
行

い
、

プ
ラ
ン

ト
運
転

状
況
の
確
認
等
を
実
施
す
る
。
 

(
b)
 
当
直
課
長
は
、
煙
の
充
満

に
よ

り
運

転
操
作

に
支
障

が
あ
る
場
合
、
火
災
発
生
時
の
煙
を
排
気

す
る
た
め
、
換
気
空

調
設
備
の

換
気

モ
ー

ド
の
切

替
え
を

行
う
。
 

ｇ
．
水
素
濃
度
検
知
器
が
設
置

さ
れ
る
火

災
区

域
ま
た
は
火

災
区

画
に
お
け
る
水
素
濃
度
上
昇
時
の
対
応
 

当
直

課
長
は
、

換
気
空

調
設
備

の
運
転

状
態

の
確

認
お

よ
び
換
気

空
調
設
備
の
切
替
え
を
実

施
す

る
。
 

ｈ
．
火
災
発
生
時
の
煙
の
充
満

に
よ

り
消

火
活
動

に
支
障

を
生

じ
た
際
の
ポ
ン
プ
室
の
消
火
活
動
 

消
火

要
員

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

り
ポ
ン

プ
室

の
消

火
活

動
に

支
障

が
あ

る
場

合

は
、
煙
を
排
気
で
き

る
可
搬

式
の

排
風
機

を
準
備

し
、
起
動

す
る
。
 

ｉ
．
屋
外
消
火
配
管
の
凍
結

防
止

対
策
の

対
応
 

当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉

担
当

含
む
）
は
、
外

気
温
度
が
約
０
℃
ま
で
低
下
し
た
場
合
、
屋
外
消

火
栓
を
微
開
し
通
水

す
る
。

 

ｊ
．
消
火
用
水
の
供
給
優
先
の

対
応
 

当
直
課
長
（
１
、
２
号

炉
担
当

含
む
）
お
よ
び

タ
ー

ビ
ン
保
修
課
長
は
、
消
火
用
水
供
給
系
に
お

い
て
、
火
災
発
生
時

に
所
内
用

水
系
と
共

用
し

な
い
運
用
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
火
用
水
を
確

保
す
る
。
具
体
的
に

は
、
水

源
で

あ
る
淡

水
タ
ン

ク
お
よ
び

消
火
水
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
タ
ン
ク
に
は
、

最
大
放
水
量
（
2
60
m3
）

に
対

し
て

十
分

な
容

量
（
2,
00
0
m
3
以

上
）
を
確
保
し
、
必
要
に
応
じ
て
所

内
用
水
系
を
隔
離
等

の
運
用

に
よ

り
、
消

火
を
優

先
す
る
。

 

ｋ
．
防
火
帯
の
維
持
・
管
理
 

安
全
・
防
災
室

長
は

、
防
火
帯

の
維

持
・

管
理
を

実
施
す
る
。
 

ｌ
．
外
部
火
災
に
よ
る
ば
い

煙
発

生
時
の

対
応
 

当
直
課
長
は
、
ば
い

煙
発
生
時

、
ば

い
煙

侵
入

防
止
の

た
め
、
外
気
取
入
口
に
設
置
し
て
い
る
平

型
フ
ィ
ル
タ
、
外
気
取
入
ダ
ン

パ
の

閉
止

お
よ
び

換
気
空

調
系
の
停
止
ま
た
は
中
央
制
御
室
の
閉
回

路
循
環
運
転
に
よ
る

建
屋
内
へ

の
ば

い
煙

の
侵
入

の
防
止

を
実
施
す
る
。
 

ｍ
．
外
部
火
災
に
よ
る
有
毒
ガ

ス
発
生
時

の
対
応
 

当
直
課
長
は
、
有

毒
ガ

ス
発
生

時
、

有
毒

ガ
ス

侵
入

防
止

の
た
め
、
外
気
取
入
ダ
ン
パ
の
閉
止
、

換
気
空
調
系
の
停
止

ま
た
は
中

央
制

御
室

の
閉

回
路
循
環
運

転
に
よ
る
建
屋
内
へ
の
有
毒
ガ
ス
の
侵

入
の
防
止
を
実
施
す
る
。
 

ｎ
．
外
部
火
災
に
よ
る
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
ポ

ス
ト

が
影
響
を
受

け
た

場
合
 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
モ
ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト
が

外
部
火

災
の
影
響
を
受
け
た
場
合
は
、
代
替
設
備

を
防
火
帯
の
内
側
に

設
置
す
る

。
 

ｏ
．
油
計
量
タ
ン
ク
の
運
用
 

タ
ー
ビ
ン
保
修
課
長

は
、
油
計

量
タ

ン
ク

の
油
量

制
限
を
実
施
す
る
。
 

 

（
中

略
）

 

  

設
備
に
よ
る
消
火
活
動
を
行
い
、

プ
ラ
ン
ト
運
転
状
況
の
確
認
等
を
実
施
す
る
。
 

(b
) 

当
直
課
長
は
、
煙
の
充
満
に
よ
り
運
転
操
作
に
支
障
が
あ
る
場
合
、
火
災
発
生
時
の
煙
を
排
気

す
る
た
め
、
換
気
空
調
設
備
の
換
気
モ
ー
ド
の
切
替
え
を
行
う
。
 

ｇ
．
水
素
濃
度
検
知
器
が
設
置
さ
れ
る
火

災
区
域
ま
た
は
火
災
区
画
に
お
け
る
水
素
濃
度
上
昇
時
の
対
応
 

当
直

課
長
は
、

換
気
空
調
設
備

の
運
転
状
態
の
確
認
お
よ
び
換
気

空
調
設
備

の
切
替
え
を
実

施
す

る
。
 

ｈ
．
火
災
発
生
時
の
煙
の
充
満
に
よ
り
消
火
活
動
に
支
障
を
生
じ
た
際
の
ポ
ン
プ
室
の
消
火
活
動
 

消
火

要
員

は
、

火
災

発
生

時
の

煙
の

充
満

に
よ

り
ポ

ン
プ

室
の

消
火

活
動

に
支

障
が

あ
る

場
合

は
、
煙
を
排
気
で
き
る
可
搬
式
の
排
風
機
を
準
備
し
、
起
動
す
る
。
 

ｉ
．
屋
外
消
火
配
管
の
凍
結
防
止
対
策
の
対
応
 

当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉
担
当
含
む
）
は
、
外
気
温
度
が
約
０
℃
ま
で
低
下
し
た
場
合
、
屋
外
消

火
栓
を
微
開
し
通
水
す
る
。
 

ｊ
．
消
火
用
水
の
供
給
優
先
の
対
応
 

当
直
課
長
（
１
、
２
号
炉
担
当
含
む
）
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
消
火
用
水
供
給
系
に
お
い
て
、

火
災
発

生
時
に

所
内

用
水
系

と
共

用
し
な

い
運

用
を
行

う
こ

と
に
よ

っ
て

、
消
火

用
水

を
確

保
す

る
。
具
体
的
に
は
、
水
源
で
あ
る
淡
水
タ
ン
ク
お
よ
び
消
火
水
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
タ
ン
ク
に
は
、
最
大

放
水
量
（
2
60
m3
）
に
対
し
て
十
分
な
容
量
（
2,
0
0
0m

3 以
上
）
を
確
保
し
、
必
要
に
応
じ
て
所
内
用

水
系
を
隔
離
等
の
運
用
に
よ
り
、
消
火
を
優
先
す
る
。
 

ｋ
．
防
火
帯
の
維
持
・
管
理
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
防
火
帯
の
維
持
・
管
理
を
実
施
す
る
。
 

ｌ
．
外
部
火
災
に
よ
る
ば
い
煙
発
生
時
の
対
応
 

当
直
課
長
は
、
ば
い
煙
発
生
時
、
ば
い
煙
侵
入
防
止
の
た
め
、
外
気
取
入
口
に
設
置
し
て
い
る
平

型
フ
ィ
ル
タ
、
外
気
取
入
ダ
ン
パ
の
閉
止
お
よ
び
換
気
空
調
系
の
停
止
ま
た
は
中
央
制
御
室
の
閉
回

路
循
環
運
転
に
よ
る
建
屋
内
へ
の

ば
い
煙
の
侵
入
の
防
止
を
実
施
す
る
。
 

ｍ
．
外
部
火
災
に
よ
る
有
毒
ガ
ス
発
生
時
の
対
応
 

当
直
課
長
は
、
有
毒
ガ
ス
発
生
時
、
有
毒
ガ
ス
侵
入
防
止
の
た
め
、
外
気
取
入
ダ
ン
パ
の
閉
止
、

換
気
空
調
系
の
停
止
ま
た
は
中
央
制
御
室
の
閉
回
路
循
環
運
転
に
よ
る
建
屋
内
へ
の
有
毒
ガ
ス
の
侵

入
の
防
止
を
実
施
す
る
。
 

ｎ
．
外
部
火
災
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
影
響
を
受
け
た
場
合
 

放
射
線
管
理
課
長
は
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
外
部
火
災
の
影
響
を
受
け
た
場
合
は
、
代
替
設
備

を
防
火
帯
の
内
側
に
設
置
す
る
。
 

ｏ
．
油
計
量
タ
ン
ク
の
運
用
 

機
械
保
修
課
長
は
、
油
計
量
タ
ン

ク
の
油
量
制
限
を
実
施
す
る
。
 

 

（
中
略
）
 

  

             組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

２
 
内
部
溢
水
 

（
中

略
）

 

２
．
４
 手

順
書
の
整
備
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を
除
く
。
）
は
、
溢
水
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う

た
め
に
必
要

な
体

制
の

整
備

と
し
て

、
以

下
の

活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社

内
標
準
に
定

め
る
。
 

ａ
．
溢
水
発
生
時
の
措
置
に
関

す
る

手
順
 

当
直
課
長
は
、
配
管

の
想
定
破

損
に

よ
る

溢
水

、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
か
ら
の
放
水
に
よ
る
溢
水
、

地
震
に
よ
る
溢
水
お
よ
び
そ

の
他

の
溢
水

が
発
生

し
た
場
合

の
措
置
を
行
う
。
 

ｂ
．
消
火
水
放
水
時
に
お
け
る

注
意

喚
起
 

安
全
・
防
災
室
長
は

、
機
能
喪

失
高

さ
が

低
い

防
護
す
べ
き
設
備
が
消
火
水
の
放
水
に
よ
る
溢
水

に
よ
り
機
能
喪
失
す
る
こ
と

の
な

い
よ
う

、
消
火

水
放
水
時

の
注
意
事
項
を
現
場
に
表
示
す
る
。
 

ｃ
．
運
転
時
間
実
績
管
理

 

安
全
・
防
災
室

長
は
、
運
転
実
績
（

高
エ

ネ
ル
ギ
ー

配
管
と
し
て
運
転
し
て
い
る
割
合
が
当
該
系

統
の
運
転
し
て
い
る

時
間
の
２

％
ま
た
は

プ
ラ
ン

ト
運
転
期

間
の
１
％
よ
り
小
さ
い
）
に
よ
り
、
低

エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
と

し
て
い
る

系
統
に
つ

い
て
の

運
転
時
間

実
績
管
理
を
行
う
。
 

ｄ
．
水
密
扉
の
閉
止
状
態
の
管

理
 

当
直
課
長
は
、
中
央
制

御
室

に
お

い
て
水

密
扉
監

視
設
備
の
警
報
監
視
に
よ
り
、
水
密
扉
の
閉
止

状
態
の
確
認
お
よ
び

閉
止
さ
れ

て
い
な
い

状
態
が

確
認
さ
れ

た
場
合
の
閉
止
操
作
を
行
う
。
ま
た
、

各
課
（
室
）
長
は
、
水

密
扉
開

放
後

の
確

実
な
閉

止
操
作

お
よ
び
閉
止
さ
れ
て
い
な
い
状
態
が
確
認

さ
れ
た
場
合
の
閉
止

操
作
を
行

う
。
 

ｅ
．
タ
ン
ク
の
水
位
管
理
 

安
全
・
防
災
室
長

は
、
防
護
す

べ
き

設
備

が
設
置

さ
れ
る

建
屋
へ
溢
水
が
流
入
し
伝
播
す
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
、
必
要

な
タ
ン
ク

の
水
位
制

限
を
行

う
。
 

ｆ
．
溢
水
発
生
時
の
原
子
炉
施

設
へ

の
影

響
確
認

に
関
す
る

手
順
 

各
課
（
室
）
長
は
、
原
子
炉
施

設
に

溢
水

が
発
生

し
た
場
合
は
、
事
象
収
束
後
、
原
子
炉
施
設
の

損
傷

の
有

無
を
確

認
す

る
と

と
も

に
、

そ
の
結

果
を

所
長

お
よ

び
原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報

告
す

る
。
 

ｇ
．
施
設
管
理
、
点
検
 

(
a)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
火
災

時
に

消
火

水
を
放

水
し
た

場
合
、
消
火
水
に
よ
り
防
護
す
べ
き
設
備

の
要
求
さ
れ
る
機
能
が

損
な

わ
れ

て
い

な
い

こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ

き
適
切
に
施
設
管
理

、
点
検
を

実
施
す
る

と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(
b)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
防
護

す
べ

き
設

備
が
没

水
ま
た

は
被
水
し
た
場
合
、
防
護
す
べ
き
設
備
の

要
求
さ
れ
る
機
能
が
損

な
わ

れ
て

い
な

い
こ

と
を
確

認
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ
き

適
切
に
施
設
管
理
、

点
検
を
実

施
す
る
と

と
も
に

、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(
c)
 
各
課
（
室
）
長
は

、
防
護

す
べ

き
設

備
が
蒸

気
環
境

に
曝
さ
れ
た
場
合
、
防
護
す
べ
き
設
備
の

要
求
さ
れ
る
機
能
が

損
な
わ
れ

て
い

な
い

こ
と

を
確
認
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ
き

２
 
内
部
溢
水
 

（
中
略
）
 

２
．
４
 
手
順
書
の
整
備
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
溢
水
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う

た
め
に
必
要
な
体

制
の
整
備

と
し
て
、
以
下
の

活
動
を
実

施
す
る
こ
と
を
社

内
標
準
に
定

め
る
。
 

ａ
．
溢
水
発
生
時
の
措
置
に
関
す
る
手
順
 

当
直
課
長
は
、
配
管
の
想
定
破
損

に
よ
る
溢
水
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
か
ら
の
放
水
に
よ
る
溢
水
、

地
震
に
よ
る
溢
水
お
よ
び
そ
の
他
の
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
を
行
う
。
 

ｂ
．
消
火
水
放
水
時
に
お
け
る
注
意
喚
起
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
機
能
喪
失

高
さ
が
低
い
防
護
す
べ
き
設
備
が
消
火
水
の
放
水
に
よ
る
溢
水

に
よ
り
機
能
喪
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
消
火
水
放
水
時
の
注
意
事
項
を
現
場
に
表
示
す
る
。
 

ｃ
．
運
転
時
間
実
績
管
理
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
運
転
実
績
（
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
と
し
て
運
転
し
て
い
る
割
合
が
当
該
系

統
の
運
転
し
て
い
る
時
間
の
２
％
ま
た
は
プ
ラ
ン
ト
運
転
期
間
の
１
％
よ
り
小
さ
い
）
に
よ
り
、
低

エ
ネ
ル
ギ
ー
配
管
と
し
て
い
る
系
統
に
つ
い
て
の
運
転
時
間
実
績
管
理
を
行
う
。
 

ｄ
．
水
密
扉
の
閉
止
状
態
の
管
理
 

当
直
課
長
は
、
中
央
制
御
室
に
お

い
て
水
密
扉
監
視
設
備
の
警
報
監
視
に
よ
り
、
水
密
扉
の
閉
止

状
態
の
確
認
お
よ
び
閉
止
さ
れ
て
い
な
い
状
態
が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
閉
止
操
作
を
行
う
。
ま
た
、

各
課
（
室
）
長
は
、
水
密
扉
開
放
後
の
確
実
な
閉
止
操
作
お
よ
び
閉
止
さ
れ
て
い
な
い
状
態
が
確
認

さ
れ
た
場
合
の
閉
止
操
作
を
行
う
。
 

ｅ
．
タ
ン
ク
の
水
位
管
理
 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
防
護
す
べ

き
設
備
が
設
置
さ
れ
る
建
屋
へ
溢
水
が
流
入
し
伝
播
す
る
こ
と

を
防
ぐ
た
め
、
必
要
な
タ
ン
ク
の
水
位
制
限
を
行
う
。
 

ｆ
．
溢
水
発
生
時
の
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
確
認
に
関
す
る
手
順
 

各
課
（
室
）
長
は
、
原
子
炉
施
設
に
溢
水
が
発
生
し
た
場
合
は
、
事
象
収
束
後
、
原
子
炉
施
設
の

損
傷

の
有
無

を
確

認
す

る
と

と
も
に

、
そ

の
結

果
を

所
長

お
よ
び

原
子

炉
主

任
技

術
者

に
報
告

す

る
。
 

ｇ
．
施
設
管
理
、
点
検
 

(a
) 

各
課
（
室
）
長
は
、
火
災
時
に
消
火
水
を
放
水
し
た
場
合
、
消
火
水
に
よ
り
防
護
す
べ
き
設
備

の
要
求
さ
れ
る
機
能
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ

き
適
切
に
施
設
管
理
、
点
検
を
実

施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(b
) 

各
課
（
室
）
長
は
、
防
護
す
べ
き
設
備
が
没
水
ま
た
は
被
水
し
た
場
合
、
防
護
す
べ
き
設
備
の

要
求
さ
れ
る
機
能
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ
き

適
切
に
施
設
管
理
、
点
検
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(
c)
 
各
課
（
室
）
長
は
、
防
護
す
べ
き
設
備
が
蒸
気
環
境
に
曝
さ
れ
た
場
合
、
防
護
す
べ
き
設
備
の

要
求
さ
れ
る
機
能
が
損
な
わ
れ
て

い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ
き

変
更
な
し
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

適
切
に
施
設
管
理
、

点
検
を

実
施

す
る
と

と
も
に

、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(
d)
 
電
気
保
修
課
長
、

計
装
保

修
課

長
お

よ
び
タ

ー
ビ
ン

保
修
課
長
は
、
海
水
ポ
ン
プ
エ
リ
ア
内
お

よ
び
エ
リ
ア
外
の
溢

水
を
受
け

て
、

海
水

ポ
ン

プ
エ
リ
ア
内
の
防
護
す
べ
き
設
備
が
機
能
喪
失
し

な
い
よ
う
に
海
水
ポ

ン
プ
エ
リ

ア
浸

水
防

止
蓋

に
つ
い
て
、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ
き
適
切
に
施

設
管
理
、
点
検
を
実

施
す
る

と
と

も
に
、

必
要
に

応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(
e)
 
タ
ー
ビ
ン
保
修
課

長
は
、

配
管

の
想

定
破
損

評
価
に

お
い
て
、
応
力
評
価
の
結
果
に
よ
り
破
損

形
状
の
想
定
を
行
う

配
管
は
、

評
価

結
果

に
影

響
す
る
よ
う
な
減
肉
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た

め
に
、
継
続
的
な
肉

厚
管
理

を
行

う
。
 

(
f)
 
土
木
建
築
課
長
は

、
立
坑

・
排

水
ト

ン
ネ
ル

の
排
水

機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
施
設
管
理
計
画

に
基
づ
き
適
切
に
施

設
管
理

・
点

検
を
実

施
す
る

と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(
g)
 各

課
（
室
）
長

は
、
浸
水

防
護
設
備

お
よ

び
防
護
す
べ

き
設
備
の
要
求
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、

施
設
管
理
計
画
に
基
づ

き
適

切
に

施
設

管
理

、
点
検

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修

を
行
う
。
 

ｈ
．
溢
水
評
価
条
件
の
変
更

の
要

否
を
確

認
す
る

手
順

 

(a
) 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
各

種
対

策
設

備
の
追

加
お
よ

び
資
機
材
の
持
込
み
等
に
よ
り
評
価
条
件

に
見
直
し
が
あ
る
場

合
、
都
度

、
溢
水
評

価
へ

の
影
響
確
認
を
行
う
。
 

(b
) 

安
全
・
防
災
室
長
は
、
消

火
活

動
の

結
果
を

踏
ま
え

、
放
水
後
の
放
水
量
の
溢
水
評
価
に
係
る

妥
当
性
に
つ
い
て
検

証
を
行
う
。
 

（
中

略
）

 

 ３
 
火
山
影
響
等
、
降
雪
お
よ
び

地
滑
り

※
１
発

生
時

 （
中

略
）

 

３
．
７
 
そ
の
他
関
連
す
る
活
動
 

(
1)
 原

子
力
技
術
部
門
統
括
（

原
子

力
技
術
）
は
、
以
下
の

活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。 

 

ａ
．
新
た
な
知
見
の
収
集
、

反
映
 

原
子
力
技
術
部
門
統

括
（
原
子

力
技

術
）

は
、

定
期
的
に
新
た
な
知
見
の
確
認
を
行
い
、
新
た
な

知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
の
火

山
事

象
の
評

価
を
行

い
、
必
要

な
事
項
を
適
切
に
反
映
す
る
。
 

 

（
中

略
）

 

 ４
 
地
 

震
 

（
中

略
）

 

４
．
７
 そ

の
他
関
連
す
る
活
動
 

(1
) 
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（

原
子
力
技

術
）
お

よ
び
原

子
力

技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
以
下
の

活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内

標
準

に
定

め
る
。
 

ａ
．
新
た
な
知
見
等
の
収
集
、

反
映

 

適
切
に
施
設
管
理
、
点
検
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(
d)
 
電
気
保
修
課
長
お
よ
び
機
械
保
修
課
長
は
、
海
水
ポ
ン
プ
エ
リ
ア
内
お
よ
び
エ
リ
ア
外
の
溢
水

を
受
け
て
、
海
水
ポ
ン
プ
エ
リ
ア

内
の
防
護
す
べ
き
設
備
が
機
能
喪
失
し
な
い
よ
う
に
海
水
ポ
ン

プ
エ
リ
ア
浸
水
防
止
蓋
に
つ
い
て

、
施
設
管
理
計
画
に
基
づ
き
適
切
に
施
設
管
理
、
点
検
を
実
施

す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補

修
を
行
う
。
 

(
e)
 
機
械
保
修
課
長
は
、
配
管
の
想
定
破
損
評
価
に
お
い
て
、
応
力
評
価
の
結
果
に
よ
り
破
損
形
状

の
想
定
を
行
う
配
管
は
、
評
価
結

果
に
影
響
す
る
よ
う
な
減
肉
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
、

継
続
的
な
肉
厚
管
理
を
行
う
。
 

(
f)
 
土
木
建
築
課
長
は
、
立
坑
・
排
水
ト
ン
ネ
ル
の
排
水
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、
施
設
管
理
計
画

に
基
づ
き
適
切
に
施
設
管
理
・
点

検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

(g
) 
各
課
（
室
）
長
は
、
浸
水
防
護
設
備
お
よ
び
防
護
す
べ
き
設
備
の
要
求
機
能
を
維
持
す
る
た
め
、

施
設
管
理
計
画
に
基
づ
き
適
切
に
施
設
管
理
、
点
検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修

を
行
う
。
 

ｈ
．
溢
水
評
価
条
件
の
変
更
の
要
否
を
確
認
す
る
手
順
 

(
a)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
各
種
対

策
設
備
の
追
加
お
よ
び
資
機
材
の
持
込
み
等
に
よ
り
評
価
条
件

に
見
直
し
が
あ
る
場
合
、
都
度
、
溢
水
評
価
へ
の
影
響
確
認
を
行
う
。
 

(
b)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
消
火
活

動
の
結
果
を
踏
ま
え
、
放
水
後
の
放
水
量
の
溢
水
評
価
に
係
る

妥
当
性
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
。
 

（
中
略
）
 

 ３
 
火
山
影
響
等
、
降
雪
お
よ
び
地
滑
り

※
１
発
生
時
 （
中
略
）
 

３
．
７
 
そ
の
他
関
連
す
る
活
動
 

(
1)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内

標
準
に
定
め
る
。
 

ａ
．
新
た
な
知
見
の
収
集
、
反
映
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（

原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
定
期
的
に
新
た
な
知
見
の
確
認
を

行
い
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
の
火
山
事
象
の
評
価
を
行
い
、
必
要
な
事
項
を
適
切
に
反
映

す
る
。
 

（
中
略
）
 

 ４
 
地
 

震
 

（
中
略
）
 

４
．
７
 
そ
の
他
関
連
す
る
活
動
 

(
1)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土

木
建
築
）
は
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

ａ
．
新
た
な
知
見
等
の
収
集
、
反
映
 

 組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
 

                   組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子

力
技

術
）
お

よ
び
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
定
期

的
に
新
た
な
知
見
の
確

認
を
行

い
、

新
た

な
知

見
が

得
ら
れ

た
場
合
、
耐
震
安
全
性
に
関
す
る

評
価

を
行
い
、
必
要
な
事

項
を
適
切

に
反
映
す

る
。

 

ｂ
．
波
及
的
影
響
防
止
 

原
子
力
技
術
部
門
統

括
（
原
子

力
技
術
）

は
、
４
つ

の
観
点
以
外
の
新
た
な
波
及
的
影
響
の
観
点

の
抽
出
を
実
施
す
る
。
 

ｃ
．
地
震
観
測
お
よ
び
影
響
確

認
 

(
a)
 原

子
力
技
術
部

門
統
括
（

土
木

建
築

）
は
、

原
子
炉

施
設
の
う
ち
安
全
上
特
に
重
要
な
も
の
に

対
し
て
、
地
震
観
測

等
に
よ

り
振

動
性
状

の
把
握

お
よ
び
土
木
設
備
・
建
築
物
の
機
能
に
支
障
の

な
い
こ
と
の
確
認
を

行
う
と

と
も

に
、
適

切
な
観

測
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
、
必
要
に
応

じ
、
地
震
観
測
網
の

拡
充
を

計
画

す
る
。
 

(b
) 

原
子
力
技
術
部
門

統
括
（

原
子

力
技

術
）
は

、
原
子

炉
施
設
の
う
ち
安
全
上
特
に
重
要
な
も
の

に
対
す
る
振
動
性
状

の
確
認

結
果

を
受
け

て
、
そ
の
結

果
を
も
と
に
施
設
の
機
能
に
支
障
の
な
い

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

（
中

略
）

 

 ５
 
津
 

波
 

（
中

略
）

 

５
．
７
 
そ
の
他
関
連
す
る
活
動
 

(1
) 
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（

原
子
力
技

術
）
お

よ
び
原

子
力

技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
以
下
の

活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内

標
準
に
定

め
る
。
 

ａ
．
新
た
な
知
見
の
収
集
、
反

映
 

原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
原
子

力
技

術
）
お

よ
び

原
子
力
技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
は
、
定

期
的
に
新
た
な
知
見

の
確
認

を
行
い
、
新

た
な

知
見
が
得
ら

れ
た
場
合
、
耐
津
波
安
全
性
に
関
す
る

評
価
を
行
い
、
必
要

な
事
項

を
適

切
に
反

映
す
る

。
 

（
中

略
）

 

 ６
 
竜
 

巻
 

（
中

略
）

 

６
．
４
 手

順
書
の
整
備
 

(1
) 
各
課
（
室
）
長
（
当
直
課

長
を
除
く
。
）
は
、
竜
巻
発

生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
体

制
の

整
備

と
し

て
、
以

下
の

活
動

を
実
施
す
る
こ
と
を
社

内
標
準
に
定

め
る
。
 

ａ
．
飛
来
物
管
理
の
手
順

 

(
a)
 各

課
（
室
）
長
は
、
飛
来

時
の

運
動

エ
ネ
ル

ギ
ー
、
貫

通
力
が
設
計
飛
来
物
で
あ
る
鋼
製
材

※
１
 

よ
り
も
大
き
な

も
の

に
つ
い
て
、
設
置
場

所
等

に
応
じ
て
固
縛
、
建
屋
内
収
納
ま
た
は
撤
去
に
よ

り
飛
来
物
と
な

ら
な

い
管
理
を

実
施

す
る
。
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（

原
子
力
安
全
・
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土

木
建
築
）
は
、
定
期
的
に
新
た
な
知
見
の
確
認
を
行
い
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
、
耐
震
安
全

性
に
関
す
る
評
価
を
行
い
、
必
要
な
事
項
を
適
切
に
反
映
す
る
。
 

ｂ
．
波
及
的
影
響
防
止
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
４
つ
の
観
点
以
外
の
新
た
な
波
及

的
影
響
の
観
点
の
抽
出
を
実
施
す
る
。
 

ｃ
．
地
震
観
測
お
よ
び
影
響
確
認
 

(a
) 
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括

（
土
木
建
築
）
は
、
原
子
炉
施
設
の
う
ち
安
全
上
特
に
重
要
な

も
の
に
対
し
て
、
地
震
観
測
等
に
よ
り
振
動
性
状
の
把
握
お
よ
び
土
木
設
備
・
建
築
物
の
機
能
に

支
障
の
な
い
こ
と
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
適
切
な
観
測
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
、
必

要
に
応
じ
、
地
震
観
測
網
の
拡
充
を
計
画
す
る
。
 

(b
) 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括

（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
原
子
炉
施
設
の
う
ち
安
全
上
特

に
重
要
な
も
の
に
対
す
る
振
動

性
状
の
確
認
結
果
を
受
け
て
、
そ
の
結
果
を
も
と
に
施
設
の
機
能

に
支
障
の
な
い
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

（
中
略
）
 

 ５
 
津
 

波
 

（
中
略
）
 

５
．
７
 
そ
の
他
関
連
す
る
活
動
 

(
1)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
土

木
建
築
）
は
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

ａ
．
新
た
な
知
見
の
収
集
、
反
映
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括

（
土
木
建
築
）
は
、
定
期
的
に
新

た
な
知
見
の
確
認
を
行
い
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
、
耐

津
波
安
全
性
に
関
す
る
評
価
を
行
い
、
必
要
な
事
項
を
適
切
に
反
映
す
る
。
 

（
中
略
）
 

 ６
 
竜
 

巻
 

（
中
略
）
 

６
．
４
 
手
順
書
の
整
備
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
（
当
直
課
長
を
除
く
。
）
は
、
竜
巻
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の

活
動

を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
と
し
て
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定

め
る
。
 

ａ
．
飛
来
物
管
理
の
手
順
 

(
a)
 各

課
（
室
）
長
は
、
飛
来
時
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
貫
通
力
が
設
計
飛
来
物
で
あ
る
鋼
製
材

※
１
 

よ
り
も
大
き
な
も
の
に
つ
い
て
、
設
置
場
所
等
に
応
じ
て
固
縛
、
建
屋
内
収
納
ま
た
は
撤
去
に
よ

り
飛
来
物
と
な
ら
な
い
管
理
を

実
施
す
る
。
 

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
b)
 各

課
（
室
）
長

は
、
屋
外

の
重
大
事

故
等

対
処
設
備
に

つ
い
て
、
位
置
的
分
散
を
図
る
こ
と
で
、

重
大
事
故
等
対
処
設

備
の
機

能
を

損
な
わ

な
い
よ

う
管
理
す
る
。
ま
た
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備

が
設
計
基
準
事
故
対

処
設
備

に
悪

影
響
を

与
え
な

い
よ
う
管
理
を
実
施
す
る
。
 

(
c)
 安

全
・
防
災
室

長
は
、
車

両
に

関
す

る
入
構

管
理
を

行
う
。
 

 

 

※
１
：
設
計
飛
来
物

で
あ
る
鋼

製
材

の
寸

法
等
は

、
以
下

の
と
お
り
。
 

飛
来
物
の

種
類
 

鋼
製
材
 

寸
法

（
m）

 
長

さ
×

幅
×
奥
行
き
 

4
.
2
×

0
.
3
×

0
.
2
 

質
量

（
k
g）

 
1
3
5
 

 

ｂ
．
竜
巻
の
襲
来
が
予
想
さ

れ
る

場
合
の

対
応
 

(
a)
 安

全
・
防
災

室
長
は
、
車

両
に

関
し

て
停
車

し
て
い

る
場
所
に
応
じ
て
退
避
ま
た
は
固
縛
す
る

こ
と
に
よ
り
飛
来
物

と
な
ら

な
い

管
理
を

実
施
す

る
。

 

(
b)
 各

課
（
室
）
長

は
、
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機
室

の
水
密

扉
の
閉
止
状
態
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

換
気
空
調
系
統
の
ダ

ン
パ
等

の
閉

止
を
実

施
す
る

。
 

(
c)
 原

子
燃
料
課
長

は
、
燃
料

取
扱

作
業

を
中
止

す
る
。

 

(
d)
 安

全
・
防
災
室

長
は
、
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
ー
４

台
を
鯨

谷
ト
ン
ネ
ル
に
退
避
す
る
。
 

ｃ
．

竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設

備
の

取
付

け
お
よ

び
取
外

操
作
等
 

各
課
（
室
）
長
は
、
竜

巻
飛

来
物

防
護

対
策

設
備
の

取
付

お
よ
び
取
外
操
作
、
飛
来
物
発
生
防
止
の

た
め
に
設
置
し
た
設

備
の
操
作

を
実
施
す

る
。

 

ｄ
．

代
替
設
備
ま
た
は
予
備
品

確
保

 

各
課
（
室
）
長
は
、
竜

巻
の
襲

来
に
よ
り
、
安

全
施
設
の
構

造
健
全
性
が
維
持
で
き
な
い
場
合
を
考
慮

し
て
、
代
替
設
備
ま
た
は
予

備
品

を
確
保

す
る
。
 

ｅ
．

竜
巻
発
生
時
の
原
子
炉
施

設
へ

の
影

響
確
認
 

各
課
（
室
）
長
は
、
発
電

所
敷

地
内
に
竜

巻
が
発

生
し
た
場

合
は
、
事
象
収
束
後
、
原
子
炉
施
設
の
損

傷
の
有
無
を
確
認
す
る
と
と

も
に

、
そ
の

結
果
を

所
長
お
よ

び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
。
 

ｆ
．
竜
巻
に
よ
り
原
子
炉
施
設

等
が
損
傷

し
た

場
合
の
処
置

 

(
a)
 当

直
課
長
は
、
排
気
筒
に

損
傷

を
発

見
し
た

場
合
、
気

体
廃
棄
物
が
放
出
中
で
あ
れ
ば
す
み
や

か
に
放
出
を
停
止
す

る
。
 

(
b)
 原

子
炉
保
修
課

長
は
、
排

気
筒

に
損

傷
を
発

見
し
た

場
合
、
応
急
補
修
を
行
う
。
 

(
c)
 土

木
建
築
課
長

は
、
ア
ニ

ュ
ラ
ス
区
画

構
造

物
に
損
傷

を
発
見
し
た
場
合
、
応
急
補
修
を
行
う
。 

(
d)
 当

直
課
長
は
、
排
気
筒
ま

た
は

ア
ニ

ュ
ラ
ス

区
画
構

造
物
の
補
修
が
困
難
な
場
合
、
プ
ラ
ン
ト

停
止
操
作
を
行
う
。
 

(
b)
 各

課
（
室
）
長
は
、
屋
外
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
つ
い
て
、
位
置
的
分
散
を
図
る
こ
と
で
、

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
管
理
す
る
。
ま
た
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備

が
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
よ
う
管
理
を
実
施
す
る
。
 

(
c)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
車
両

に
関
す
る
入
構
管
理
を
行
う
。
 

 

 

※
１
：
設
計
飛
来
物
で
あ
る
鋼
製
材
の
寸
法
等
は
、
以
下
の
と
お
り
。
 

飛
来
物
の
種
類
 

鋼
製
材
 

寸
法
（
m）

 
長
さ
×

幅
×
奥
行
き
 

4
.
2
×

0
.
3
×

0
.
2
 

質
量
（
k
g）

 
1
3
5
 

 

ｂ
．
竜
巻
の
襲
来
が
予
想
さ
れ
る
場
合
の
対
応
 

(
a)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
車
両
に
関
し
て
停
車
し
て
い
る
場
所
に
応
じ
て
退
避
ま
た
は
固
縛
す
る

こ
と
に
よ
り
飛
来
物
と
な
ら
な
い
管
理
を
実
施
す
る
。
 

(
b)
 各

課
（
室
）
長
は
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
室
の
水
密
扉
の
閉
止
状
態
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

換
気
空
調
系
統
の
ダ
ン
パ
等
の
閉
止
を
実
施
す
る
。
 

(
c)
 原

子
燃
料
課
長
は
、
燃
料
取

扱
作
業
を
中
止
す
る
。
 

(
d)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
タ
ン

ク
ロ
ー
リ
ー
４
台
を
鯨
谷
ト
ン
ネ
ル
に
退
避
す
る
。
 

ｃ
．
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
の
取
付
け
お
よ
び
取
外
操
作
等
 

各
課
（
室
）
長
は
、
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
の
取
付
お
よ
び
取
外
操
作
、
飛
来
物
発
生
防
止
の

た
め
に
設
置
し
た
設
備
の
操
作
を
実
施
す
る
。
 

ｄ
．
代
替
設
備
ま
た
は
予
備
品
確
保
 

各
課
（
室
）
長
は
、
竜
巻
の
襲
来
に
よ
り
、
安
全
施
設
の
構
造
健
全
性
が
維
持
で
き
な
い
場
合
を
考
慮

し
て
、
代
替
設
備
ま
た
は
予
備
品
を
確
保
す
る
。
 

ｅ
．
竜
巻
発
生
時
の
原
子
炉
施
設
へ
の
影
響
確
認
 

各
課
（
室
）
長
は
、
発
電
所
敷
地
内
に
竜
巻
が
発
生
し
た
場
合
は
、
事
象
収
束
後
、
原
子
炉
施
設
の
損

傷
の
有
無
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
所
長
お
よ
び
原
子
炉
主
任
技
術
者
に
報
告
す
る
。
 

ｆ
．
竜
巻
に
よ
り
原
子
炉
施
設
等
が
損
傷
し
た
場
合
の
処
置
 

(
a)
 当

直
課
長
は
、
排
気
筒
に
損
傷

を
発
見
し
た
場
合
、
気
体
廃
棄
物
が
放
出
中
で
あ
れ
ば
す
み
や

か
に
放
出
を
停
止
す
る
。
 

(
b)
 機

械
保
修
課
長
は
、
排
気
筒

に
損
傷
を
発
見
し
た
場
合
、
応
急
補
修
を
行
う
。
 

(
c)
 土

木
建
築
課
長
は
、
ア
ニ
ュ
ラ
ス
区
画
構
造
物
に
損
傷
を
発
見
し
た
場
合
、
応
急
補
修
を
行
う
。 

(
d)
 当

直
課
長
は
、
排
気
筒
ま
た
は

ア
ニ
ュ
ラ
ス
区
画
構
造
物
の
補
修
が
困
難
な
場
合
、
プ
ラ
ン
ト

停
止
操
作
を
行
う
。
 

                                組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
発

電
所

の
保

修
関

係
組

織

の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

(
e)
 各

課
（
室
）
長
は
、
建
屋

外
に
お
い

て
竜

巻
に
よ
る
火

災
の
発
生
を
確
認
し
た
場
合
、
消
火
用

水
等
に
よ
る
消
火
活

動
を
行

う
。
 

ｇ
．

施
設
管
理
、
点
検
 

各
課
（
室
）
長
は
、
竜

巻
飛
来

物
防
護
対

策
設

備
の
要
求
機

能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計

画
に
基
づ
き
適
切
に

施
設
管
理

、
点

検
を

実
施
す

る
と
と
も

に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

（
中

略
）

 

６
．
７
 
そ
の
他
関
連
す
る
活
動
 

(1
) 
原
子
力
技
術
部
門
統
括
（

原
子
力
技

術
）

は
、
以
下
の

活
動

を
実

施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

 ａ
．

新
た
な
知
見
の
収
集
、
反

映
 

原
子
力
技
術
部
門
統

括
（

原
子
力

技
術

）
は

、
定

期
的

に
新
た
な
知
見
の
確
認
を
行
い
、
新
た
な
知

見
が
得
ら
れ
た
場
合
の
竜
巻
の

評
価

を
行

い
、
必

要
な
事
項

を
適
切
に
反
映
す
る
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

(
e)
 各

課
（
室
）
長
は
、
建
屋
外
に
お
い
て
竜
巻
に
よ
る
火
災
の
発
生
を
確
認
し
た
場
合
、
消
火
用

水
等
に
よ
る
消
火
活
動
を
行
う
。
 

ｇ
．
施
設
管
理
、
点
検
 

各
課
（
室
）
長
は
、
竜
巻
飛
来
物
防
護
対
策
設
備
の
要
求
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に
、
施
設
管
理
計

画
に
基
づ
き
適
切
に
施
設
管
理
、
点
検
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
補
修
を
行
う
。
 

（
中
略
）
 

６
．
７
 
そ
の
他
関
連
す
る
活
動
 

(
1)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子

力
安
全
・
技
術
）
は
、
以
下
の
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標

準
に
定
め
る
。
 

ａ
．
新
た
な
知
見
の
収
集
、
反
映
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原

子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
定
期
的
に
新
た
な
知
見
の
確
認
を
行

い
、
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
の
竜
巻
の
評
価
を
行
い
、
必
要
な
事
項
を
適
切
に
反
映
す
る
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

       組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

重
大

事
故

等
お
よ
び

大
規
模

損
壊

対
応
に

係
る
実
施
基
準
 

 

本
「
実

施
基
準
」
は
、
重
大
事

故
に

至
る

お
そ
れ
が

あ
る

事
故

も
し

く
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は

大
規
模
な

自
然
災
害
も
し
く
は
故

意
に

よ
る

大
型

航
空
機
の

衝
突

そ
の

他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の

大
規
模
な

損
壊
が
発
生
し
た
場
合

に
対

処
し

う
る

体
制
を
維

持
管

理
し

て
い
く
た
め
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
定
め

る
。
 

ま
た
、

重
大
事
故
等
の
発
生
お

よ
び

拡
大

の
防
止
に

必
要

な
措

置
の

運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
表
－
１
か
ら

表
－
１
９

に
定
め
る
。
な
お
、
多

様
性

拡
張

設
備

を
使
用
し

た
運

用
手

順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳
細
な
内
容
等
に

つ
い
て
は

、
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

 １
 
重
大

事
故
等
対
策
 

(
1)
 社

長
は
、
重
大
事
故
等
発

生
時
に
お

け
る
原

子
炉
施
設

の
保
全
の

た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
当

た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等
）
保

護
よ

り
も

安
全
を

優
先
す

る
こ

と
を
方
針
と
し
て
定
め
る
。
 

(
2)
 原

子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
以
下

に
示

す
重
大
事
故
等

発
生

時
に

お
け
る
原
子
炉
主

任
技
術

者
の
職

務
等

に
つ
い

て
、

「
安

全
管
理
通

達
」
に
定

め
、

原
子
力
事
業

本
部

長
の
承
認
を
得
る
。
 

 

ア
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
原

子
力

防
災

組
織
に

お
い
て
、
独

立
性
が
確
保
で
き
る
組
織
に
配
置
し
、
重

大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
原

子
炉

施
設
の

運
転
に

関
し
保
安

監
督
を
誠
実
、
か
つ
最
優
先
に
行
う
こ
と
を

任
務
と
す
る
。
 

イ
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
保

安
上

必
要

な
場
合

は
、
運

転
に
従
事
す
る
者
（
所
長
を
含
む
。
）
へ
指
示

を
行
い
、
発
電
所
対
策
本
部

の
本

部
長
は

、
そ
の

指
示
を
踏

ま
え
方
針
を
決
定
す
る
。
 

ウ
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
休

日
、
時
間
外
（
夜
間
）
に

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
、
緊
急
時
対
策

本
部
要
員
か
ら
の
情
報
連
絡
（

プ
ラ
ン
ト

の
状
況
、
対
策
の

状
況
）
を
受
け
、
保
安
上
必
要
な
場
合
は
指

示
を
行
う
。
 

エ
 
非
常
召
集
可
能
圏
内
に
原

子
炉

主
任

技
術
者

を
原
子

炉
毎

に
各
１
名
（
計
２
名
）
配
置
す
る
。
 

オ
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
重
大
事

故
等
対

策
に

係
る
手

順
書
の
整
備
に
当
た
っ
て
、
保
安
上
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
。

 

(
3)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
(
1)
の
方
針

に
基
づ

き
、

重
大

事
故
等

発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制

の
整

備
と
し

て
、
次

の
１
．
１

項
お

よ
び
１
．
２
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、

所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

ま
た
、
各
課
（
室
）
長

は
、
計

画
に

基
づ

き
、
重

大
事
故
等

発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
体

制
の

整
備
を

実
施
す

る
。
 

(
4)
 各

課
（
室
）
長
は
、
(
1
)の

方
針
に
基

づ
き
、
重

大
事
故

等
発
生
時

に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と

し
て

、
次
の

１
．
３
項

お
よ

び
表
－
１
か
ら
表
－
１
９
に
示
す
「
重
大
事
故

等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止

に
必

要
な

措
置
の

運
用
手

順
等
」
を

含
む
手
順
を
整
備
し
、
１
．
１
(
1
)ア

の

要
員
に
こ
の
手
順
を
遵
守
さ
せ

る
。

 

(
5)
 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は

、
(1
)の

方
針

に
基

づ
き

、
重

大
事

故
等

発
生
時
に
お
け
る
本
店
が
行
う
支
援

重
大
事
故
等
お
よ
び

大
規
模
損
壊
対
応
に
係
る
実
施
基
準
 

 

本
「
実
施
基
準
」
は
、
重
大
事
故
に
至
る
お

そ
れ
が
あ
る
事
故
も
し
く
は
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
ま
た
は

大
規
模
な
自
然
災
害
も
し
く
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の

大
規
模
な
損
壊
が
発
生
し
た
場
合
に
対
処
し
う
る
体
制
を
維
持
管
理
し
て
い
く
た
め
の
実
施
内
容
に
つ
い
て
定
め

る
。
 

ま
た
、
重
大
事
故
等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の

防
止
に
必
要
な
措
置
の
運
用
手
順
等
に
つ
い
て
は
、
表
－
１
か
ら

表
－
１
９
に
定
め
る
。
な
お
、
多
様
性
拡
張
設
備
を
使
用
し
た
運
用
手
順
お
よ
び
運
用
手
順
の
詳
細
な
内
容
等
に

つ
い
て
は
、
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

 １
 
重
大
事
故
等
対
策
 

(
1)
 社

長
は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
に
当

た
っ
て
、
財
産
（
設
備
等
）
保
護
よ
り
も
安
全
を
優
先
す
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
定
め
る
。
 

(
2)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
以
下
に
示
す
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け

る
原
子
炉
主
任

技
術

者
の

職
務

等
に

つ
い

て
、
「
安
全

管
理

通
達
」
に
定
め
、
原
子
力
事
業
本
部
長
の
承
認

を
得
る
。
 

ア
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
原
子
力
防

災
組
織
に
お
い
て
、
独
立
性
が
確
保
で
き
る
組
織
に
配
置
し
、
重

大
事
故
等
対
策
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
運
転
に
関
し
保
安
監
督
を
誠
実
、
か
つ
最
優
先
に
行
う
こ
と
を

任
務
と
す
る
。
 

イ
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
保
安
上
必
要
な
場
合
は
、
運
転
に
従
事
す
る
者
（
所
長
を
含
む
。
）
へ
指
示

を
行
い
、
発
電
所
対
策
本
部
の
本
部
長
は
、
そ
の
指
示
を
踏
ま
え
方
針
を
決
定
す
る
。
 

ウ
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
休
日
、
時
間
外
（
夜
間
）
に
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
、
緊
急
時
対
策

本
部
要
員
か
ら
の
情
報
連
絡
（
プ
ラ
ン
ト
の
状
況
、
対
策
の
状
況
）
を
受
け
、
保
安
上
必
要
な
場
合
は
指

示
を
行
う
。
 

エ
 
非
常
召
集
可
能
圏
内
に
原
子
炉
主
任
技
術
者
を
原
子
炉
毎
に
各
１
名
（
計
２
名
）
配
置
す
る
。
 

オ
 
原
子
炉
主
任
技
術
者
は
、
重
大
事
故
等
対
策
に
係
る
手
順
書
の
整
備
に
当
た
っ
て
、
保
安
上
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
。
 

(
3)
 
安
全
・
防
災
室
長
は
、
(
1)
の
方
針

に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全

の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
１
．
１
項
お
よ
び
１
．
２
項
を
含
む
計
画
を
策
定
し
、

所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

ま
た
、
各
課
（
室
）
長
は
、
計
画
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

(
4)
 各

課
（
室
）
長
は
、
(
1)
の
方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め

の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
１
．
３
項
お
よ
び
表
－
１
か
ら
表
－
１
９
に
示
す
「
重
大
事
故

等
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
の
運
用
手
順
等
」
を
含
む
手
順
を
整
備
し
、
１
．
１
(1
)ア

の

要
員
に
こ
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

(
5)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力

安
全
・
技
術
）
は
、
(1
)の

方
針
に
基
づ
き
、
重
大
事
故
等
発
生

             組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備

と
し

て
、
次
の

１
．
１

項
お
よ
び
１
．
２
項
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る

と
と
も
に
、
計
画
に
基
づ
き
、
本

店
が
行
う

支
援
に

関
す

る
活

動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実

施
す
る
。
 

 １
．
１
 
 体

制
の
整
備
、
教
育
訓

練
の
実

施
お
よ

び
資
機
材

の
配
備
 

(
1)
 体

制
の
整
備
 

（
中

略
）

 

イ
 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
以

下
に
示

す
本

店
対
策
本

部
の
役
割
分
担
お
よ
び
責
任
者
な
ど
を
社
内
標

準
に
定
め
、
体
制
を
確
立
す

る
。
 

(
ｱ)
 
原
子
力
発
電
部
門
統
括

は
、
発

電
所

に
お
け

る
原
子

力
防

災
体
制
の
発
令
報
告
を
受
け
た
場
合
、
直

ち
に
社
長
に
報
告
し

、
社
長
は

本
店

に
お

け
る
原

子
力
防
災

体
制
を
発
令
す
る
。
 

(
ｲ)
 
社
長
は
、
原
子
力
防
災

体
制
を
発

令
し

た
場

合
、
速

や
か
に
本
店
対
策
本
部
（
原
子
力
施
設
事
態
即

応
セ
ン
タ
ー
含
む
。
）
を
中
之

島
お

よ
び

若
狭
に

設
置
す

る
。
ま
た
、
社
長
は
、
原
子
力
災
害
対
策
活

動
を
実
施
す
る
た
め

本
店
対
策

本
部

長
と

し
て
そ

の
職
務
を

行
い
、
社
長
が
不
在
の
場
合
は
副
社
長
等

が
そ
の
職
務
を
代
行

す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
緊

急
事

態
宣
言

が
発

出
さ

れ
た

場
合

ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
本
店

対
策
本
部
長
で
あ
る
社

長
は
原

則
と

し
て

、
中

之
島

か
ら
若

狭
へ
移
動
し
、
災
害
対
策
活
動
の

指
揮

を
執
る
。
社
長
が
移
動

す
る
場

合
は

、
定

め
ら

れ
た

代
行
者

が
本
店
対
策
本
部
の
指
揮
を
執
る

。
な

お
、
移
動
中
の
社
長

へ
の
連
絡

に
つ
い
て

は
、

携
帯
電
話
等

を
使
用
す
る
。
 

本
店
対
策
本
部
（
中
之

島
）
に

お
い
て
は
、
原

子
力

部
門
の

み
で
な
く
他
部
門
も
含
め
た
全
社
大
で

の
体
制
に
よ
り
発
電

所
対
策
本

部
の
支
援

を
行

い
、
本

店
対

策
本
部
（
若
狭
）
は
、
原
子
力
部
門
に
よ

る
発
電
所
対
策
本
部

へ
の
技
術

的
支
援
を

行
う
。
 

本
店
対
策
本
部
（
若
狭
）
に
は
、
社
内
外

情
報
の
収

集
、
連
絡
、
記
録
、
事
故
状
況
の
把
握
、
評
価

の
支
援
、
ア
ク
シ
デ
ン

ト
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

の
支
援
、
事
故
拡

大
防
止
策
に
関
す
る
支
援
、
事
故
原
因
の

究
明
、
除
去
に
関
す
る
支

援
お

よ
び
復
旧

対
策
に

関
す
る
支

援
等
を
行
う
原
子
力
設
備
班
を
設
置
し
、

本
店
対
策
本
部
（
中
之

島
）
は
、
設

備
の

被
害
状

況
の
把

握
、
復
旧
対
策
の
樹
立
等
を
行
う
設
備
班
、

本
店
対
策
本
部
の
設
営

、
運
営

、
本

部
要

員
の

召
集

な
ら
び

に
資
機
材
お
よ
び
食
料
の
調
達
運

搬
等

を
行
う
総
務
班
、
自
治

体
お
よ

び
報

道
対

応
を

行
う

広
報
班

を
設
置
し
、
発
電
所
対
策
本
部
の

災
害

対
策
活
動
の
支
援
を

行
う
。
 

(
ｳ)
 
本
店
対
策
本
部
総
務
班

長
は
、
あ
ら

か
じ
め

選
定

し
て

い
る
支
援
拠
点
の
候
補
の
中
か
ら
放
射
性
物

質
が
放
出
さ
れ
た
場

合
の
影
響

等
を

勘
案

し
た
上

で
原
子
力

事
業
所
災
害
対
策
支
援
拠
点
を
指
定
し
、

必
要
な
本
店
緊
急
時

対
策
要
員

を
派

遣
す

る
と
と

も
に
、
災

害
対
策
支
援
に
必
要
な
資
機
材
等
の
運
搬

を
実
施
す
る
。
 

(
ｴ)
 
本
店
対
策
本
部
原
子
力

設
備
班
長

は
、
他
の

原
子

力
事

業
者
お
よ
び
原
子
力
緊
急
事
態
支
援
組
織
へ

必
要
に
応
じ
て
応
援

を
要
請
し

、
技

術
的

な
支
援

が
受
け
ら

れ
る
体
制
を
整
備
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
安
全

部
門
統

括
は

、
原
子

力
設
備

班
を
統
括
す
る
。
 

 

時
に
お
け
る
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
１
．
１
項
お
よ
び
１
．

２
項
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た

め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

 １
．
１
 
 体

制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備
 

(
1)
 体

制
の
整
備
 

（
中
略
）
 

イ
 
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
以
下
に
示
す
本
店
対
策
本
部
の
役
割
分

担
お
よ
び
責
任
者
な
ど
を
社
内
標
準
に
定
め
、
体
制
を
確
立
す
る
。
 

(
ｱ)
 
原
子
力
発
電
部
門
統
括
は
、
発
電
所
に
お
け
る
原
子
力
防
災
体
制
の
発
令
報
告
を
受
け
た
場
合
、
直

ち
に
社
長
に
報
告
し
、
社
長
は
本
店
に
お
け
る
原
子
力
防
災
体
制
を
発
令
す
る
。
 

(
ｲ)
 
社
長
は
、
原
子
力
防
災
体
制
を
発

令
し
た
場
合
、
速
や
か
に
本
店
対
策
本
部
（
原
子
力
施
設
事
態
即

応
セ
ン
タ
ー
含
む
。
）
を
中
之
島
お

よ
び
若
狭
に
設
置
す
る
。
ま
た
、
社
長
は
、
原
子
力
災
害
対
策
活

動
を
実
施
す
る
た
め
本
店
対
策
本
部
長
と
し
て
そ
の
職
務
を
行
い
、
社
長
が
不
在
の
場
合
は
副
社
長
等

が
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
緊
急
事
態
宣
言
が

発
出
さ
れ
た
場
合
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
は
、
本
店

対
策
本
部
長
で
あ
る
社
長
は
原
則
と
し
て
、
中
之
島
か
ら
若
狭
へ
移
動
し
、
災
害
対
策
活
動
の
指
揮

を
執
る
。
社
長
が
移
動
す
る
場
合
は
、
定
め
ら
れ
た
代
行
者
が
本
店
対
策
本
部
の
指
揮
を
執
る
。
な

お
、
移
動
中
の
社
長
へ
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
携
帯
電
話
等
を
使
用
す
る
。
 

本
店
対
策
本
部
（
中
之
島
）
に
お
い
て
は
、
原
子
力
部
門
の
み
で
な
く
他
部
門
も
含
め
た
全
社
大
で

の
体
制
に
よ
り
発
電
所
対
策
本
部
の
支
援
を
行
い
、
本
店
対
策
本
部
（
若
狭
）
は
、
原
子
力
部
門
に
よ

る
発
電
所
対
策
本
部
へ
の
技
術
的
支
援
を
行
う
。
 

本
店
対
策
本
部
（
若
狭
）
に
は
、
社
内
外
情
報
の
収
集
、
連
絡
、
記
録
、
事
故
状
況
の
把
握
、
評
価

の
支
援
、
ア
ク
シ
デ
ン
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
支
援
、
事
故
拡
大
防
止
策
に
関
す
る
支
援
、
事
故
原
因
の

究
明
、
除
去
に
関
す
る
支
援
お
よ
び

復
旧
対
策
に
関
す
る
支
援
等
を
行
う
原
子
力
設
備
班
を
設
置
し
、

本
店
対
策
本
部
（
中
之
島
）
は
、
設
備
の
被
害
状
況
の
把
握
、
復
旧
対
策
の
樹
立
等
を
行
う
設
備
班
、

本
店
対
策
本
部
の
設
営
、
運
営
、
本
部
要
員
の
召
集
な
ら
び
に
資
機
材
お
よ
び
食
料
の
調
達
運
搬
等

を
行
う
総
務
班
、
自
治
体
お
よ
び
報
道
対
応
を
行
う
広
報
班
を
設
置
し
、
発
電
所
対
策
本
部
の
災
害

対
策
活
動
の
支
援
を
行
う
。
 

(
ｳ)
 
本
店
対
策
本
部
総
務
班
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
定
し
て
い
る
支
援
拠
点
の
候
補
の
中
か
ら
放
射
性
物

質
が
放
出
さ
れ
た
場
合
の
影
響
等
を
勘
案
し
た
上
で
原
子
力
事
業
所
災
害
対
策
支
援
拠
点
を
指
定
し
、

必
要
な
本
店
緊
急
時
対
策
要
員
を
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
災
害
対
策
支
援
に
必
要
な
資
機
材
等
の
運
搬

を
実
施
す
る
。
 

(
ｴ)
 
本
店
対
策
本
部
原
子
力
設
備
班
長
は
、
他
の
原
子
力
事
業
者
お
よ
び
原
子
力
緊
急
事
態
支
援
組
織
へ

必
要
に
応
じ
て
応
援
を
要
請
し
、
技
術
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門

統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
原
子
力
設
備
班
を
統
括
す
る
。 

 

       組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

ウ
 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
重

大
事
故

等
発

生
時
に
原

子
炉
格
納
容
器
の
設
計
圧
力
お
よ
び
温
度
に
近

い
状
態
が

継
続

す
る

場
合

等
、
重
大

事
故
等

発
生

後
の

中
長

期
的

な
対

応
が
必
要

と
な

る
場

合
に

備
え

て
、
社
内
外
の
関
係
各
所
と

連
携

し
、
適

切
か
つ

効
果
的
な

対
応
を
検
討
で
き
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 

 

ま
た

、
機
能

喪
失
し
た

設
備

の
保

守
を
実
施

す
る
た

め
の
放

射
線

量
低
減

お
よ
び
放
射
性
物
質

を
含

ん
だ
汚
染

水
が
発
生

し
た

際
の

汚
染
水
の

処
理
等

の
事
態

収
束

活
動
を

円
滑
に
実

施
す
る
た

め
、
平
時

か
ら
必
要
な
協
力
活
動
体
制

を
継

続
し
て

構
築
す

る
。

 

（
中

略
）

 

(
3)
 資

機
材
の
配
備
 

ア
 
各
課
（
室
）
長
は
、
重

大
事

故
の
発

生
お
よ

び
拡
大
の

防
止
に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確

保
、
復
旧
作
業
お
よ
び

支
援

等
の

原
子
炉

施
設
の

保
全
の
た

め
に
必
要
な
資
機
材
を
所
定
の
保
管
場
所
に

配
備
す
る
。
 

イ
 
原
子
力
企
画
部
門
統
括
、
原

子
力

安
全

部
門
統

括
、
原

子
力

発
電
部
門
統
括
、
原
子
力
技
術
部
門
統
括

（
原
子
力
技
術
）
お
よ
び
原

子
力

技
術
部

門
統
括
（

土
木
建

築
）
は
、
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め
に
必
要
な
資
機
材
を
配

備
す

る
。
 

 １
．
２
 
 ア

ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確

保
、
復

旧
作
業

お
よ
び
支

援
に
係
る

事
項
 

（
中

略
）

 

(
3)
 支

援
に
係
る
事
項
 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
原
子

力
安
全
部

門
統
括

は
、
支
援

に
係

る
事
項
に
つ
い
て
、
以
下
の
方
針
に
基

づ
き
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標

準
に
定
め

る
。

 

ア
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ

び
原

子
力
安

全
部
門

統
括
は
、
事
故
発

生
後
７
日
間
は
継
続
し
て
事
故
収
束
対

応
を
維
持
で
き
る
よ
う
、
重

大
事

故
等
対

処
設
備

、
予
備
品

お
よ
び
燃
料
等
の
手
段
を
確
保
す
る
。
 

ま
た
、
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ

ー
、
建

設
会

社
、
協
力

会
社
お
よ

び
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
は
平
時
か
ら
必

要
な
連

絡
体
制
を

整
備

す
る
な

ど
協
力
関

係
を
構

築
す

る
と

と
も

に
、
あ

ら
か
じ
め
重
大

事
故
等

発
生

に
備
え
協
議
お
よ
び
合
意
の
上
、
外

部
か
ら

の
支

援
計
画
を

策
定
す
る
。
事
故
発
生
後
、
当
社
原
子
力
防

災
組
織

が
発
足
し

協
力

体
制
が

整
い
次
第

、
プ
ラ

ン
ト

メ
ー

カ
ー

お
よ
び

建
設
会
社
か
ら

は
設
備

の
設

計
根
拠

お
よ
び
機

器
の

詳
細
な

情
報
、
事

故
収
束

手
段

お
よ

び
復

旧
対
策

等
の
提
供
、
協

力
会
社

か
ら

は
、
事
象
進
展
予
測
お

よ
び
放

射
線
影
響

予
測

等
の
評
価
結

果
の
情
報
提
供
、
事
故
収
束
お
よ
び
復
旧
対

策
活
動

に
必
要
な

支
援

に
係
る

要
員
の
派

遣
な
ら

び
に

燃
料

供
給

会
社
か

ら
は
燃
料
の
供

給
お
よ

び
迅

速
な
物

資
輸
送
を

可
能

と
す
る

と
と
も
に

、
中
長

期
的

な
物

資
輸

送
に
も

対
応
で
き
る
よ

う
に
支

援
計

画
を
策
定
す
る
。
 

 

イ
 
原
子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
他

の
原

子
力
事
業

者
よ
り
、
支

援
に
係
る
要
員
の
派
遣
、
資
機
材
の
貸
与

お
よ
び
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ

リ
ン

グ
の
支

援
を
受

け
ら
れ
る

他
、
原
子
力
緊
急
事
態
支
援
組
織
か
ら
は
、

被
ば
く
低
減
の
た
め
に
遠
隔

操
作

可
能
な

ロ
ボ
ッ

ト
等
の
資

機
材
、
資
機
材
操
作
の
支
援
お
よ
び
提
供
資

機
材
を
活

用
し

た
事

故
収

束
活
動
に

係
る
助

言
を

受
け

ら
れ

る
こ

と
が

で
き
る
よ

う
に

支
援

計
画

を
策

ウ
 
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
重
大
事
故
等
発
生
時
に
原
子
炉
格
納
容

器
の
設
計
圧
力
お
よ
び
温
度
に
近
い
状
態
が
継
続
す
る
場
合
等
、
重
大
事
故
等
発
生
後
の
中
長
期
的
な
対

応
が
必
要
と
な
る
場
合
に
備
え
て
、
社

内
外
の
関
係
各
所
と
連
携
し
、
適
切
か
つ
効
果
的
な
対
応
を
検
討

で
き
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 

ま
た

、
機
能

喪
失
し

た
設
備
の
保

守
を
実

施
す
る
た

め
の
放
射

線
量
低
減

お
よ
び

放
射
性
物
質

を
含

ん
だ
汚
染

水
が
発

生
し
た
際
の

汚
染
水

の
処
理
等

の
事
態
収

束
活
動
を

円
滑
に

実
施
す
る
た

め
、
平
時

か
ら
必
要
な
協
力
活
動
体
制
を
継
続
し
て
構
築
す
る
。
 

（
中
略
）
 

(
3)
 資

機
材
の
配
備
 

ア
 
各
課
（
室
）
長
は
、
重
大
事
故
の
発
生
お
よ
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
、
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確

保
、
復
旧
作
業
お
よ
び
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
に
必
要
な
資
機
材
を
所
定
の
保
管
場
所
に

配
備
す
る
。
 

イ
 
原
子
力
企
画
部
門
統
括
、
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
、
原
子
力
安
全
・

技
術
部
門
統
括
（
土
木
建
築
）
お
よ
び
原
子
力
発
電
部
門
統
括
は
、
支
援
等
の
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
に
必
要
な
資
機
材
を
配
備
す
る
。
 

 １
．
２
 
 ア

ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
、
復
旧
作
業
お
よ
び
支
援
に
係
る
事
項
 

（
中
略
）
 

(
3)
 支

援
に
係
る
事
項
 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
支
援
に
係
る
事

項
に
つ
い
て
、
以
下
の
方
針
に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
を
社
内
標
準
に
定
め
る
。
 

ア
 
安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
事
故
発
生
後

７
日
間
は
継
続
し
て
事
故
収
束
対
応
を
維
持
で
き
る
よ
う
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
、
予
備
品
お
よ
び
燃

料
等
の
手
段
を
確
保
す
る
。
 

ま
た
、
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
、
建
設

会
社
、
協
力
会
社
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
は
平
時
か
ら
必

要
な

連
絡
体
制

を
整
備
す
る
な

ど
協
力

関
係
を
構

築
す
る
と
と

も
に
、
あ

ら
か
じ
め
重
大

事
故
等

発
生

に
備
え
協
議
お
よ
び
合
意
の
上
、
外
部
か
ら
の
支
援
計
画
を
策
定
す
る
。
事
故
発
生
後
、
当
社
原
子
力
防

災
組

織
が
発
足

し
協
力
体
制
が

整
い
次

第
、
プ
ラ

ン
ト
メ
ー
カ

ー
お
よ
び

建
設
会
社
か
ら

は
設
備

の
設

計
根

拠
お
よ
び

機
器
の
詳
細
な

情
報
、

事
故
収
束

手
段
お
よ
び

復
旧
対
策

等
の
提
供
、
協

力
会
社

か
ら

は
、
事
象
進
展
予
測
お
よ
び
放
射
線
影
響
予
測
等
の
評
価
結
果
の
情
報
提
供
、
事
故
収
束
お
よ
び
復
旧
対

策
活

動
に
必
要

な
支
援
に
係
る

要
員
の

派
遣
な
ら

び
に
燃
料
供

給
会
社
か

ら
は
燃
料
の
供

給
お
よ

び
迅

速
な

物
資
輸
送

を
可
能
と
す
る

と
と
も

に
、
中
長

期
的
な
物
資

輸
送
に
も

対
応
で
き
る
よ

う
に
支

援
計

画
を
策
定
す
る
。
 

イ
 
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
他
の
原
子
力
事
業
者
よ
り
、
支
援
に
係

る
要
員
の
派
遣
、
資
機
材
の
貸
与
お
よ

び
環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
他
、
原
子

力
緊
急
事
態
支
援
組
織
か
ら
は
、
被
ば

く
低
減
の
た
め
に
遠
隔
操
作
可
能
な
ロ
ボ
ッ
ト
等
の
資
機
材
、
資

機
材
操

作
の

支
援

お
よ
び
提

供
資
機

材
を

活
用

し
た

事
故
収
束

活
動
に

係
る

助
言

を
受

け
ら

れ
る

こ
と

組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
 
由
 

定
す
る
。
  

さ
ら
に
、
発
電
所
外

に
保
有
し

て
い
る
重

大
事

故
等
対
処
設

備
と
同
種
の
設
備
、
予
備
品
お
よ
び
燃
料

等
に
つ

い
て
支
援

を
受

け
る
こ

と
に
よ
っ

て
、
発

電
所

内
に

配
備

し
て
い

る
重
大
事
故
等

対
処
設

備
に

不
具
合

が
あ
っ
た

場
合

の
代
替

手
段
お
よ

び
燃
料

の
確

保
を

行
い

、
継
続

的
な
重
大
事
故

等
対
策

を
実

施
で
き
る
よ
う
事
象
発
生
後
６

日
間

ま
で

に
支
援

を
受
け
ら

れ
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
事
業
所

災
害
対

策
支
援
拠

点
か

ら
、
災
害
対

策
支
援
に
必
要
な
資
機
材
と
し
て
、
食
料
、

そ
の
他

の
消
耗
品

、
汚

染
防
護

服
お
よ
び

そ
の
他

の
放

射
線

管
理

に
使
用

す
る
資
機
材
が

継
続
的

に
発

電
所
へ
供
給
で
き
る
体
制
を
確

立
す

る
。
 （
中

略
）

 

１
．
４
 
 定

期
的
な
評
価
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
は
、
１
．
１

項
か
ら

１
．
３

項
の
活
動

の
実
施
結

果
を
取
り
ま
と
め
、
１
年
に
１
回
以
上

定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も

に
、
評
価
結

果
に
基

づ
き

必
要

な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告

す
る
。
 

(
2)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
(1
)の

活
動
の

評
価

結
果
を
取
り

ま
と

め
、
１
年
に
１
回
以
上
定
期
的
に
計
画
の
評

価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結

果
に

基
づ

き
、
よ
り

適
切

な
活

動
と
な
る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見

直
し
を
行
う
。
 

(
3)
 原

子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
１
．
１

項
お
よ
び

１
．
２

項
の
実
施

内
容
を
踏
ま
え
、
１
年
に
１
回
以
上
定

期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に

、
評

価
結

果
に
基

づ
き
、

よ
り

適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
、

計
画
の
見
直
し
を
行
う
。
 

 

（
以

下
略
）

 

  

が
で
き
る
よ
う
に
支
援
計
画
を
策
定
す
る
。
  

さ
ら
に
、
発
電
所
外
に
保
有
し
て
い
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
同
種
の
設
備
、
予
備
品
お
よ
び
燃
料

等
に

つ
い
て
支

援
を
受
け
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
発

電
所
内
に
配

備
し
て
い

る
重
大
事
故
等

対
処
設

備
に

不
具

合
が
あ
っ

た
場
合
の
代
替

手
段
お

よ
び
燃
料

の
確
保
を
行

い
、
継
続

的
な
重
大
事
故

等
対
策

を
実

施
で
き
る
よ
う
事
象
発
生
後
６
日
間
ま
で
に
支
援
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
事
業
所
災
害
対
策
支
援
拠
点
か
ら
、
災
害
対
策
支
援
に
必
要
な
資
機
材
と
し
て
、
食
料
、

そ
の

他
の
消
耗

品
、
汚
染
防
護

服
お
よ

び
そ
の
他

の
放
射
線
管

理
に
使
用

す
る
資
機
材
が

継
続
的

に
発

電
所
へ
供
給
で
き
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 （
中
略
）
 

１
．
４
 
定
期
的
な
評
価
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
は
、
１
．
１
項
か
ら
１
．
３
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
１
年
に
１
回
以
上

定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報
告

す
る
。
 

(
2)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
(
1)
の
活
動
の
評

価
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
１
年
に
１
回
以
上
定
期
的
に
計
画
の
評

価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
よ
り
適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見

直
し
を
行
う
。
 

(
3)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
１
．
１
項
お
よ
び
１
．
２
項
の
実
施
内
容

を
踏
ま
え
、
１
年
に
１
回
以
上
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
よ
り
適
切
な
活

動
と
な
る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を
行
う
。
 

 

（
以
下
略
）
 

  

                組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
  

由
 

２
．
大
規

模
な
自
然
災
害
ま
た
は

故
意
に

よ
る
大

型
航
空
機

の
衝
突
そ

の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る

事
項
 

 

(
1)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
大

規
模
な
自

然
災
害

ま
た
は
故

意
に
よ
る

大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ

ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の
大

規
模

な
損
壊
（

以
下
、
「
大

規
模

損
壊
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の

た
め

の
活

動
を
行

う
体
制

の
整

備
と
し
て
、
次
の
２
．
１
項
を
含
む
計
画
を

策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る

。
 

ま
た
、
各
課
（
室
）
長

は
、
計

画
に

基
づ

き
、
大

規
模
損
壊

発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の

活
動
を
行
う
た
め
に
必
要

な
体

制
の

整
備
を

実
施
す

る
。
 

(
2)
 各

課
（
室
）
長
は
、
大
規

模
損
壊
発

生
時
に

お
け
る
原

子
炉
施
設

の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備
と
し
て
、
次
の
２
．
２
項

に
示
す
手

順
を

整
備

し
、
２
．
１
(1
)の

要
員
に
こ
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

(
3)
 原

子
力
安
全
部
門
統
括
は

、
本

店
が

行
う
支

援
に
関

す
る

活
動
を

行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
２
．

１
項
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る

と
と

も
に
、
計
画
に

基
づ
き
、
本

店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た

め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実

施
す

る
。
 

 ２
．
１
 
体
制
の
整
備
、
教
育
訓

練
の
実

施
お
よ

び
資
機
材

の
配
備
 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
原
子

力
安
全
部

門
統

括
は
、
大
規

模
損

壊
発
生
時
の
体
制
に
つ
い
て
、
以
下
に

示
す
と
お
り
、
組
織
が
最
も
有

効
に
機
能

す
る

と
考
え
ら
れ

る
通

常
の

緊
急
時
対
策
本
部
の
体
制
を
基
本
と

し
つ
つ
、
通
常
と
は
異
な
る
対

応
が
必
要

と
な

る
状
況
に
お

い
て

も
流

動
性
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
こ
と
な

ど
を
社
内
標
準
に
定
め
、
体
制

を
確
立
す

る
。

 

ま
た
、
重
大
事
故
等
を
超
え
る

よ
う
な
状

況
を

想
定
し
た
大

規
模

損
壊
発
生
時
の
対
応
手
順
に
し
た
が
っ

て
活
動
を
行
う
こ
と
を
前
提
と

し
、
中
央

制
御

室
が
機
能
喪

失
す

る
よ

う
な
通
常
と
は
異
な
る
体
制
で
活
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に

も
対
応
で

き
る

よ
う
教
育
訓

練
を

実
施

し
、
体
制
を
確
立
す
る
。
 

 

(
1)
 体

制
の
整
備
 

（
中

略
）
 

ウ
 
支
援
体
制
の
確
立
 

(
ｱ)
 本

店
対
策
本
部
体
制
の

確
立
 

社
長
は
、
原
子
炉
施

設
に
お

い
て

大
規
模

損
壊
が

発
生
し
た
場
合
の
支
援
を
実
施
す
る
た
め
、
本
店

対
策
本
部
を
設
置
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
災
害
と

非
常
災
害
（

一
般
災

害
）
の

複
合
災

害
発
生
時
に
お
い
て
は
、
状
況
に
応
じ

て
両
者
を
統
合
し
た
原
子
力

緊
急

時
対
策
・
非
常
災

害
対
策

統
合
本
部
（
以
下
、
「
統
合
本
部
」
と
い

う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

統
合
本
部
の
本
部
長

は
原
子
力

緊
急
時
対

策
本

部
長
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
原
子
力
災
害
を
除
く

災
害
対
策
の
指
揮
を
本
部
長

が
指

名
す
る

も
の
に

代
行
さ
せ

る
。
 

(
ｲ)
 外

部
支
援
体
制
の
確
立

 

原
子
力
安

全
部
門
統
括

は
、
他

の
原
子

力
事

業
者
お

よ
び
原
子
力
緊

急
事
態
支
援

組
織
へ
応
援
要

２
．
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
に
お
け
る

事
項
 

 

(
1)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
大
規
模
な
自
然
災
害
ま
た
は
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ

ズ
ム
に
よ
る
原
子
炉
施
設
の
大
規
模
な
損
壊
（
以
下
、
「
大
規
模
損
壊
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
２
．
１
項
を
含
む
計
画
を

策
定
し
、
所
長
の
承
認
を
得
る
。
 

ま
た
、
各
課
（
室
）
長
は
、
計
画
に
基
づ
き
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た

め
の
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

(
2)
 各

課
（
室
）
長
は
、
大
規
模
損
壊
発
生
時
に
お
け
る
原
子
炉
施
設
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
体
制
の

整
備
と
し
て
、
次
の
２
．
２
項
に
示
す
手
順
を
整
備
し
、
２
．
１
(1
)の

要
員
に
こ
の
手
順
を
遵
守
さ
せ
る
。
 

(
3)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
本
店
が
行
う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う

体
制
の
整
備
と
し
て
、
次
の
２
．
１
項
を
含
む
計
画
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
計
画
に
基
づ
き
、
本
店
が
行

う
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
実
施
す
る
。
 

 ２
．
１
 
体
制
の
整
備
、
教
育
訓
練
の
実
施
お
よ
び
資
機
材
の
配
備
 

安
全
・
防
災
室
長
お
よ
び
原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
大
規
模
損
壊
発

生
時
の
体
制
に
つ
い
て
、
以
下
に
示
す
と
お
り
、
組
織
が
最
も
有
効
に
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
る
通
常
の
緊

急
時
対
策
本
部
の
体
制
を
基
本
と
し
つ
つ
、
通
常
と
は
異
な
る
対
応
が
必
要
と
な
る
状
況
に
お
い
て
も
流
動

性
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
こ
と
な
ど
を
社
内
標
準
に
定
め
、
体
制
を
確
立
す
る
。
 

ま
た
、
重
大
事
故
等
を
超
え
る
よ
う
な
状
況
を
想
定
し
た
大
規
模
損
壊
発
生
時
の
対
応
手
順
に
し
た
が
っ

て
活
動
を
行
う
こ
と
を
前
提
と
し
、
中
央
制
御
室
が
機
能
喪
失
す
る
よ
う
な
通
常
と
は
異
な
る
体
制
で
活
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
教
育
訓
練
を
実
施
し
、
体
制
を
確
立
す
る
。
 

 

(
1)
 体

制
の
整
備
 

（
中
略
）
 

ウ
 
支
援
体
制
の
確
立
 

(
ｱ)
 本

店
対
策
本
部
体
制
の
確
立
 

社
長
は
、
原
子
炉
施
設
に
お
い
て
大
規
模
損
壊
が
発
生
し
た
場
合
の
支
援
を
実
施
す
る
た
め
、
本
店

対
策
本
部
を
設
置
す
る
。
 

ま
た
、
原
子
力
災
害
と
非
常
災
害
（
一
般
災
害
）
の
複
合
災
害
発
生
時
に
お
い
て
は
、
状
況
に
応
じ

て
両
者
を
統
合
し
た
原
子
力
緊
急
時
対
策
・
非
常
災
害
対
策
統
合
本
部
（
以
下
、
「
統
合
本
部
」
と
い

う
。
）
を
設
置
す
る
。
 

統
合
本
部
の
本
部
長
は
原
子
力
緊
急
時
対
策
本
部
長
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
原
子
力
災
害
を
除
く

災
害
対
策
の
指
揮
を
本
部
長
が
指
名
す
る
も
の
に
代
行
さ
せ
る
。
 

(
ｲ)
 外

部
支
援
体
制
の
確
立
 

原
子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（

原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
他
の
原
子
力
事
業
者
お
よ
び
原
子
力

           組
織
改
正
に
伴
う
変
更
（
原
子

力
安

全
部

門
と

原
子

力
技

術

部
門
の
統
合
）
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大
飯

発
電
所
原
子
炉
施
設
保
安
規
定
変
更
前

後
比
較
表

（
第
 
 
次
改
正
）

 

  

変
更
前
 

変
更
後
 

理
  

由
 

請
し
、
技
術
的
な
支
援
が
受

け
ら

れ
る
体

制
を
確

立
す
る
。

 

ま
た
、
協

力
会
社
よ
り

現
場
作

業
や
資

機
材

輸
送
等

に
係
る
支
援
要

員
の
派
遣
を

要
請
で
き
る
体

制
、
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
お
よ

び
建

設
会
社

に
よ
る

技
術
的
支

援
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
確
立
す
る
。

 

（
中

略
）

 

２
．
３
 
 定

期
的
な
評
価
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
は
、
２
．
１

項
お
よ

び
２
．
２

項
の
活

動
の
実
施

結
果
を
取
り
ま
と
め
、
１
年
に
１
回
以

上
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と

も
に

、
評
価

結
果
に

基
づ

き
必

要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報

告
す
る
。
 

(
2)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
(1
)の

評
価
結

果
を

取
り
ま
と
め
、
１
年
に

１
回
以
上
定
期
的
に
計
画
の
評
価
を
行

う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基

づ
き
、
よ
り

適
切
な

活
動

と
な

る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
。
 

(
3)
 原

子
力
安
全
部
門
統
括
は
、
２
．
１
項
の

実
施
内

容
を

踏
ま

え
、
１
年
に
１
回
以
上
定
期
的
に
評
価
を
行

う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基

づ
き
、
よ
り

適
切
な

活
動

と
な

る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
。
 

 

（
以

下
略
）

 

 

緊
急
事
態
支
援
組
織
へ
応
援
要
請
し
、
技
術
的
な
支
援
が
受
け
ら
れ
る
体
制
を
確
立
す
る
。
 

ま
た
、
協
力
会
社
よ
り

現
場
作
業

や
資
機
材
輸
送
等

に
係
る
支
援
要

員
の
派
遣
を

要
請
で
き
る
体

制
、
プ
ラ
ン
ト
メ
ー
カ
お
よ
び
建
設
会
社
に
よ
る
技
術
的
支
援
を
受
け
ら
れ
る
体
制
を
確
立
す
る
。

 

（
中
略
）
 

２
．
３
 
 定

期
的
な
評
価
 

(
1)
 各

課
（
室
）
長
は
、
２
．
１
項
お
よ
び

２
．
２
項
の
活
動
の
実
施
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
１
年
に
１
回
以

上
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
安
全
・
防
災
室
長
に
報

告
す
る
。
 

(
2)
 安

全
・
防
災
室
長
は
、
(
1)
の
評
価
結
果

を
取
り
ま
と
め
、
１
年
に
１
回
以
上
定
期
的
に
計
画
の
評
価
を
行

う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
よ
り
適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
必
要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を

行
う
。
 

(
3)
 原

子
力
安
全
・
技
術
部
門
統
括
（
原
子
力
安
全
・
技
術
）
は
、
２
．
１
項
の
実
施
内
容
を
踏
ま
え
、
１
年

に
１
回
以
上
定
期
的
に
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
評
価
結
果
に
基
づ
き
、
よ
り
適
切
な
活
動
と
な
る
よ
う
必

要
に
応
じ
て
、
計
画
の
見
直
し
を
行
う
。
 

 

（
以
下
略
）
 

 

           組
織
改
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に
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う
変
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